
 

 

 

 

 

 

第 20回 京都から発信する政策研究交流大会 
 

 

論文集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：公益財団法人 大学コンソーシアム京都 

 

 

後援：  京都府・京都市・日本公共政策学会・京都商工会議所・一般社団法人 京都経済同友会 

京都新聞・朝日新聞京都総局・毎日新聞京都支局・読売新聞京都総局・産経新聞社京都総局 

日本経済新聞社京都支社・ＮＨＫ京都放送局・ＫＢＳ京都 



 

 

開催概要 
 

 

 

 

「京都から発信する政策研究交流大会」は、都市が抱える問題・課題を見つけ、それを

解決するための研究を行う学生が日頃の研究成果を発表し、大学やゼミの枠を越えた交流

を深めるとともに、地域社会に対する政策提案・情報発信の場となることを目的として 2005

年度から開催し、今回で 20回目を迎えます。 

都市政策全般を発表テーマとし、今大会は 79 組による口頭発表の他、「クイズに答えて

ゴールを目指そう！人生ゲーム型サイコロすごろく」をテーマに学生実行委員の企画・運

営による交流会を開催し、更なる研究の深化と広範な交流を図る機会とします。 

 

 

■開催日時 

2024年 12月 15日（日）10:00から 17:00まで 

 

 

■スケジュール（口頭発表 79組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 間 

 

内 容 

10:00 

～  

14:45 

口頭発表 

（10分科会） 

15:00 

～  

16:20 

学生企画・学まちコラボ事業の紹介 

16:30 

～  

17:00 

表彰式 
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■学生企画 

【テーマ】 

クイズに答えてゴールを目指そう！人生ゲーム型サイコロすごろく 

【企画趣旨・内容】 

  本大会は、所属大学が異なる様々な学生が集まる貴重な機会です。こうした機会を活かし、楽しみ

ながら学生同士が交流できる企画を実施することで参加者相互の距離を縮めるとともに、クイズを通

して京都地域について理解を深める企画内容とします。また、企画を通して、学生同士が今後も関係

を継続できるような交流の輪の形成も目指します。 

 

 

■学まちコラボ事業 

学まちコラボ事業は、京都市と大学コンソーシアム京都とが 2004年から行っている事業で、大学生

が地域とコラボして、地域のまちづくりや活性化に取り組む活動に、最大 30万円の支援金を交付し、

支援する事業です。2024年は 12団体への支援を行っています。  

大会で発表した論文を、論文だけにとどめることなく、ぜひ地域のまちづくりや活性化に活かしても

らいたいという趣旨で、学まちコラボ事業の紹介を行っています。 

 

 

■表彰 

全発表の中から優秀な発表者に対し、以下の研究奨励賞が授与されます。 

【研究奨励賞】 

・大学コンソーシアム京都理事長賞  1件（論文と口頭発表を総合した上位 1件） 

・日本公共政策学会賞        1件（論文重視型の上位 1件） 

・優秀賞              最大 10件（原則各分科会の 1位※） 

※上位賞が選出された分科会について、優秀な次点者がある場合に限り次点者を選出し、 

繰り上げ優秀賞とします。 

【ベスト質問賞】 

・分科会毎に審査委員が指定質問者（同じ分科会内の別の発表者）の質問の中からベス

ト質問を 1件選出します。 
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口頭発表 

【分科会１】 

 

 

1 京都市バス205系統の混雑解消に向けて 

 

髙山ゼミ18期生 

 

私たちのグループは、京都市バス 205系統の混雑解消に向けての研究を行いました。この系統は京都駅と四条

河原町を経由しており、観光客が多く利用しています。その結果、地域住民が不便に感じる場面が多く、解決す

べき問題であると考えました。政策提言は、京都駅から四条河原町区間の徒歩での移動を推進することであり、

実際に飲食店に着目した街歩きマップを作成しました。 

 

 

 

 

 

 

2 京都の観光客の分散化に対する一考察 

 

カフェオレ班 

 

オーバーツーリズムとは、特定の観光地に過剰な数の観光客が訪れることによって地域社会や環境に悪影響を

及ぼす現象である。観光地の持続可能な発展を阻害し、地域住民や観光客双方にとって負の影響をもたらすこと

がある。特に京都は、世界中からの観光客を惹きつける歴史的な都市であり、豊かな文化や伝統を誇る一方で、

オーバーツーリズムによる深刻な課題が累積している。 

京都は、日本の伝統文化と現代的な都市機能を兼ね備えた観光都市であり、特に清水寺、金閣寺、祇園、嵐山

などの観光名所が外国人を中心に高い人気を誇っている。しかし、訪れる観光客の数が急増するにつれて、住民

の生活や環境に負担がかかり、地元経済や観光資源にも負の影響が生じている。 

本稿では、京都におけるオーバーツーリズムの問題点を整理し、持続可能な観光都市への道を探るための解決

策について検討する。 
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3 宿泊税はオーバーツーリズムの解決につながるか－京都市を事例とした実証分析－ 

 

おこしやす京都 

 

観光業のさらなる発展を目指す我が国において、オーバーツーリズムの対策は重要な課題である。本稿ではオ

ーバーツーリズムの対策の1つとして議論になっている宿泊税について検討する。具体的には、宿泊税が観光に

与える影響を差の差分析を用いて実証的に明らかにする。分析対象は、世界有数の観光都市である京都市をとり

あげる。 

  分析対象期間は京都市に宿泊税が導入された 2018年前後の36ヶ月分とした。また比較対象として差の差分析

が成立する条件である平行トレンド仮定が成立した岡山県，広島県を用いた。 

  分析の結果、宿泊税の導入が宿泊観光客数を増加させることが明らかになった。このような結果は宿泊税収入

が居住面かつ観光面でよりよいまちづくり事業に活用されたからであると考えられる。最後に、今後のオーバー

ツーリズム対策として、宿泊税の増額と観光特急バスの増便を提案し、観光業の発展と地域住民の生活環境の改

善を両立する。 

 

 

 

 

 

4 着地型観光の推進について－京都府北部地域の取り組みから－ 

 

岩松観光チーム 

 

 グローバル化やコロナ禍といった社会の変動を経て、日本全体が産業を支え、地域創生の柱として役割を果た

す観光業、特に着地型観光に力を入れるようになった。 しかし、全ての地域で観光業が成功しているわけでは

なく、観光客不足による観光消費額の低下や観光入込客数の減少といった、観光面での課題を抱える地域は少な

くない。 そこで本研究では、観光入込客数、観光消費額の観点から、着地型観光を成功させている地域を探

し、両観点で共に増加傾向を維持している京都府北部地域に研究対象として着目した。研究を進めるなかで、京

都府北部地域の着地型観光の成功の要因に、一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社(海の京都DMO)の貢

献があることがわかった。そこで、この組織が行う観光政策の特色や、組織の主導による政策の利点を研究し、

他の各地域にもニーズに合わせた形で適用することで新たな観光政策を実施することを提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

5 釜ヶ崎におけるダークツーリズムのあり方－観光客・現地住民へのインタビュー調査を通して－ 

 

青木蒔紘 

 

本研究は、大阪府に位置する釜ヶ崎における偏見の解消と歴史的背景の認知を目指し、「死や苦しみと結びつ

いた場所を旅行する行為」を指すダークツーリズムのあり方について論じるものである。観光客と現地住民双方

を研究対象とし、アンケート調査及びインタビュー調査から、現在の釜ヶ崎へのダークツーリズムは限定的では

ありながらもスティグマの解消や、まなざしの変容に寄与している可能性を示した。対して、近年のメディア主

導型のダークツーリズムの批判を行い、高い認知度と歴史教育が達成可能な「メディア上での知名度が高く、強

烈な当事者性を持つ人物を起用したプロモーション」と「当事者がガイドを務めるツアーや歴史教育を含むダー

クツーリズム政策」を行うことが重要であると結論づけた。 
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6 京都におけるキャリーケース問題の解決に向けて－預かりサービスの知名度向上施策－ 

 

京都先端科学大学 岡嶋ゼミ Aチーム 

 

 近年、京都市は観光客の急増に伴いオーバーツーリズムの問題に直面している。特に大型キャリーケースを持

つ観光客が混雑を引き起こし、地元住民や通勤者に影響を与えており、京都市は「手ぶら観光」として手荷物関

連サービスを導入し、観光客が快適に観光できる環境を整備している。 

  本研究では、アンケート調査とインタビュー調査から、その改善策を検討した。調査の結果、多くの外国人観

光客はキャリーケースの問題を認識しているが、「手ぶら観光」の認知は進んでいないことが分かった。京都市

観光課へのインタビューでは、繁忙期における臨時の手荷物預かり所には高い需要がある一方で、既存の預かり

サービスの場所がわかりにくいという課題が指摘された。これらの結果をもとに、サービスの認知度向上と利用

促進を図るための施策を提案する。 

 

 

 

 

 

7 手塚治虫記念館から考えるコンテンツツーリズムのさらなる活用案 

 

南島ゼミ 

 

 我々南島ゼミは今回、漫画・アニメーション利用における観光政策の効果という点に着目し宝塚市と手塚治虫

記念館への提案を行うことが本研究の目的である。我が国の一大産業である漫画・アニメーションが観光資源と

して機能するという事例も確認されており地域振興の一環にも組み込まれつつある。そこで、先述した兵庫県宝

塚市に位置する「手塚治虫記念館」を取り上げる。手塚治虫記念館の展示内容の分析、問題点を検討した上で、

手塚治虫記念館の運営魅力度向上に向けた提案を行う。手塚治虫記念館には維持経費の赤字、展示物の集客率が

芳しくないといった課題がある。また宝塚市は手塚治虫記念館に多額の補助金を出しており市としても本館と協

働関係にあるが、手塚治虫の知名度や国内外での影響力を考えると記念館と市の両者に改善の余地があると言え

る。利益化に向けた運営体制の見直しを提案する。 

 

 

 

 

 

8 宮津vacantour－空き地から始める新たなるツアー－ 

 

菅原ゼミA班 

 

 宮津市の府中地域における人口減少問題に対し、私たちは地域会議と連携し、移住・定住促進の取り組みを進

めている。観光面では、天橋立周辺に観光客が集中し、他地域が訪問されにくい現状が課題である。再来訪意向

を高めるため、宿泊施設のサービスは評価が高いが、体験プログラムや地域内移動の快適さの評価が低いことが

明らかになっている。これを踏まえ、府中地域全体の観光魅力を高めるため、体験プログラムの充実と移動手段

の改善を提案する。参考事例としては、福山市のグリーンスローモビリティや、佐渡市の地域イベントが挙げら

れ、これらを参考に地域の特産品を活かした屋台の設置や季節ごとの体験イベントを提案する。これにより、観

光客の満足度を向上させ、府中地域の持続的な発展と関係人口の増加を目指す。 
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口頭発表 

【分科会２】 

 

 
1 アニメツーリズムにおける旅行者の動向把握と振興策－滋賀県日野町「旧鎌掛小学校」の聖地巡礼ノート分析を基にして－ 

 

佛教大学社会学部 河内ゼミ 

 

 本研究は、アニメツーリストの動向を把握し、アニメツーリズムが持続可能な発展を遂げるための振興策を考

察した。事例として京都アニメーションの『中二病でも恋がしたい！』に着目し、その舞台となった滋賀県日野

町「旧鎌掛小学校」の踏査に基づき、聖地巡礼ノート分析を行った。 

分析の結果、出発地を記入した者のうち、中国人旅行者が 24％を占めていた。中国語圏から当地を訪れる熱

心な旅行者が多いことがわかった。  

政策提言は次の2点である。第 1に、滋賀県日野町のアニメツーリズムの振興策として、近江鉄道・日野駅を

起点、旧鎌掛小学校を終点として、レンタサイクルで町内を回遊する施策を提言した。第 2に、日本のアニメツ

ーリズムの振興策として、目的地の周辺を含めた中国語・英語の表記とアニメグッズの現地販売に関する施策を

提言した。 

 

 

 

 

 

 

2 若者の政治離れ－SNSで政治家の「推し活」をする－ 

 

川口ゼミ 4班 

 

 現代の日本では、若者の政治離れが深刻な問題となっており、特に投票率が低迷している。若者が政治に無力

感を抱いている一因として、政治への関心が低いことが挙げられる。近年では、アイドルやアニメキャラクター

を「推し」として応援する「推し活」が高校生の間で一般化しており、SNSでの活動が盛んだ。この文化を参考

にし、政治家や政策を「推し活」の対象にする取り組みを提案する。地方自治体が TikTokやInstagramなどの

SNSを通じて、若者が関心を持つテーマや意見を取り入れた動画コンテンツを発信すれば、彼らの政治参加を促

進できる。これにより、政治家や政策に親しみを持ち、将来的に投票行動を促す効果と若者が政治に興味を示す

ようになると考えSNSでの推し活を提案する。 

 

 

 

 

 

 

3 京都における修学旅行と宿の現状と今後 

 

松尾ゼミINN 

 

修学旅行先で最も人気である京都の宿が何故修学旅行生を受け入れると赤字問題になるのかという疑問を持

ち、その原因を探り、それに対する宿泊施設の動向を調査することで、今後の改善策の提案を行おうと考えた。

その調査をするために、宿泊施設を経営されている方々に調査のご協力をお願いした。加えて他県での対応を調

査した。その調査で、繁忙期では一般客と同様に修学旅行生も高く設定し、物価高騰には宿泊料金を引き上げて

対応することや、補助金で補うことは長期的な解決策にはならないと分かった。この調査結果から、修学旅行生

を受け入れている宿が赤字になる問題を解決するためには、宿泊価格のさらなる引き上げを提案する。 
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4 増える空き家、どう活用するか－東山区の空き家を宿泊施設へ－ 

 

京都先端科学大学 岡嶋ゼミ B班 

 

近年、空き家問題は全国的に大きな問題となっている。2024年には全国空き家総数が過去最多の約 900万戸

となった。空き家が増加する原因には若者の流出や高齢化などがあり、空き家を放置すると景観の悪化や近隣へ

の被害を招いてしまう場合がある。 

本研究では、京都市の中で最も空き家率の高い東山区における空き家の活用方法について検討した。空き家の

活用方法はさまざまな方法があるが、コロナ禍後の増加するインバウンドを受けて需要が増加している外国人観

光客向けの宿泊施設を提案する。 

外国人観光客が多い錦市場や三条商店街周辺を中心と本学の留学生にアンケート調査を行い、他地域の事例を

参考に、空き家を宿泊施設に活用することを提案する。このような取り組みを通じた東山区の地域活性化が期待

される。 

 

 

 

 

 

 

5 外国人観光客に優しい避難対策－京都市清水坂を例として－ 

 

加藤派 

 

京都市は日本有数の観光地であり、多くの観光客が訪れる。また近年、地震が頻繁に発生しており、近い将来

に大規模地震が発生することも予想されているなど、震災対策の必要性は高まっている。京都市において大規模

な地震が発生した際、十分に対応できる準備や体制は整っているのだろうか。本研究では、外国人観光客に注目

し、地震が発生した際に適切に避難できるかを検討する。外国人観光客は、言語や文化等の違いがあるため、地

震発生時にはより手厚い支援が必要になると予想される。そこで、京都市で避難対策としてどのような準備がな

されているのだろうか。京都市でも多くの外国人観光客が訪れる観光地スポットである清水坂を事例として、現

地調査と京都市役所担当者への聞き取り調査を行い、避難対策の現状と課題を明らかにする。そして、調査から

導き出される課題を踏まえて、外国人観光客の避難対策の展望についてソフト・ハードの両面から提案を行う。 
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6 主権者教育は18歳投票率を上げるのか－都道府県パネルデータ分析による検証－ 

 

チーム好青年 

 

この論文は、主権者教育が 18歳の投票率向上に寄与するかを都道府県パネルデータ分析を通じて検証したも

のである。2016年に選挙権年齢が 18歳に引き下げられたが、若年層の投票率は依然として低い水準にある。そ

こで、本研究では、選挙管理委員会により実施される主権者教育が 18歳有権者の投票率に与える影響を実証的

に分析した。具体的には、2016年および2017年の国政選挙における18歳投票率と高校における主権者教育受

講率を主要な変数として固定効果モデルを用いて分析を行った。その結果、主権者教育受講率の増加が統計的に

有意に投票率を向上させることが明らかとなった。特に、受講率が 20％増加すると、投票率が 5.3％上昇すると

の推定結果が得られた。この結果に基づいた、受講率向上のための具体的な政策提言として、選挙管理委員会と

学校とのオンラインツールを活用した連携強化を提案する。 

 

 

 

 

 

7 京都市の外国人観光客に対する災害情報発信 

 

同志社大学政策学部 武藏ゼミ(河合・滝川・田中) 

 

 京都市は観光資源が豊富であり、毎年多くの外国人観光客が訪れる。 

  他方、日本が災害大国といわれるように、京都市も大規模災害のリスクを抱えている。例えば、水害・雪害・

土砂災害・地震といったものが挙げられる。したがって、災害に関する情報を的確に発信し、認識してもらう取

り組みが不可欠であるといえる。 

  しかし、観光・レジャー目的の外国人の場合、言語の壁や土地勘といった問題が根強く、災害に関する情報を

十分に入手できない、あるいは認識していない可能性がある。すなわち、情報の非対称性という問題が存在する

ということである。 

  以上を踏まえ、本発表では、京都市の外国人観光客に対する災害情報発信の在り方を論点とする。 

  まず現状認識として、行政機関の取り組みを整理し、アンケート結果などを組み合わせなから、問題点を特定

する。そして、そのような問題点に対し、どのような政策で解決につながるかを多角的に検討する。 

 

 

 

 

 

 

8 大学生の政治への関心向上のための実践研究－ユースフェスティバル in 福知山を事例に－ 

 

福知山公立大学 3年杉岡ゼミ 

 

2024年の日本財団の調査によると、日本の若者は将来や政治に対する期待感が低く、自国の未来が「良くな

る」と考える割合は15％、自身の将来に「夢を持っている」は 60％と6カ国中最低である。政治に対しても

「クリーンである」、「民意を反映している」と感じない若者が約 80％を占め、政治不信が強い。筆者らの調

査では、市長選に興味を持たない学生が 55.1％と、若者の政治への関心の低さが明らかとなった。この背景に

は、政治家との距離感や「知る機会」の不足があると筆者らは仮説を立て、若者と政治家が直接対話するイベン

ト「ユースフェスティバル in 福知山」を開催した。先行研究では、若者の政治離れの原因として複雑な選挙制

度が指摘される一方で、政治家との交流が若者の関心を高める可能性が示唆されている。本研究では、イベント

前後で、若者の政治への関心がどう変化するかを調査し、対話の重要性を検証する。 
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口頭発表 

【分科会３】 

 

 
1 地下鉄利用の促進－新交通システムの導入－ 

 

八塩ゼミ岸本班 

 

京都市の主な移動手段に市バス、地下鉄があげられるが、市バスの利便性の高さから利用率に大きな差があ

る。特に観光地を経由するバスはその傾向が強くみられ、市民と観光客の利用が重なると市民が利用できない問

題も発生している。今年の6月から観光特急バスが導入されたが、いまだに利用客の回転数が鈍く混雑が問題と

なっている。 

 そこで私たちは地下鉄の利用を促しバスの混雑を改善するために、まず東西に横断する既存バスのダイヤを地

下鉄のダイヤに合わせたものと組み、乗り換えの時間短縮を図る。また公共交通優先システムと連節バスを導入

してより多くの乗客を乗せることを可能にし、東西の主要観光地をつないで観光客のあふれた需要の抑制を試み

る。 

 これらの政策により、地域住民と観光客双方の不満を解消し、京都市が世界でより良い観光地であることをア

ピールできると考える。 

 

 

 

 

2 京都市営バス混雑緩和に向けた一考察－市民と観光客両者にとって快適なバス利用を目指して－ 

 

深尾ゼミ15期生 

 

観光客、市民ともに京都市営バスに対して不満を持っている人がいると京都市のアンケートから分かった。観

光客にとっても市民にとっても快適にバスが利用できるための政策提案を考えた。まず市営バスの混雑度合いを

調べるために、公営交通が盛んな都市と比較検証を行った。バスの本数や路線ごとの利用者数、バス停留所の数

から京都市は他都市に比べて混雑状況が激しいと分かった。混雑を緩和させるために他の都市の事例などと比較

しながら検討し、京都市は景観規制や埋蔵文化財が多いという特徴や地下鉄の建設などは財政事情から鉄道の新

路線開業は現実的ではないと考えた。そのため、私たちは既存の駅にトランジットセンターのような、新たな交

通結節点を生むことで市営バスの混雑緩和に貢献すると考えた。交通結節点をその地域の核とすることで新たな

まちづくりの促進につながり、新しい便利さや快適さを地域住民の提供することができると考える。 
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3 公共ライドシェアを持続可能にしていくために－京丹後市「ささえ合い交通」の事例から－ 

 

大谷大学野村ゼミ共助交通チーム 

 

 近年、公共交通は人口の減少や少子高齢化、担い手不足を理由に衰退の一途をたどっている。こうした課題に

対して、市町村や NPO 法人などが自家用車を活用して有償でサービス提供を行う「公共ライドシェア」が重要

な地域のインフラとなっている。一方で、日常的に利用するには運賃がやや高いことや、地域住民が担い手とな

るため、高齢化等による退職もあり、ドライバーの継続的な確保が課題となっていることがわかった。 

  そこで私たちは、京丹後市の「ささえ合い交通」を事例として、NPOやドライバーへのヒアリングを通じて、

「利用可能性」と「持続可能性」の 2点を両立していくための行政による支援策を提案する。具体的には、運営

する NPOや現地でのフィールドワークを通じて、①運賃の引き上げによるドライバー報酬の安定的な確保、②差

額分＋利用促進の割引を行政が負担することによる公共ライドシェアの政策的支援を提案する。 

 

 

 

 

 

 

4 「ヒューマンデジストリー」による市民文化の継承 

 

風間ゼミナール デジタルアーカイブ班 

 

 デジタルアーカイブ(以下DA)は、知的財産をデジタルデータにして保存するものである。様々な研究機関で

DA化が進んでいるが、市政の人々や出来事に焦点を当てるヒューマンヒストリーは現状ほとんど存在しない。

しかしこれらは将来的に重要な資料になると考えられるため、ヒューマンヒストリーを DA化して長期保存し、

これを市民や行政の学びに繋げられるプラットフォームの整備が必要である。以上を踏まえて、私たちはヒュー

マンヒストリーを保存する市民参加型 DA、｢ヒューマンデジストリー｣を提案する。また、これと同時に、既存

の公共施設のDA資料をNFT化して、マーケットに出品する。購入された NFT商品の利益を行政にまわし、ヒュ

ーマンデジストリーのコスト回収を図る。今後は、現在発展している AI技術を用いれば、DAコンテンツ幅の拡

大、多様化にも繋がると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

5 難病患者を対象とした乗合タクシー制度の確立 

 

自主勉強会 

 

 現在わが国では341の疾病が指定難病として登録されている。重症度の差はあるものの、難病を有する者は日

常生活のあらゆる側面において支障をきたすことが多い。本稿では難病患者の“移動と移動手段”に着目し、当

事者が置かれている現状やニーズの把握を目的として関連機関へのインタビュー調査及び難病患者を対象とした

アンケート調査を行った。  

 インタビュー調査からは制度的側面の改善や関連機関相互の連携の不十分さが課題であると同時に、難病を有

する者を対象としたアンケート調査の結果から、日常の移動手段として公共交通機関の利用や家族等による送迎

が多く、主体的な移動が制約されている実情が読み取れた。  

 そこで我々は難病を有するすべての者が主体的に移動しやすい世の中を実現するために、デマンド型乗り合い

タクシーの導入を提言する。難病を有する者の主体的な生活を支える第一歩として本提言が活用されることが期

待される。 
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6 与謝野町における地域活性化と持続可能な産業復興に向けた政策提案 

 

京都産業大学法学部焦ゼミE班 

 

 与謝野町の人口減少や産業衰退といった課題に対する地域活性化策として、グランピング事業の導入を提案す

る。与謝野町は豊かな自然環境を持ちながらも、若年層の流出や知名度不足が問題となっており、経済の活性化

が求められている。本提案では、天橋立を望む大内峠一字観公園にグランピング施設を設置し、観光客を呼び込

むことで地域経済の振興を図ろうと考えている。また、雇用創出や関係人口増加を目指し、官民連携や外部資金

の活用も考慮し、持続可能な産業モデルを構築することで、与謝野町の長期的な成長を支える政策となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

7 学生と中小企業のマッチングを進めていくには 

 

大見さん 

 

私たちは就職活動するときに中小企業と学生がお互いを知る機会が少ないと考えました。就職活動で学生は都

市部の大企業しか見ることなく、京都を拠点とする中小企業のことを知らないまま就職活動を終えてしまうこと

が問題だと考えました。私たちは中小企業と学生のマッチング方法と支援制度を提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 再生可能エネルギーによる地域振興－ソーラーシェアリングによる農業改革－ 

 

立命館大学 島田ゼミCチーム 

 

 農業は、地域振興において重要な役割を果たす。まず、農業は多くの地域にとって主要な産業であり、地域住

民の生活基盤となっている。また、農業は地域住民の生活を支えるだけでなく、若者や移住者を呼び込む。特

に、ソーラーシェアリングなどの新しい形態の農業が注目される中で、持続可能な農業モデルが次世代の雇用機

会を創出し、地域社会を発展させる手段として重要視されている。しかし、初期費用が高額であり、ソーラーシ

ェアリングの導入には複雑な申請手続きをいくつも踏まなければならないというコストや申請手続きに対する反

対意見も多い。そこで、千葉県におけるソーラーシェアリング事業に取り組む企業の実態を調査し、ソーラーシ

ェアリングを通じた農家と企業の連携体制について、今後の新たな方針を提案する。 今後における企業の参入

モデルの一つとして私たちは SSのもとで栽培された農産品をふるさと納税の返礼品とすることを提言とした。 
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口頭発表 

【分科会４】 

 

 

1 まち×学生 縁結びプラットフォームの提案－まちづくりサークルと地域団体の連携強化に向けて－  

 

同志社大学政策学部風間ゼミナール 地域プラットフォーム班 
 

京都市はバブル崩壊以降、市民協働を促進させるための政策を積極的に行ってきた。近年では、新たなまちづ

くりの主体として大学生の存在に着目し、「学まちコラボ事業」や「お宝バンク」などの取り組みが行われてい

る。しかし、同志社大学の学生を対象に行ったまちづくりに関する意識調査では、「まちづくりのハードルが高

く参加しにくい」ことや「一人で地域団体に入る勇気がない」などが意見として挙げられ、行政が行っている市

民協働促進の取り組みに大学生を取り込めていないのが現状である。そこで私たちは、大学生の協働へのハード

ルを下げるためにまちづくりサークル連盟を入口に設定にした、まちづくりプラットフォームを提案する。当提

案は地域団体と学生を「お見合い」という形で出会いの機会を演出し、両者にとって良縁を生み出すものであ

る。このブラットフォームにの存在により、学生と地域の繋がりが深まり、地域発展への貢献も期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 京鹿の子絞を使った子ども中心の地域づくりの可能性－ワークショップで伝える伝統産業の魅力－ 

 

佛教大学社会学部大谷ゼミ京鹿の子絞班 

 

京都の伝統産業である京鹿の子絞の認知度向上と京都市の子どもを中心とした地域づくりが本研究の目的であ

る。京鹿の子絞は京都府一帯で製作されている染織物であり、京都の伝統産業として古来より着物を染める技法

として盛んに行われてきた。しかし、近年の日本における生活様式の洋風化などの影響によって、京鹿の子絞は

衰退の一途を辿っている。また、京都市では地域活動への参加率の低下が課題として挙げられている。そのよう

な課題を解決するため、私たちは京鹿の子絞について研究し、京鹿の子絞職人の一人である田端和樹氏にインタ

ビュー調査、そして田端氏と共に京鹿の子絞の技法を体験するワークショップ（以下、WS）を行った。WSには

小学生とその保護者ら28名の参加者が集り、オリジナルの手ぬぐいづくりを体験していただいた。その結果、

京鹿の子絞の認知の向上と京都市の子どもを中心とした地域づくりの一端を担うことができたと考える。 
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3 OIMO－宮津市府中地域の今と今後に向けて－ 

 

京都産業大学３年 菅原ゼミ B班 

 

宮津市府中地域では「府中をよくする地域会議」と連携し、地域外からの関係人口の増加を図ることで人口減

少と少子高齢化の問題解決に繋げる取り組みを行っている。その一つのきっかけとして、府中よしだファームで

の収穫体験や歴史ある旧永島家住宅での料理体験を企画・実施する。イベントは主に地域外からの人々をターゲ

ットとし、SNSや広告を用いて集客活動を行った。また、他地域での事例を参考に、地域の発展や活性化に向け

た取り組みを地域内外に発信し、府中地域ならではの豊かな自然と美しい景観、温かみを直に感じてもらう体験

プログラムを提案する。 

 

 

 

 

 

 

4 貧困から身を守る－市民との協働による防窮政策に向けて－ 

 

大谷大学白取ゼミ 

 

日本の貧困問題が深刻化する中、支援制度が複雑で分かりにくいため、多くの人が自身が受給対象であること

を知らない問題がある。このため、支援制度についての理解を深めることが重要であるがそのための人材が不足

している。この問題を解決するために、本研究では大学生による生活困窮予防プログラム(防窮訓練)を実施する

ことによって、大学生が貧困予防の担い手になる可能性を探求する。初めにより詳しく貧困についての現状を知

るために、京都市北区社会福祉協議会にてインタビュー調査を行った。そこで制度の複雑さや誰でも支援を受け

ることはできないという難しさについて学んだ。このことを踏まえ大学の授業において学生たちが防窮訓練を実

施した。その前後に行ったアンケート調査の結果から、どのような支援があるか認知した人数が増加し、貧困に

対する負の偏見が軽減されたことなどが明らかとなり、大学生でも貧困予防の担い手になれることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 スポーツを通じた地域コミュニティの活性化－京都市のスポーツイベントへの参加を促進する情報発信－ 

 

同志社大学真山ゼミB班 

 

本論文では、京都市におけるスポーツを通じた地域コミュニティ活性化の可能性について検討する。京都市で

は、歴史的に強い自治意識を持つコミュニティが形成されてきたものの、人口減少や単身世帯の増加に伴い、コ

ミュニティの弱体化が課題となっている。このような状況下、京都市は豊富なスポーツイベントを開催している

が、市民の参加率は低く、その原因の一つとしてスポーツイベント等に関する情報の不足が挙げられる。この課

題を解決するため、京都市の公式 LINEアカウントを活用し、AIによる個別ニーズに合わせた情報提供や、スポ

ーツチームと市民のマッチングサービス、イベント中継の配信サービスを提案する。これにより、スポーツへの

関心を高め、地域コミュニティの強化を図ることが期待される。また、ソーシャルキャピタルの増大により、相

互扶助の基盤が強化され、高齢化や災害など現代社会の課題解決にも寄与することができると考えられる。 
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6 地域連携型栄養管理アプリによる健康支援－アンケート調査から見えた大学生の食生活の課題－ 

 

京都産業大学 松並ゼミBチーム 

 

近年、若い世代の欠食や栄養不足が日本で深刻な課題となりつつある。彼らの食生活の課題を解決していくに

は、社会の変化や若い世代の生活習慣に沿った対策が必要であると考える。本研究の目的は、若い世代の「食」

の現状から食生活の改善に必要な支援を検討し政策提言を行うことである。そのためにまず本ゼミナール生にア

ンケート調査を実施し、大学生の生活習慣全般の現状を把握した。その後、大学生対象の食生活を中心としたア

ンケート調査とともに京都市役所の職員へのインタビュー調査を行った。その結果から、自身の食生活を気に掛

ける大学生が多く、市の政策としても食生活に対する啓発活動が幾つか行われていることが分かった。しかし、

多忙や金銭面の影響による欠食の多さが現状であり、市の政策も当事者である学生にあまり行き届いていないこ

とも明らかとなった。そこで、市をはじめとした地域との連携を図った栄養管理アプリの導入を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

7 障がい者福祉施設におけるコミュニティの現状－アップサイクルを通じたコミュニティ拡大の可能性－ 

 

龍谷大学深尾ゼミ 木工福プロジェクト 

 

本論文では、障がい者福祉施設が閉鎖的なコミュニティとなっている現状を課題として取り上げている。施設

利用者は、日常生活のほとんどを施設内で完結させ、地域社会との関わりが少ないため、他者との交流が乏し

く、QOL（生活の質）に悪影響を及ぼしている可能性が考えられる。そこで、社会との交流を促進しコミュニテ

ィを拡大する手段として「社会共同型のアップサイクル」を提案する。アップサイクルとは、廃棄物に新たな価

値を与えて再利用する取り組みである。本論文では障がい者福祉施設と地域の住民や企業、デザイナーが連携し

て廃材を活用し、障がい者が製品の制作やデザインに関わることで、地域との結びつきを強めることを目的とし

ている。加えて、このプロセスを通じて施設利用者の潜在能力が発揮され、彼らのやりがいと QOLの向上が期待

できるのではないかと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

8 公共図書館における自習利用の可能性－右京中央図書館の調査から見えてきた課題をもとに－ 

 

下村ゼミ 

 

これまで公共図書館での自習は一般的に禁じられてきた。近年は全国的に自習利用のできる公共図書館が増加

傾向にあるものの、それでも自習利用者にとって十分とは言えない。このような認識のもと私たちは京阪神地区

の公共図書館を対象に調査を行った。その結果 3府県の公共図書館の中で、京都府内の公共図書館が自習利用に

対して厳しい姿勢をとっているように感じた。そこで京都府内の公共図書館の自習利用の状況を調査することと

した。この調査は右京中央図書館を対象に、施設様態や利用状況を把握するための現地調査と、それらの現地調

査を踏まえた聞き取り調査を行った。その結果自習利用の可能性を検討する上での 3つの課題が浮き彫りとなっ

た。本稿ではこれら3つの課題をもとに閲覧利用者に配慮しつつ、自習利用者、特に中高生が安心して自習をお

こなえる公共図書館となるような共存策の提言を行う。 
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口頭発表 

【分科会５】 

 

 

1 ウエルネスウォーキングとフォトラリーを活用した健康増進の取り組み 

 

福知山公立大学地域経営学部大谷ゼミ KFC 班 

 

本稿では、身近な活動による健康づくりのひとつとして「ウエルネスウォーキング」を組み込んだイベントの

提案、実証実験について示す。まず、神戸市立森林植物園で開催された六甲健康保養地研究会主催の森林植物園

ウエルネスウォーキングに参加した。神戸市での調査をもとに、京丹後市にある道の駅 丹後王国「食のみや

こ」で 3つのコースを作成し、ウエルネスウォーキングを検証した。実際に歩いた結果、「森と街コース」が程

よい距離と所要時間となった。これらを踏まえて、フォトラリー・クイズ企画を含んだウエルネスウォーキング

を提案する。参加者にはフォトラリーの達成状況やクイズの正答率に応じて、景品として丹後地域の特産品など

を選べるようにする。ウエルネスウォーキングを通じて丹後王国について知ってもらうことで、丹後地域の観光

客の増加に繋がり、地域活性化にも貢献できるのではないかと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

2 京都市民間によるメンタルヘルス対策の普及案－ビブリオセラピストの創出－ 

 

風間ゼミナール Z班 

 

京都市では2020年以降自殺者数は 4年連続増加しており、その原因の約6～7割は抑うつ的な精神状況による

ものであると報告されており、全国的にもメンタルヘルス対策の需要が高まっている。これらの現状を踏まえ、

私たちは京都市におけるビブリオセラピストの創出政策を提案する。そもそもビブリオセラピーとは読書を用い

て心理的な支援を行う、心理療法の一つであり、世界ではビブリオセラピーを政府が有効な療法（代替療法）と

して認定している国も存在する。そのため、京都市においてもビブリオセラピストを設置し読書を通じて心のケ

アや行動の変化を促す役割を担う人物を創出することでビブリオセラピーを実施することが本政策の目的であ

る。  

 本政策により、ビブリオセラピストを創出することでメンタルヘルスに関する課題の解決に貢献することを期

待する。 
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3 山科地域の砥之粉の認知度に関する現状と課題 

 

ktu traditional craft 
 

われわれは、京都山科地域の伝統工芸品である砥の粉に焦点を当て、その認知度と文化的価値を調査した。研

究のきっかけは、われわれが所属する京都橘大学が京都市山科区に所在することから、当該地域の伝統工芸につ

いて調べた際に、「砥之粉」の存在を知ったことである。山科区の稲荷山は、砥の粉の原材料となる岩石が豊富

に採れることで知られており、古くから生産が行われてきた。  

 砥之粉は京漆器の制作過程で重要な役割を果たし、漆器の耐久性や美しい仕上がりに寄与している。しかし、

我々が実施した大学生を対象とした事前調査では、砥之粉についての認知度が低いことが判明した。  

 これを受け、本研究では地域文化の理解促進と伝統工芸の継承を目的とし、大学生を対象とした砥の粉に関す

る講座を提案し、その効果について考察することにした。本研究では、講座を通じた砥之粉の認知度向上の可能

性を探り、伝統文化の継承に寄与する方策を検討する。 

 

 

 

 

 

4 京都における再犯防止につながる取組－就労・定着へのサポート制度－ 

 

阿部ゼミ Bグループ 

 

本研究では、日本における再犯防止の課題、特に就労支援を通じた社会復帰に焦点を当てた。  

  まず、再犯者率の高さと無職者の再犯リスクの高さを指摘し、就労支援の重要性を強調した。協力雇用主制度

の現状を分析し、登録企業数と実際に雇用している企業数の大きな差を明らかにした。  

  次に、京都刑務所と京都保護観察所でのヒアリング調査を通じて、現行の就労支援の課題を特定した。特に、

出所後の継続的支援の不足が大きな問題であることがわかった。  

  これらの調査結果を踏まえ、地域社会全体で出所者の社会復帰を支援する必要性を提言した。具体的な政策提

案として、宮城県の「リ・トライ」事業を参考にした支援事業の設立と、独自の「就労先輩サポーター制度」の

導入を含む「今度こそは」を提案した。  

  これらの取り組みにより、出所者の就労定着と社会復帰の促進、そして再犯防止の実現を目指すものである。 

 

 

 

 

 

 

5 耕作放棄地解消と圃場整備・法人化の重要性－京丹後市宇川地域を事例として「持続可能な地域社会」を創るために－  

 

龍谷大学政策学部今里ゼミ 

 

日本は現在、深刻な少子高齢化と人口減少に直面している。これは全国各地で耕作放棄地の増加や農業従事者

の不足を引き起こしている。今里ゼミの研究対象である京丹後市宇川地域でも少子高齢化・人口減少は著しく、

耕作放棄地問題も顕著である。  

本研究では、持続可能な地域の構築には耕作放棄地問題の解消が不可欠であるという仮説の下、宇川地域を実

例に、実態調査・分析・実践活動を通じて、「農業を基盤とした持続可能な地域社会」に必要な方策を提案す

る。  

今里ゼミは今年度、宇川地域における耕作放棄地問題の解決策として圃場整備と農業法人化に注目した。宇川

地域における耕作放棄地率は 2005年からの10年間で約32％も増加しており、上宇川地域では圃場整備事業に

より宇川アグリ株式会社が設立された。その事例を元に宇川地域での農業経営の在り方、また「農業を基盤とし

た持続可能な地域社会」について提案を行う。 
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6 宇治茶の消費拡大に向けて 

 

岩松ゼミC班 

 

宇治茶はお茶の中でも知名度が高く、長期にわたって地域の観光資源としても地位を確立している。本研究で

は、宇治茶が長い間消費を保つことが出来た要因に着目し、そのノウハウを生かして宇治茶の海外消費の増加を

促すことを目的としている。宇治茶に対する調査を行った結果、宇治茶が長い間価値を保ち続けてきたのは、消

費量が低下するという危機に対してイノベーションを起こしてきたことや、消費者のニーズに応えた商品を提供

することが出来る柔軟性を持っていたからであるということが分かった。本論文では、このような宇治茶の強み

を生かすことで海外消費を促進できるのではないかと考え、「宇治茶診断」というツールを生み出すことを提案

する。このツールを活用し消費者のニーズに合った商品を提供すること、また消費の幅を広げることで、海外消

費が拡大することを期待する。 

 

 

 

 

 

 

7 中高生を対象とした月経パスポート導入案－教育機関における生理休暇制度の実現に向けて－ 

 

川口ゼミ1班 

 

生理は女性の心と体を苦しめる。社会に出ると労働基準法で生理休暇が認められているが、学校にはこの制度

は存在しない。生理痛などの症状が辛くても学校を休むことができないこの現状に問題意識を置いた。よって、

教育機関において本人、男子生徒、教員などすべての人が理解できるような生理休暇制度を作り、生理を経験す

る生徒・学生が、自分らしく生きることができるような環境をつくることを目指す。そこで、私たちは「月経パ

スポート」、通称「ツキパス」の導入を提案する。ツキパスには医師が診断結果を記述する欄を設け、主な役割

としては生徒が生理が原因で学校を休まざるを得ないことを示す証明書である。また、ツキパスを活用すること

で生理休暇を取得できるため、生徒が教員に対し自身の生理の症状を説明する精神的負担を軽減することができ

る。ツキパスは教育機関への生理休暇導入を実現し、社会における生理に対する意識を変える。 

 

 

 

 

 

 

8  ICTが地域コミュニティに与える影響に関する研究－京都市を事例として－ 

 

龍谷大学政策学部 井上ゼミナール 

 

近年、地域コミュニティの希薄化が課題となる中、ICTが新たなコミュニティ形成の手段として注目されてい

る。2006年頃から地域SNSを活用したまちづくりが広がり、総務省の調査では約 25%の市区町村が ICTを導入し

ている。既往研究では、ICTがコミュニティの再生や若者の参加促進に有効とされる一方、住民の理解や合意形

成が難しいという課題もある。本研究では、ICTのコミュニティへの影響を把握するため、京都市内で調査を実

施した。京都市では2023年度から町内会 SNS「いちのいち」を導入後、学区や自治会での利用数が増加してお

り、下京・南区では地域SNS「ピアッザ」で子育て層を中心に交流が活発になっている。一方で、ウェブサイト

の更新が進まない地域や、ICT導入が進んでいない地域も見られた。今後、若い世代の地域参画には ICTの活用

が有効であると考えられ、高齢者の理解と若者へのアプローチの工夫が求められる。 
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口頭発表 

【分科会６】 

 

 
1 竹間公園における騒音問題に対する政策効果の検証 

 

京都産業大学 関田ゼミ 

 

 国内の多くの公園で騒音が問題となる中、私達は京都市の竹間公園における騒音問題に取り組んだ。様々な騒

音問題がある中で、竹間自治連合会やみどり政策推進室の職員の方々に行ったインタビュー、また竹間自治連合

会の役員及び町会長の方々やもえぎ幼稚園の職員の方々に回答して頂いたアンケートの結果に基づき、トイレ東

側でのボール遊びによる騒音問題を解決することにした。具体的には、ダミーカメラと看板を設置することでそ

の騒音行動を抑制しようと考え、実証実験を行った。アンケート調査の結果から、騒音問題を軽減することは出

来なかった。 

 

 

 

 

 

2 公共交通の利用促進に向けた「地域共創型 MM」の提案‐丹波篠山市福住地区での取り組みから‐ 

 

大谷大学野村ゼミ MMチーム 

 

 本研究では、公共交通の利用促進と活性化を主題として、兵庫県丹波篠山市で実施した路線バス乗車体験会を

通じて、地方自治体と地域内外の主体の連携・協働による「地域共創型 MM」を提案する。先行研究と丹波篠山

市役所へのヒアリング調査からは、MMは公共交通の活性化に向けて重要である一方、対象を絞ることや対象組

織とのコミュニケーションが必要となり、これは自治体だけで取り組むことが難しいことがわかった。 

そこで私たちは、先行研究で指摘される MM実施に対する課題を解決するための役割分担の方策が必要である

と考えた。具体的には、①対象者の選定を地域団体が、②参加者へのインセンティブの準備を地方自治体が、③

企画の立案・体験会等の運営に関する専門性を持った地域外の団体が行う。以上の提案が公共交通課題に取り組

もうとする地方自治体や地域団体への具体的なヒントとなり、公共交通活性化につながることが期待される。 

 

 

 

 

 

3 京都市の人口流出を防ぐためには－パネルデータ分析からの接近－ 

 

NNYKYOTO 

 

 京都市の人口流出が年々増加しており、特に若い世代の転出が顕著となっている。原因として地価が相対的に

高いことや、就職環境の問題が指摘されている。しかしそれらがどの程度影響を与えるかは数量的には明らかに

されていない。そこで、本研究では京都市を含む 4府県の市町村を対象とした3ヶ年パネルデータを用いて分析

を行い、人口転出と地価及び就職環境との関係を実証的に明らかにする。分析結果から地価上昇が転出に影響

を」与えることが明らかとなった。そのため転出数を減少させるためには、地価を下落させることが効果的であ

ることが分かる。しかし、実際に地価を下落させることは容易ではなく、かつ、他の経済主体への悪影響も懸念

されるため現実的な政策とは言えない。そこで、地価上昇による負担を軽減し、転出を防ぎ、転入を増大させる

ための政策として、若い世代に対する新しい住宅購入補助を提言し、その可能性について検証する。 
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4 ずぼらな私にはできない!! ～ゴミの分別～ 

 

ダストボックス 

 

 本研究では、特にプラスチック廃棄物の長期的な環境影響に焦点を当てている。プラスチックは数百年かけて

分解されるため、分別の不徹底が環境負荷を大きく増大させる原因となっている。京都市を事例に、観光地での

ゴミ分別の課題や、自治体ごとに異なる分別ルールが市民に混乱を与えている現状を分析し、その解決の必要性

を指摘している。大学生を対象としたアンケート調査では、プラスチックカップやアイスの袋、その他日常的な

廃棄物で誤った分別が頻繁に行われていることが明らかになり、適切な知識の普及が急務であることが確認され

た。提案として、視覚的に分かりやすいピクトグラムの設置、AIチャットボットを用いた分別サポート、さら

に住民の行動を促すためのインセンティブ制度の導入が挙げられ、これにより持続可能な社会の実現を目指して

いる。また、地域全体で環境保全に取り組む意識を醸成する重要性にも触れている。 

 

 

 

 

 

 

 

5 京都市における「語らいぶらり～」の構築－市民の繋がりと多様性が共存する社会へ－ 

 

同志社大学政策学部風間ゼミナール E班 

 

近年、京都市では社会構造が多様化しており、2019年に日本財団が行った意識調査では 95.9％が社会的マイ

ノリティに対して差別や偏見があると感じていると回答した。加えて、京都市では小家族化・個人化が進み、地

域社会のつながりが弱まっている。そこで、多様性を有する社会関係資本形成のため、デンマークのヒューマン

ライブラリーの事例に基づく政策「語らいぶらり～」を提案する。この政策は、特殊な背景や社会的マイノリテ

ィを持つ人を「本」に見立てて、「読者」である市民は彼らとの対話を通じて多様性を理解し、偏見や心の壁を

解消する仕組みを京都市内で構築することを目指している。本来の「図書館」と同じように無償でぶらりと立ち

寄るように手軽に参加でき、属性の違う者同士が互いを尊重しながら対話をすることで、読むだけでは知ること

ができなかった偶発的な学びから理解を深めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

6 大学生による大阪・関西万博の学習とイメージ変容‐EXPOKYOTO 論受講者によるアンケート調査を通して‐ 

 

福知山公立大学 2年杉岡ゼミ 

 

 本研究では、大阪・関西万博について知識や情報をつけることでどのようなイメージ変容が見られるのかにつ

いて調査を行った。 事前アンケ―トでは、大学生 200 人に、大阪・ 関西万博のイメージの良し悪しなどにつ

いてのアンケートを実施した。その後、事前アンケートに回答した 200 人のうちの 100 人が大阪関西万博につ

いて基礎情報を学び、学習後にどのようなイメージ変容が見られたのかを調査するアンケートを実施した。その

結果、大阪・関西万博について学習することでイメージ変容が見られた。結論は、大阪・関西万博についての知

識や情報をつけることは、関心度に関係するということが明らかになった。ただし、学習したことにより、万博

に対するイメージが悪くなったという人も一定数おり、関心度の高まりが必ずしも来場意向の変化に良い影響を

もたらすとは限らない。 
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7 テキストマイニングを用いた新たなパブリック・コメント－コンテクストを読み解く政策ツール－ 

 

同志社大学野田ゼミA班 

 

 京都市は、パブリック・コメント(PC)を「市政に参加していただくための大切な制度」としている。京都市の

PCは、2021～2023年の1回あたりのコメント数が政令市中最多で、全国でも盛んである。しかし当ゼミの調査

によると、PCの認知度は16.7%で、うち81%は意見提出経験がない。その一因として、行政のコメントの集約方

法が不明瞭であることが挙げられる。市民にとっても計画素案への PC反映が適切でないとコメントを出す意義

を見出せない。  

京都市へのインタビュー調査により PC集約の実態を確認したところ、職員が手作業で確認し、結果概要に掲

載する意見を満遍なく選んでいることが判明した。こうした集約方法では、ある意見を持つ人の属性や背景情

報、すなわちコメントの「コンテクスト」が見落とされてしまう。  

そこで本研究では、PC分析の実情を踏まえ、テキストマイニングを用いて民意を効果的に把握する政策を提

案する。 

 

 

 

 

 

 

 

8 自立援助ホームにおけるスタッフリソースと人材育成－インタビュー調査による自立援助ホーム職員の声をもとに－ 

 

京都産業大学松並ゼミナール Aチーム 

 

 自立援助ホームは、他の児童養護施設では対応が難しいケースの受け皿としての役割を果たしているが、他の

施設と比較して国が定める配置基準や設備、資金が充実しているとは言い難く、矛盾した状況を抱えている。本

研究の目的は自立援助ホームにおける問題点とその解決策を探り、政策提言を行うことである。まず自立援助ホ

ームの現状と今後の展望について自立援助ホーム職員と自治体職員を対象にインタビュー調査を実施した。その

結果から「施設の設備不足」、「自立援助ホームへの認知度の低さ」、「金銭的支援不足」、「人手不足」、

「職員の専門性の確保」が課題であることが明らかになった。京都市においては「人手不足」と「職員の専門性

の確保」が重要な課題であることが示された。そこで公益財団法人と連携して人材を確保し、その後、職員の専

門性を高めるための指導を行う段階的な施策を提案し、課題解決を目指す。 
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口頭発表 

【分科会７】 

 

 

1 ふるさと納税の課題と政策的提言－持続可能な地方財政確立への道筋－ 

 

深尾ゼミ14期生 

 

 ふるさと納税は、近年急速に拡大している制度である。寄付における税額控除や返礼品を受けとれる点におい

てふるさと納税を実施する個人に対してメリットが大きい制度であるといえる。また、ふるさと納税によって地

域PRや地域活性化などふるさと納税制度は個人にも自治体にも良い影響を与える制度である。しかし、実際に

は返礼品競争が過熱化し、寄付者が政策ではなく返礼品を目当てに寄付をしており、ポータルサイトがこれらの

問題を加速させている。また、寄付をすることで税金が控除されることから自治体間の財政を減少させ、その補

填を国が行うといった非効率的な地域活性化の制度と考える。今回、ふるさと納税におけるこれらの問題を網羅

的に整理し、アンケート調査などによりふるさと納税の現状を把握した。そして、これらの問題の指摘に対して

より効率的な制度を実現するための政策提案を行う。 

 

 

 

 

 

2 伝統工芸の衰退を防ぐ新たな可能性－留学生が主体のインターンシップ制度－ 

 

京都先端科学大学経済経営学部 阿部ゼミC班 

 

京都市の伝統工芸は少子化や材料高騰、需要低迷により、生産額が 1998年の約2784億円から2020年には約

870億円に減少した。市は条例や活性化計画を進めているが、訪日外国人への需要拡大策が重要とされる。  

調査では、京都伝統産業ミュージアムや京象嵌の工房で外国人来訪者が増え、日本的デザインの商品が人気で

あることが判明した。一方、英語対応が不十分で、接客に課題が残る。アンケートでは、留学生の 69.2％が伝

統工芸品に関心を示し、購入予算も高い傾向があった。  

この結果をもとに、留学生によるインターンシップ制度を提案。職人との協力で外国人向け商品を開発し、販

路拡大を目指す。また、手作り体験や販売イベントの開催により、伝統工芸の認知度向上と売上増を図る。こう

した取り組みを通じ、伝統産業の持続的な発展を目指す。 

 

 

 

 

3 小学校への『みんなのトイレ』導入案 

 

同志社大学政策学部川口ゼミ G班 

 

 本論文は、性別に関係なく全ての人が快適に利用できるトイレ環境の必要性を背景に、ジェンダーレストイレ

導入の社会的意義を考察し、政策展開に向けた提言を行う。国内事例として、近畿大学中央図書館と国際基督教

大学の成功例、東急歌舞伎町タワーの失敗例を分析し、教育現場での導入が最適であると結論づけた。アンケー

ト調査では、ジェンダーレストイレの認知度が低い一方で賛成意見が多く、犯罪リスクへの懸念も大きいことが

判明した。教育現場の調査では、多くの教員が性的マイノリティへの配慮を認識する一方、自治体レベルでの導

入が進んでいない現状が確認された。政策提言として、小学校に「みんなのトイレ」を導入し、多様な価値観を

育む教育環境の整備を提案する。このトイレは、安全性を高めた設計を採用し、利用者が自由に選択できる構造

を目指す。 
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4 生ごみのリサイクル率100%の社会を目指して－台所の生ごみが震災地の土壌改善に－ 

 

生命文化学研究室 

 

 我が国では、生ごみのリサイクル率は 0.3%である。そこで、生ごみを微生物の働きで発酵・分解し、生ごみ

を堆肥にするコンポストをツールとして生ごみのリサイクル率を上昇させる為の政策を考えた。   

本政策では、生ごみのリサイクル率上昇促進を目的として京都市の市営住宅のゴミ捨て場に生ごみ処理機を設

置する。市民に公式LINEを追加してもらい、施錠管理アプリ使用しながら誰がいつごみを捨てたのか把握でき

るようにする。ごみ収集の際に回収した生ごみを京都市からコンポスト事業を行っている企業に提供し、堆肥を

震災地の土壌改善に活用する。これらは、震災復興支援と、ごみ焼却量の削減により二酸化炭素の抑制に役立

つ。以上のように、市民が自発的に行動することによって、生ごみのリサイクル率の上昇を促すことが本政策の

意義である。 

 

 

 

 

 

 

5 モビリティミックスの実現に向けた交通すごろくの活用－京丹後市での取り組みから－ 

 

大谷大学野村ゼミ交通政策チーム 

 

 本研究は、自家用車や公共交通などのさまざまな移動手段を場面に応じて適切に組み合わせて使うライフスタ

イルへの転換を促す「モビリティ・マネジメント」の一種である「交通すごろく」を主題として、参加型プラッ

トフォームとしての交通すごろくの活用の可能性を提案するものである。本研究では、運転手不足による路線バ

スの廃止に伴って新たな公共交通が導入されるなど、地域公共交通をめぐる環境が大きな転換期を迎えている京

都府京丹後市をフィールドとしている。   

私たちは京丹後市の地域公共交通の実情を反映させたオリジナルの交通すごろくを制作し、実際に市民に体験

してもらう企画を行ってきた。それらの実践を通して得られた知見である、「ユニバーサル性」と「柔軟性」と

いう交通すごろくの優位性を活かし、幅広い市民が交通政策について気軽に対話に参加し、自家用車と公共交通

の適切な使い分けを目指すモビリティミックスの実現を目指す。 

 

 

 

 

 

 

6 要配慮帰宅困難者の安全確保をすすめるために 

 

石原ゼミナール地域防災プロジェクト 

 

 ２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災は首都圏において多数の帰宅困難者を発生させた。この震災以

降、政府や自治体は大規模災害発生時における帰宅困難者に対する本格的な政策に取り組んでいる。特に帰宅困

難者の中でも個人別の配慮を必要とする要配慮者は特別な支援が必要となる。京都府や各自治体は要配慮帰宅困

難者の安全を守るため長期的な避難生活を見据えた支援を行っているが、私たちが独自で調査した結果やインタ

ビュー調査などの結果から、要配慮帰宅困難者に対する支援は現状、十分ではないことが明らかとなった。この

ため要配慮帰宅困難者が必要とする支援方策を行政が行う備蓄の面から提案する。具体的な提案として、現状の

備蓄対策では要配慮帰宅困難者のニーズに合った支援が困難であるため、京都市帰宅困難者ガイドマップや支援

サイトに一時滞在施設で長期間生活することを想定し、災害時に必要なものを携帯しておくことの周知を行う。 
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7 マイナンバーカード 100%普及総合戦略 

 

野田ゼミB班 

 

 京都市のマイナンバーカードの普及率は全国平均よりも低く、政令市の中で最低である。本人確認や医療保健

情報の蓄積、給付金一括提供に加え多様なサービスの今後の実装を念頭におくと、マイナンバーカード普及は行

政運営の効率化に不可欠かつ DXの基盤である。保険証発行廃止とマイナ保険証の利用推進により、いずれマイ

ナンバーカード普及率の上昇が見込めるが、未取得者が少しでもいると個別対応が求められ、人手のかかる業務

が残ったままとなりきわめて非効率である。このため、できる限り早くに 100％に近づける必要がある。本研究

では、京都市でマイナンバーカード普及が遅れている要因を明らかにするため、アンケートとインタビューを通

して未取得者の属性と未取得理由を分析し、未取得理由の背景を明らかにした。そして、この結果を踏まえた政

策として、情報管理徹底策、市民カード化、被災時優先を組み合わせた総合戦略を提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

31



口頭発表 

【分科会８】 

 

 

1 若者の恋愛・結婚に対する不安解消に向けた価値観共有イベントの提案－男女間の相互理解を深める場の可能性－ 

 

京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科 松並ゼミグループD 

 

日本では婚姻率が減少し、若年層の恋愛経験も減っている一方で、約 8割近い人が将来的に結婚したいと考え

ている。このギャップの要因として、異性との付き合いに対する不安や価値観の理解不足が挙げられる。本研究

では、男女間の価値観の相違があるか把握するために大学生を対象にアンケートを行い、価値観の相違の理解を

深めるためにディスカッションを実施した。その結果、性交渉の必要性の有無や生活力といった生活に大きく影

響する面で男女間に違いが見られた。そのため、ディスカッションを通じて価値観を理解し合うことで、恋愛・

結婚への不安が解消され、前向きになっていくのではないかと考えた。これを踏まえ、京都市での大規模なディ

スカッションの場を設けることで恋愛や結婚に対する価値観に触れる機会を得るだけでなく、さまざまな生き方

を尊重する文化が広がることが期待されるのではないか。 

 

 

 

 

2 若年層人口を増やすには－滋賀・大阪・京都からみる若年層人口に影響を及ぼす事象とは－ 

 

ハピネス計画 

 

本研究では、子供の人口を増加させるために、「地域の出生率」ではなく「その地に住む子供の割合」に着目

する。そして、地域に住む子供の割合に影響を与える要因を実証的に特定し、地域に住む子供の割合を増加させ

るための施策について議論する。  

京都府との人口流出・流入の多い滋賀県および大阪府を分析対象に含め、この３府県の 61市のデータを利用

し「0～19歳の人口」を被説明変数として重回帰分析を行った。  

結果として、「0～19歳の人口」の増加には課税対象所得と公園数という 2つの要素が有意に関連しているこ

とが示された。したがって、国という大きな単位だけではなく、市が主体となって実質課税対象所得の増加と公

園数の増加に取り組む政策が重要である。また、公園の現状を踏まえると、公園数の増加だけでは不十分であ

り、都心の公園における遊具数の減少や公園のルールの厳格化といった問題にも対策が必要である。 
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3 標準化死亡比により評価した京都の DPC 病院の死亡退院率の分析 

 

岡本ゼミ 

 

 本稿ではDPC病院を対象に標準化死亡比(SMR)を算出し死亡退院率の分析を行う。その結果をもとに都道府県

ごと、地方ごと、医療圏ごとに病院単位で分析した。都道府県の算術平均値は 0.948であり最大値は秋田県の

1.658、最小値は佐賀県の0.629であった。特に京都は0.852で全都道府県で18番目の低さとなった。また、地

方ごとで見ると近畿地方は5番目に低く、近畿内で比較すると京都は 3番目に低い結果となった。医療圏ごとに

比較すると、最も平均が高かったのは丹後医療圏で、最も低かったのは中丹医療圏であった。これらの分析結果

から、都道府県や市町村単位で SMRを算出し結果を各病院に共有することを提案する。その結果をもとに各病院

で考察・検討してもらうことで医療の質の向上につながると考える。今回は病院機能による効果の分析は行って

いないため、今後は病院機能を考慮した SMRを算出し分析を深めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

4 屠体給餌 

 

京都産業大学法学部焦ゼミ B・C班 

 

 現在日本各地で獣害が発生し、大きな問題となっている。一方、動物園においては本来とは異なる飼育環境で

飼育されることによる動物福祉の問題への対応が必要とされている。両方の観点から、駆除された野生獣を動物

園で飼育される肉食獣に屠体給餌する試みは環境エンリッチメントとして効果をあげている。さらに、屠体給餌

を来園者に見せる教育イベントとしての価値が見出された。これについて既に九州大学などで研究及び実践活動

が行われている。 

全国で動物による森林被害や農作物への被害が問題となっており、その対策として各地で動物の捕獲をおこな

っているが、今後更なる捕獲圧の強化が求められる。一方で、ジビエなどによる捕獲された動物の利用率は定位

にとどまっている。本研究は、捕獲数の多いシカに焦点を当て、シカの有効利用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

5 伝統工芸産業における後継者問題の解決策 

 

きのくにゼミ南の草 

 

 日本には241品目の伝統工芸品があり、文化的価値や観光資源として重要な役割を果たしている。しかし、

2021年の京都市産業観光局によるアンケート調査では、伝統産業に従事する事業主の多くが利益や売上の減少

を報告しており、特に後継者不足が深刻な問題となっている。後継者不足の原因には、給料の低さや労働環境の

厳しさがあり、若者が就職先に求める「給与や待遇面」とのギャップが大きいことがわかる。  

この問題を解決するために、本論文では「積立保険制度」の導入を提案する。職人が収入減少時や独立して自

身の工房を持つときに保険金を受給可能にする制度を導入し、経済的リスクを軽減することで、職人が安定して

製作活動を続けられる環境を整えることができる。また、DXを活用して業務効率化や国内外への販路拡大を支

援し、伝統工芸品の国内外での認知度向上を図る。これにより、伝統産業の持続可能な発展と後継者不足の解消

が期待される。 
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6 独立系書店へのブッククロッシング導入の提案－「偶然の出逢い」によって京都市を知の集積地へ－ 

 

同志社大学政策学部 風間ゼミナールD班 

 

 近年、フィルターバブルの影響で情報の偏りが懸念されている。特に書籍購入において、個々の関心に基づく

書籍推薦が増え、書籍との偶然の出逢いが失われつつある。また、これは書籍の豊かさを享受できないことを意

味し、本文化の衰退を招くと考えられる。他方で、独立系書店は多様な書籍に触れる機会を提供する潜在力があ

り、京都市でも増加傾向にある。そこで、私たちは独立系書店でブッククロッシングの仕組みを活用した「ブッ

ククロッシングハント」という活動を行う。これは、京都市内の独立系書店で、ブッククロッシングに宝探しの

要素を取り入れ行うというものだ。これにより、書店間のネットワークを形成し、書籍との偶然の出逢いを促進

する。その結果、地域の読書文化が活性化し、京都市が「知の集積地」となることが期待される。また、人々が

多様性を受け入れる姿勢を培い、地域社会の結束を強める効果も見込まれる。 

 

 

 

 

 

7 買い物アクセスの確保に向けた地域交通の活用策－公共ライドシェアを用いた買い物ご一緒プランの提案－ 

 

大谷大学野村ゼミ 買い物アクセスチーム 

 

 近年、地元商店の衰退や大型商業施設立地の郊外化等に伴い、地方部を中心に都市部においても、食料品の購

入に不便や苦労を感じている消費者が増加傾向にあり、食料品の円滑な供給に支障が生じる、食料品アクセス問

題が深刻化している。  

買い物弱者支援を手掛ける自治体や事業者も増えているが、地方部では 75歳以上の後期高齢者の比率も高

く、事業継続が困難となり、買い物弱者問題は深刻であるとされている。  

本研究では、主に地方部において後期高齢者の人々の買い物アクセスが、いかにして確保されうるのかについ

て、買い物アクセスに関わる先行研究や取り組み事例で一部を除いて着目されていない、地域交通の確保策とい

う視点から、2024年6月に路線バスが廃止された京丹後市網野町の浜詰地区を対象とし、後期高齢者への聞き

取りとフィールドワークを通じて得られた知見をもとに、利用者の目的に合わせた公共ライドシェアのプランを

提案する。 

 

 

 

 

 

 

8 滋賀南部地域の人口増加要因の比較分析－引越による出生増効果を活用する政策提言－ 

 

佛教大学社会学部公共政策学科原田ゼミ白組 

 

JR琵琶湖線の車窓から外を眺めると、新築物件の増加が目につく。  

京都市等から滋賀県南部に移住する世帯が増加傾向にあり、草津市も栗東市も人口が増加している。また、人

口増加という点で共通し地理的に隣接もしているわけだが、両市の増加要因に違いがある。草津市では、主に社

会増によるが、栗東市では、社会増と自然増によるという大きな違いがある。これを踏まえ、両市の人口増加の

メカニズムの原因を、探るために検証を行った。  

結果、概ね出産・子育てが決め手となり移住している世帯がいることが確認できた。加えて、移住先選択の決

め手として、栗東市では治安が重視されるものの、草津市ではそうではないという違いがあることが判明した。

しかし、引越し当初の動機から変化が生じ政策面や利便性の充実度から移住を検討する人が存在する。これによ

り、頻繁な引越に伴う出生増効果を活用することが現代の少子化対策に繋がると提言する。 
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口頭発表 

【分科会９】 

 
 

1 地域を活性化させるための移住・定住政策の在り方－中六人部、竹野の事例から考える－ 

 

京都府立大学 岩松ゼミ 移住定住チーム 

 

 現代の日本では、地方の過疎化が大きな社会問題の１つとなっており、その解決のために移住・定住政策が全

国各地で行われている。そこで、移住・定住政策の優良事例である福知山市中六人部地区、京丹波町竹野地区で

のフィールドワークを行い、移住・定住政策における要因を探った。移住・定住政策は全国各地で行われている

が、結果に結びついている地域は少ない。  

本研究では、上記の２つの優良事例地域での調査を基に、過疎地域における移住・定住政策に不可欠な要素及

びそれを実現するためのポイントを見出した。地域の人々の密な関係づくり、既存の資源への新たな価値の付

加、移住者のニーズと地域の特色が強く結びつくこと、の 3点である。加えて強いリーダーシップの存在も不可

欠である。移住・定住に繋げるためには、自治体の支援のもと、地域団体がリーダーシップを発揮し、上記の 3

点を踏まえた取り組みを推進することが重要だと提言する。 

 

 

 

 

 

 

2 左京区吉田地区を中心とする産業クラスターの検討‐京都市における若者の転出増加の対策に向けて‐ 

 

金田和樺 

 

 京都市は2021,22年連続で人口減少数が日本一になり定住者の減少が浮き彫りになっており、要因の一つとし

て転出率の増加が挙げられる。京都市は対策として「住まい」と「仕事」に関する取り組みが重要だとしている

が20歳-39歳の転出者の多くが生活コストの高い大都市圏に流出していることから、産業活性化による雇用創

出への対策がより重要であると考えた。そこで本研究では、京都において産業活性化による若者の転出防止には

どのような条件が必要かをリサーチクエスチョンとし研究を行った。課題として①観光業への依存によるその他

産業の衰退②若者の志望業界と産業構造とのギャップが挙げられ、その解決策として企業誘致による産業クラス

ターの創造を提案する。また、統計地図を用いた産学官集積の可視化により実現可能性の高い立地を検討し、そ

の結果京都大学を中心とした左京区吉田地区への集積が望ましいと考えた。 
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3 同調行動から広がるゴミのポイ捨て－ゴミを拾うという楽しさ－ 

 

京都橘大学 牧ゼミ1チーム 

 

 本研究は、観光客から人気を集めている京都におけるポイ捨て問題に着目し、低コストでポイ捨てを減らす仕

組みを提案するものである。われわれのフィールド調査から、ポイ捨ては特に人通りの少ない場所で頻発されて

おり、その多くはタバコの吸い殻であることが確認された。 

望ましくない行動を抑制するためにはモラルへの訴えが効果的である。文化や国境を越えた、また、同調的な

行動を起こしてしまう人間の思考にアプローチする方法が必要であることが示唆される。  

本研究では、ゴミ拾いアプリである「ピリカ」の積極的な活用を提言する。「ピリカ」のタカノメという機能

を利用し自治体が主体となり、企業や学生、観光客が協力してゴミ拾い活動を行うことで、ポイ捨ての意識改革

に貢献しうる。「ピリカ」が、京都のポイ捨て問題解決の一助となることを期待したい。 

 

 

 

4 データから見る食品ロスの現状と課題 

 

エコナビ 

 

日本の食品ロスの発生量の推計値は年々減少傾向にあるが、依然としてその量は膨大であり、更なる削減が必

要である。本稿では、事業系食品ロスの中でも食品小売業の食品ロスに着目し、特に廃棄が出やすいコンビニと

スーパーの店舗数が食品ロス量に影響を与えていると考え、パネルデータ分析を行った。分析の結果、コンビニ

が１店舗増加するにつれ、食品ロス量が 12.8ｔ増加すると示された。また、スーパーが１店舗増加するにつ

れ、食品ロス量が20.4ｔ減少する。しかし、食品ロス削減の観点からコンビニの店舗数の制限を行うことは非

現実的、かつ企業の営業の自由にも反する。そこで、加工食品の販売期間の延長が食品ロス削減に有効であると

いう調査結果と、賞味期限延長に取り組む食品製造事業者数の調査結果から事業者が改善の余地が残されている

と推測した。よって、本稿では食品ロス量を削減するための政策として「食品の販売期限延長」を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 レンタル竹かごは嵐山のゴミ問題を解決するか-ゴミのポイ捨て防止と地域伝統産業の活性化の一挙両得案- 

 

やっち 

 

 我々の論文は、主に観光客によるゴミのポイ捨て問題と伝統産業の衰退が同時に進行する嵐山において、その

解決策として「レンタル竹かご」の導入を提案するものだ。観光客に竹かごをレンタルし、観光中に発生したゴ

ミをゴミステーションまで竹かごを利用して持ち帰り、分別・回収するという仕組みを考案した。この方法は、

嵐山特有のゴミ回収の難しさに対応し、ポイ捨てや溢れたゴミ箱の問題を改善する効果が期待できる。また、竹

かごは景観に調和し、「写真映え」するアイテムとして観光客にアピールできるため、地域の竹細工産業の振興

にも寄与する。ただ、懸念もある。ゴミステーションの場所や価格設定等だ。しかし、こうした障壁が解決すれ

ば、この政策案は有効に機能するはずだ。その際、観光客に興味を持ってもらうための宣伝が肝要となる。我々

は、ゴミのポイ捨て問題と伝統産業の活性化を同時に実現する可能性を秘めたものであると結論づけた。 
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6 薫香で創出する多世代交流の場－京都市北区での伝統産業のワークショップの実践－ 

 

佛教大学社会学部大谷ゼミ薫香班 

 

本研究の目的は、京都の伝統産業である薫香の親しみやすさの周知とともに、個人・企業・住民の協働による

京都市北区の多世代交流の場を創出し、地域活性化を図ることである。 

薫香は宗教的なイメージがあり、それをどう払拭し認知と供給を増加させるかが課題として挙げられ、京都市

北区では多世代の交流の希薄化に警鐘が鳴らされている。このような課題を解決すべく、我々は京都の伝統産業

の中でも全世代が手に取れる価格帯である薫香を選び、主催者である我々を個人、協賛していただく山田松香木

店を企業とし、北区を舞台に地域住民の参加を集い、薫香の体験型ワークショップを2つ開催した。 

その実践から、参加者同士の交流が生まれ、京都の伝統産業により興味を持ってもらうことができたことか

ら、伝統産業の周知および多世代交流の創出の両者を実現するためには「きっかけづくり」が重要であると提言

する。 

 

 

 

 

 

 

7 サステナブルファッションの普及に向けて 

 

立命館大学島田ゼミ Bチーム 

 

 近年、ファストファッションの流行などにより、衣類の廃棄率が高く、再利用率や回収率が低いことで環境へ

の負荷が問題となっている。そのため、世界的にサステナブルファッションの関心は高まっているが、実際に行

動に移している人はそれほど多くない。本論文で私たちは、回収ボックスの回収率を上げ、よりサステナブルフ

ァッションを普及する方法を提案したい。 

 

 

 

 

 

 

 

8 若者×新モビリティ‐mobiの新たな活用策‐ 

 

大谷大学野村ゼミモビリティチーム 

 

 本研究は、地方部での新たなモビリティの活用策を主題として、高校生と連携した調査研究を通じて考察し、

利用促進のためのプロモーション策を提案するものである。本研究では、地域交通の課題に対して多様な取り組

みを展開する京丹後市を対象とするが、同市では 2024年から「新京丹後MaaS共創プロジェクト推進事業」を開

始し、新たなモビリティを展開しようと試みている。私たちは、先行研究で指摘される新たなモビリティの導入

に対する課題を解決するための利用促進策が必要であると考えた。具体的には、京丹後市の高校生と新たなモビ

リティ“mobi”に試乗し、193人の生徒に実施したWeb調査の結果をふまえて、誕生日月のみ 200円で利用する

ことができる学生プランを提案する。この理由には、mobiの車両定員が限られているため、誕生日月でプロモ

ーション利用を分散させることによって、継続的に新たな利用者獲得につながると考えた。 
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口頭発表 

【分科会１０】 

 
 

1 竹資源による新たな可能性 

 

京都先端大学阿部ゼミA班 

 

 京都府では、嵐山や嵯峨野の竹林観光が有名である一方、放置竹林が問題となっている。竹の需要減少と繁殖

力の強さから整備が追いつかず、森林浸食や景観悪化、土砂崩れのリスクが生じている。京都府や京都市は整備

マニュアルの作成やNPOとの連携を進めているが、竹林の整備が繁殖速度に追いつかず、運搬コストなどの課題

も残る。また、認知度が低いことも問題であるため、世間に興味を持ってもらうことが重要である。これらを解

決するには、伐採した竹を大量消費し、世間に関心を持ってもらう政策が必要である。そのため、「竹資源活用

コンペティション」を提案する。優秀な提案には製品化の支援や観光地での販売権を付与する。これにより、竹

林問題への関心を高め、持続可能な解決策が生まれることが期待できる。 

 

 

 

 

2 シカの食害から京都を守る 

 

京都産業大学松尾ゼミ～deerbambi～ 

 

 私たちは京都府のシカによる食害問題の深刻化について着目した。近年京都府では、シカによる食害で農作物

や森林の被害が拡大しており、シカの個体数は増加傾向にある。さらにシカの食害の被害状況は 2023年には過

去7年間で最大となっている。その背景には狩猟者の高齢化や天敵の減少があり、被害を食い止めるためには個

体数管理が課題となっている。また、シカ肉の認知度が低いため、シカ肉をあまり食料として利用できていない

ことも課題である。解決策としては、シカ肉を地域産業資源として活用し、消費拡大を図ることや、若者の関心

を高めると共に全世代からの興味を集めるために、地方自治体が PRアニメを制作することを提案する。これに

より、シカ肉の需要が高まり、個体数の管理が進むと期待される。 

 

 

 

 

 

3 学生食堂から始める金銭的価値の脱却を目指して-エコフィードを活用した循環型社会へのパラダイムシフト-  

 

京都橘大学経済学部 牧ゼミ１班 

 

 日本では年間約523万トンもの食料を廃棄しており、1兆円ほどの税金が残飯を焼却するために費やされてい

る。また、日本の外食産業の再生利用率は低く、食品ロス対策が求められている。そこでわれわれは、外食産業

の中で身近である「京都橘大学学生食堂」を対象に食品ロス調査を行った。調査の結果、本大学では、食品ロス

が1日3kgと少ないことが判明した。よって、京都橘大学のみでエコフィードを実施しても効果が期待できない

可能性が高い。そこで、他の大学食堂と連携し、今まで廃棄されていた食材の再生利用率を改善することに寄与

したい。われわれは、京都の大学食堂でエコフィードを利用し育てた食材を積極的に活用することを提案する。

その際、エコフィードについてのポスターなどを作成し、エコフィードへの正しい理解を促進することも目指

す。それが資源を限りなく利用することで生まれる、「循環型社会」へのパラダイムシフトである。 
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4 脱炭素社会に向けた学生の行動変容－「楽しさ」を通じたマイボトルの利用促進－ 

 

龍谷大学深尾ゼミナール Re.プロジェクト 

 

 京都で脱炭素社会を目指すためには、学生の行動が重要である。しかし、大学生の間ではペットボトルの利用

が多く、環境意識が十分に浸透していない。現在、京都市は年間約 3,400トンのペットボトルを家庭から排出し

ている。こうした状況の中、ボトル toボトルリサイクル事業を開始したり、マイボトルや給水スポットを推進

したりして、脱炭素における様々な対策を講じている。一方、大学生にアンケート調査を行った結果、日常的に

ペットボトルを利用している学生が多く存在することが明らかとなった。これを踏まえ、我々はペットボトル使

用量削減を目的とした「お茶っぱガチャガチャ」を提案する。ウォーターサーバーで水だけでなくお茶も飲める

仕組みにすることで、マイボトルの利用方法を多様化させる。また、ガチャガチャの楽しさを通じて環境意識の

向上を図り、脱炭素社会への貢献を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

5 フードロスを減らすためには－食べ残しに関するアンケートを通じて－ 

 

立命館大学島田ゼミ Aチーム 

 

 発展途上国での食糧不足が深刻な問題となる中、先進国ではまだ食用可能な食品が大量に廃棄される「フード

ロス」が大きな課題である。特に飲食店や外食産業におけるフードロスは顕著で、その中でも食べ放題メニュー

を提供する店舗での食べ残しに着目した。本研究では、飲食店で発生するフードロスを削減するために食べ残し

に対する罰金制度に注目し、アンケート調査を実施した。食べ放題の飲食店で罰金が科された場合、どの程度の

金額なら適量を注文するかを調べたところ、回答の中央値は 1200円であり、定額の半額程度が好まれる可能性

が示唆された。また46.8％の回答者が罰金制度を実際に実施されていると考えていることが分かった。以上の

ことから罰金額を1200円程度損失回避の心理が働き、適切な注文量が促進される可能性が示唆された。しか

し、今後の課題として制度の効果を最大化するためには、消費者への周知を徹底することが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

6 京くみひもで広げる地域コミュニティのつながり－京都市北区の福祉施設での挑戦－ 

 

佛教大学社会学部大谷ゼミ京くみひも班 

 

本研究の目的は、伝統産業の京くみひもを活用した京都市北区の包摂的な地域コミュニティの形成である。京

くみひもは仏具や装飾品などの様々な場面で使われてきたが、現在では帯締め以外にも髪飾りなど多岐にわたっ

て使用されている。しかし、近年は日本社会の工業化による技術伝統の衰退や後継者不足が原因で需要は低下し

ている。また、京都市では市民のコミュニティ意識はかつてに比べて希薄化しつつある。そこで、こうした課題

を解決するため、私たちは京都市北区に位置する就労継続支援 B型事業所の西陣工房へのインタビュー調査と、

同工房との京くみひもを用いたワークショップを行った。その結果、京くみひもの周知や需要向上への貢献と、

包摂的な地域コミュニティの形成には、さまざまな世代に対する京くみひもの周知と、障がい者と健常者が共生

する包摂的な地域コミュニティの実現を目指す取り組みを行うことが重要なことが明らかになった。 
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7 認証保育所と育児の多様性－認可保育所利用者へのインタビューから－ 

京都産業大学 松並ゼミ Cチーム 

 

 現在の日本では少子化が進む一方、保育所の利用率は増加し、特に地域によっては保育所が不足している。こ

の背景には、現代の多様化した働き方や生活様式に対応しきれていない現行の認可保育所の問題がある。本研究

では、まず認可保育所に子供を預ける保護者に子育てに関するアンケート調査を行った。その結果から今の保育

時間は保護者の需要を満たしきれていないことが明らかになり、これからの保育所のあり方に焦点を当てた。そ

こで認可保育所を利用していた保護者にインタビュー調査を行い、時間に融通の利く認可外保育所や認証保育所

のイメージや需要について意見を聞き取った。インタビューから得られた意見から、多様化した働き方やニーズ

に合った認証保育所を考案し、東京都など複数の自治体を参考に導入に向けての政策を提案する。そして、認可

外保育所も京都市の公式な情報として発信することで、暮らしに合わせた選択の幅を広げることに繋げる。 

 

 

 

 

 

 

 

8 ドローン飛行可能スポットの必要性と有効性 

 

京都府立大学公共政策学部窪田好男研究室 

 

2021 年から国の重要政策の一つとして実施されている「デジタル田園都市国家構想」において、ドローンを

用いた公共交通・物流サービス・インフラ分野の DX の推進が施策として挙げられるなど、都市と地方とを問わ

ずドローンの普及が期待されている。しかし、現在、複数の規制がかけられているため、ドローンを自由に飛行

させることができない。ドローンの普及に向けてドローンを自由に飛行させられる場所の確保が重要である。そ

うした場所として全国各地で民間が営業しているドローンフィールドがあるものの、使途の制限や利用者の制限

がかけられていることもあり、ドローンを自由に飛ばせる場所として十分ではない。  

本研究ではドローンを自由に飛ばせる場所として地方自治体による「ドローン飛行可能スポット」を提案す

る。先進事例である那賀町（徳島県）への訪問調査によって、「ドローン飛行可能スポット」の必要性と有効性

を明らかにする。 
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応募論文（掲載のみ） 
 

 

1 京都における在留外国人に向けた政策 

 

京都橘大学経済学部 吉川ゼミ 

 

 本発表の目的は、人口減少社会に突入する日本において、私たちが住む京都府の未来あるまちを目指すための

提案である。日本の人口が減少している中、京都府においても人口の減少が進んでいる。急速に進む人口減少、

そして少子高齢化という新たな局面に直面する日本において最も懸念されていることの１つが「労働力不足」で

ある。京都の人口減少・少子高齢化という課題の中、安心できる暮らしを実現するために日本人を増やすだけで

は限度があると考えた。そこで「外国人定住者」に着目し、あらゆる参考文献を元に現状把握から始まり、外国

人労働者属性の傾向を分析した。結果、京都では多数の大学が位置し留学生数の伸び率が高いのに関わらず、京

都府内企業への就職伸び率が低いことがわかった。留学生をターゲットにした支援を行うことで、京都府の外国

人労働者数を増加させることに繋がり未来あるまちを実現できると考え、本発表では具体的な提案を述べてい

る。 

 

 

 

 

 

 

2 若年層における性教育の現状と課題‐避妊具使用率向上のための政策提言‐ 

 

同志社大学政策学部川口ゼミ 3 班 

 

 近年、若年層における性行動の増加に伴い、性教育の重要性が再認識されている。特に、中高生に対する包括

的な性教育の不足が指摘されており、これが避妊具の使用率の低さや性感染症の増加に繋がっていると考えられ

る。性教育は、若年層の健康と安全を守るための基本的な手段であり、その充実は公衆衛生の観点からも極めて

重要である。 本研究は、日本の中高生における性教育の現状と課題を調査し、その影響を分析する。また、日

本における性教育の質の低さの原因を明らかにし、性教育の質を向上させるための政策提言を行うことで、若年

層が正しい知識を持ち、自分自身の健康を守るための行動を取ることができるようになることを目的とする。 
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【分科会１】
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京都市バス 205 系統の混雑解消に向けて 
 

髙山ゼミ 18 期生 

○田中 星花(Tanaka Honoka)・井門 光(Ikado Hikaru)・清水 茉央(Shimizu Mao)・瀬

野 もえ(Seno Moe)・長井 海斗(Nagai Kaito)・福井 想(Fukui Kokoro)・福田 将清

(Fukuda Shosei)・南 敦大(Minami Atsuhiro)・山本 隆輝(Yamamoto Ryuki) 

（京都橘大学経済学部経済学科） 

キーワード：オーバーツーリズム、205 系統、街歩きマップ 
 

1.研究の背景と目的 

 京都市では、新型コロナウイルス感染症の規制

緩和により、観光客数が大幅に増加した。その結

果、慢性的に混雑している路線バスが地元住民の

生活に影響を与えている。そこで私たちは、路線

バスの混雑や運転手の不足に注目した。特に、京

都市バスの 205系統は京都駅や四条河原町を経由

していることから、多くの観光客が利用している

と考えられる。さらに、京都府立医科大学附属病

院も経由しているため、通院に支障をきたしてい

る可能性が高いと予測できる。 

 京都市交通局は、観光客の移動を効率化し、一

般路線バスの混雑緩和のために、観光特急バス運

行の取り組みを開始している。観光特急バスは、

市民と観光客が利用する路線を住み分ける目的で

休日に運行しているものの、205 系統の経路を通

らないことにより、京都駅や四条河原町までの混

雑緩和には効果的でないと考えられる。 

 本研究では、京都市交通局への聞き取り調査を

通じて 205系統バスの混雑状況や利用実態を把握

し、混雑を減らすための提案を行いたい。提案内

容の概要として、観光客が京都駅から四条河原町

までの経路を徒歩で楽しむことができるようなマ

ップの作成である。先行研究では、歴史的建造物

や駅のみのマップが作成されていたが、私たちが

提案するマップは徒歩による観光の魅力を高め、

バス利用の分散化を図ることで、オーバーツーリ

ズムによる交通問題の緩和を目的とする。 

 

2.路線バスの混雑状況についての調査と結果 

2024年 7月 8日(月)～2024年 7月 22日(月)の

2 週間で京都市交通局自動車部運輸課にメール・

電話による聞き取り調査を実施した。聞き取り調

査の内容として、京都駅や四条河原町を経由する

京都市バス 205系統の混雑状況や乗車率などのデ

ータを得ること、京都市交通局が実施している取

り組みなどの情報を得ることであった。特に私た

ちは、平日の通勤・通学時間帯や週末の観光客が

増加する時間帯における混雑の状況に注目した。 

 京都市交通局への聞き取り調査では、曜日や時

間帯ごとの乗車人数や乗車率など詳細なデータは

存在しておらず、私たちが最も注目していた情報

を得ることは難しかった。しかし、京都市交通局

から系統ごとに全体の乗車人数が記載された資料

をいただき、本研究において有力なデータを得る

ことができた。 

京都市交通局からいただいた資料によると、令

和 4 年度における 205 系統の一日の旅客数は、

31,651人であることが明らかとなった。その他の

系統と比較すると、京都市バス 205系統の旅客数

が最も多く、京都市バス 205系統における混雑は

解決すべき問題であるといえる（図 1参照）。 

 

 
図 1 1日当たりの旅客数（出典：令和 4 年度京都市交通

事業白書より作成) 

 

3.政策提言－街歩きマップの作製と活用 

 路線バスとくに 205系統の混雑状況を改善する

ため、私たちは、京都駅から四条河原町までの経

路の途中にあるおすすめスポットを集め、マップ

を作成した。実際にスポットを訪れ、また、当該

スポットに詳しい方の意見も参考にして、今回は

全部で 5つの店舗に着目した。このマップを見な

がら歩くことによって、様々な店舗の存在を知っ

てもらうと同時に、京都市バス 205系統の混雑の

分散を図ることが期待される。 

 私たちが作成したマップのなかで取り上げたお

すすめスポットの街歩き詳細を述べたい。 

１つ目は、京都タワーサンドの地下１階にある

店舗「カフェＡ」である。この店舗は、京都駅か

らのアクセスの良さや営業時間が比較的長いため、
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観光客に人気がある。この店舗の特徴として、京

都ならではの厳選された茶葉を使用し、目の前で

お茶をたてることで抹茶本来の風味を引き出して

いる。これは京都でしか味わえない逸品であるた

め、観光客にも堪能してほしいと考えた。 

2 つ目は、店舗「喫茶店Ｂ」である。この店舗

は、京都駅から徒歩 2分とアクセスが良く、京都

旅行の始まりにぴったりの場所といえる。この店

舗の特徴として、昭和レトロな雰囲気が漂う落ち

着いた空間があり、常連客も多く訪れている。実

際に訪れた際にも、とてもリラックスできる雰囲

気であると感じた。 

 3 つ目は、店舗「カフェＣ」である。この店舗

は、五条の路地裏に佇む隠れ家的な店舗であり、

季節ごとの新鮮なフルーツを使用したタルトが評

判である。また、ドールケーキのようなユニーク

な商品も豊富に揃っており、特別な贈り物に最適

であると考える。商品の価格帯も、タルトは 500

円から 1000 円程度と非常に手頃であるためおす

すめできる。 

 4 つ目は、店舗「「カフェＤ」である。京都駅から

少し離れているが、定番メニューの「S（エス）」

や土曜日限定のミルフィーユなど、豊富な種類の

生菓子が人気を集めている。この店舗の特徴とし

て、22種類もあるマカロンは様々な味を楽しめる

と評判である。さらに、店内にはイートインスペ

ースがあり、生菓子を購入してその場で味わうこ

ともできる。 

 5 つ目は、店舗「「コーヒー店Ｅ」である。台湾の

有名なお茶の産地である阿里山で栽培したコーヒ

ー豆を使用しており、台湾のお茶の風味を感じる

ことができるのが特徴である。店内にはテーブル

と椅子が設置されており、カフェとしての利用も

可能である。また、外国人の利用者も多く見られ

る。 

 

 
図 2 作成したマップ 

 

4.考察－街歩きマップに期待される効果 

京都市交通局への聞き取り調査と 205系統の京

都駅から四条河原町までの経路における徒歩での

移動を推進したおすすめスポットを紹介したマッ

プの作成から、期待される 3つの効果を指摘する。 

第 1に、私たちが作成したマップをもとに京都

駅から四条河原町までの経路を徒歩移動する観光

客が増加することにより、京都市バス 205系統に

おける混雑状況が緩和されることである。このこ

とにより、日常生活で京都市バスを利用する一般

客への影響も少なくなり、通院困難などの問題も

防ぐことができると考える。 

第 2に、私たちが作成したマップを参考に徒歩

移動をしてもらうことによって、歴史的建造物の

観光だけでなく、飲食などの新しい視点から、京

都市の観光を楽しむことができることである。 

第 3に、観光客を京都の飲食店に呼び込むこと

で、お店は利益を上げることができ、それに伴い、

京都市内での雇用や税収の増加が期待される。さ

らん、京都の伝統的な食文化を観光の一部として

体験した観光客がその魅力を口コミや SNSなどで

広めることで、新たな観光客の呼び込みも期待で

きる。今回のマップでは取り上げられなかったが、

京都市内の旅館やホテルなどの宿泊施設も外国人

観光客の利用によって宿泊税の増収が見込まれ、

市の財政に更京都の税収が増えると結果的に、バ

スの運転手不足などの解決に繋がるのではないか

と考える。 

 観光客の増加を地域にとっての負担とのみ捉え

るのではなく、むしろ観光客の増加と京都市の雇

用および税収の増加との好循環につなげることで

京都市民の生活の向上にも寄与することができる

と考える。街歩きマップの作製と配布もそのため

のひとつの手段であると考える。 

今後の研究においては、私たちが今回作成した

マップをもとにして実際に観光客にアンケート調

査を行い、効果を測定することも検討している。 
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京都の観光客の分散化に対する一考察 
 

 

カフェオレ班 

○新田 健人（Kento NITTA）・木下 俊樹（Shunki KINOSHITA）・中森 琉生（Rui 

NAKAMORI）・藤多陽香(Haru FUJITA) 

（京都産業大学経済学部経済学科） 

キーワード：オーバーツーリズム 

 

1. はじめに 

オーバーツーリズムとは、特定の観光地に過剰

な数の観光客が訪れることによって地域社会や環

境に悪影響を及ぼす現象である。観光地の持続可

能な発展を阻害し、地域住民や観光客双方にとっ

て負の影響をもたらすことがある。特に京都は、

世界中からの観光客を惹きつける歴史的な都市で

あり、豊かな文化や伝統を誇る一方で、オーバー

ツーリズムによる深刻な課題が累積している。 

京都は、日本の伝統文化と現代的な都市機能を

兼ね備えた観光都市であり、特に清水寺、金閣寺、

祇園、嵐山などの観光名所が外国人を中心に高い

人気を誇っている。しかし、訪れる観光客の数が

急増するにつれて、住民の生活や環境に負担がか

かり、地元経済や観光資源にも負の影響が生じて

いる。 

本稿では、京都におけるオーバーツーリズムの

問題点を整理し、持続可能な観光都市への道を探

るための解決策について検討する。 

 

2. SDGs とオーバーツーリズムとの関係 

オーバーツーリズムとは、先述した通り、過剰

な観光地化が進むことにより、地域住民の生活環

境や観光客の観光地での体験に悪影響を及ぼす現

象を指す。2010 年代以降より、スペインのバルセ

ロナやイタリアのヴェネチアといった有名な観光

都市を始めとして、観光客の過度な流入による交

通渋滞や騒音、更には観光地周辺の治安の悪化や

それに対する住民の不安といった深刻な問題が多

く発生し、観光客自身の満足度だけでなく、市民

の住環境さえにも負の影響を与えているのが現状

である。 

そこで特に重要視されているのが、持続可能な

開発目標(SDGs)の目標 11である「住み続けられる

まちづくりを」の達成である。 

オーバーツーリズムの解消を減らすことはすな

わち、文化遺産や自然遺産に対する観光の圧力を

減らすことへと繋がるため、「住み続けられるまち

づくりを」の達成を促進することでまちの持続的

な発展に貢献できる。また、持続可能な開発目標

(SDGs)の目標 8である「働きがいも経済成長も」

についても人気観光地の観光客の分散化により、

地域住民の負担や観光客の集中によるとのトラブ

ルを減少させることにも貢献することができる。 

そして、目標 12「つくる責任 つかう責任」につ

いて、オーバーツーリズムの問題を考えることに

よって持続可能なまちの開発により関心を持つこ

とへと繋がるため、事態改善に貢献することがで

きる。尚、以上にて説明した SDGs とオーバーツー

リングとの関係については、表-1 の通りである。 
 

表-1 SDGs とオーバーツーリズムとの関係 

No SDGs 目標 見込まれる成果 

8 働きがいも経済成長も 地域住民の負担

減少 

11 住み続けられるまちづくりを 文化遺産等への

観光圧力低減 

12 つくる責任 つかう責任 オーバーツーリ

ズムへの再考の

促進 

 

3.事例紹介 

3.1 白川郷・五箇山の合掌造り 

白川郷では、1995年に国内 6番目の世界文化遺

産「白川郷・五箇山の合掌造り」として登録を受

け、2011 年におよそ 13 万人であった来客数は急

増し、2019年にはおよそ 166 万人に及び、約 8年

間で 13 倍に増加した。そのため、地域内外からオ

ーバーツーリズムに対しての懸念の声が上がった。 

このような状況を打開するため、交通渋滞への

対策や冬季のライトアップイベントの開催といっ

た様々な取り組みが行われた。具体的に挙げてい

くと、ライトアップイベントでは、特定の時間帯

での過度な観光客の集中を避けるために 3 回に分

けて点灯を行うという分散化対策を講じることで、

より多くの観光客に楽しんでもらうための工夫が

施されている。また、2019年に観光地イベントと

しては日本全国初となる完全予約制が導入され、

交通渋滞が大幅に軽減されたことで副次的に村人

の生活を抑制することは無くなった。 

 

3.2 大分県 湯布院 

大分県の由布院ではオーバーツーリズムを解決

するため「レスポンシブルツーリズム」を軸に対

策を講じている。「レスポンシブルツーリズム」と

は、各観光客が観光旅行を構成する一部として責

任を持ち、旅行先に配慮するという考え方である。 
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その理念に基づき、国土交通省九州運輸局観光

部は観光客に由布院に関する情報を旅行前に周知

させるという方法を取っており、JNTO ソウル事務

所、韓国旅行会社等の協力を得て情報の配布を行

った。この協力の背景には、韓国の観光会社に「レ

スポンシブルツーリズム」の認知をしてもらうと

いう活動がある。セミナーの事後ヒアリングでは、

全ての参加した旅行会社がその必要性を強く実感

している様子であり、外国人観光客への「レスポ

ンシブルツーリズム」の周知活動に繋がる結果と

なった。さらに、当局の結論として継続的な旅前

旅行客への情報発信が効果的であったと分析して

おり、その有効性は充分評価できる。 

 

3.3 スペイン バルセロナ 

スペインのバルセロナには年間約 3200 万人の

観光客が訪れ、これは当所の人口である約 160万

人の約 20 倍に相当する。そのため市では地元民

の生活を守るために、観光客数を削減する対策に

乗り出している。例として、観光客の宿泊を目的

としたマンションの固定資産税を引き上げること

で新たな宿泊施設の創設を禁止したことが挙げら

れる。 

また、2017年1月末には市議会で2019年以降、

新たなホテルの建設を禁止する法律も可決された。

このように観光客の滞在人数を厳しく制限するこ

とによって地元民の生活を守っている。(図-1)他

にも 2012 年よりホテルのランクによって変動す

る観光税を導入することや 2015 年よりグエル公

園の入場料として 7 ユーロを徴収するといった取

り組みも行っている。 
 

 
図-1 オーバーツーリズムに抗議する人々（2024 年 7

月 6日、バルセロナ）資料: JOSEP LAGO/Getty Images 

 

4. おわりに -観光都市「京都」での持続可能なま

ちづくりの実現に向けて 

以上より、海外では、観光客を増やすことでは

なく、市民にとって暮らしやすい街にすることを

第一目標として重きを置いていることが伺える。

しかし一方で、京都市のオーバーツーリズムへの

対策として、観光客と地域住民の両者が共に暮ら

しやすいまちづくりを進めていくことを目標とし

て掲げている。そのため、海外の観光都市と京都

市において、オーバーツーリズムに対する処置が

大きく異なっていると考えられる。 

そもそもオーバーツーリズムは、地域が持つ地

理的特性や文化的側面が深く関係しているため、

各地域や国が掲げる政策は一概に合致するとは限

らず、上記にて例示した国々に倣った戦略を取れ

るわけではないという考えもある。 

確かに、京都市の場合は特に観光客の増加も視

野に入れつつ、地域住民の生活も重視したいと考

えているため、観光客の人数を根本から減らすよ

うな政策を打ち出すことは困難であると思われる。 

しかし、世界的に観光を楽しむ外国人が急増し、

それによる弊害がどの国にでも発生しつつあり、

何よりもその地に住む地域住民の生活を保護する

ことこそが京都市の喫緊の課題と言える。 

また、京都市は過度な人口集中を避ける取組を

継続しており、以前より大幅に緩和していること

が読み取れる。(図-2) 

 したがって、海外のように厳罰な観光対策や制

度の実施を強行することで、観光を制限するので

はなく、列挙した SDGs の各目標を実現するために

それらを遵守する傍らで、市民にとって生活しや

すい街づくりをしていくことが望ましいと言える。

京都市は観光客が多く来ても減らすようなことは

せずに地域住民の問題が発生すればそれらを解決

しようと邁進している。つまり、京都市は観光客

と市民の両側面を考慮しながらともに暮らしやす

い街づくりをしていく必要がある。 

 

 
図-2日本人観光客の訪問地表 
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宿泊税はオーバーツーリズムの解決につながるか 
―京都市を事例とした実証分析― 
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1. はじめに 

今日の京都は米国大手旅行雑誌が 2023年に発

表した「世界の人気都市トップ 25」では 3位に

なるなど国内外問わず世界有数の観光都市であ

る。観光業によって財政を支えられている京都市

だか、現在問題視されているのが「オーバーツー

リズム」である。 

本稿ではオーバーツーリズム対策の 1つとして

議論になっている宿泊税に焦点をあてる。宿泊税

は観光客を一定程度抑制しつつ、市民生活と観光

業が共存可能な社会を導くための財源となる事が

期待されている。本稿では宿泊税が観光に与える

影響を実証的に分析し、宿泊税を含めたオーバー

ツーリズム対策について検討する。 

 

2. 現状分析と先行研究 

2.1 現状分析 

京都市の観光業は、長年にわたって成長し続け、

多くの国内外の観光客を魅了したことで 2008 年

に初めて観光客数 5,000万人を突破した（京都市

産業観光局，2008）。しかし COVID-19の影響によ

り、2020 年から 2022 年にかけて観光業は深刻な

危機に陥った。パンデミックにより、世界中で旅

行制限や入国制限が課され、観光客数は激減した。

京都市でも、観光業収入が大幅に落ち込み、多く

の観光関連業者が経済的困難に直面した。その結

果、地域経済に想像以上の負の影響が及んだ。 パ

ンデミックの終焉とともに国際的な旅行制限も緩

和され、今日の京都には国内外からの観光客が戻

ってきている。 

近年では観光客と地元住民の共存を目的に観光

特急バスの運行や混雑緩和策が講じられている

（京都市交通局，2024）。このバスは主要観光スポ

ットを結び、観光客の移動をスムーズにすること

で、地元住民への影響を最小限に抑えることを目

指している。 今後は、観光業の回復に向けた施策

を進めつつ、持続可能な観光のあり方を模索して

いく必要があると考えられる。 
 

2.2 京都市が推進している対策 

オーバーツーリズムの問題を受けて、現在京都

市は京都市観光協会とともに、市民生活と調和し

た持続可能な京都観光の実現に向けた取り組みを

推進している（京都市，2023）。観光客が増加する

秋季に先立ち、2023年には交通と観光地の混雑解

消を目的に 6つの取り組みが行われた。具体的に

は、観光客向けの「観光特急バス」の新設や一部

道路の一方通行規制の拡大などが行われた。 

また 2016年 8月には「京都市住みたい・訪れた

いまちづくりに係る財源の在り方に関する検討委

員会」が設立され、京都市財政の在り方について

検討された（京都市，2024）。2024年 8月には第 3

回検討委員会を開催し、増税の方針を定めつつあ

る一方で、宿泊施設側からの意見として更なる増

税は利用者の負担を増やすという懸念されており

議論は拮抗状態にある（京都市，2024）。 

こうした状況を踏まえて、本稿では宿泊税が観

光客に与える影響を実証的に明らかにする。 

 

2.3 先行研究 

 本稿では先行研究として、宿泊税の効果を検証

した研究に伴他（2023）を挙げる。当研究では大

阪府のデータを用いて宿泊税を導入しなかった場

合の仮想推移を作成し、導入した実際データと比

較をおこなっている。その結果、宿泊税の導入は

宿泊者数に影響を与えないことを示している。 

 また、前田（2012）は、財政学の視点から宿泊

税の制度形成と課題について検討している。 

本稿では、先行研究では検証されておらず、世

界的な観光都市の 1つである京都市を対象として

宿泊税の効果を実証的に明らかにする。 

 

3. 分析 

3.1 分析目的・方法 

宿泊税の導入が宿泊観光客数に与える影響を定

量的に明らかにするために、差の差分析を行う。

差の差分析とは時間を通じた変化（差）が、政策

導入の有無によって異なる（差がある）かを見る

ことで政策の効果を調べる方法である（田中，

2015）。 

分析の対象は、京都市が宿泊税を導入した

2018年 10月前後の宿泊観光客数を比較するた
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め、2017年 1月から 2019年 12月までの期間に

おける京都市、広島県の月別宿泊観光客数（36

ヶ月分）とする。データ出所は、京都市、広島県

の観光統計データおよび観光協会や観光庁の宿泊

旅行統計調査である。 

比較対象に広島県を採用した理由は分析対象時

点で宿泊税が導入されていない一定規模の外国人

観光客を有する地域であり、差の差分析が成立す

る条件である平行トレンドの仮定（田中，2015）

が成立したためである（図 1参照）。 

広島県の変化を基に宿泊税未導入の場合の京都

市の値の予想（反実仮想）を作成した。図１は京

都市と広島県、京都市の反実仮想の値をグラフに

まとめたものである。 
 
3.2 結果 

 現実の京都市の外国人観光客数と反実仮想の観

光客数の平均の差に対してｔ検定を行った結果、

平均の差が 77501.4であり、95%の信頼区間は

60301.81から 94700.99であった(t値＝9.66、有

意水準 5%で統計的に有意)。このことから宿泊税

の導入後、観光客数は増加したことがわかる。ま

た、日本人についても同様に差の差分析を行った

結果、宿泊税導入後の観光客数は増大することが

示された(t値=5.56、有意水準 5％で統計的に有

意)。 

日本人と外国人の双方にこのような結果が見ら

れた要因には、宿泊税収入が住みやすく訪れやす

いまちづくり事業に活用されたからであると考え

られる（京都市，2024）。 

 

 
図 1 外国人宿泊観光客数の差の差分析(広島県と京都市) 

赤線：広島県の外国人宿泊数 

緑線：京都市の外国人宿泊数 

青線：宿泊税導入後の京都市における反実仮想の値  
 

4. 政策提言 

分析結果から、宿泊税の導入が日本人および外

国人観光客数を増加させることが明らかになっ

た。この結果を踏まえると、観光業による税収増

とオーバーツーリズム緩和のために、宿泊税の増

税の検討が重要であると考えられる。宿泊税増額

による税収増によって、観光地のインフラ整備や

地域サービス向上に貢献し、観光客の満足度上昇

が期待され、より一層観光地としての魅力が高ま

ると考えられる。また、税収の一部を環境保護や

地域住民の還元に充てることで、観光客と地元住

人の双方の満足度にもつながると期待できる。  

さらに観光客と地元住人との共存を図るため

に、宿泊税収を利用して観光特急バスの増便も提

案する（京都市，2024）（京都市交通局，2024）。

観光特急バスの運行は、混雑を緩和し、地元住民

の移動を損なわないことを可能にすると期待でき

るため、現在土日祝のみのダイヤを平日にも増や

すことが必要だと考えられる。  

宿泊税の増税と観光客専用バスの増便は、観光

業の持続可能な発展に貢献する政策である。宿泊

税収増加により観光資源の質を高め、地域の魅力

を向上させることができれば、観光客数の維持・

増加が見込まれる。同時に、地元住民との関係を

良好に保ちながら、観光地としての魅力を発揮し

続けることが可能となる。  

このように、宿泊税の増税と観光客専用バスの

増便を通じて、観光業の発展と地域住民の生活環

境の改善を両立させることが重要である。これに

より、京都市の観光産業は持続可能な成長を遂げ

ると同時に、地域全体が恩恵を受けることが期待

される。 
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1. はじめに 

1－1 研究背景・目的 

 地方創生の柱として大きな役割を果たす着地

型観光は、政府を筆頭に多くの自治体が力を入れ

て取り組んでいる産業の一つでもある。 

 自治体が特色ある観光政策に取り組み、観光入

込客数や観光消費額の増加を目指している一方で、

実際には観光入込客数・観光消費額は地域ごとに

大きな偏りが見られる。日本全体で観光業によっ

て産業を支えていくことを掲げているが、観光に

よって生まれる地域格差はますます拡大していく

と考えられる。そこで、本研究では着地型観光を

成功に導く要因について明らかにした。 

1－2 研究内容・概要 

 本研究では着地型観光が成功していることの基

準として、どれだけその土地に観光客が足を運ん

だかを示す観光入込客数とその地域で飲食・交通・

娯楽などの消費行動がどれだけ行われたかを示す

観光消費額の高さに着目し、その結果、研究対象

に京都府北部地域を選んだ。研究方法としては、

京都府の観光入込客数等のデータを分析した上で

京都府北部地域の着地型観光の推進を行う「一般

社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社(以下、

「海の京都 DMO」とする。)」にヒアリング調査を

行い、京都府北部地域の観光入込客数・観光消費

額の増加の要因について考察を行った。 

2. 京都府北部地域の着地型観光について 

京都府北部地域は、福知山市・舞鶴市・綾部市・

宮津市・京丹後市・伊根市・与謝野町の全 7つの

市町からなる。京都府北部地域には、京丹後市の

夕日ヶ浦や伊根町の舟屋、布引の滝・宮津市の天

橋立などの観光名所が多数ある。また観光名所だ

けでなく、舞鶴市のカニや、京丹後市の桃・メロ

ン・葡萄などのご当地グルメや伝統工芸品などの

地域資源も特色がある。 

2－1 データ分析 

京都府北部地域は京都市からも遠く離れ、大都

市からの交通手段にも限りがあるにも関わらず、

コロナ禍以前から観光入込客数・観光消費額共に

逓増傾向にあり、またコロナ禍で一度激減してし

まった観光入込客数・観光消費額共に現在は大幅

に回復してきている(図１)。 

 
 図１ 京都府北部地域の観光入込客数と 

観光消費額の推移 

出所：京都府ホームページより作成 

 

京都府北部地域の観光消費額は京都府内の他地

域と比較しても非常に高い傾向にある。令和 5年

度の京都市を除く京都府 25市町村の観光消費額

を比較してみると、上位 5つの市町の内、3つを

京都府北部地域が占めており、またその他京都府

北部地域の市町の観光消費額も総じて高い傾向に

ある(図 2)。 

 
図 2 令和５年 市町村別観光消費額 
出所：京都府ホームページより作成 

 

 また、令和 4年度の同調査では、宇治市をおさ

えて宮津市の観光消費額が最も高いという結果で

あった。令和 5年度において宇治市の観光消費額

が高くなった要因としては、インバウンド客が増

加したことよると考えられる。 

2－2 海の京都 DMOへのヒアリング 

本研究では、京都府北部地域の着地型観光に関

する取り組みについて知るため、海の京都 DMOに

ヒアリング調査を行った。その結果、着地型観光

の促進に伴う観光消費額の向上を促す要因につい

て 4つのことがわかった。 

1 つ目は地域資源の活用である。京都府北部地
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域の地域資源は前述の通り、様々存在する。海の

京都 DMOでは、既存の地域資源を維持するだけで

なく、それを見直し、活用することで、新たな観

光資源を生み出している。例えば、伊根町の漁師

が漁師飯を提供する宿の経営や、京丹後の民谷螺

鈿(らでん)などがある。漁師の宿については、以

前は彼ら自身のためのものであったが、観光客に

提供するようになり、観光資源として磨きあげら

れた。民谷螺鈿とは、貝殻を服の生地に織り込む

伝統工芸である。これらは、観光客の需要や近年

の流行に合わせた地域資源の例である。その他も

既存の地域資源の磨き上げを行い、新たな集客に

つなげている。 

2 つ目はサービスの品質と単価の向上である。

質が良いサービスの提供を行うことに重点をおき、

例えば、宿泊施設では一部屋の代金を上げて、部

屋数を減らす代わりに、サービスの品質を向上さ

せるといった取り組みを行っている。このように

観光資源をより活かす方法を採用し、観光消費額

を増加させており、コロナ禍以降、観光入込客数

に対して観光消費額が高い水準にある(図 2)。 

3 つ目は観光周遊の仕組みの存在である。海の

京都 DMOは点在する観光名所同士をつなぎ合わせ、

観光客に京都府北部地域全体への周遊を促し工夫

を行っている。具体的には、観光客のニーズに合

った観光コース・プランを公式ホームページや各

観光名所で情報提供・提案を行い、観光名所から

観光名所への移動を促している。他にも、京都府

北部地域を「文化・自然・食」の 3つのテーマに

分類し、それぞれの地域に個別の特色を持たせる

観光地域マーケティングを行うことで、観光客に

地域別の魅力の発信を行い、周遊したい気持ちを

高揚させる等の取り組みを行っている。観光客を

周遊させることは宿泊数の増加につながっており、

近年では、公共交通機関の発達や高速道路の影響

によって大都市から京都府北部地域の日帰り旅行

が可能になる中で、観光周遊は宿泊の機会を増加

させている。一般的に観光消費額は、宿泊数に左

右され、宿泊数が多いと観光消費額も高くなる傾

向にあり、観光周遊の仕組みの整備は観光消費額

の増加につながっていると言える。 

4 つ目はインバウンド対策である。従来の京都

北部地域では、夏季の海水浴と冬季のカニのよう

な、季節で変動する観光資源による季節型観光が

課題であった。しかし、近年は日本への旅行が人

気を高めており、京都府北部地域でもこの問題を

解消するため、季節を問わない体験型の観光をす

るインバウンド対策を行っている。その結果安定

した集客に成功し、季節による収入の変動が解消

されている。海の京都 DMOで海外エージェントと

連携し、BtoB対策として、旅行会社や代理店と提

携する取り組みを行い、2021年には英国マーケテ

ィング＆PR 会社である「Japan-san」とパートナ

ーシップ協定を締結し、欧米等で海の京都に関す

るプロモーション援助が行われている。また、海

外エージェントが来日して視察を行い、伝統文化

体験などに需要の高いものをサービスに取り入れ、

付加価値を創出している。 

3．考察 

 2.の内容から、観光消費額の向上を促す要因は、

北部地域に存在する魅力的な観光名所の数々だけ

でなく、地域資源の磨き上げ、サービスの品質向

上、観光周遊の仕組みの工夫、インバウンド対策

の 4つであることがわかる。また、それら 4つの

要因は、海の京都 DMOを主導とした広域的な連携

の実現によって促進・実施されている。これら全

体が組み合わさることで観光周遊の仕組みとして

作用し、結果的に観光入込客数・観光消費額を増

加させることに繋がっていると言えるだろう。 

4. 政策提案 

2.3.を踏まえ、本研究では京都府北部地域の海

の京都 DMOが着地型観光を促進・実施する上でポ

イントとなった 4つの要因の定式化を行い、それ

らを他地域でも実施することを提案する。また、

上記 4つの要因を充分に機能させる組織作り・地

域間の連携の在り方の見直しも同時に提案する。

2.3.で述べた 4つの要因は、組織の広域的な連携

によって実行され着地型観光を促進し、観光入込

客数・観光消費額の増加に貢献していると言える。 

着地型観光に関する 4つの要因を他地域にも適

用し、「近年の観光客のニーズに合わせた形で地域

資源を磨き上げ・発信を行う」ことを促す体制を

組織で整備・実施するべきであると考える。 
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釜ヶ崎におけるダークツーリズムのあり方 
‐観光客・現地住民へのインタビュー調査を通して‐ 

 

○青木 蒔紘（Mahiro AOKI） 

（立命館大学政策科学部政策科学科） 

キーワード：釜ヶ崎、ダークツーリズム 

 

1.本研究の目的 

大阪府西成区にあり、日雇い労働者の街（通称

ドヤ街）として知られる釜ヶ崎は、路上生活者や

生活保護受給者の多さから、偏見や差別の目を向

けられてきた。 

そのような背景がある釜ヶ崎への観光は「死や

苦しみと結びついた場所を旅行する行為」を指す

「ダークツーリズム」として論じられる。釜ヶ崎

におけるスタディーツアーを研究した須永(2016)

は、「貧困」というダークな側面が観光資源となる

ダークツーリズムが、自己と他者という関係を超

えて、地続きの存在として捉え直すことにつなが

ると指摘する。また、須藤(2016)は、ダークツー

リズムは「負の側面」を観光資源化し「消費」す

ることで、偏見を解消する可能性があると論じて

いる。 

そこで、本研究では釜ヶ崎における偏見の解消

と歴史的背景の認知を目指し、政策的アプローチ

としてのダークツーリズムのあり方について論じ

る。 

なお、今回の議論では、好立地かつ低料金での

宿泊を目的とした外国人バックパッカーは議論の

射程に含めず、国内の観光客を取り扱うこととす

る。 

2.研究手法 

本研究では、観光客と住民の双方を調査対象と

した。観光客への調査は釜ヶ崎へ観光経験がある

人(n=17)にアンケート調査を行い、釜ヶ崎で出会

った観光客(n=13)にインタビュー調査を行なった。

観光客に対しては主に 1.観光の目的 2.現地の人

に対するまなざしについて尋ねた。なお、これら

は量的な分析を行うことは目的としておらず、現

状に質的に迫ることを目的としている。 

住民に対してのインタビューでは、釜ヶ崎で飲

食店を経営する方に、匿名という形でご協力いた

だいた。この調査では、特に質問項目を設けるこ

とはせず、約 10時間にわたるインタビューをし、

重要な論点を明らかにした。 

また、筆者は 4日間にわたって釜ヶ崎を参与観

察しつつインタビューを行った。これらの観察も

交えつつ考察を行うこととする。 

3.観光客への調査 

3.1 観光の目的 

調査の結果、釜ヶ崎への観光の目的は 1ダーク

性 2聖地巡礼 3 性風俗の利用に分類できる。 

1 ダーク性を目的とした観光客は、いずれもメ

ディアなどを通してダーク性を認知している。そ

の上で「異なる文化を知る」といった学習的側面

を発現させるか、「怖いもの見たさ」といった覗き

見行為としての側面を発現させていた。 

2 聖地巡礼を目的とした観光客は、釜ヶ崎中心

にディープな場所に潜入する YouTuber のジョー

ブログ氏や、西成区出身のヒップホップ MC の

SHINGO★西成氏などが訪れた場所の巡礼行為を行

なっている。 

3 性風俗の利用に分類される観光客は、若者の

観光客を中心に一定数みられる。学界において、

釜ヶ崎及び西成地区が持つダーク性は「貧困」「暴

動」「犯罪」に見出されてきたが、「性風俗」をダ

ーク性に含めるかについては議論の余地がある。 

3.2 住民へのまなざし 

調査では「釜ヶ崎の人々はどのような人々だと

思うか」という回答の自由度を担保した質問を投

げかけることで、観光客が住民に対して向けるま

なざしに迫った。 

回答は、大きく分けて 2 つに分類できる。1 つ

めは住民という「集団」に対して、1悲しみ・同情

2.恐怖・嫌悪 3.好意・肯定というようなまなざし

を持つものである。2 つ目は、一枚岩ではない住

民に対して、4.善人と悪人 5.苦しむ人楽しむ人な

ど、個別性を評価するものがある。 

住民が一枚岩ではないということを前提に置く

ことは、釜ヶ崎のスティグマを解消しつつダーク

性から目を背けないことにつながるのではないか。 

  
図1 住民へのまなざしの分類 

 
また、これらの分類とは別に、「思っていたより

も普通であった」という、観光前・観光後のまな

ざしの変化を前提とした回答が一定数あったこと

は特筆すべき点である。この回答における「普通」

という言葉は、他者であった住民へのまなざしが

集団への

まなざし

悲しみ・同情

恐怖・嫌悪

好意・肯定

個別性のある

まなざし

善⼈と悪⼈

苦しむ⼈と楽しむ⼈

・⼤変な境遇にある
・居場所を失った⼈々

・治安の悪い⼈
・短気

・⼈間らしく⽣きている
・気さくで楽しい⽅

・悪い⼈は悪いが
いい⼈の⽅が多い

・全員が全員苦しんでおらず
⼈⽣を楽しんでる⽅も多い
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融解したと考うるものである。 

4.住民へのインタビュー 

 ここでは飲食店を経営する住民(A さんとする)

との議論を通して明らかになった釜ヶ崎へのダー

クツーリズムの現状と課題を、議事の総括のよう

な形で論じる。 

4.1 住民と観光客の希薄な関係性 

住民の所感では、近年メディアで取り上げられ

るような若者の観光客は、増えてはいるが「多い」

ものではないと Aさんは指摘する。さらに、著名

人の聖地巡礼の対象となっている飲食店を除けば、

観光客と住民が関わることは限定的となるようで、

観光客と住民は絶妙な棲み分けを行なっている。 

4.3メディアによる地域社会への還元 

メディアによる影響は Aさんから見ても大きく、

観光に影響を与えているようだ。特にソーシャル

メディアの影響は大きく、YouTuberのジョーブロ

グ氏や、ヒップホップ MC の SHINGO★西成氏とい

った著名人が取り上げた店を巡礼する若者は多い。

これらは地域経済に対し、観光が貢献しうるとこ

ろである。さらに、炊き出しの様子をライブ配信

するような内容の動画が、個人スポンサーに対し

て協賛を促し、炊き出しの食事の質が向上したと

いう例があるようだ。 

4.4 メディア主導型ダークツーリズムの限界 

一方で、メディアをフックとする観光には、目

的を固定化してしまう側面がある。経済的な恩恵

を受けているのは YouTubeに取り上げられた店舗

のみであるし、YouTubeの影響を受けた観光客が、

同じような場所を訪れる「観光のパッケージ化」

が進みつつある。 

さらに、ソーシャルメディアによる釜ヶ崎の取

り上げられ方は必ずしも好意的なものではない。

例えば、住民のトラブルを取り上げるアカウント

も存在し、それらが釜ヶ崎への偏見を助長してい

る可能性がある。A さんは「ネット上で流通して

いるイメージほどは危険ではない」と指摘をして

いる。 

ソーシャルメディアの集客効果は認められるも

のであるが、研究の文脈において期待されるよう

な、釜ヶ崎への歴史的な理解を自発的に促すこと

は困難であると考えられる。そのため、政策的な

介入を伴い、問題解決の指向性のあるダークツー

リズムを検討する必要がある。 

4.3新今宮ワンダーランドの失敗 

行政主導のダークツーリズム政策である「新今宮

ワンダーランド」もインタビューの中で議論とな

った。 

新今宮ワンダーランドは大阪府が電通に受注し

た、釜ヶ崎のイメージを向上させるための PR 事

業である。インタビューの中で Aさんは本事業に

対して一定の評価をおいているように見受けられ

た。特に、あまり紹介されることのない釜ヶ崎の

歴史についてウェブサイト上で取り扱っている点

や、事業の中で実施されているツアーのガイドを

「釜ヶ崎強い当事者性を持つ」ありむら潜さんを

はじめとする人々が勤めている点は、メディア主

導型では実現し難い魅力である。 

しかし、新今宮ワンダーランド PR の一環とし

て、エッセイストの島田彩氏が note に公開した

「釜ヶ崎のホームレス男性とデートをする」とい

う内容の記事が炎上した。この炎上にはさまざま

な要因が指摘されているものの、「当事者性をもた

ない」存在からの不適切なプロモーションが大き

な要因であったと考えられる。 

プロモーションという外部へ意味付け行為にお

いて「当事者性」が失われていたこと、さらには

PR 力が弱く知名度が上がらなかったことが重な

り、本政策は失敗と評されるようになった。 

センシティブな領域であるダークツーリズムに

おいて、当事者性は重要な要素となりうる。A さ

んは「当事者が関わると互いのラベリングは外し

やすいかもしれない」と語った。 

観光客が住民に対してまなざしを向けるように、

住民側からのまなざしもまた異人である観光客に

まなざしを向ける。両者が互いにラベルを張り合

うという状況の中で、当事者性を持つ人物が PRを

することは住民が納得感を得るという点でも意義

がある。 

5.考察と政策提案 

最後に、釜ヶ崎へのダークツーリズム政策のあ

り方を整理する。 

アンケート調査及びインタビュー調査から、現

在の釜ヶ崎へのダークツーリズムは限定的ではあ

りながらもスティグマの解消や、まなざしの変容

に寄与しているという可能性が示した。 

一方で、現代のメディア主導型のダークツーリ

ズムでは釜ヶ崎への歴史的な理解を自発的に促す

ことは難しい。そこで、新今宮ワンダーランドで

行われていたような当事者がガイドを務めるツア

ーや歴史教育をダークツーリズム政策として打ち

出し、広く認知される必要がある。 

しかし、釜ヶ崎への観光の目的は一枚岩でなく、

広い層へのリーチが課題となっている。そこで、

釜ヶ崎観光への影響が認められるソーシャルメデ

ィアを利用しつつ、高い認知度と強烈な当事者性

を持つ SHINGO★西成氏のような人物をプロモー

ションで起用することで、広い認知と、住民から

の合意、炎上におけるリスクヘッジを達成できる

可能性がある。 
参考文献 

(1) 須藤廣(2016)：ダークツーリズムが持つ現代性と両義

性、立命館大学人文科学研究所紀要、110号、p.85-100. 

(2) 須永和博：(2016)：他者化に抗する観光実践 釜ヶ崎

のまちスタディ・ツアーを事例として、観光学評論、

4巻 1号、p.57-69. 

 

52



 

京都におけるキャリーケース問題の解決に向けて 
‐預かりサービスの知名度向上施策‐ 
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1. はじめに 

近年、京都市は世界的な観光地として多くの訪

日外国人観光客を迎えており、その数は年々増加

している。しかしながら、この急速な観光客の増

加に伴い、街全体が観光客による「オーバーツー

リズム」と呼ばれる現象に直面している。その中

で注目したのが、観光客が持ち込む大型キャリー

ケースの増加である。本論文では、京都市におけ

るキャリーケース問題の現状を分析し、その解決

策として提案されている方策の有効性を検討する。 

 

2. 問題の背景 

京都市の観光客数は、京都市産業観光局による

と、2022年の観光客数は年間で 4,361万人に達し

た。これは前年に比べて 15.3%増加している。コ

ロナ禍前の 2019 年の観光客数である 5,352 万人

と比較すると、約 18%の減少が見られるが、2023

年には、観光需要が回復し、観光客数はコロナ禍

前の水準に近い、5,028万人に達した。  

宿泊客数に関しては、コロナ禍で大幅に減少し

たものの、2023年には 1,475万人に達し、コロナ

前の 2019 年の 1,316 万人を上回る結果となって

いる。特に外国人宿泊客数が顕著に増加しており、

2023年には 535万人に達し、これは 2019年の 380

万人を大幅に上回る。  

 このような背景から、観光客の運ぶキャリーケ

ースが問題となっており、「キャリーケース問題」

と呼ばれている。観光客が頻繁に訪れる主要観光

地や交通機関の周辺では、キャリーケースを持っ

た観光客が公共交通機関を利用することで、混雑

がさらに悪化している現状である。こうした混雑

は、観光客自身だけでなく、地元住民や通勤・通

学者にとっても不便をもたらしている。この結果、

公共の場でのキャリーケースの扱いに対するマナ

ーの問題や、市内交通機関の効率的な利用が課題

となっている。 

 

3. 京都市における対策 

このような状況を受けて、京都市では「手ぶら

観光」を推進する取り組みが行われており、宿泊

施設や観光地を結ぶ手荷物配送サービスの導入な

ど、キャリーケースによる混雑や不便を軽減する

ための施策が進められている。また、駅・空港か

ら宿への運送、一時預かりのサービスを提供して

いる「Crosta京都」や、同じく預かりサービスを

提供している他、地下鉄のフロアや旅館・ホテル

当日宿泊の案内をしている「コトチカ京都市バス・

地下鉄案内所」などが挙げられる。 

このことから、京都市は民間業者とも提携し、

キャリーケース問題解消に向けた施策に取り組ん

でいることが分かる。 

 

4. 現状調査の方法 

京都市におけるキャリーケース問題を分析する

ために、私たちは、この問題に関わる人々に、キ

ャリーケース問題の認識について調査を行った。 

 

4.1 アンケート調査 

まず、キャリーケース問題がどのように認識され

ているか、そして、市や企業が実施している対策

について、日本を訪問・滞在している外国人と京

都市に通学している大学生にアンケート調査を行

う。以下の２つの仮説を確認するとともに、手荷

物預かりサービスの利用経験やニーズについても

調査する。 

 

仮説１ 観光を目的として来ているため、観光客

自身は自分たちの荷物が他人に迷惑を

かけていることに気づいていない、ま

たは関心がない。 

 

仮説 2 観光客は荷物を預けられるサービスを知

らない。 

 

仮設 1，2を検証する為に、アンケートの以下の質

問項目を使用する。 

 

① 京都市内でキャリーケースによる問題（混雑や

騒音など）をどの程度気にしているのか、また、

自身の荷物が他人に悪影響を与えている可能

性を気にしているのか。 

② 京都市が提供している「手ぶら観光」（キャリ
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ーケース預かりサービス）を知っているか。 

③「Crosta 京都」という荷物預かりサービスにつ

いて知っているか。 

④「コトチカ京都市バス・地下鉄案内所」につい

て認知しているのか。 

 

4.2 インタビュー調査 

次に、2023年 3月と 11月に京都市が開設し

た京都駅での臨時の観光案内所と預り所につい

て、聞き取り調査を行う。市民の不満が強い市バ

スの混雑解消を図る取り組みであったが、その施

策に効果と、今後、当該施策の実施頻度を高める

計画はあるのかを確認する。また、手ぶら観光お

よびキャリーケース預かりサービスについて、利

用者数や課題を調査する。 

 

5. 調査結果 

5.1 アンケート調査結果 

2024年 9月にアンケート調査をした結果、日本

人 108名、外国人 101名から回答を得た。 

質問①については、外国人回答者の半数が「キャ

リーケース問題を気にしている」という回答を得

た。日本人では、キャリーケース問題を気にして

いないという回答が約 70％であった。この結果か

ら仮説 1については、私たちの想定とは異なり、

外国人はキャリーケース問題に関心があり、気に

していることが分かった。 

質問②については、「手ぶら観光」を知らない日

本人は約 83％、外国人は 82％だった。質問③の

「JR 京都駅 Crosta 京都」におけるキャリーサー

ビスを知らない日本人は約 76％、外国人は約 66％

であった。質問 4の「コトチカ京都市バス・地下

鉄案内所」におけるキャリーサービスを知らない

日本人は約 80％、外国人は約 77％であった。これ

らの結果から、仮説 2は想定通り、手ぶら観光お

よび荷物を預かるサービスを知らない人が多かっ

た。なお、わずかながら外国人の方がキャリリー

サービスを知っている人の割合が高かった。 

 

5.2インタビュー調査結果 

 2024年 10月 16日、京都市観光課にインタビュ

ーを行った。去年の臨時預かりは繁忙期である 3

月と 11月の 2回実施された。3月は 5日間実施さ

れ、合計で 2830個、1日平均で 404個の利用預か

りがあった。11月は 7日間実施され、合計で 1092

個、1 日平均で 218 個の利用預かりがあった。観

光課によると、このように利用預かり数が多い場

合、別場所も確保し、荷物の預かりを行っていた

とのことである。このことから、京都駅に設置し

た臨時の預かり所の需要は高いことが確認できた。

ただし、臨時の預かり所の設置は 11 月と 3 月の

繫忙期のみであり、他の月は民間業者が運営する

預かりサービスで十分とのことである。そのため、

臨時預かり所の設置頻度を高くする計画はないこ

とが分かった。課題は、既存の預かりサービスの

場所が分かりにくいことが挙げられ、場所の提示

を増やそうとしているが、京都駅のルール上難し

く、断られているとのことである。そのため、預

かりサービスの詳細や、場所などの認知度向上が

求められている。 

 

6. 提案 

調査結果から、私たちが想定していた以上に、

キャリーケース問題に関心を持つ人がいるにも関

わらず、手ぶら観光等や預かりサービスを認知し

ていない人が多い。また、臨時預かり所の設置を

実施したところ、多くの利用があったことから、

預かりサービスの需要はあることが想定される。

しかし、サービスの場所が分かりにくい現状があ

るにも関わらず、案内提示を増やすことができな

い問題がある。このような制約がある中で、預か

りサービスの認知度、及び設置場所の認知度の向

上が求められていることが分かる。 

以上のことから、私たちが提案するのは、多

くの外国人観光客が利用する場所に、例えば、JR

京都駅内にある民間業者の店舗内等に、預かりサ

ービスの場所を提示する簡単なポストカードの配

置、配布することである。チラシでは捨てられて

しまうことがあるが、京都でしか入手できないポ

ストカード(京都風の背景画像の挿入や、アニメ

コラボ、スポーツコラボ等)であれば、観光客の

興味を引くことができると考える。また、そのポ

ストカードに QRコードを添付し、手ぶら観光の

サイトに簡単に移行できるように設定すること

で、手ぶら観光の詳細や預かりサービスの場所を

認知してもらうことができると考える。 
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1.はじめに 

1.1研究の背景 

漫画・アニメの市場規模は近年急速に拡大して

いる。公益社団法人全国出版協会・出版科学研究

所によれば、日本のコミック（マンガ）の 2023年

の推定販売額は、紙媒体と電子媒体を合わせた総

額で前年比 2.5％増の 6937億円となり、4年連続

で過去最高を更新した。さらに日本動画協会の集

計によれば、2023年（1～12月期決算）における

アニメ制作業界の市場規模（事業者売上高ベース）

は、前年（2757億 8300万円）を 22.9％上回る 3390

億 2000万円となった。 

このように我が国の一大産業としてこれまで成

長してきた漫画・アニメにおいて、作品に登場す

るクリエイターの出身地であるといった理由から、

作品にゆかりのある地域に対して作品が観光資源

として機能する。という事例が 2000年代初頭から

確認されはじめた。これをうけて 2016年 9月、大

手出版社の KADOKAWA など数社がアニメを用いた

日本への観光客誘致を目的とし、一般社団法人「ア

ニメツーリズム協会」を立ち上げた。当協会は

2018年より毎年『訪れてみたい日本のアニメ聖地

88』を選定、発信することでインバウンド増大や

地域創生に向けて活動している。そして 2023年 3

月 31 日に内閣府が閣議決定した「観光立国推進

基本計画」におけるインバウンド回復戦略には「ロ

ケツーリズムの推進」が明記されている。具体的

な内容としては「映画やアニメ等のロケ地や舞台

は、国内外の観光需要を喚起する重要な拠点であ

ることから、ロケ誘致による経済・社会的効果を

効果的に実現するため、 地域内の関係機関の連携

強化による情報発信や許認可円滑化、インセンテ

ィブ付与等を図るとともに、観光促進のためのコ

ンテンツを『聖地巡礼』の促進に活用するなど、

ロケツーリズムの推進に官民一体となって取り組

む。」というものである。 

こうした活動の結果、日本各地には漫画・アニ

メを専門に取り扱った施設がいくつか存在してお

り、今回取り扱う兵庫県宝塚市に位置する「手塚

治虫記念館」は手塚治虫の生涯を紹介し、代表的

な作品や貴重な資料を基にファンにとって特別な

時間を提供している。 

しかし我々は、当館のインセンティブ増加、ま

たそれに付随する市のさらなる魅力度向上という

点において、漫画やアニメーションを観光資源と

して、さらなる活用が可能であると主張する。そ

こで、本研究は宝塚市が運営している手塚治虫記

念館の展示内容の分析、問題点を検討した上で、

手塚治虫記念館の運営魅力度向上に向けた提案を

行うものである。 

2.手塚治虫記念館について 

2.1概要  

手塚治虫記念館は宝塚市と手塚プロが運営して

おり 1994年 4月 25日に市立の施設として開場し

た。主要な展示物として、常設展では手塚治虫が

宝塚で過ごした青年期までの歩みや作家としての

足跡を写真や原稿、ゆかりの品などで紹介。企画

展については、手塚作品や手塚治虫の人物像を

様々な角度から紹介するものや手塚と親交のあっ

た作家についての内容を年 3回・概ね 4カ月ごと

に開催している。 

2.2 課題 

宝塚市議会議員である村松あんな氏の調査によ

れば手塚治虫記念館の開館以降の収支差額と入館

者数の推移は図 1の通りである。 

図 1 記念館の収支差額と入館者数の推移 

このように平成 6年度の開館以降入館料が維持

経費を長きにわたって下回り続けていることが分

かる。 

ではここで、他の博物館、資料館との展示内容、

来場者数の比較をしてみる。「仮面ライダー」など

で知られる漫画家、石ノ森章太郎の作品を保存、

展示する目的から設立された石ノ森萬画館との比

較を試みる。2023年の来場者数を比較すると、石
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ノ森萬画館が 117,138人なのに対し、手塚治虫記

念館は 2023年度で約 70,000人と JR、阪急両駅か

ら徒歩 8分というアクセスの良好さの反して振る

わぬ結果となっている。 

さらに来場者からの意見や我々が実際に現地調

査を行った上で感じたことを総合した結果以下の

ような課題が発見された。 

・外国人・若者などに新規顧客の掘り起こしにつ

ながる要素が不足している。 

・もっとそれぞれの作品に焦点を当てるべきでは

ないか。 

・手塚治虫の作品をある程度把握していなければ

満足感が得られないように感じられるため、来館

者のニーズに合わせた文化資源の活用ができてい

ないのではないか。 

3.宝塚市の問題点について                   

宝塚市はふるさとまちづくり基金などから記念

館に対して予算を割り当てている。宝塚市のホー

ムページによると、2018年度はリニューアル事業

がかさみ事業費合計額は 141,936,387円、2019年

度以降から 2023 年度までの事業費合計額は約

70,000,000円となっている。 

また今年度においては手塚治虫記念館 30 周年

記念として「未来を担う青少年に夢と希望を与え

る施設として、令和 6年度 で開館 30周年を迎え

る手塚治虫記念館の存在を広く周知し、発信力の

あるイベントを実施する」という目的から

27,000,000円を支出している, 

これらの事実から記念館の運営は宝塚市が多額

の税金を毎年投入している一大事業であるという

ことがわかる。しかしながら展示内容に関しては

記念館の一存で決定され、開館以降長年にわたっ

て黒字化できていないという現状は大いに問題で

あると言える。 

手塚治虫という国内外問わず大きく認知され、

「漫画の神様」と評されるほど、後進に対する強

大な影響力を誇ったクリエイターと、魅力あふれ

るキャラクターを多数保有しているコンテンツの

強大さを考えればこうした現状は記念館、市の両

者に問題があると評価せざるをえない。 

4.各種提案 

4.1宝塚市への提案 

前述のとおり記念館の運営は宝塚市が多額の予

算を毎年投入している一大事業でありながら観客

数の減少に歯止めがかからない点や利益化には至

らない現状については改善の必要性が大いにある

と考える。そのため今後は市としても採算性を優

先した経営について考えていく必要があるのでは

ないだろうか。そこで我々は市と記念館とを外部

の法人や企業が運営を行うのがインセンティブ増

加や利益化に効果的であると考える。具体的には

第三セクター、あるいは利益化を追求するのであ

れば旅行会社や広告代理店と。実際に石ノ森萬画

館は「株式会社街づくりまんぼう」という第三セ

クターが運営しており、役員は市民・商業者が勤

めることによって、民間の発想を十分に活用でき

る民間主導の運営体制を実現している。 

4.2手塚治虫記念館への提案 

記念館に対しては、前述したように第三セクタ

ーや旅行会社、広告代理店など外部にコンサルタ

ントを依頼し、若いクリエイターとのタイアップ、

手塚治虫の個々の作品のモニュメントなどを設置

するなどして新規の顧客層を開拓していくことを

提案する。 

 具体的には、常設展について手塚治虫がこれま

で生み出してきた国内外に広く愛されているキャ

ラクターを活用する目的から館内にインタラクテ

ィブなモニュメントを設置することでブランド力

の強化を狙う。また新規顧客の開拓のために、若

手クリエイターや注目作とのタイアップによって

ファンが直接交流できるイベントを定期的に開催

し、彼らのファンなど若者中心とする新規層の獲

得を狙う。 

 こうした運営の実現に向けて手塚治虫記念館は

今後、展示内容に関する魅力度向上を図るべく、

民間の経営視点を取り入れ、類似施設を研究した

うえで市内外を問わず積極的に意見を募り、常設

展の展示を改めていき、特別展示については新規

顧客の開拓が期待される作品と積極的にコラボレ

ーションを行っていくべきだと考える。 
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宮津 vacantour 
‐空き地から始める新たなるツアー‐ 

 

菅原ゼミ A 班 

○表内貴広（Takahiro Omouchi)・石田汐梨(Siori Isida)・井上瑞基(Mizuki 

Inoue) ・上村拓海（Takumi Uemura）・中川結翔(Yuto Nakagawa)・羽山実里(Misato 

Hayama)・藤代萌華(Honoka Fujihiro) 
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キーワード：宮津市府中地域、屋台、体験イベント 
 

1. はじめに 

 私たちは、宮津市の交流・関係・定住人口増加

促進の取り組みについて、地元の地域会議と連携

し、宮津市府中地域でのフィールドワーク活動を

行っている。現在、宮津市において人口減少問題

は深刻さを増し、2020 年までの 20 年で 28%減少

している（地域経済分析システム RESAS）。このよ

うな現状において地域としての機能が著しく低下

しないために、移住・定住を促進する必要がある。

私たちは宮津市の観光の課題について考えた。 

 

 
図 1 来訪者満足度調査結果詳細 

 図１から、天橋立近辺以外のスポットの観光客

数が少ないという問題に着目した。左上から知恩

寺・文殊堂、天橋立神社・磯清水、天橋立観光船、

傘松公園と総合満足度の高い観光地は天橋立近辺

にあるのがわかる。海の京都 DMOによる【2023年

度観光圏・来訪者満足度調査】によると、天橋立

近辺の観光地への再来訪意向を支えているのは

『宿泊施設の従業員の対応の良さ』『食事の味やボ

リュームの良さ』ということが挙げられる。一方

で、『体験プログラムやツアーの内容が良かった』

『体験プログラムやツアーのガイドが良かった』

の項目は再来訪意向との相関性が高いのにも関わ

らず評価が低い。また、再来訪意向との相関性は

低いものの、『地域内の移動の快適さ』の項目は評

価が低かった。よって、来訪者にとって上記の項

目のニーズが満たされておらず、今後来訪者を関

係人口化するには体験プログラムの充実が必要だ

と考えられる。私たちは再来訪意向を支える食事

の味やボリュームの良さと、改善が必要な体験プ

ログラムの充実、快適な移動手段の構築を掛け合

わせ、府中地域全体の再来訪意向を向上させる提

案をしたい。 

2. 参考事例・先行研究 

 私たちの提案をより具体化するために、三つの

参考事例・先行研究を挙げる。 

 一つ目は、広島県福山市で都市部の交通混雑緩

和や観光振興、高齢者や地域住民の移動支援を目

的として 2022年に導入されたグリスロ（グリーン

スローモビリティ）である。グリスロとは、時速

20km 未満で公道を走ることができる電動車を活

用した小型移動サービスであり福山駅周辺で実施

された実証実験の結果、利用者の満足度は約 87％

に達し、街中での移動が便利になったと報告され

ている。この取り組みにより、地域内での回遊機

会が増えることが期待できる。 

 二つ目は、新潟県佐渡市で開催される「佐渡う

まいもん祭り」である。「ここでしか味わえない」

佐渡の新鮮な食材や郷土料理が、観光客を惹きつ

け、伝統的な調理法を学べる体験型イベントが地

域住民と観光客の交流を促進している。また、島

内の様々な地域で開催されるため、観光客は島内

を巡ることができ、先着 100 名に佐渡産の南蛮え

び汁が配布されるなどの嬉しいサービスが観光客

の訪問を促している。 

 三つ目は、鹿児島県いちき串木野市の「まぐろ

フェスティバル」である。このイベントでは、市

内の飲食店が共同開発した地元産のまぐろを使用

したオリジナルメニューや、冷凍マグロの解体シ

ョー、まぐろ一本が当たる抽選会など、他では味

わえない体験が毎年多くの観光客の楽しみとなっ

ている。第 15回フェスティバルでは、川内道路の

開通や薩摩金山蔵のオープンといった地域発展の

相乗効果により、入込客数が前年の 5.8 万人から

10.6万人へと大幅に増加した。 

さらに、外山・山田・西尾（2015）によると、

観光客にとって「非日常」の経験とポジティブな

情緒的体験が満足度と記憶の鮮明さを向上させ、

再訪意向を高まることが確認されている。 

 

3. 宮津市観光についての外部評価 

 参考文献（１）海の京都：来訪者満足度調査、

２０２３年度より、宮津市は、若年層の流出や少
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子高齢化に伴う人口減少と観光課題に直面してい

る。特に、雇用や教育機会が都市部に集中してい

るため、地元に定着する若者が少なく、出生率の

低下と高齢化も進行している。これに対し、市は

今後 10 年間で 5%の人口増加を目指し、年間 200

人の移住者確保を目標とする具体的な施策を計画

している。観光面では、天橋立が代表的な観光地

として人気を集めているが、再来訪率の低さが課

題となっている。観光が天橋立に集中し、一度の

訪問で満足されることや、日帰り観光が主流であ

ることがその原因である。一方、宿泊施設の高品

質なサービスや地元食材を活用した料理は高く評

価され、これが再来訪を促す要因となっている。

データでは、観光客が天橋立に集中し、他の地域

が訪問されていない偏りが確認されている。この

ため、観光資源の多様化や他地域への誘導が必要

とされている。グリスロなどの移動手段の改善に

より、観光客の移動効率が向上し、利便性が高ま

ることで観光満足度が向上している。また、宿泊

客は特に高い満足度を示しており、宿泊施設のサ

ービスや食事の質が再訪意欲につながっている。

観光客の多くが 50 代以上であり、若年層の集客

が今後の課題となっている。総じて、宮津市はデ

ータに基づく施策を展開し、人口減少や観光の偏

りを克服するための具体的な取り組みを進めてお

り、今後の発展が期待されている。 

 

4. 提案 

府中地区の人口減少問題を解決するために、「府

中地区に興味を持ってもらい、関係人口を増加さ

せる」ことを目指し、季節ごとのイベントと地元

食材を使用した屋台の設置を提案する。主な施策

は二つである。 

まず、黒ちくわ、オリーブ、海鮮など地元食材

を使用した屋台を設置する。地元飲食店の協力を

得て、新商品を開発し、観光客を呼び込むことで

地域経済の活性化を図る。この取り組みは、宮津

市の「みやづ産業フェスタ」にインスパイアされ

ている。宮津市では観光客が天橋立に流れること

が課題であったが、地元食材を活用した屋台を設

置することで、交流人口の増加が期待される。 

 次に、季節ごとのイベントを開催することが挙

げられる。具体的には、春にはイースターエッグ

制作、夏には流しそうめん体験、秋には月見団子

作り、冬には餅つき体験を考えている。持続的な

観光客の誘致が期待でき、日帰りで高い満足度を

提供する。開催場所としては、府中地区内の耕作

放棄地を選定し、移動手段には徒歩、自転車、地

域特有のグリスロを利用する。グリスロは四人乗

りの電気自動車で、珍しさから話題性を呼ぶこと

が期待される。 

        
図２ グリスロルート図 

地元食材を使用した屋台と季節ごとのイベントの

組み合わせにより、観光地としての認識が広がる

ことが見込まれる。イベントは年に四回開催する

ため、地元の方々との関係構築が重要である。そ

のため、地域住民へのアンケートを実施し、関心

の程度を調査する。また、11月には現地調査を行

い、地元飲食店経営者への意見聴取も予定してい

る。さらに、観光客に対して性別や居住地、訪問

の感想などに関するアンケートも行う予定である。

これらの調査結果をもとに、口頭発表で提案をま

とめて提示する。地域住民の意見を尊重しながら、

府中地区への関心を高めるイベントを具体化して

いく考えである。 
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口頭発表 
 

【分科会２】 
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アニメツーリズムにおける旅行者の動向把握と振興策 
‐滋賀県日野町「旧鎌掛小学校」の聖地巡礼ノート分析を基にして‐ 
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1. 問題意識 

「アニメ聖地巡礼」（以下、アニメツーリズム）

とは、アニメのロケ地や作品・作者に関する土地

で、かつファンによって価値が認められている場

所を訪ねることである（岡本 2009a）。アニメや映

画などのロケ地は、日本が世界に誇るコンテンツ

で、消費拡大の効果が高いとされる。かくして、

観光庁も聖地巡礼を推進している（観光庁 2023）。 

日本のアニメは、3 兆円産業に近づきつつある

グローバルコンテンツであり、持続的な成長が続

く分野である（経済産業省監 2023）。アニメツー

リストはどのような属性をもち、いかなる動機で

現地を訪れ、作品や現地の何を評価しているのだ

ろうか。世界市場で消費者への訴求力を高め、ア

ニメツーリズムや“聖地”が持続可能な発展を遂

げるためには、どのような施策が必要だろうか。 

本研究は、京都アニメーションの『中二病でも

恋がしたい！』に着目し、その舞台となった滋賀

県日野町「旧鎌掛小学校」の事例を取り上げる。 

 

2. 分析方法 

2.1 分析対象 

分析対象とするコンテンツの『中二病でも恋が

したい！』は、2012年に公開が始まったラブコメ

ディーである。主人公の男子高生が“中二病”だ

った過去を捨てて高校生活を送ろうとするが、自

分の過去を知る女子高生と出会って葛藤を抱える。

妄想世界に関する作画や気合いの入った戦闘シー

ンなど、心理描写が繊細な作品となっている。 

彼らが通う高校のモデルとなった旧鎌掛小学校

は、1930年に建てられた木造校舎である。2001年

に廃校となった後、町から借り受けた NPO法人「蒲

生野考現倶楽部」によって「しゃくなげ學校」と

して管理・運営され、現在でも現地における年中

行事の会場として活用されている。廃校当時のま

ま残された物品や地元の旧商人宅にあった民具な

どが多数展示されており、様々な見所がある。 

 

2.2 分析手法 

アニメツーリストの動向把握のための方法とし

て、「聖地巡礼ノート分析」が有効である（岡本

2008）。例えば、京都アニメーションの『らき☆す

た』のロケ地である「鷲宮神社」では、隣接する

「大酉茶屋」のテーブルに置かれた雑記帳（聖地

巡礼ノート）に、コアなファンたちがサインやイ

ラスト、旅の記録、感想などを書き連ねている。

ノートの記述内容を分析対象とすることで、旅行

の動機や観光行動を明らかにすることができる。 

分析方法は、以下の通りである。まず、ノート

の最初の頁を 1頁とし、順番通りに IDを付け、日

付の有無をチェックする。次に、すべての分析対

象の頁に一通り目を通したうえで、どのような項

目を設定するかを検討する。鷲宮神社の事例では、

次の項目の有無を把握し、該当する場合は表に丸

印を付ける。すなわち、第 1にサイン、第 2にイ

ラスト、第 3に来訪回数、第 4に神社の感想、第

5 に大酉茶屋に関するコメント、第 6 にアニメに

関する記述、第 7にどこから来たか、第 8に再訪

の意思、第 9に地元住民か否かである。無論、分

析の過程で作成される表は、分析者の意匠や分析

対象とする頁数の多寡などの影響を受ける。 

本分析を行うために、2024年 8月 3日に旧鎌掛

小学校を訪れ、観光資源の概要を踏査に基づいて

把握し、聖地巡礼ノートの記述内容を精査する。 

 

3. 分析結果 

 踏査の結果、旧鎌掛小学校には 2種類の聖地巡

礼ノートが存在することが判明した。ひとつは「学

級日誌」というノートで、2 階のアニメファンの

部屋（「極東魔術昼寝結社の夏」と掲示されている

部屋）にある。他方は「来校のあしあと帳」とい

うノートで、1 階の受付場所に置かれている。前

者はお絵描きノートやサイン帳の類であるのに対

し、後者は「銀杏学園高等部 旧鎌掛小学校登校祈

念」の朱印が、ヒロインの小鳥遊六花の画と日付

とともに押印されている。後者には相対的にまと

まった文章が書かれてあるため、本分析では「来

校のあしあと帳」を分析対象とした。集計対象期

間は、2023 年 11月 19日から 2024年 8月 3日ま

での 258 日間で、その間の記述数は、160 点であ

る（閲覧可能な最新の聖地巡礼ノート 1冊分）。 

 分析結果を表 1にまとめた（紙幅の関係で発表
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時に開示）。全体の 90％（144点）が日付を書き、

過半数（85点）が署名した。全体の 30％（48点）

が出発地を記した点について内訳を見ると、国内

旅行者が 72％（36点）を占めた一方で、中国人旅

行者が 24％（12点）を占めた（図 1）。全体の 20％

（32点）が中国語で書き、中国から訪れた旨を日

本語で綴った者（A-20、A-49）もいた。未記入者

を含めると外国人比率がもっと高いと考えられる

ことは、海外の需要の取り込みを図ろうとする政

策提言の有力な根拠となる。このほか、全体の 5％

ほど（9 点）がイラストを入れ、多くが小鳥遊六

花の画を描いた。全体の 36％（58点）が作品の内

容を記述し、「邪王真眼」「爆ぜろリアル！弾けろ

シナプス！」など作中の常套句を書き込んだ。 

滋賀県の農村地域にあって交通の便が良いとは

いえない当地で、中国語圏から多数の旅行者が訪

れているシーンに接することで、今後のアニメツ

ーリズムの発展を図るための糸口を見出した。 

 
図 1 「来校のあしあと帳」に記載された出発地の内訳（％） 

 

4. 政策提言 

4.1 滋賀県日野町のアニメツーリズムの振興策 

近江鉄道・日野駅を起点、旧鎌掛小学校を終点

として、町内を自転車で巡る振興策を提言する。 

日野駅は 1900 年に完成した私鉄最古級の駅舎

をもち、老朽化に伴う再生事業によって、カフェ

空間のある観光案内交流施設を 2017年に設けた。

2020年には、近江鉄道の資料や用品に関する展示

室を増設した。レンタサイクルを扱う複数の施設

が駅前に立地し、電動アシスト自転車を含めて計

49台を常備し、利便性が高い。起点から終点まで

の約 6㎞の行程には日本の原風景が広がり、石碑

や道標など郷土史を学べる文化財が点在している。

国の天然記念物「鎌掛谷ホンシャクナゲ群落」を

はじめ、見晴るかす田畑の自然景観が美しい。 

観光回遊マップや案内板を各所に整備し、町内

の観光資源をセットとして宣伝・広報することで、

外国人を含めたアニメファンが地域文化にも接し、

深い日本理解の機会と相乗効果を得るだろう。 
 
4.2 日本のアニメツーリズムの振興策 

目的地の周辺を含めた案内の中国語・英語の表

記とアニメグッズ販売による振興策を提言する。 

アニメツーリズム研究の嚆矢である岡本健は、

アニメツーリストの旅行動態として、高頻度で訪

れるリピーターが存在し、住民やファンとの交流

を楽しむ傾向があると指摘している。また、ノー

トへの書き込みなど地域に記念物を残すことや、

ホームページを用いて情報発信を行うなどの特徴

があることを示唆している（岡本 2009b）。訪日外

国人のアニメツーリストであれば、日本人や日本

製品を好意的に受け止める傾向があるといえる。 

観光庁「訪日外国人の消費動向 2023 年 年次報

告書」によると、2023年訪日外国人旅行消費額は

5兆 3065億円で、国籍・地域別のトップ 5は、①

台湾、②中国、③韓国、④アメリカ、⑤香港とな

っている。これら 5か国で訪日外国人旅行消費額

全体の 63.5％を占めている。本分析結果でも中国

語の記述が多く、消費統計の多寡とも符合する。

コンテンツや現地に強い眼差しを向ける中国語圏

の旅行者が少なくないという認識が重要である。 

需要調査を基に国内各地でアニメグッズを開発

し、現地で限定販売することで消費喚起につなが

り、地域内経済循環が活性化すると考えられる。 
 

5. まとめ 

本研究は、アニメツーリストの動向を把握し、

アニメツーリズムが持続可能な発展を遂げるため

の振興策を考察した。事例として京都アニメーシ

ョンの『中二病でも恋がしたい！』に着目し、そ

の舞台となった滋賀県日野町「旧鎌掛小学校」の

踏査に基づき、聖地巡礼ノート分析を行った。 

 分析の結果、出発地を記入した者のうち、中国

人旅行者が 24％を占めていた。中国語圏から当地

を訪れる熱心な旅行者が多いことがわかった。 

政策提言は次の 2点である。第 1に、滋賀県日

野町のアニメツーリズムの振興策として、近江鉄

道・日野駅を起点、旧鎌掛小学校を終点として、

レンタサイクルで町内を回遊する施策を提言した。

第 2に、日本のアニメツーリズムの振興策として、

目的地の周辺を含めた中国語・英語の表記とアニ

メグッズの現地販売に関する施策を提言した。 

詳細な政策立案に際し、支援プラン策定とイン

フラ整備を両輪として進めることが課題である。 
 
参考文献 
（1）観光庁（2023）『観光白書 令和 5 年版』昭和情報プ

ロセス 
（2）経済産業省監修（2023）『デジタルコンテンツ白書 2023』

一般財団法人デジタルコンテンツ協会 
（3）岡本健（2008）「アニメ聖地における巡礼者の動向把

握方法の検討―聖地巡礼ノート分析の有効性と課題
について―」『観光創造研究』2、pp.1-13. 

（4）岡本健（2009a）「アニメ聖地巡礼の誕生と展開」『北
海道大学観光学高等研究センター叢書』、pp.31-62. 

（5）岡本健（2009b）「アニメを動機とした旅行行動の実態
に関する研究―アニメ聖地巡礼研究および調査の整
理を通して―」『観光・余暇関係諸学会共同大会学術
論文集』、pp.43-50. 
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若者の政治離れ 

-SNSで政治家の「推し活」をする- 

川口ゼミ４班   

◯芦田  悠（Haruka Ashida）・山崎 はるき（Haruki Yamasaki） 

川口 藍（Ai Kawaguchi）・池ノ内 奈央（Nao Ikenouchi） 

同志社大学政策学部政策学科 

キーワード/政治、SNS、推し活 

 

1. 初めに 

現代の日本では、市民の高校生・大学生が政治か

ら離れていることが話題になっている。総務省の

統計（注 2）によれば、どの年代も若い世代の投

票率が低迷していることが分かる。政治参加は民

主主義の根幹であり、若者の声が社会に反映され

なければ、未来を担う世代のニーズや意見が政治

に反映される機会が失われる。これは社会の持続

的発展に対する重大なリスクとなり得る。若者政

治への参加促進として、まず若者に政治への興味

を惹きつける必要がある。近年では、アイドルグ

ループ、キャラクター・アニメを対象に SNS での

応援投稿、関連商品の購入、イベント参加などを

して、「推し活」をする高校生が増えている。LINE

リサーチが 2022 年に行った調査では、高校生の

約 70%が「推し活」に参加しているとの結果が出

ている。 

本研究では、若者の政治離れの原因を分析すると

ともに、SNS を活用して若者が政治家に対し「推

し活」として政治への興味を惹きつける方法につ

いて具体的な提案を行う。 

 

 

表１（出所）総務省より 

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/s

onota/nendaibetu/index.html 

 

2. 若者の投票低迷の分析 

2.1 政治への関心 

日本財団が行った 9 カ国における 18 歳意識調査

（注 1）では、「自分で国や社会を変えられる」と

いう質問に対して、アメリカ、韓国、ドイツ、イ

ンド、インドネシア、ベトナム、中国、イギリス

は「変えられる」が約 70%を超えていた。しかし、

日本の割合はわずか 20%だった。これにより、日

本の若者が政治に対して無力感を抱いているこ

とが明らかであり、政治離れの深刻さが浮き彫り

となっている。 

2.2 街頭アンケート 

街頭アンケートを京橋の JRと京阪の連絡通路で、

高校生が学校終わる時間の 17時から 19時の間で

Google フォームを QR コードにして実施した。ア

ンケートは全部で１８問答えてもらい、約４０人

の高校生にアンケートを行った。その中の質問で、

「石丸伸二さんを知っていますか」と言う質問を

入れた。この質問を入れた理由としては、自身の

YouTube チャンネルや SNS を利用し、多くの支持

者を獲得した石丸さんの動画が全国的に広まり、

若者が「推し活」の動画や動画の拡散が進んだ。

これにより、現段階でどれだけの高校生が SNS を

通して政治を取り込めているかを確認できると

考えこの質問を入れた。その結果、45%の高校生が

知っていると回答した。街アンケート中にも、丸

さんが TikTok で流れてきました」と言う声を何

62

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/index.html
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/index.html


件か聞いた。このアンケートから、高校生は SNS

で目にした政治家が記憶に残っているというこ

とが明らかとなる。 

 

3. 海外との比較 

文部科学省が公開している「諸外国における世

代別投票率」によるとイギリス、ドイツにおける

若者の投票率は全ての年で約４０%を超えていた。

しかし、アメリカにおける若者の投票率は高い年

もあれば、低い年も見受けられ、日本と同様に若

者の政治離れが課題となっていた。そこで、アメ

リカが実施した若者の政治離れの対策の 1 つは、

若者が頻繁に活用する SNS を通じて、政治家や活

動家が若者に直接アプローチすることである。例

えば、アメリカの 2020 年大統領選挙では、特に

SNS で若者層をターゲットにしたキャンペーンが

行われ、若者の投票率が高まった。また、若者が

気候変動などのグローバルな問題に関するデジ

タルアクティビズムを通じて関心を高め、その延

長として選挙にも関与するようになるケースが

増えている。従来の投票行動に加えて、非伝統的

な政治参加であるデモ、オンラインでの署名活動、

ソーシャルメディアでのアクティビズムが重要

視されており、これが若者の政治意識を高める一

因となり、2016 年の大統領選挙は約 39%を記録し

たが、2020 年の大統領選は約 50%を記録した。(注

3) 

 

 

（出所）文部科学省より筆者作成 

https://www.mext.go.jp/content/20200828-

mxt_kyoiku02-000009659_2.pdf 

 

4. 政策提言と結果 

私たちは、地方自治体が高校生を対象に「推し活」

を活用した政治参加促進策を導入することで、若

者の関心を引きつけ、投票率向上が期待できると

考える。近年、高校生の間でアイドルやアニメキ

ャラクターなどの「推し」を応援する活動が一般

化している。この文化を参考にし、政治家や地方

行政が高校生にとって「推し活」の対象となるよ

うな取り組みを行えば、彼らの政治への関心を自

然に引き出せることができる。具体的には、地方

自治体は SNS を活用して、政治家や政策に関する

情報を親しみやすい形式で発信する。例えば、地

方政治に関する動画コンテンツを約 1分程度で制

作し、若者が頻繁に利用する TikTokや Instagram

などのプラットフォームで配信する。動画の内容

としては、政治の基礎、環境保護、街づくりなど

のあくまで中立的な意見で若者が共感しやすい

テーマを選定し、動画の中で若者の声やアイディ

アを取り入れる形を取る。これにより、若者は自

分の意見が政治に反映されている感覚を持ちや

すくなり、政治家や政策への親近感が高まると期

待される。このようにして、政治家や地方行政の

活動を身近に感じさせ、日常的な「推し活」とし

て応援したくなるような環境を整えれば、若者の

政治意識が高まり、将来的な投票行動への第一歩

として大きな効果を期待できる。 

 

参考文献 

※注 1 日本財団（2022）「高校生の政治意識に関する調査

報告書」URL（10月 20日）2022年  

※注 2 総務省（2022）「令和 4年参議院議員選挙に関する

報告書」URL（10月 15日）2022年  

※注 3 BBC News（2020）「Digital Activism in the US 

and Europe」URL（10月 22日）2020 年  
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京都における修学旅行と宿の現状と今後 
 

松尾ゼミ INN 

○三木 正仁（Masahito Miki）・嶋田 有希（Yuuki Shimada） 

・伊東 和希（Kazuki Ito）・吉岡 騎士（Naito Yoshioka） 

（京都産業大学 経済学部 経済学科） 
キーワード：修学旅行、物価高騰、宿泊料金 

 

1．研究目的 
はじめに 
京都は日本有数の観光都市であり、修学旅行生

の主要な目的地となっている。豊富な歴史文化資

源が観光資源として魅力を持ち、修学旅行生を通

じた地域経済活性化に貢献してきた。 

しかしながら、近年では修学旅行生を受け入れ

る宿泊施設が赤字になっている事が問題として挙

がっている。その影響を最も受けているのが京都

である。修学旅行先で最も人気である京都にある

宿が何故修学旅行生を受け入れると赤字問題に繋

がるのか疑問を持ち、その原因を突き止め、その

原因に対し宿泊施設の動向を調査することで、今

後の改善策の提案を行おうと考えた。 

2．問題の所在 

修学旅行を受け入れた宿が赤字となる主な原因

として、3つの問題が挙げられる。まず 1つ目が、

2020 年以降のコロナウイルス感染症の拡大によ

り、観光産業全体が大打撃を受けたことだ。多く

の学校がコロナ過による旅行に対する不安感やリ

スク回避傾向から修学旅行中止または延期し、京

都への修学旅行生の数は激減した。その結果、す

でに予約されていた宿泊施設や観光施設が収益を

失うことになり赤字へと繋がった。そのコロナの

影響で発生した赤字は、インバウンドの効果で観

光需要が徐々に回復しつつある現在でも、修学旅

行自体の回復が遅れているため、赤字が続いてい

る。 
2 つ目はここ数年の物価の高騰による影響であ

る。一般的に学校側は、修学旅行の宿泊先の予約

は 2年前の当時の値段で予約をするが、ここ数年

で物価が急に上がり続けているため、予約した 2

年前の値段と現在の値段では料金の差が生まれ、

その差が赤字に繋がっている。 
3 つ目は修学旅行生の一人当たりの料金が一般

客と比べ安価で設定されていることである。表①

を参考にすると、一人当たりの平均宿泊料金が修

学旅行生と一般客では価格の差が 2倍近く生まれ

ている。その結果から宿泊側は相当な負担で修学

旅行生を迎え入れていることが分かる。この厳し

い状態に加え、物価高の影響が加わる事でより厳

しい経営状況になっているのが赤字問題へと繋が

っている要因だ。 

表① 修学旅行生と一般客の料金比較 

 
出典 各種記事・Webサイトより 松尾ゼミ作成 

3．研究方法 

本研究ではその問題を解決するため、京都で修

学旅行生の受け入れをしている宿泊施設に、現状

の課題や工夫、業界全体の動向について宿泊施設

に調査を行った。 
 調査の内容は、修学旅行とシーズンの関係、物

価高騰への対応、宿泊料金の設定に関することで

ある。 
修学旅行とシーズンの関係に対しては、修学旅

行はシーズン関係なく年間を通して行っており、

近年では夏休みが短くなった影響で 8月後半にも

修学旅行の受け入れを行っている。 

物価高騰への対応に対しては、宿泊料金の引き上

げや仕入れ先の見直し、食事のメニューの変更な

どを行っており、修学旅行生への料金の引き上げ

は具体的に約 10％値上げしている。 

宿泊料金の設定に対しては、繁忙期である 4月中

旬から 6月末、9月中旬から 12月中旬は個人の宿

泊客、修学旅行生ともに高く設定している。以上

のような回答があった。 
4．考察 
以上の調査結果から、現在修学旅行生を受け入

れている宿泊施設では、年間を通して修学旅行の

受け入れを行っている。そのため、京都における

オフシーズンである夏と冬に修学旅行を受け入れ

ることで大きな利益になっていると考えられる。

また、繁忙期である春と秋では需要の価格弾力性

に従い、一般客と同様に修学旅行生も宿泊料金を

高く設定している。物価高騰には宿泊料金の引き

上げや仕入れ先の見直しなどで対応しようとして

いる。 
 このように、物価の高騰には主に宿泊料金の引

0 5000 10000 15000 20000

修学旅行生

一般客

修学旅行生 一般客

系列 1 9223 18199

一人当たりの料金(円)
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き上げにより対応しており、現在京都市や京都府

による支援金等の補助はない。 
5．他県の対応 
 令和 5 年の 2023 年に岩手県では原油価格・物

価の高騰による価格転嫁が困難な教育の受け入れ

に伴う負担を軽減するため、教育旅行の受け入れ

をしている県内の宿泊施設に対して、支援してい

た。具体的には、申請があった支給対象事業の実

施による宿泊人数に対して、1 人当たり 2 千円を

支給していた。 
しかしながら、補助金の上限の額が１事業者あ

たり最大で 100万円といった制限があるため、規

模の大きな施設や、長期的な運営コストを補うに

は不十分な場合が多い。そして、物価高騰や人件

費の増加により、宿泊施設の運営コストが大幅に

上昇しているため、2000円と言う補助金の額では

解消が出来ないのだ。更に補助金に頼って依存し

てしまうと、安定した収入減を確保する努力が怠

ってしまい従業員や社員のモチベーションの低下

に繋がることに加え、経営の柔軟性の低下にも繋

がる。そして補助金は毎年必ず貰えるとは限らな

い。実際に補助金を貰っているこの岩手県の宿泊

施設では、令和 6 年 2024 年の今現在では地方事

自体の財政状況により、補助金を支給されていな

い。このような事例から、赤字問題を補助金で補

うことは改善策にはならないと考える。 
6．提案 
これらの調査結果や他県の対応を踏まえ、修学

旅行を受け入れている宿が赤字になる問題を解決

するために、宿泊価格のさらなる引き上げを提案

する。またそれに伴い、公立校に関しては各県の

修学旅行費用の上限の引き上げを提案する。現在、

公立校の修学旅行の費用は各県で上限が定められ

ており、この上限は何十年と変わっておらず、修

学旅行生への宿泊料金の引き上げが行えない一因

となっている。 
また、現在日本国内の中学校の修学旅行の行先

として京都は 1位、高等学校では 2位となってお

り、非常に多くの修学旅行生を受け入れている。

また、旅行内容として重点を置いた活動の分類と

して、中学校、高等学校ともに歴史学習を上げて

いる。 
このことから、修学旅行における京都の需要がと

ても高いと考えられる。 
このようなことから、京都での需要の価格弾力性

が小さいと考えられる。よって、宿泊料金を引き

上げても、需要と供給の変化が少なく修学旅行生

が大幅な減少をするというような事態は発生しな

いと考える。 
 
 
 
 
 

表②都道府県別修学旅行先上位３ 
中学校 高等学校 

順位 旅行先 順位 旅行先 
１位 京都 １位 大阪 
２位 奈良 ２位 京都 
３位 大阪 ３位 沖縄 
出典 教育旅行年報データブックより 松尾ゼミ作成 

 
表③修学旅行において重点を置いた活動の分類別件数

（高等学校） 

 
表④修学旅行において重点を置いた活動の分類別件数

（中学校） 

 
出典 教育旅行年報データブックより 松尾ゼミ作成 
 

以上のことを踏まえ、修学旅行生の受け入れが赤

字につながるという問題に対して、宿泊料金の引

き上げと、各県の修学旅行費用の上限の引き上げ

を提案する。 
 
＜参考文献＞ 
・京都市観光協会データ月報 
https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kek

ka/cmsfiles/contents/0000324/324005/04.pdf 
 

・公益財団法人 日本修学旅行協会：2022（令和４）年

度実施 中学校の国内修学旅行の実態とまとめ 
https://jstb.or.jp/files/libs/4483/202311081044535634.

pdf 
 
・公益財団法人 日本修学旅行協会：2022（令和４）年

度実施 高等学校の国内修学旅行の実施とまとめ 
https://jstb.or.jp/files/libs/4492/202311151106085432.

pdf 
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増える空き家、どう活用するか  
-東山区の空き家を宿泊施設へ-  

 

京都先端科学大学岡嶋ゼミ B 班 

〇石河 優（Yuu Ishikawa）・伊藤 怜菜(Reina Itou)・上田 有真（Yuma Ueda）・ 

佐久間 隼人(Hayato Sakuma)・田邉 幸輝(Kouki Tanabe)・野間 幸生(Yukio Noma) 

（京都先端科学大学経済経営学部経済学科） 

キーワード：空き家、東山区、外国人観光客 
 

1. はじめに 

近年、全国的に空き家問題は大きな問題となっ

ており、2024年の国土交通省の住宅・土地統計調

査では、全国の空き家総数は約 900万戸となり、

過去最多であると発表した。これは 2018年の空き

家総数と比較すると 51 万戸増加している。2014

年に国は「空き家等対策の推進に関する特別措置

法」を施行したが、空き家の増加は続き、2023年

に改正されている。 

京都市の 2023 年の空き家率は 13.1%であり、

2018年の空き家率 12.8％と比べ、増加している。

市内の地価高騰により若者や家族世帯の流出が問

題となっており、今後空き家は増加していくと予

想されている。特に京都市の高齢化率が高い地域

ほど空き家率が高くなる。実際に東山区の高齢化

率が 32.4％と高く、空き家率は 22.9％と高い。 

そこで、アンケートを行った結果から、東山区

の空き家を活用した宿泊施設を提案する。京都市

における空き家問題を解決することで、京都市の

景観が良くなり、地域コミュニティの活性化につ

ながると期待する。 

 

2. 東山区の現状 

東山区は、歴史的な街並みが特徴で、清水寺や

祇園など日本の文化や伝統を感じられる観光地と

して広く知られている。 

まず、京都市全体の問題でもある「少子高齢化」

は東山区で特に進行しており、居住者が介護施設

などに移動することが増えたため、その家屋が空

き家として残るケースが目立っている。東山区で

は、古くからの家屋が多く、メンテナンスが難し

いこともあり、次世代が住み続けるには負担が大

きいことも要因である。古い建物は耐震性が低く、

リフォームや建て替えの費用も高額になるため、

結果として放置されることが多くなる。 

次に、若者や家族世帯の流出も空き家増加の一

因である。地元の住民にとっては住宅価格が高騰

し、近隣に商業施設が少ないことも居住エリアと

しての魅力を低下させている。これにより、住民

が減少し、空き家が増加するという悪循環が生ま

れている。さらに、観光地としての人気から短期

的な利益を狙う不動産投資家が多く、居住用の住

宅が転売されるようになった。民泊施設として利

用されるケースもある。これらにより、長期的な

住民の定住が困難になり、空き家の活用が行われ

なかった結果、東山区に空き家が増加する状況が

生まれている。 

 

3. 京都市の宿泊施設や利用者の傾向 

京都市の 2024 年の宿泊施設は 3,491 件ある。

2024年 5月のデータによると京都市内の主要な旅

館の客室稼働率は 78.3%で、これはコロナ禍前の

2019年の同月と比較すると 0.7％増加している。 

日本はコロナ禍が納まり、インバウンドが戻り

つつある。実際、2024年上半期、外国人が 1,700

万人訪れた。この値は過去最高記録を 100万人以

上上回る値である。これに加え、京都市内のホテ

ルと旅館の計 134 軒で調査した結果によると、

2024年 5月の外国人延べ宿泊数は 590,035泊であ

り、2019年のコロナ禍前と比較すると 105.1%とな

っている。さらに、円安になっていることや海外

に日本の食や文化が好かれていることから、日本

に訪れる外国人観光客は増加すると考える。 

これに対して、2024年 5月の日本人延べ宿泊数

は 348,491 泊であり、これは 2019 年のコロナ禍

前と比較すると 23.4%減少している。この原因と

しては、物価高などが考えられる。以上のことか

ら、外国人観光客向けの宿泊施設を提案する。 

 

4. アンケート調査 

京都を旅行する外国人が宿泊施設に求めるも

のを知るために、2024年 9月に三条商店街及び錦

市場周辺の外国人観光客 52 人と今秋日本に来た

京都先端科学大学の留学生 78 人にアンケート調

査を行った。  

QR コードをスマートフォンで読み取り Google 

Formの英語アンケートに回答してもらった。主な

質問内容は、宿泊施設を選ぶ際に重要視すること、

宿泊場所の立地で重要視することである。観光客

には、京都の滞在日数についても回答してもらっ

た。観光客の滞在日数で最も多い回答は 4日間で

33%（17人）であった。この論文では、滞在日数が
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4日以内の観光客 34人を短期滞在者、滞在日数が

5 日以上の観光客 17 人を長期滞在者と定義づけ、

分析を行う。 

まず、観光客と留学生の回答を概観する。宿泊

施設を選ぶ際に重要視することは表１の通りであ

り、宿泊場所の立地で最も重要視するものは両者

とも「利便性（駅や店等に近い）」であった。 

表 1．宿泊施設を選ぶ際に重要視すること 

 
 

次に、観光客の回答について滞在期間別に詳し

くみる。宿泊施設を選ぶ際、短期滞在者の 44.1％

(15 人)が価格および駅から近いことを重要視し

ている。長期滞在者は、宿泊施設のグレード、高

評価、観光場所の近くを重視している。短期・長

期の滞在に関わらず 20％以上の人が宿泊施設の

タイプを重視している。短期滞在者と比較して、

長期滞在者は部屋の大きさを重視している。 

続いて立地と滞在日数の関係である。ここでは

観光客の理想とする宿泊施設の立地についてきい

た。43%（22人)が駅やレストランから近く、便利

な場所と回答しており、最も多い回答であった。

次に回答が多かったのは、活気のあるエリアおよ

び観光名所から近いで、40%（20人）が回答した。 

短期滞在者のうち、便利な場所と回答したのは、

50%(17人)であるのに対し、長期滞在者では 29%(5

人)であった。短期滞在者は限られた時間でより効

率的に観光地に回りたいと考え、短期滞在者の方

が宿泊施設に利便性を求めると推察される。 

 

5.  政策提案 

アンケートより、外国人観光客が宿泊施設に求

めることは価格と駅や観光地などから近い利便性

であることが分かった。そこで私たちは、京都市

東山区の中で、この条件があう立地として今熊野

学区に焦点を当てる。 

今熊野学区の中心部には東福寺などの観光名

所もあり、JR東福寺駅から京都駅へのアクセスは

非常に良い。さらに京都市営バスの停留所も多く

ある。 

一方、今熊野学区の東側は公共交通機関の利便

性は低下する。ただ、長期滞在者は利便性が落ち

ても、宿泊施設の質を重視する傾向にある長期滞

在者には一定の需要を見込める。長期滞在の観光

客には一軒家や長屋を提案する。部屋の大きさを

求める長期滞在の外国人観光客のニーズに応えや

すいためである。 

次に経営方法についてである。経営方法はフラ

ンチャイズを活用する。フランチャイズ経営とは、

親会社に対価を支払う事業を行うことである。本

部の研修を通して経営や接客のノウハウ、旅館業

を学ぶこともできるので、未経験でも宿泊施設を

運用しやすいという利点がある。さらに、フラン

チャイズを活用する事でブランド力を利用し経営

を安定させることができる。 

実際に、空き家を活用した事例が、兵庫県丹波

篠山市に存在する。株式会社バリューマネジメン

トが展開する「ニッポニア篠山城下町ホテル」は、

歴史的建造物を活用したフランチャイズ事例とし

て知られている。篠山市（現在の丹波篠山市）は、

江戸時代の城下町として栄えたものの、人口減少

と高齢化により過疎化が進行し、かつて約 6万人

いた人口が 2015 年時点では約 4 万人に減少して

いた。また、空き家の増加も深刻で、2010年代初

頭には空き家率が 15％を超えていた。こうした背

景の中、バリューマネジメントが 2015年に「ニッ

ポニア篠山城下町ホテル」を開業し、空き家とな

っていた築 100年以上の古民家をリノベーション

し、宿泊施設として再生した。開業当初、篠山市

の観光客数は年間約 30 万人だったが、現在では

年間約 50 万人に増加している。ホテルのフラン

チャイズモデルでは、オーナーが健在の場合は、

会社側と合意の上、オーナー業務の継続を依頼し、

施設運営を継続することで、地域経済の活性化に

貢献している。丹波篠山市では、空き家のリノベ

ーションを通じて地域の魅力を再発見し、観光資

源として再利用することで、観光業の成長と地域

雇用の創出が実現している。 

 

以上のことから、東山区の空き家を活用したフ

ランチャイズ型の宿泊施設を提案する。 
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外国人観光客に優しい避難対策 
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1. はじめに 

近い将来、南海トラフ地震などの大規模地震が

発生することが予想されており、震災に対する注

目度がより高まっている。このような状況下にお

いて、京都市で地震が起きた際どのような問題が

発生するのか。京都市は多くの外国人観光客が訪

れる観光都市であり、大規模地震が発生した場合

により多くの対応が必要である。本研究では、実

際に大規模地震が起こった際に適切な対応がとら

れる準備が整っているのか、京都市における震災

対策の現状と課題を現地調査・聞き取り調査を通

じて明らかにし、改善点の考察と対策の提案を行

う。 

 

2. 観光都市における震災対策の課題 

京都市は日本有数の観光都市であり、令和 5年

には 5028 万 1 千人の観光客が訪れている。月毎

のピークは 3月であり、その数は 491万人であっ

た(京都市産業観光局,2023)。また観光客の特性と

して、特定の観光地に多くの人が集まる傾向があ

ること、一時滞在者であるため土地勘がないこと、

加えて、外国人であれば文化や言語も異なること

が挙げられる。 

よって、京都市では通常の自治体における震災

対策以上の工夫が必要である。本研究では、京都

市において地震発生時に外国人観光客が適切な避

難をできる環境となっているかを確認する。 

 

3. 清水坂の現地調査 

3.1 現地調査の概要 

清水坂は、東大路から清水寺に続く参道であり、

飲食店や土産店が数多く並ぶ、京都市有数の観光

地である。震災対策という点では、観光客が多く

道幅が狭いため、密集度が高い点が重要となる。

現地調査では、地震発生時に適切に避難ができる

環境となっているか、特に外国人の視点から見て

十分であるかを確認した。2024年 10月 9日の 18

時頃、10月 14日の 15時頃の 2回に分け、留学生

と現地を歩き、調査を行った（参与観察の実施）。 

3.2 現地調査の結果 

現地調査より、客観的な状況として明らかにな

ったことは二つある。第一に、観光客が多く、道

の幅が狭いため、混雑していることである。第二

に、避難誘導標識がほとんどないことである。実

際、東大路から清水寺の正面入口の間（約 600m）

に 2か国語表示の標識が一つ設置されていただけ

であった。また、街頭地図の掲示内に、最も近い

観光客緊急避難広場の表示がないことも分かった。 

留学生と現地調査をするにあたり、地震への意

識について事前に行った聞き取りでは、フランス

出身の留学生 Aは地震への予備知識はなく、地震

発生時の対応を理解していなかった。香港出身の

留学生 Bは直近 5年間にカナダ在住であったこと

もあり、地震発生時の基本知識が備わっていた。

これらから、国によって地震発生の頻度に違いが

あるため、地震への知識に差があることがわかる。 

その上で、A・Bと現地を歩き、そこで話を聞い

た。まず、清水坂で地震が発生すると想定したと

きどのような行動をとるか、という質問に対し、

A はまず建物の倒壊を予測し外に出る、揺れが収

まったのちに人流に乗ると話していた。B は、ま

ず建物の中に入る、揺れが収まったのちに建物の

外に出ると話していた。このことから外国人は、

地震への意識に伴い、地震発生時の行動も異なる

ことが分かった。そして、避難誘導標識について

Aも Bもその存在に気付かなかった。 

3.3 まとめ 

以上より明らかになったことは、清水坂には観

光客が多く、混雑していること、そして、避難誘

導標識が少ないため、外国人観光客はよりパニッ

クに陥りやすい環境になっていることである。留

学生への聞き取りからは、外国人の間で、言語上

の課題だけでなく、地震に対する事前知識に大き

な差があるため、より分かりやすい情報発信など

が必要であることが分かった。 
 
4. 京都市役所担当者の聞き取り調査 

4.1 聞き取り調査の概要 

2024年 10月 18日、現地調査で明らかになった

課題や疑問点を踏まえ、京都市行財政局防災危機

管理室の職員（2名） に対面で聞き取り調査を行

った。事前に質問票を送付し、それに基づいて質

疑応答を行う半構造化インタビューという方式を

採用した。質問項目は、①避難情報に関して、言

語や文化が異なる外国人観光客向けに特別な工夫

をしているか。②避難誘導標識は現状どれくらい
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の基準で何個設置しているのか。避難誘導標識を

あまり設置していない理由・事情は、何かあるの

か。③地震などの災害が生じた際に、清水坂で最

初に観光客に対応するのは地域の人々(商店街や

寺社仏閣関係者等)であるが、京都市役所と地域団

体はどのような関係にあるのかなどを中心に、清

水坂の現状をふまえつつ、京都市における避難対

策全般を確認するものであった。 

4.2 聞き取り調査の結果 

京都市役所担当者への聞き取り調査から、以下

のことが分かった。①に関して、避難誘導標識は、

最大 4か国語（日本語・英語・中国語・韓国語）

に対応し、その表示にピクトグラムを加えること

で、外国人観光客でも分かりやすいようにしてい

る。②に関して、緊急避難広場に関する標識の設

置における基準はないこと、また景観への配慮や、

電柱などに標識を設置する際には、所有者の承諾

を得る必要があるため、設置が進まないことが指

摘された。③について、清水寺門前会の方と「避

難誘導団体」の協定を結び、災害時には率先して

観光客の誘導を行ってもらうように協力を依頼し

ている。また、避難誘導や帰宅困難者支援を円滑

に行うために、座学での講習会や避難訓練を年に

数回実施している。 
その他にも京都市が行なっている対策として、

4 か国語に対応した「京都市災害時帰宅困難者ガ

イドマップ」を、観光案内所、ホテル等に設置し、

防災意識の啓発を行っているとのことであった。 
4.3  まとめ 

以上より、京都市役所として、一定の避難対策

を準備していることが分かった。その一方で、避

難誘導標識に関しては、分かりやすい表示を心が

けるなど工夫がなされているが、設置における基

準がなく、かつ諸方面との調整が不可欠なため、

設置数が少ないことにつながっている。また、震

災発生後の対応として、地域団体と協定を結び、

避難誘導や帰宅困難者支援の準備が進んでいるも

のの、災害発生時に準備してきたことが円滑に機

能するためには、土地勘がなく（そして、文化・

言語の異なる）観光客への迅速かつ分かりやすい

形での情報提供・共有が不可欠であり、さらなる

工夫が必要と感じた。 

 

5. 避難対策の課題の分析と提案 

以上の調査から、主に 2つの課題が明確になっ

た。第一に、外国人観光客が主体的に避難できる

環境が整備されていないことである。避難誘導標

識の設置が十分ではない要因として、設置基準が

ないことや設置場所の確保の協力を仰ぐ難しさに

より設置が進んでいないことが明らかになった。

第二に、外国人観光客の地震への意識の働きかけ

である。ガイドマップの作成・設置が外国人観光

客へ適切に届いていない可能性が高い。外国人観

光客が情報を適切に受信できる体制が必要である。 

上記の課題の分析を踏まえ、2 つの対策提案を

行う。第一に、避難誘導標識の設置基準策定、そ

れに伴う標識の増設である。外国人観光客は地震

への知識に個人差がある上、標識が少ないことは

パニックを起こしかねない。現在、避難誘導団体

の協力もあり災害発生時の誘導対策があるが、過

度に頼ることは地域の人びとへの依存につながる。

設置基準を設けることは、外国人観光客が主体的

に避難できるようにするための対策として効果的

であると考える。第二に、「防災意識の普及啓発に

関する協定」である。京都市は現在「京都市災害

時帰宅困難者ガイドマップ」 を作成しているが、

京都市各地に設置しているわけではない。ここで、

協定締結した宿泊施設にガイドマップ配布の義務

付けを提案する。宿泊施設のチェックイン時にガ

イドマップを渡す。これにより、防災情報に目を

通す機会を与えることができるだろう。 
京都市の『「防災危機管理の協定」の締結状況』

において、災害時災害後への支援に関する対策は

なされているが、事前の意識啓発に関しては明確

ではない。また、災害情報へのアクセスについて、

日本滞在中にそれらの情報を見聞きしている人は

少ない(酒井ら,2019)。この事から、外国人観光客

が十分に情報受信をできていないことがわかる。

よって、ガイドマップの設置場所拡大により、外

国人観光客が情報を受け取りやすくなると考える。 
このように、ソフト・ハード両面へアプローチ

することが、より外国人観光客の安全かつ迅速な

避難行動につながるのではないかと考察する。 
 

6. おわりに 

外国人観光客が多く訪れる京都市では、震災対

策を今後さらに手厚くしていく必要がある。しか

し、震災時に対応する地域の人々も同様に被災者

であることに変わりなく、京都市は第一に市民の

生活を優先するため、一時滞在者となる外国人観

光客への施策は後手となりがちである。だが、外

国人観光客への対策を講じることは市民の負担削

減につながるのではないだろうか。外国人観光客

が自力で避難し、身を守る行動を取れることは京

都市民にとっても重要である。近い未来に地震が

起こることを想定し、事前対策を固めておくこと

が被害を最小限に抑えることにつながるだろう。 
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主権者教育は 18 歳投票率を上げるのか 
‐都道府県パネルデータ分析による検証‐ 
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キーワード：18 歳の投票率・主権者教育・選挙管理委員会 
  

1．はじめに  

 2016 年に選挙権年齢が 18 歳に引き下げられた

ことにより、若者の政治への関心が注目されるよ

うになった。しかし、50代以上の投票率は 60％以

上であるにもかかわらず、2017年度の衆院選以降、

10 代の投票率は 40％程度にとどまっている（総

務省 HP)。本研究では、10 代の投票率を上げるた

めの政策として高校における主権者教育に注目す

る。本研究では、主権者教育を「選挙管理委員会

などの専門外部講師による実践的な出前講座」と

定義して分析を行う。現状、全国の主権者教育受

講率は未だに低水準に留まっている。そこで本研

究では、主権者教育の受講が投票率へ与える影響

を実証的に検証し、その結果をもとに主権者教育

受講率向上に向けた政策提言を行う。  

2．先行研究と本研究の位置づけ 

 尾野他(2022)では、主権者教育の受講が政治的

な関心の向上につながることを明らかにしている。

また山形県金山町のように、主権者教育の結果 18

歳の投票率が参院選で 70%を超えたという事例が

ある（総務省,2023）。このように主権者教育が 18

歳投票率を向上させると示唆されている一方、著

者の知る限り主権者教育が投票率に与える影響を

実証的に明らかにした研究はない。そこで、本研

究では 2カ年の都道府県別パネルデータを用い、

主権者教育の実施が投票率に与える影響を実証的

に明らかにする。  

3．分析モデルと方法  

 有権者が投票に行く条件を表すモデルとして、

ライカー・オードシュックモデルがある（河

野,2019）。このモデルは、R=P×B-C+Dで表され

る。Rは投票で得られる満足度、Pは自分の投票

が選挙結果に影響を与える確率、Bは選挙結果に

よって得られる期待効用差、Cは投票のコスト、

Dは投票への義務感をそれぞれ表す。Rが 0より

大きい数値を取ると有権者は投票に行くことを意

味する。Rを増加させるためには、モデルの構成

要素の Cの低下と Dの向上が有効であることが説

明されている(河野,2019)。このモデルを踏まえ

て、主権者教育が Cの低下及び Dの向上に貢献す

ると仮定して分析する。 

分析方法については、地域の個別効果と時点効

果を考慮した固定効果モデルを用いた分析を行っ

た。被説明変数は、2016と 2017年の国政選挙に

おける 18歳投票率を設定し、説明変数は同年の

高校における主権者教育受講率とした（データの

出典は表１）。また、欠落変数バイアスを極力無

くすために、嶌田（2022）で投票率に影響を与え

ると示唆された、地域特有の変数（全日制及び定

時制の１人あたり教育費、期日前投票所数、公共

及び民間の諸施設数等）を制御変数として加え

た。変数は、2016年と 2017年における都道府県

別のデータを用い、主権者教育受講率については

主権者教育受講者数/各都道府県の高校生徒数で

算出した。  

表１ データの出典と基本統計量 

変数名  平均値  出典・年度  

18歳投票率(%)  48.5 総務省 HP 『第 24回参院選結

果』 『第 48回衆院選結果』 

 

主権者教育受講率(%)  

(主権者教育の受講者/高校生徒数

(全日制及び定時制))  

 

12.6  

総務省 HP 『主権者教育等に関

する調査及び各種調査結(2016-

2017) e-Stat 『都道府県データ

高等学校生徒数(全日制及び定

時制)』 

在学者１人当たり教育費(全日制) 

（万円）  
126.3 e-Stat『在学者一人当たり教

育費(全日制)』 

在学者１人当たり教育費 （定時制） 

(万円)  
213.3 e-Stat『在学者一人当たり教

育費(定時制)』 

１世帯当たり可処分所得（万円）  43.6 e－stat『１世帯当たり可処

分所得』  

5万人当たり期日前投票所数  

（数/人口）（数）  3.0 

総務省 HP『第 24回参院選結

果』 『第 48回衆院選結果』 

e-Stat『総人口』 

図書館１つ当たり人口 （人口/数） 

（万人）  
3.5 e-Stat 『図書館数』 

『総人口』 

公民館１つ当たり人口 （人口/数） 

（万人）  
1.4 e-Stat 『公民館数』 

『(総人口』 

博物館１人当たり人口（人口/数） 

（万人）  
9.9 e-Stat  『博物館数』 

『総人口』  

社会体育施設一つ当たり人口 

（人口/数） （万人）  
2.5 e-Stat 『社会体育施設数』  

『総人口』 

民間体育施設一つ当たり人口  

（人口/数） （万人）  
0.8 e-Stat 『民間体育施設数』 

『総人口』 

筆者作成。 
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4．分析結果   

表２ 固定効果分析の結果  

被説明変数  18歳投票率  

(%) 

説明変数  

（単位）  

係数 

（標準誤差） 

説明変数 主権者教育受講率  

（%）  

0.265*** 

（0.076） 

  

制御変数 

 全日制在学者 一人当たり教育

費       （万円）  
-0.096 

（0.605） 
定時制在学者一人当たり教育費  

     （万円）  

  

0.021 

（0.031）  
１世帯当たり可処分所得  

     （万円）  
0.195 

（0.269） 
5万人当たり期日前投票所数   

（数）  
1.635 

（3.459） 
図書館一つ当たり人口  

     （万人）  
-12.417* 

（7.036） 
公民館一つ当たり人口  

     （万人）  
-5.400 

（3.226） 
博物館一人当たり人口  

     （万人）  
0.591 

（0.584） 
社会体育施設一つ当たり人口   

（万人）  
-8.900 

（7.050） 
民間体育施設一つ当たり人口 

（万人）  
6.948** 

（2.705） 

時点効果  あり   

個別効果   あり   

自由度修正済決定係数    0.417  

筆者作成。***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1。サンプルサイ

ズ＝47。 

主権者教育受講率の係数の推定値は 0.265であ

り（有意水準 5%で統計的に有意）、主権者教育の

受講が投票率を向上させることが明らかとなった。

これは、仮に主権者教育受講率を 20％上げた場合

に投票率が 5.3%増加することを示している。ライ

カー・オードシュックモデルに基づいて考察する

と、主権者教育の受講により投票におけるコスト

（C）が減少し、投票に対する義務感（D）が向上

するためと考えられる。主権者教育が投票コスト

を下げる具体的な要因として、選挙に関する知識

を身につけたことで、選挙に関する情報収集に割

く時間が削減されたことや、選挙へ向かう心理的

ハードルを下げるといったことが挙げられる。ま

た、選挙について学び、関心を持ったことによる

義務感の向上も考えられる。  

5．政策提言  

前節の結果をもとに、主権者教育の受講率が向

上した場合の効果を京都府を事例として具体的に

示してみる。京都府の主権者教育の受講率は 7.3%

である（2016-2017年度全国平均 12.56％）。仮に、

この主権者教育の受講率が全国 5 位の水準の

28.5%まで向上したとする。その場合の投票率は

46.03％（全国 34 番）から 51.63％（全国 10 番）

に上昇することになる。したがって、主権者教育

の受講の効果は大きいものと考えられる。そのた

め、以下では主権者教育の受講率を向上させるた

めの政策提言を行う。本研究における政策提言と

して、課題として報告されている選挙管理委員会

と高校の連携に向けた提案を行う（総務省,2023）。 

主権者教育の受講率向上のためには、選挙管理

員会との連携が求められる。京都市では、高校が

京都市選挙管理委員会へ実施予定日の 2か月以上

前に、メールまたは FAXで出前授業申込書の提出

後、打ち合わせをし、授業の実施という形式をと

っている（京都市情報館 HP）。このような事前申

込形式は全国の選挙管理委員会で見られるが、申

し込み時期が集中したり、年間計画がすでに決ま

っているために実施に消極的になってしまう、と

いった問題が報告されている（総務省,2023）。 

そのため、主権者教育をより普及させるにあた

っては、事前申込形式に加えて、年間計画を作成

する前段階で出前授業実施を募り、連携していく

必要がある。まず、連携をするにあたって、選挙

管理委員会は高校に対して出前授業の参加を促す

ために、1月～2月中に授業内容、目的、申し込み

期間、実施のメリットを説明するパンフレットや

ガイドラインを配布する。また、校長会や教育委

員会の会議で直接説明を行うことで、学校側の関

心を高める取り組みを行う。申し込み期間を 1月

～3 月に設定し、高校側は年間計画を作成する段

階で、選挙管理委員会に出前授業申込書を提出し、

オンラインツールを使用してスケージュール調整

を連携して行う。実施後はアンケート調査を生徒

と教員に対して行い、それをもとに翌年の 1月～

2月に振り返りと、今後の改善点を検討する。 

以上の政策を実施することで、主権者教育受講

率の向上と普及、それに伴う投票率向上を図る。 

参考文献  

(1）総務省 HP『国政選挙の年代別投票率の推移について』

「衆議院議員総選挙における年代別投票率（抽出）の推

移」  

(2)総務省(2019)『18 歳選挙に関する意識調査 報告書』

P32  

(3)総務省(2023)『山形県金山町〔模擬議会等を通した主

権者教育の推進〕』  

(4)総務省 HP『令和 4年度 選挙管理委員会による主権者

教育に関する調査報告書』 

71



 

京都市の外国人観光客に対する災害情報発信 
 

 

同志社大学政策学部 武藏ゼミ(河合・滝川・田中) 

河合 優里（Yuri KAWAI）・〇滝川 将太（Shota Takigawa）・田中 優輝（Yuki 

TANAKA） 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：サイト、SNS、アプリ 

 

1. はじめに 

日本は災害大国といわれるように、どの地域に

おいても災害のリスクを常に抱えている。京都は、

外国人の都道府県別宿泊数が全国 5 位であるため

(観光庁 2023)、日本人だけでなく、外国人に対し

ても災害情報を的確に発信する必要がある。とり

わけ、観光・レジャー目的の外国人の場合、日本

で生活することを考慮しておらず、言語の壁や土

地勘といった問題が根強く、一層、災害対策・発

生時の避難について認識してもらう必要があろう。 
  本研究では、京都市における外国人観光客を念

頭に、京都府や京都市が行っている取り組みを踏

まえ、望ましい災害情報の発信の在り方を提案す

る。 
 
2. 現状分析 

2.1 京都市の取り組み 

京都市は、これまでに外国人観光客が災害情報

を得やすくする取り組みを行ってきた。 

その代表例が京都市・帰宅支援サイトである。

京都市・帰宅支援サイトは、地図情報を活用し、

外国人観光客を緊急避難先へ誘導することができ

るようになっている(京都市 2017)。また、「KYOTO 

WiFi」という公衆無線サービスと連携することで、

災害発生時には自動的にこのサイトに誘導し、京

都市・帰宅支援サイトを知らない外国人観光客で

あっても、利用できる仕組みが整っている。 

しかし 2024年、京都市は「KYOTO WiFi」の提供

について、市営地下鉄では全 31駅で、市バス停で

は 231 か所で終了することを発表した(京都市 

2024)。したがって、京都市・帰宅支援サイトを知

らない外国人観光客に対し、災害時の避難誘導を

円滑に行うという観点では、課題があるといえる。 

京都市は代替措置として、QR コードが掲載され

たステッカーを市内に貼る取り組みを行っている。

QRコードで市と観光協会が運営する「Kyoto City 

Official Travel Guide」というサイトに誘導して

おり、同サイトで災害情報を確認できるようにな

っている。また、災害発生時には災害に関する情

報をトップページに掲載するように運用されてお

り、外国人観光客が的確に情報を得られるような

仕組みが整えられている(京都市 2023)。 

2.2 京都府と京都市の取り組み 

 京都府と京都市が共同で取り組んだ事例とし

て、「KYOTO Trip＋」が挙げられる。「KYOTO Trip

＋」は、スマートフォンで利用できるアプリケー

ションであり、平時は観光情報を、緊急時は災害

情報と、両方の情報を扱うという全国初の取り組

みであった(JTB総合研究所 2014)。「KYOTO Trip

＋」のユーザーに関する調査によると、観光情報

だけでなく、防災情報も利用率が高いことが示さ

れている(総務省 2014)。したがって、「KYOTO Trip

＋」が、利用者の防災意識の変化に寄与している

と解される。しかし、京都府国際課に問い合わせ

たところ、2021年 3 月 21日をもって「KYOTO Trip

＋」の提供が終了し、現在のところ、代替となる

アプリケーションの開発は行っていない。  

  したがって、アプリケーションを活用し、イ

ンターネットにつながらない状況下でも災害情報

を確認したり、プッシュ通知で災害情報を送信し

たりといったことができなくなった点で、利便性

は低下したといえよう。 

2.3 国の取り組み 

 国の取り組みとしては、観光庁が監修している

「Safety tips」が挙げられる。「Safety tips」は、

外国人旅行者を念頭に、災害情報を提供するとと

もに、プッシュ通知も行うアプリケーションであ

る。「Safety tips」の普及を進めるために、内閣

府は空港・出入国管理官署・地方公共団体の窓口

などを活用している(内閣府 2019)。もっとも、

「Safety tips」は「KYOTO Trip＋」のように、京

都に特化した情報を提供しているわけではないが、

プッシュ通知を備えている点で、災害情報を得や

すいという利便性を確保できているといえる。 

 

3. アンケート・分析 

 問題意識の前提として現状を確認するために、

実際に外国人観光客が①京都市での大規模災害に

備えているか、②京都市・帰宅支援サイトを知っ

ているかどうか、③「Safety tips」を知っているか

どうか街頭アンケートを行った。京都市営地下鉄

四条駅で 49 人・京都駅付近で 31 人の合計 80 人

の外国人観光客に英語でアンケートを実施した。 
 アンケート結果を分析すると、まず、京都市に
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おける大規模災害に備えている人は少ない。また、

京都市帰宅支援サイトの認知度はかなり低い。他

方、「Safety tips」の認知度は、京都市帰宅支援サイ

トに比べ高く、前述の内閣府の取り組みが一定の

効果があることを示しているといえる。 
 

表 1 アンケート結果 
  京都市での

大規模災害

への備え 

Safety 

tips 

京都市帰宅

支援サイト 

知っている

(準備してい

る) 

7 人 25人 1 人 

知らない(準

備していな

い) 

73人 55人 79人 

認知度(小数

点第三位以

下四捨五入) 

9.59% 45.45% 1.27% 

4.  政策提言 

 以上を踏まえ、外国人観光客向けの災害情報の

発信について、以下のような政策を提言する。 

4.1 市営地下鉄・市バスを活用した京都市・帰宅

支援サイトの普及 

 これまで、市営地下鉄および市バスでは、放送

やデジタルサイネージを活用した啓発活動を行っ

てきた。 

１つ目に、駅構内で京都市・帰宅支援サイトの

啓発放送を行うという方法が挙げられる。また、

駅構内だけでなく、市営地下鉄及び市バスの車内

アナウンスで放送するという方法も挙げられる。

具体的には、次に停車する駅やバス停を案内した

後に、①サイトの名前・②事前に情報を得る必要

性・③どのような情報が手に入るかを伝えるとい

う方法である。 

2 つ目に、デジタルサイネージについては、市

営地下鉄の場合、車内ディスプレイや駅構内の大

型ディスプレイに表示するといったことが挙げら

れる。市バスの場合、のりばの大型ディスプレイ

に表示するという方法が挙げられる。 

4.2 SNSの活用 

SNS の活用として、京都市防災ポータルサイト

に外国人観光客向けの情報を掲載する、もしくは

外国人観光客を念頭に、災害に関する情報を発信

するアカウントを運用するということが挙げられ

る。また、X(旧ツイッター)だけでなく、画像や動

画で情報を伝えやすいインスタグラムなどの他の

SNS を活用することで、より多くの外国人観光客

に伝わりやすくなる。 

投稿内容としては、①災害予防の重要性・②災

害発生時に身を守る行動・③避難場所・④避難ル

ート(京都市・帰宅支援サイトと連携)・⑤避難中

の注意点などについて、写真や動画・イメージ画

像を用いて簡潔に、また多言語で発信する。 

そして、普及の方法として、現在京都市が行っ

ている QRコードの貼付場所の拡大施策と同様に、

公共施設や観光案内所・宿泊施設・飲食店などに

おいて SNSの存在をアピールするといったことが

挙げられる。 

4-3 「KYOTO CITY OFFICIAL TRAVEL GUIDE」の機

能拡充とアプリ化 

  機能拡充としては、まずサイト自体の魅力をよ

り向上させアクセス数を増やし、そして防災情報

も確認してもらうということが重要である。 

例えば、サイト自体の魅力を挙げるものとして

は飲食店などで利用できるクーポンを配信するこ

とが挙げられる。 

そして防災情報については、防災啓発動画や文

章だけでなく、イラストなどを活用することで、

伝わりやすい表記にすることが挙げられる。 

  また、アプリ化することで、サイトよりもアク

セスしやすくなり、オフラインで使え、プッシュ

通知ができ、通信速度の低下の影響を受けにくく

なるといった効果が期待できる。 
 
参考文献(URL の最終参照日は、すべて 2024 年 10 月

7日) 
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大学生の政治への関心向上のための実践研究 
―ユースフェスティバル in 福知山を事例に― 

 

福知山公立大学 3 年杉岡ゼミ 

○髙橋和樹（Takahashi Kazuki）・阿川ねね（Agawa Nene）・ 

後藤結衣（Goto Yui）・清水彩華（Shimizu Iroha）・田中敬護（Tanaka Keigo）・ 
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（福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科） 
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1. はじめに 

若者世代における、自身の将来に関する意識は

低下の一途をたどっている。日本財団が 2024年に

実施した 18 歳意識調査「国や社会に対する意識

（6カ国調査）」によると、自国の将来について「良

くなる」と答えた日本の若者は全体の 15％、自身

の将来について「夢を持っている」は 60％と、い

ずれも 6カ国中で最も低い数字となった。また、

「自分の行動で国や社会を変えられると思う」は

46％、とこちらも 6カ国中最も低い。以上より、

若者の将来に対する期待感は薄いといえる。 

若者が希望を持てていないのは、自身の将来に

関してだけではない。国の将来に関しても同様の

ことが言える。日本財団が 2024 年に実施した 18

歳意識調査「政治とカネ」において、日本の政治

に対し、「クリーンである」「民意をよく反映して

いる」「必要な判断が適時できている」の 3点とも

「そう思わない」「どちらかというとそうは思わな

い」が 75～87％となった。若者の政治に対する不

信感が表れている結果といえる。 

この現状を受け、実際の若者の政治に対する関

心を把握するため、筆者らは、2024年 4月に行わ

れた統一地方選の際に、在学する福知山公立大学

の学生をターゲットに「市長選に対しての興味」

についての調査を行った。結果は、205 名の回答

を得ることができたが、市長選に「興味がある」

という回答は 27.3％に留まり、半数を超える

55.1％が「興味がない」という回答であった。す

なわち、選挙権の有無に限らず、現在生活してい

る市の選挙に 2人に 1人は興味を持っていないと

いう現状が明らかとなった。一方、「興味がない」

と回答した人に追加で、「どうやったら興味を持ち

ますか」と質問したところ、「大学でイベントをし

てほしい」、「授業で取り扱ってほしい」、「議員と

直接話せる機会があれば興味を持つと思う」など

の回答が寄せられた。 

そこで、筆者らは、若者の政治に対する関心の

低さには、政治家との距離感が遠く、「知る機会」

の少なさが影響しているのではないか」という仮

説を立て、実際に政治家(地方議員)と大学生が知

り合う機会を作り、その出会いの前後に意識がど

れだけ変容したのかを調査した。 

 

2. 先行研究並びに先行事例による考察 

吉川（2018）によると、若者の政治離れの背景

には、日本の政治状況の方にも問題があると指摘

する。日本の国政選挙制度は、1996年以降複雑化

しており、選挙のしくみを理解する上で、きわめ

て高いリテラシーを要する。また、政策争点の不

明瞭化も若者の政治離れの一因であると指摘して

いる。 

しかし、若者の政治離れの要因について、あく

まで制度面からの指摘に留まっており、本研究の

仮説である、若者と政治家との関連については触

れられていない。 

岡山・倉坂(2021)は、大学生の投票意欲には、

政治や社会に対する不満よりも、何か社会の役に

立ちたい、何かを変えたいというポジティブな思

いが影響していると指摘している。そのため、大

学生には授業や課外活動を通じて、政治や社会情

勢を伝えるだけでなく、ポジティブな意識を醸成

する取り組みを行う必要があると指摘する。 

しかし、大学生の投票意欲向上のための取組の

必要性については指摘しているが、具体的な取り

組みの内容までは、触れられていない。 

ところで、若者と政治家が直に交流する先行事

例としては、2023年に青森県選挙管理委員会及び

青森県明るい選挙推進協議会が主催した投票率向

上を目的とした啓発イベント「ヤングフォーラム 

2023」がある。このイベントでは、学生と県議・

市議との間で議論の場が設けられた。参加者から

は「議員との話し合いの機会がもっと増えればよ

い」、「若いうちから選挙に実際に触れる機会をつ

くるべきだ」との意見が寄せられており、これは

若者と政治家との距離感が依然として大きいこと

を意味している。さらに、政治家との対話の機会

が提供されることによって、若者の政治への関心

が高まる可能性があることが示唆される。 

ただし、この先行事例では、イベント前後で参

加者の政治への関心がどのように変化したのかに

ついては触れておらず、不明である。 

そこで、本研究は、大学生と政治家との対話の
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場を設けることによって、政治への関心がどのよ

うに変化したのかを明らかにする。 

 

3. 実践研究 

筆者らが所属する福知山公立大学地域経営学部

地域経営学科杉岡ゼミでは、2023年 4月に行われ

た統一地方選挙(福知山市議会議員選挙)をきっか

けに主権者教育プロジェクトに取り組んできた。

具体的には主権者教育のための instagramページ

を立ち上げ、選挙前の啓発活動はもとより、選挙

後も政治情報の常時啓発を続けている。また、丹

波市議会と連携し、地元高校生、大学生、全議員

がチームを作り、3 ヶ月間のリサーチ活動後、議

会にて地元高校生がそのリサーチ結果を踏まえた

政策提言を行う「丹波市議会☆ミライプロジェク

ト」を毎年実施しており、この活動は今年度早稲

田大学マニフェスト研究所の「マニフェスト大賞 

議会改革部門 優秀賞」を受賞した。 

そして、喫緊では、ゼミの主催で政治家と大学

生の対話の場として「ユースフェスティバル in福

知山」を 11月 5日に行った。 

具体的には、関西の若手地方議員 8名に来てい

ただき、大学生と対話を行うというものである。

ここでのポイントは特定の政党や会派に偏りが出

ないようバランスの良いメンバーにすることと、

そして、男女バランスはもとより年齢もなるべく

大学生に近い地方議員に集まってもらうことであ

る。対話の内容はそれぞれの地方議員に持ち寄っ

てもらい、大学生と意見交換を実施することとし

た。大学生の想定は 30名程度であり、1テーブル

で大学生 3人もしくは 4人と地方議員 1名とし、

ワールドカフェ方式で多様な地方議員と対話でき

る工夫を施した。そして、参加学生には、イベン

ト参加前と参加後にアンケートを実施し、政治家

に対するイメージの変化を調査した。 

具体的には、イベント参加前のアンケートは、

①「これまで議員と直接対話したことがあります

か」、②「現時点で、自分の住民票がある地域（地

元など）の議員とお話をする機会があれば参加し

ますか」、③「現時点で、議員の活動にアンテナを

張っている、もしくは張っていきたいと思ってい

ますか」、④「現時点で、政治に関する意見を日常

会話でしていますか」の 4問である。 

イベント参加後のアンケートは、①「なぜイベ

ントに参加しようと思いましたか」、②「イベント

への参加前後で議員に対するイメージは(プラス

に)変わりましたか」、③「議員が普段のような活

動をしているか知っていましたか」、④「イベント

に参加したことで、市政や議員について自分で調

べようと思いましたか」、⑤「イベントを通して、

少しでも政治に興味が湧きましたか」、⑥「今回の

ようなイベントが今後もあったら参加したいです

か」の 6問である。 

 そして、参加の地方議員にもアンケートを実施

し、大学生と対話することについての意義につい

て調査を行った。 

なお、イベント開催が本原稿執筆後であるため、

アンケート結果については収録が適わない。「第

20回 京都から発信する政策研究交流大会」の当

日に報告を行う。 

 

4. おわりに 

本稿では、若者の政治への関心が低いことの要

因は、政治家との距離感が遠く、「知る機会」が少

ないからなのではないかという仮説を立てた。そ

して、その仮説を検証するために、「ユースフェス

ティバル in福知山」というイベントを実施し、大

学生と政治家の対話の機会を設けた。イベント開

催が本原稿執筆後であるため、この結果について

ここでは収録できないが、「ユースフェスティバル

in 福知山」のようなアプローチは福知山市内に

留まることはなく、全国の地域で同様に実施でき

る可能性がある取組であると考える。 

いずれにしても、若者の政治への関心を高める

ための方法として主権者教育が実施されているが、

内容をみると、模擬投票の実施や不在者投票など

の選挙制度を学ぶことに見られる制度面の教育が

まだまだ多い。政治に関心を持ってもらいたいの

であれば、やはり実際に政治家と関わる・対話す

る機会をつくるのが最も近道であろう。 
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地下鉄利用の促進 
‐新交通システムの導入‐ 

 

グループ名（八塩ゼミ岸本班） 

○田中 俊輔（Tanaka Shunsuke)・ 南 怜玖（Minami Riku）・常塚 匠（Tsunezuka 

Sho）・溝渕 遥大(Mizobuchi Haruto)・岸本 友太(Kishimoto Yuta)・川居 泰三

(Kawai Taizo)・小竹 皇輝(Kotake Kouki) 
（京都産業大学 経済学部 経済学科） 

キーワード：公共交通優先システム、連節バス 
 

1.はじめに 

 京都市では観光客の多くが移動手段として、"

京都市バス""京都市営地下鉄"を主に利用してい

る。しかし、市バスは利用運賃が地下鉄と比較し

て安く、観光地への利便性が優れているため、市

バスを利用する観光客が多いように感じられる。

実際に観光客の市内利用交通機関を見ると、日本

人観光客の内訳は市内バスが全体の 45.3%，地下

鉄は 44.5%、外国人観光客の内訳は路線バスが全

体の 16.9%，地下鉄は 23.6%と数字で見るとそれほ

ど差がないように感じられる。しかし、「観光地を

経由する市バスが混雑し、住民が乗車できなくな

る」など、実際に利用している人からは不満の声

が後を絶たない。 

 そこで私たちは、混雑が顕在化している市バス

の利用を地下鉄利用に促し、課題となっている観

光客による市バスの混雑を緩和するための政策と

して「京都市中心部を東西に横断する主要道路

での既存路線バスのダイヤ変更と新交通システ

ムの導入」を提案する。 

 

2.現状 

京都市の主な移動手段は市バスと電車、地下鉄

であるが、市バスの利便性の高さもあり混雑や渋

滞が見られている。本研究では地下鉄とバス利用

の格差について扱うため、これらの問題を説明し

ていく。 

まず、地下鉄について京都市交通局(2024)によ

ると地下鉄では設備の老朽化対策や燃料費、人件

費等の高騰の影響が大きく、厳しい経営状況であ

るが、令和 5年度では利用客数の回復や電気料金

等の落ち着き等もあり 23 億円の黒字を確保でき

た。 

一方、市バスでは観光特急バスの新設や令和 6

年 6月の路線ダイヤの見直しにより市バスの混雑

緩和に積極的に取り組んでおり、国や一般会計に

よる財政支援（約 5.5億円）を含んだうえで 12億

円の黒字決済となっている。だが、未だに市内中

心部では利用客数の回転数が鈍く、渋滞が問題と

なっている。 

京都市バス混雑の発生原因として観光客による

市バス利用の集中があげられる。現状として、京

都駅前のバス停では観光地経由の 205号系統等に

長蛇の列ができている。これらの問題が原因とな

り地元民が市バスを快適に利用することが困難に

なっている。これらのことから市バス利用者の一

部を地下鉄利用へ移入することで市バスの混雑緩

和及び、地下鉄利用促進を促したい。 

 

表１ 令和４年度までに黒字に改善した系統 

  
表２ 赤字から黒字に改善した系統 

 
（令和 5 年度は、通勤や通学の日々の利用、観光

利用の回復により、市内中心部や観光地を経由す

る系統を中心に利用が増加したことで、全 74 系

統のうち 68系統で営業係数が改善した） 

 

3.普段使用している身としての認識 

普段使用する時、四条河原町に行く場合は 37系

統を、京都駅周辺へ行く場合は 205 系統を利用す

ることが多い。この 2つの系統の違いは歴史的な
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観光地を通るかである。205 系統は金閣寺、清水

寺、祇園、東寺など数多くの観光地に行くことが

できる系統である。この違いは乗ってみると大き

な差を感じる。205 系統は観光客、特に外国人の

割合が非常に多く、半分以上の乗客が外国人であ

る事も少なくない。この事から京都市バスの特徴

として乗客の利用目的の違いが顕著に表れている。

その中でも市民の利用と観光客の利用が重なる系

統が特に混雑する。その結果、市民がバスに乗れ

ない問題も発生している。 

 

4.政策案 

観光客の地下鉄の利用を促進するために、まず

何故観光客が地下鉄ではなく市バスを利用してい

るかを考える。理由として挙げられるのは値段の

安さ、目的地の明確さがあげられる。市バスは均

一価格でどれだけ乗っても 230円は安いと言える。

また市バスの場合、目的地が「金閣寺前」や「二

条城前」など外国観光客にもわかりやすい名称が

ついている。 

ここで地下鉄の利用を促進するには、地下鉄と

バスの接続の強化が必要だと考える。ここで私た

ちが提案する政策案は、「京都市中心部を東西に横

断する主要道路での既存路線バスのダイヤ変更と

新交通システムの導入」である。 

まず、既存路線バスのダイヤ変更だ。地下鉄と

乗り換えができる丸太町通りを通る 202、204 系

統、今出川通りを通る 201、203系統のダイヤを見

直し、地下鉄駅利用者のニーズに応じた運行頻度

の増加を図る。具体的には、地下鉄のダイヤに合

わせたバスを組むことで、乗り換えの時間短縮を

図る。 

次に、新交通システムの導入だ。地下鉄と乗り

換えができる丸太町通りと今出川通りで既存の路

線バスの他に新しく東西の移動に特化した新交通

システムを導入する。具体的には、公共交通優先

システム（PTPS）の導入と連接バスの導入である。

PTPSは、バスの通行を優先するためのシステムで、

地上設備の光学式車両感知器とバスに搭載された

専用装置が相互に通信をおこなう。これにより、

バスが接近すると信号機が青信号に切り替わるか、

赤信号が短縮される仕組みである。この仕組みに

大量輸送が可能な連接バスの導入を組み合わせる

ことで大幅な輸送力の改善を図ることができる。 

また連節バスは地下鉄との接続を主な目的とす

るため、新交通システム全てのバスで地下鉄との

乗り換えをできるダイヤを設定し、スムーズな乗

り換えを実現する。連節バスとは、２台の車体を

幌という雨風を防ぐための覆いでつないだ車両で、

通常の大型路線バスに比べて約 50 人多く乗客を

運ぶことことができる。この連接バスを導入して

いる県の一つに福岡県がある。天神・博多・ウォ

ーターフロント地区を循環運行しており、天神か

ら博多駅、天神からウォーターフロント地区、博

多駅からウォーターフロント地区の３区間で料金

設定がされている。ここでは、バスの利用を促す

ために対象の駐車場にマイカーを停めると、乗車

人数分の片道が無料と駐車料金最大 500 円という

特典がある。このような事例を参考にし、できる

だけ主要観光地の近くを通るルートを設定し、東

西の観光地を繋ぎ観光客の需要を拾うことも可能

となる。 

この政策案を実施することで、京都市内の交通

網がより効率的かつ環境に優しいものとなり、市

民や観光客にとってより快適な移動手段を提供で

きると考える。 

 

4.2政策を実現するにあたっての 

 懸念点としては現在も問題になっているバス

運転士不足が挙げられる。京都市交通局によれば

2024年 10月 16日時点で市バスの安定的な運営に

必要な運転士数の確保のため、計画的に採用を行

ってきたがこれまでの新規採用試験で採用予定数

を確保できなかったことや 定年退職などにより

日々50～60名の人員不足が生じている。これによ

り交通局は「非常事態宣言」を発表した。この宣

言を契機として新たに新規採用者の再募集を行い、

今後の運転士確保へと取り組んでいる。この政策

を行う上でバス運転士不足は大きな懸念点となっ

ている。また連節バスの導入を考慮したとき、通

常の路線バスよりも高度な運転技術を求められる

ため、さらに運転手の確保が難しくなる可能性が

ある 
 
5.展望 

 京都市と京都市交通局が連携をおこない、こ

の政策案を実施すれば、京都市内の交通渋滞の減

少が見込める。交通網が整備され混雑が緩和され

れば、京都市の地域住民が市バスを利用できない

というオーバーツーリズムの課題解決にもつなが

る。また、先ほど挙げた懸念点についても各バス

会社が運転士確保のため、「大型二種免許支援制度」

や「勤務時間の自由な選択」などの政策をおこな

い解決できるよう十分な議論が必要である。 

 今後も増加するであろう観光客だけでなく、

地域住民の不満も同時に解消することで、京都市

がより良い観光地として世界にアピールできると

考える。 
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京都市営バス混雑緩和に向けた一考察 
‐市民と観光客両者にとって快適なバス利用を目指して‐ 
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1．はじめに 

京都市は非常に多くの観光客が訪れる国内屈指

の観光都市である。2023年に京都市を訪れた観光

客数は 5028万人と、新型コロナウイルスが本格的

に流行した年の前年である 2019 年の約 94％にま

で回復した。しかし、市の玄関口である京都駅お

よび市内最大の繁華街である四条河原町を含む市

内各地の観光地は、鉄道によるアクセスが難しい

ため、市営バスを利用する人が多く、混雑を招い

ている。これにより、観光客と市民の両者が、思

うように市営バスを利用できない現状がある。京

都市の「令和元年度 第 3回市政総合アンケート」

では、市民の約 60％が“公共交通機関の混雑対策

をはじめとする利便性の向上”を実施してほしい

政策として挙げていることから、京都市営バスの

混雑問題は早急に解決すべき課題といえる。 

本研究では、バス利用の実態を踏まえ、混雑の

緩和を図ることで、市民と観光客の双方が快適に

利用できる京都市営バスのあり方を検討する。 

 

2．京都市営バスの利用実態について  

京都市営バスは 1 日当たり約 33 万人が利用す

る公営交通機関であり、市町村が運営する公営交

通としては日本一の利用者数を誇る。表 1から、

京都駅前停留所は 1日あたりの乗降客数が 41,837

人であり、京都市内で最も人が集まる停留所であ

ることが分かる。このことから、京都駅が京都市

内最大の交通結節点であることが言える。 
表 1：令和 3 年度の停留所別乗降客数（「令和 3年度市バ

ス旅客流動調査）の結果（資料編）より引用） 

 
 

 
1 指標 A＝都市の人口÷1 日あたりの定期的な利用者 
2 指標Ⅰ(1本あたりの乗車人数)＝利用者数÷平均本数 

 

3．京都市と他の都市との比較 

京都市営バスの混雑度合いを調べるために、公

営交通が盛んな都市のうち、必要な情報の調査が

可能な 4つの地域を選出し、比較検証を行った。 

表 2は、市民のバス利用率（指標 A1）について、

京都市と他の都市との比較を行ったものである。

表 2から京都市はバスを利用している市民の割合

が大きいと言える。このことから、京都市営バス

利用者は観光客だけでなく市民利用も他の都市よ

り多いことが分かる。 
表 2：各自治体の定期利用者数（深尾ゼミにて作成） 

 
また、先ほど選出した各都市において、最も利

用者が多いバス路線を抽出し混雑検証を行なった。 

表 3 の指標Ⅰ2はバス 1 本あたりの乗車人数で

あり、表 3指標Ⅱ3は１停留所あたりの乗車人数と

なっている。表 3指標 Iから、京都市はバス 1本

あたりの乗車人数が他都市より多いことが分かる。

また表 3指標Ⅱから１つの停留所で乗り降りして

いる人の数も他の都市に比べて多いと言える。 

 これらのことから、京都市営バスは観光客だけ

でなく市民の利用も多く、常に混雑していること

がわかる。また、京都市と他都市のバスの本数に

大きな差はないが、停留所の数は他都市に比べて

圧倒的に多い。しかし、どちらの指標も京都市の

値が高く、他都市と比べても京都市営バスの混雑

状況が激しいことが分かる。 
表 3：各都市最混雑区間の比較（深尾ゼミにて作成） 

 
 

3 指標Ⅱ(１停留所あたりの乗車人数)＝利用者数÷停留

所数 

順位 停留所 乗車 降車 合計

1 京都駅前 20,945 20,892 41,837

2 四条河原町 12,000 13,516 25,916

3 西大路四条 8,658 8,476 17,134

4 北大路バスターミナル 8,368 7,891 16,259

5 四条大宮 7,344 7,154 14,498

自治体名 人口（1,000人以下は四捨五入） 定期利用者 指標A

京都市 1,440,000 172161 11.96%

神戸市 1,490,000 38868 2.61%

横浜市 3,770,000 174056 4.62%

東京都（都営バス走行区間） 9,910,000 287417 2.90%

系統 利用者数 平均本数 指標Ⅰ 停留所数 指標Ⅱ

京都市205系統 34880 118 295.59 110 2.69

神戸市2号系統 17530 158 110.95 52 2.13

横浜市41号系統 17357 92 188.66 80 2.36

東京都王40号系統 20907 145 144.19 56 2.57
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4．混雑解消の事例 

4-1京都市の対策事例 

京都市では現在、観光客が集中する時期に臨時

バスの運行などに取り組んでいる。2024年 6月か

ら運行を開始した観光特急バスは、10月半ばに合

計で約 10万人の乗客数を達成し、1日の平均乗客

数が約 2,200人となっている。しかし、観光特急

バスは、同じ路線を走る系統のバスの混雑緩和に

は貢献しているものの、市営バス全体では依然と

して混雑が十分に緩和されていない現状がある。 

 

4-2公共交通機関の開発や延伸による影響 

福岡市では、2023年 3月に福岡市営地下鉄七隈

線が延伸開業した。延伸開業後、「七隈線」沿線の

バス路線では、利用者数が 1日当たり 7,000人減

少した。一方で、郊外に位置する次郎丸駅や野芥

駅のバス停で乗降する人は最大で 20％増加した。

ここから、郊外から地下鉄を使い中心部へ向かう

新たな流動が生まれたことが考えられる。 

栃木県宇都宮市では、2023年 8月に宇都宮 LRT

が開業した。LRT開業後、乗継利便性が向上され、

乗継利用者は開業前と比べて 2 倍の 4％まで向上

した。また、LRT 開業に合わせてトランジットセ

ンターが開設され、接続するバス路線が新設され

たことから、こちらも利用者数が増加傾向にある。 

これらのことから、新駅や新ルートの開業によ

ってバス利用者の流動は影響を受けることが分か

った。特に、トランジットセンターのような新た

な交通結節点ができる影響は大きいと考える。 

 

5．政策提言 

ここまで述べたように、鉄道の新路線整備を行

うとバス利用者の流動が変わり、混雑緩和につな

がることが分かった。しかし、京都市には非常に

厳しい景観規制や多くの埋蔵文化財があり、さら

に地下鉄東西線建設時はキロあたり 309億円もの

費用がかかっている。そのため現在の京都市の厳

しい財政事情では、鉄道の新路線の開業という政

策は現実的ではない。 そこで、既存の駅にトラン

ジットセンターのような交通結節点を設置するこ

とで、バス利用者の分散を図る政策提案をする。 

 まず、京都市を東西南北の 4つのエリアに分け、

各エリアの拠点となる地下鉄駅（京都駅、北大路

駅、二条駅、三条京阪駅）に市営バスと地下鉄を

結ぶ、交通結節点を設置する。バスの路線は、各

交通結節点を中心にそのエリアを回る路線に変更

し、路線実績に則したバスの本数の適正化と、京

都駅前停留所での慢性的な混雑の解消を図る。特

に、国は三条京阪駅周辺を都市再生緊急整備地域

へ指定する方針を打ち出しており、再開発による

新たな賑わいの創出などが期待されている。地下

鉄東西線や京阪本線が通る三条京阪駅を、バスも

組み合わせた河原町地域における一大交通結節点

とすることで、他の交通機関との利用分散を図る

ことができ、バスの混雑緩和につながると考える。 

また、鉄道からバスに、バスから鉄道に乗り換

えた場合に現状と同等程度の利便性が維持できる

よう、「乗り換え割引」の適当をするなどの工夫を

し、市民にとって快適な公共交通を目指す。 

 

6．おわりに 

交通結節点の新設や地下鉄をはじめとした他の

鉄道事業者との連携により、バスからの利用者の

転移が見込まれる。また、新しくできた交通結節

点をその地域の核とすることで新たなまちづくり

の促進につながり、新しい便利さや快適さを地域

住民に提供することができると考える。  
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1. はじめに 

近年、公共交通は人口の減少や少子高齢化、担

い手不足を理由に衰退の一途をたどっている。路

線バスや地域鉄道は利用者の減少により多くの事

業者が赤字になっており、回復の見通しが厳しい

ことから、本来住民の「地域の足」としての役割

を担う公共交通の安定的なサービスの確保や維持

が困難となっている。住民生活に目を向けると、

買い物や通院、通学などの日常生活の移動手段の

確保が課題となっており、既存の公共交通に代わ

る方法が模索されている。 

こうした中で、日本では 2024 年 7 月に国土交

通省「交通空白」解消本部が設置され、公共ライ

ドシェアと日本版ライドシェアの活用による対応

が目指されている。特に公共ライドシェアは、市

町村や NPO 法人などが自家用車を活用して有償で

サービス提供を行うものであり、路線バスやタク

シーのない地域において重要な地域のインフラと

なっている。 

一方で、地域住民が担い手となるため、ドライ

バーの高齢化による退職や、ドライバーの継続的

な確保が課題となっており、実際に私たちが京丹

後市の公共ライドシェアを対象に実施してきたフ

ィールドワークからも、こうした課題を認識して

きた。さらに、利用者側の視点に立てば、タクシ

ーの半額程度の運賃設定になっているとはいえど、

決して安価ではないため、誰にとっても利用しや

すい条件ではないこともわかった。 

そこで私たちは、京丹後市の「ささえ合い交通」

を事例として、NPO やドライバーへのヒアリング

を通じて、「利用可能性」と「持続可能性」の 2点

を両立していくための行政による支援策を提案す

る。さらに、この提案が公共ライドシェアを導入

しようとする他の自治体にも応用可能かどうかも

考察する。 

 

2. 先行研究 
竹内ほか（2022）は、自家用車を活用した輸送

サービスについて類型し、その課題を整理してい

るが、ドライバーの高齢化や不足が深刻な課題と

なっていることを指摘している。また、輸送に対

する対価設定として、2020 年の自家用有償旅客運

送に関わる通達で、地域公共交通会議等の協議結

果に基づき、従前の 2分の 1を超える運送の対価

を設定することも可能となったことから、必要経

費の適切な算出や、対価についても工夫が必要で

あるとされている（同上）。この点は、後述のヒア

リングで得られた運賃面の課題を考えるにあたっ

て参考になるポイントである。 

過疎地域の公共交通におけるライドシェア活用

の課題について整理している國井・喜多（2022）

は、公共交通サービスの条件として、⑴安全性、

⑵低廉性、⑶安定供給、⑷速達性、⑸利便性、⑹

効率性の 6点が挙げている。このうち、京丹後市

の公共ライドシェアについては、速達性と効率性

という視点から積極的に評価できるが、低廉性に

ついては、普段使いをすると想定した場合、課題

として位置付けられる。また、安定供給性におい

ても、行政の補助がないと安定したサービスを提

供することは難しいものと考えられる。 

 

3. ケーススタディ：京丹後市の公共ライドシェ

ア「ささえ合い交通」の事例 

3.1. 「ささえ合い交通」の概要 

公共ライドシェアの先駆的な事例として、京都

府京丹後市は 2016 年 5 月から開始されているさ

さえ合い交通が挙げられる。ささえ合い交通の運

行主体は、地元の NPO 法人「気張る！ふるさと丹

後町」（以下、丹後町 NPO）である。運行区域は丹

後町のみ、降車は京丹後市全体であるが、弥栄病

院からの乗車と伊根町への往復も可能になった。 

スマートフォンの Uber アプリから配車を依頼

するほか、電話での依頼も可能となっている。利

用時間は朝 8時～夜 8時で、年中無休で運行され

ている。道路運送法に規定される自家用有償旅客

運送として運行されているため、ドライバーには

運送の対価が支払われるが、私たちの行ってきた

フィールドワークからは、ほとんどボランティア

に近い状態であるという。 

ドライバーは、地元住民で構成されており車両

は個人所有の自家用車（マイカー）を活用してい

る。なお、登録しているドライバーは 13 名、平均

年齢は 63 歳（2024 年 8月時点で 36～72歳）とな

っており、年齢制限は 75 歳となっている。 
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3.2. NPO へのヒアリングから得られた知見 

 私たちは 2024 年 8 月に、丹後町 NPO の専務理

事である東恒好氏に、公共ライドシェアの持続可

能な方策を主題として、ヒアリング調査を行った。

今回の調査で得られた知見は、次の 3点である。 

 第 1 に、高齢者の移動手段として機能している

という点である。具体的には、いつもは病院にバ

スで行っていたが、玄関から病院まで楽に行ける

ようになったという利用者からの声があり、通院

や免許返納後の高齢者に利用されているという。 

 第 2 に、運賃面の課題である。利用者からは、

便利だという声がある一方で、運賃が高いという

理由で、本来はささえ合い交通で目的地まで移動

したいが、目的地ではなく最寄りのバス停までし

か利用することができない人もいるとのことであ

った。現状では、行政は免許返納時の無料クーポ

ン券（2 万円分を 1 回のみ）を配布しているが、

たとえば丹後町から京丹後市の市街地まで移動す

ると片道で 2,500円ほどかかるため、単純計算で

は 4往復ほどで終わってしまう。 

 第 3に、ドライバーへのインセンティブの低さ

である。ささえ合い交通は車の維持費や保険等に

コストがかかる一方で、タクシーの半額程度の運

賃であるがゆえ、ドライバーへの報酬が少ないこ

とも課題とのことであった。現在は、ボランティ

ア意欲の高い住民がドライバーをしているが、「持

続可能性」という視点から見ると、ドライバーへ

一定額以上の報酬が必要になる。 

以上の知見をふまえ、先行研究で指摘されてい

た公共交通の 6 つの条件に当てはめてみると、表

1 のようになる。住民の方々によるボランティア

に近い運行のため、当然ながら全ての項目が○と

なることは難しいが、特に低廉性と安定供給につ

いては、住民の移動手段の継続的な確保に向けて

重要なポイントになると考えられる。 

 
表1 ささえ合い交通の評価 

 評価 

安全性 △ 

低廉性 × 

安定供給 × 

速達性 〇 

利便性 △ 

効率性 〇 
出典 國井・喜多（2022）をもとに作成 

 

これらのことから、私たちは利用者には利用補

助などの充実による「利用可能性」と、ドライバ

ーには現状よりも高い運賃から報酬を提供するこ

とによる「持続可能性」の 2点が重要であると考

え、具体的な提案を導き出そうと試みた。 

 

4. 「利用可能性」と「持続可能性」の両立に向

けた提案 

私たちは公共ライドシェアを持続可能にしてい

くため、「利用可能性」と「持続可能性」の 2点を

両立していくための方策を提案する。この提案は、

丹後町 NPO の東氏の移動困難問題の今後に向けた

提言における①利用者側、②支援する側、という

2 つの視点に着想を得ている。この提案は具体的

に、次の 2点に分けられる。 

第 1 に、運賃の引き上げである。現在のささえ

合い交通の運賃はタクシー運賃の半額程度である

が、これを 7割程度まで引き上げてドライバー報

酬を多くすることにより、現状はシニア世代を中

心にボランティア的に担ってもらっていた運転手

であるが、若年世代を含め、より多様な地元住民

に担ってもらうことが期待される。ヒアリングか

らは、現役世代などが「土日（限定）ドライバー」

として副業のように担ってもらうことも検討して

いる、という意見も得られており、運賃の引き上

げに加えた新たなドライバー募集の方法も、持続

可能にしていくために有用であると考えられる。 

第 2 に、丹後町在住者への割引サービスの拡充

である。運賃を引き上げることによって、当然な

がら「低廉性」の課題がさらに深刻になる。また、

私たちのフィールドワークからは、現状でも利用

者にとって運賃が高いことがわかっている。そこ

で、差額分の 2割＋利用促進の 1割の合計 3割を

行政が負担する。ただし、鉄道駅がなく市街地か

らも離れている丹後町在住者に限定することで、

行政負担が大きくなりすぎないようにする。 

これらの財源であるが、2024 年度から京丹後市

で取り組んでいる新京丹後 MaaS 共創プロジェク

ト推進事業を、次年度以降も継続することを前提

としている。具体的には、現在は含まれていない

が、次年度以降に丹後町 NPO も共創パートナーに

組み込むことによって、上記の支援が可能となる。 

これら 2点の提案から、現在の課題である低廉

性と安定供給の課題が解消されることとなり、さ

さえ合い交通の利用可能性と持続可能性の向上に

つながるだけでなく、他地域で公共ライドシェア

の導入や運営の際に、政策的支援のヒントとなっ

ていくことが期待される。 
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「ヒューマンデジストリー」による市民文化の継承 
 

風間ゼミナール デジタルアーカイブ班 
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SAKAYORI）・住吉 陽菜（Hina SUMIYOSHI）・服部 綾萌（Ayame HATTORI） 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：デジタルアーカイブ、ヒューマンヒストリー、NFT 

 

1. 問題意識 

日本では 1990年代からデジタルアーカイブ（以

下 DA）の普及が始まり、現在では様々な研究機関

において DA 化が進んでいる。DA とは、知的財産

を音声、画像、映像などのデジタルデータにして

長期保存を図る取り組みである。DAの普及により

記憶容量が爆発的に増え、半永久的な保存が可能

になった。また、市民側も SNSの普及により自分

の情報を発信する姿勢が定着している。しかし、

日本の公共図書館では、DAが普及したものの、こ

れらの資料を公式 Webサイトから市民が自由に閲

覧できる、いわゆる DA のオープンデータ化の段

階で足踏み状態が続いている。現在の DA は、書

籍、写真、地図、絵画が多くを占めているが、地

域に根差した暮らしを描く、ヒューマンヒストリ

ーといわれるものはほとんど存在しない（2 章参

照）。 

 

2. 現状分析 

2.1 京都府の現状 

デジタルコンテンツのオープン化については、

先進的事例として「歴彩館」がある。京都府立京

都学・歴彩館（旧：京都府立総合資料館）は、原

作者のクレジット（氏名、作品タイトルなど）を

表示することを主な条件とし、改変はもちろん、

営利目的での二次利用も許可される最も自由度の

高い CCライセンス（CC BY）を使用している。こ

のライセンスは、作品の作者が、一定の条件を守

ることを前提にして、作品の自由な使用が認めら

れるものである。 

2.2 大阪市立中央図書館 澤谷晃子さんへのヒ

アリング調査 

この調査を通じて明らかになった課題として、

個人資料を集めることへのハードルの高さが挙げ

られる。約 3 万件のデータにアクセスできる「大

阪市立図書館デジタルアーカイブ」に「個人史」

と検索をかけると、ヒット数は 0件で検索条件に

該当するデータは存在しなかった。背景として、

ヒューマンヒストリーの価値を測ることは困難で

あり、ヒューマンヒストリーの作成者に著作権が

帰属するため、ヒューマンヒストリーの収集基準

が難しく、結果、DA が進んでいない現状がある。  

2.3 ヒューマンヒストリーの重要性 

ヒューマンヒストリーとは、自らの人生を資料

の形で記録することである。 

社会学者、マックス・ウェーバーは、「社会は個

人の性質、選択、選好などの集積である」と考え

た。また、ヒューマンヒストリーに関する社会学

的研究の有名な事例として、宮本常一『忘れられ

た日本人』に収録の「土佐源氏」がある。話の語

り部は路上生活をしている視覚障害者であり、人

生と性の遍歴を語っている。これは、当時の普遍

的な人間の営みや感情を反映した貴重な資料とな

っており、ヒューマンヒストリーを通じて初めて

見える文化や社会の姿があることを示す。行政視

点では、市民の感じる地域の課題を認知しやすく

なる役割も期待できる。 

 

3. 政策提言 

以上の現状分析を踏まえ、私たちは市民の些細

な日常「ヒューマンヒストリー」を貴重なデータ

として保存する市民参加型「デジタルアーカイブ」

の構築を提案する。そして、これを「ヒューマン

デジストリー」と名付ける。 
3.1 目的 

市民の参画による地域文化情報の充実、いつで

もどこでも誰でも自由に情報にアクセスできる社

会の基盤構築にある 

3.2 政策概要 

行政が、公共施設によるヒューマンヒストリー

でない DA の NFT 化とヒューマンヒストリーの DA

化を並行して行う。 

［公共施設によるヒューマンヒストリーでない

DAの NFT化］ 

ヒューマンヒストリーを含まない DA の NFT 化

を行い、NFTマーケットで販売し、DA事業にかか

るランニングコストを回収する。従来、デジタル

データは絵画や宝石と違い所有者を証明したり偽

造を防いだりすることが困難であるため、固有価

値を持たせることが難しかった。NFT（Non-

Fungible Token）とは非代替性トークンのことを

指し、データの改ざんや複製を困難にするブロッ

クチェーン技術によって、著作権や所有権を証明

でき、唯一無二のデジタルデータであることを示

す。つまり、たとえデジタル上で見たり、飾った
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りすることを他の人とシェアしても、NFT 上のデ

ジタルコンテンツのオーナーは NFT所有者のみで、

そこに価値があると考えられている。そして、NFT

の所有権は転売できるので、NFT マーケットの動

きに応じて買った時よりも高く売ることにより、

大きな利益が得られる可能性もある。また、NFTに

DAを出品する際、取引に関わる手数料のみが発生

するので、低コストである。 

具体的には、京都府立京都学・歴彩館デジタル

アーカイブ（公開）の 1,199,955 件の DA の内 CC 

BY に分類される DA を NFT 化し行政に利益が入る

ようにする。（図 1①）まず行政は CC BY に分類さ

れる DAを NFTマーケットに出品する。 

その際、NFT の所持者が誰であるかに関わらず

著作物を DA として行政が公開し続ける前提条件

を付与する。これにより、購入者が NFT 購入後に

既存の DA の公開を取り消すといった、公開範囲

が制限されるような事態は起こりえない。そして、

その前提条件に基づき、所持者は NFTを利用する

ことができる。（②）次に、NFTを売買。（③）NFT

が購入されることで行政は利益を得る。 

そして、NFTは購入者が転売することによって、

NFT 発行者がロイヤリティを受け取ることができ

るシステムになっている。（④）これを活用し、1

次購入者が 2 次販売をすると、1 次購入者だけで

なく行政にも利益が生まれる。このように NFT を

活用して、行政は DA に要するコストを回収する

ことが可能となる。 

 
図 1 NFT 化による収益の発生 

［ヒューマンヒストリーの DA化］ 

市民のヒューマンヒストリーを集めるため、市

のホームページ上に一定の規約を制定した「ヒュ

ーマンデジストリー」の専用ページを掲載する。

この Webサイトに、市民が自らの経験を写真や文

章の形式で入力して、関連キーワードを選び、自

由に投稿する。投稿されたヒューマンヒストリー

は自動的に DA化される。Webサイト内にはフリー

ワード検索を設置し、市民が興味を持った内容を

容易に検索できるようにする。また、誹謗中傷や

個人情報漏洩等の内容が投稿されないよう、Web

サイトにはそれらを弾く AI を利用したフィルタ

ーをつける。 

本来、DA化されている文化資料は真正性が担保

される必要がある。一方、ヒューマンデジストリ

ーは、あえて信憑性のないことを前提とし、市民

に投稿の自由を与えるので、行政側の人的リソー

スやタイムコストの大幅な削減が可能になる。同

時に、ヒューマンデジストリー内でアクセス数の

多い投稿を厳選し、市政広報の「市民しんぶん」

に掲載することで、インターネットを見ない市民

にもヒューマンヒストリーを届けられ、市民の参

加インセンティブを高められる。 

3.3 期待される効果 

「ヒューマンデジストリー」により、これまで

専門家が把握しきれない貴重な情報や資料が発見

され、社会の捉え方に新たな視点が加わる可能性

がある。また、この Webサイトの存在が、今まで

光の当たりにくかった地域の抱える課題の詳細を、

第 3者が知るきっかけとなり、世の人々に課題を

身近に感じさせることができる。 

加えて、社会がデジタルデバイド等の障害を解

消すれば、ヒューマンデジストリーにさらに多く

の市民参画が期待できる。結果、市民が地域や社

会に対する誇りや責任感を感じるようになり、地

域のアイデンティティが確立され、文化継承の意

識が高まると考える。  

                     

4. 今後の展望 

 現在明確な規定のないデジタル物の著作権等

が、将来的に法整備されれば、ヒューマンヒスト

リーも NFTとして運用することが可能になると考

える。また現在発展している AI の音声解析技術

を DA に用いることで、録音や動画を DAとして残

すことができるため、伝統音楽や口承文化等の記

録が見込める。これらは DAのコンテンツの幅の

拡大、延いては DA の多様化に繋がると考える。 
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1 はじめに 

 近年我が国では高齢化に伴い、公共交通機関の

あり方が問われ、過疎地域を中心に公共交通の福

祉化が進んでいる。しかし鉄道やバスなどはドア

to ドア型の自動車やタクシーに比べて移動時の

身体的負担が高いうえに昨今の感染症への懸念も

捨てきれないのが現状である。鉄道やバス車内の

優先座席や乗降時の配慮は最大限なされる一方で、

車内や座席の狭さ、エレベーターの設置状況など

設備に関しては依然として課題が残っている。 

さて、現在我が国においては 341の疾病が指定

難病として登録されている。治療法研究への利活

用はもとより、一定の条件を満たし申請すること

で医療費助成が行われる。不認定となった場合で

も障害者総合支援法によって就労などの支援が受

けられる。このように難病を有する者への支援が

拡充されつつある一方で、そうした支援は未だ地

域差が存在している。また難病に限らず、すべて

の難治性疾患を対象とした際の軽症者への支援・

合理的配慮までが充分でない現状もある。難病は

一括りで支援を議論することは難しく、人それぞ

れあらゆる症状を呈することからも、日常生活の

様々な面で支障をきたす事例が多数存在している。

そこで本研究では難病患者の日常生活や QOLの向

上に欠かせない“移動と移動手段”に着目した。

現在京都市には 8 つの鉄道に加え、9 社の市営・

民営バスといった公共交通機関やタクシーがあり、

あらゆる交通網が整備されている。その京都市に

おいて、難病患者の移動と移動手段の実態を把握

し、難病特性や経済的負担を考慮した移動を考案

することを本研究の目的とする。 

 

2 聞き取り調査 

2.1行政機関 

行政担当者が難病を抱える当事者の生の意見や

訴えを聞く機会があまりない現状であることがわ

かった。一方、難病患者を支援する支援機関との

連携は確保されているとの認識であった。京都市

独自で政策を行うことは京都府との二重行政を避

けるほか、府民・市民全体のサービス向上と効率

的かつ効果的な政策につなげるためにも、現段階

において独自の政策はほとんど打ち出されていな

い。我が国が推進する就労支援や生活支援など、

国が推進する各支援体制の充実により、追加支援

の必要性はないと認識されていることが伺えた。 

2.2 NPO法人京都難病連 

上記行政機関の聞き取り調査に対し、相談支援

を行う機関においては、行政との連携の不十分さ

が指摘された。難病患者は見た目ではわかりづら

い場合も多く、市民の認知向上も課題である。と

りわけ公共交通機関の利用においては、車いす利

用者への配慮のみならず、駅構内の構造上の問題

(エレベーターの数や位置)など課題が多く残って

いる。さらに重症度により身体障害者手帳や指定

難病受給者証を持たない難病患者も多く、制度の

狭間で影響を受ける難病患者も多い点などの課題

が明らかとなった。 

 

3 アンケート調査結果 

3.1アンケート調査回収率 

 京都市内 A区役所及び NPO法人京都難病連の協

力を得て令和 6年 8月から 9月末にかけて難病患

者とその家族等を対象にアンケート調査を行い、

A区役所から 3件、NPO法人京都難病連から 36件、

合計 39 件の回答を得た。このうち一件が欠損値

であったため、今回は 38件を分析対象とする。  

アンケート回答者のうち、男性は 12件、女性が

26件で、男女比はおよそ 1:2であった。また年代

別で見ると、全体の 80％以上に当たる 31件が 60

代以上であった。居住地は全体の約 65％に当たる

25件が京都市在住、13件が他県在住であった。表

1はアンケートの調査項目である。 

 
表 1 アンケート調査項目 

 
 

3.2 アンケート分析・考察 

 現在の状況について、指定難病受給者証を所持

する割合が最も高い結果となり（図 1）、「家族・

知人・その他」を除くと、指定難病あるいは指定

難病以外の難治性疾患を有する者は全体の約

97％であった。これら回答者の日常の移動手段の

結果を図 2に示す。電車やバス等の公共交通機関

の利用割合が 68％と最も高く、徒歩が 50％と 2番

目に高い。また自動車(家族等による送迎)が 42％

設問項目 設問内容

日常の交通手段 日常の移動方法

個人属性 性別・年代・居住地域

指定難病受給者証の有無
指定難病以外の難治性疾患の有無

現在の状況

85



 
と 3番目に高く、一定数が日常の移動で家族や知

人などの送迎に頼っていることが分かる。一方自

身で運転をする割合は 13％と低く、タクシーの利

用割合も 11％と低い水準であった。 

 

 
図 1 現在の状況 (複数回答可) 

 

 
図 2 日常の交通手段 (複数回答可) 

 

アンケート調査用紙に設けた自由記述欄では、

「症状が出た場合の自己対処が難しい」、「タクシ

ーの利用は気を遣う」、「一人で電車・バスに乗れ

ない」、「(見た目では分かりづらく)周囲から不審

な目で見られる」といった意見が挙げられた。 

以上を総合的に勘案すると、難治性疾患を有す

る者は普段から公共交通機関をよく使うものの、

移動中に発作が起こることへの不安や周囲の目線

に苦しむことが一定数あると考えられる。また、

家族等による送迎の割合も高く、移動時に他人に

頼らざるを得ない側面もあることが読み取れた。 

 

4 結論 

電車やバスといった公共交通機関の利用は低価

格で環境にもやさしい等のメリットがある一方で、

難病患者にとっては、以上に挙げたような特有の

事情に加え、鉄道やバスなどの車両の問題、駅構

内の設備の課題もある。そこで我々は難病を有す

るすべての人々が利用できるデマンド型乗合タク

シーの導入を提言する。デマンド交通とは、利用

者が希望する日時や乗降場所を指定して利用する

予約制の交通システムである（稗方 2017）。これ

までは山間部などの地方で多く導入されてきたが

（事例について、例えば宿利ほか 2024）、これを

「地域」に対してではなく、「人」に対して導入す

ることに我々の提言の新規性があると考える。導

入するメリットは大きく 4 つある。1 つ目はドア

toドアの利便性を安価に享受でき、かつ乗り合い

にすることで運営側のコストを抑えられる点であ

る。2 つ目は同乗する顧客が難病当事者や介助者

に限られる“難病患者専用車両”を導入すること

で車いす利用者等の一般車両では輸送困難な場面

を予め想定して車両設計をすることで安心して乗

車できる点である。また難病に理解がある乗務員

を採用することで車両設備や人材の面で安価かつ

質の高い移動支援が可能であると考えられる。3

つ目は、アンケート結果から徒歩や自転車といっ

た自力での移動が多い現状や、“疲れやすい”とい

う難病の特性があることからも、徒歩や自転車で

のハイリスクな移動を軽減することができる点で

ある。最後に、本年度より開始された指定難病登

録者証の開始により、不認定となった場合でも登

録者証が発行される仕組みが整ったことで、証明

書の提示で容易に本人確認が可能な点である。 

 

5 本研究の限界 

本調査は難病患者を対象としたものであり、デ

ータの収集が小規模であったため、提言した乗合

タクシーとしてのニーズは広く一般に当てはまる

と言い切れず、データの一般化は難しい点ご了承

いただきたい。本調査を基礎調査とし、今後対象

を拡げて調査を行う必要があるだろう。 

 

6 おわりに 

医療費控除においてタクシー代金の補助は行わ

れる一方、日常生活における移動補助は重症者に

限られるなど、依然として制度的課題が残ってい

る。また、難病を有する全ての人々が他の力を借

りず、自主的な外出が可能な社会を構築していく

ことが本質的に望まれる。日常生活はもとより、

観光などの外出機会が増えることで QOLは大きく

向上すると考える。重症者に限った支援のみなら

ず、軽症者を含めた幅広い支援も必要ではないだ

ろうか。 

 

最後に、本研究にご協力いただいたすべての皆

様に心より感謝申し上げます。 
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与謝野町における地域活性化と持続可能な 

産業振興に向けた政策提案 
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（京都産業大学法学部法政策学科） 

キーワード：人口減少、地域活性化、グランピング 

 

1.  はじめに 

 

与謝野町は、日本の多くの地方都市と同様に人

口減少と産業衰退という共通の課題に直面してお

り、特に若年層の流出が地域の経済や文化に悪影

響を及ぼし、更なる少子高齢化を引き起こしてい

る。具体的には、豊かな自然と伝統産業を有する

ものの、雇用機会の減少という深刻な問題に直面

していることから、現時点の与謝野町には若年層

を引き付ける魅力は少ない。したがって本提案で

は、地域活性化を最終目的として、自然資源を活

用したグランピング事業を通じて地域経済の活性

化を図り、交流人口を増やすことで、知名度向上

を目指す。 

 

2.  背景 

 

2.1 与謝野町が抱える問題 

 与謝野町では、2020 年から 2023年にかけて 20

代の人口が約 15%減少している。 (図１ )

 
   （図 1）与謝野町年齢 3区分別人口の推移¹⁾ 

 

 若年層の都市部への流出による人口減少は、地

域の労働力の減少や、地域経済に悪影響を与えて

おり、早急な対策が求められている。他にも、与

謝野町が抱えている問題は交通インフラが安定し

ていないことが挙げられる。これらを解決するに

は、莫大な資金を要するが、現段階では、与謝野

町には課題を解決する資金力がなく、知名度も低

いため、まずは上記の課題を解決していく必要が

ある。 

 

2.2 与謝野町のキャンプ場の現状 

 与謝野町周辺には天橋立が位置しており、令和

5年度の観光入込調査によると、約 276万人(宿泊

客：64.3万人、日帰客：212万人)²⁾もの観光客が

訪れている。その影響で天橋立周辺は観光客が多

く、周辺ホテルは満席でゆっくり観光できないと

いう口コミが多く見られた。 

 そこで本提案で活用させていただく大内峠一字

観公園は、静かな場所で天橋立を見下ろすことが

でき、料金が高く数ヶ月先まで満席でゆっくり観

光できないという人々の不満を解決することがで

きる。 

 大内峠一字観公園は知名度が低くあまり利用さ

れていないという課題はあるが、天橋立周辺の現

状を考慮すると、需要を高められる可能性を大い

に秘めている。 

 

2.3 与謝野町の財政状況 

 与謝野町の財政は、全国の地方自治体同様に厳

しく、令和 5年の実質公債費比率では、財政破綻

した北海道夕張市に次いで 2 位であった。³⁾この

原因として少子高齢化に伴う税収の減少とインフ

ラ維持のコストが問題となっている。 

 したがって、グランピング施設の開発には、外

部の資金調達や官民連携が不可欠となる。 

 

3.政策立案 

 

3.1 費用  

 グランピング施設を設置する際の具体的な費用試

算は、他地域の成功事例を参考にすることで現実的

な見積もりが可能となる。 

 その一例として、長野県白馬村のグランピング施設

では、初期費用は 5000万円～1億円が必要となった。
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これはテントや宿泊用キャビン、インフラ整備を含ん

だものであり、与謝野町でも同程度のコストがかかる

と予想される。⁴⁾ 

 また、運営コストとしては、年間で人件費 300 万〜

600 万円、清掃費 100万〜300 万円、光熱費 100万

〜200 万円、保険料 50 万〜100 万円が見込まれる。

これらのランニングコストをカバーするためには、収益

性を考慮した運営が不可欠であり、施設の規模やサ

ービス内容によってコスト管理を最適化する必要があ

る。そして、国の「事業再構築補助金」を活用すれば、

最大で 3 億円の補助金を受け取ることが可能となり、

初期投資や運営コストの負担軽減に大きく貢献でき

る。⁵⁾このように、具体的な費用試算をもとに、外部か

らの支援や補助金を活用することで、与謝野町にお

けるグランピング事業は、持続可能かつ収益性の高

い事業として実現可能である。 

 

3.2 グランピング事業の推進と観光振興 

 この政策は、与謝野町の自然環境を活かすもの

である。また、地域の伝統産業や農業体験を観光

プログラムに取り入れることで、地域経済と観光

業の相乗効果が期待できる。これにより、地域へ

の観光客誘致とともに、地域文化への理解が深ま

り、観光業の成長が促進される。 

 

3.3 雇用創出と定住促進 

 グランピング事業は地域に大きな利益をもたら

す。たとえば、長野県白馬村では、グランピング

やリゾート開発の成功により、年間約 200 人の雇

用創出に成功している。このように、観光業は地

域経済の重要な柱となり、地元の若者や移住者を

取り込む効果も生まれている。 

 与謝野町でも同様に、グランピング事業を軌道

に乗せることで、宿泊施設の運営や関連する飲食

店、アクティビティの提供に関わる雇用が創出さ

れ、地域内での雇用機会が大幅に拡大することが

期待される。さらに、観光業の発展が進むことで、

若年層の流出防止に貢献し、人口維持にも寄与す

る可能性がある。 

 このような成功事例を参考に、与謝野町におい

ても、グランピング事業が地域の労働力を引き留

め、定住促進の一環として機能することが期待さ

れる。 

 

4.政策案の課題 

 

4.1 環境への影響 

 観光客の増加に伴い、自然環境が損なわれるリ

スクがあるため、環境保護に配慮した施設設計が

必要である。それには、騒音や廃棄物の管理を徹

底し、キャンプ場有料化によって環境保全のため

の資金を確保することで、持続可能な施設運営を

実現することが求められる。 

 

4.2 季節による集客の変動 

 グランピングは季節に依存するため、閑散期の

集客が課題となる。それに対して、地域資源を活

用した季節ごとのイベントや教育プログラムを導

入することで、年間を通じて観光客を呼び込む戦

略が有効である。春には花見や農業体験、冬には

雪景色を楽しめるアクティビティを提供し、観光

客の興味を引き続けることが重要である。 

 

5. 解決策 

 

 観光業は短期的な利益を追求するだけでなく、

持続可能な経済モデルを構築する必要がある。施

設運営の収益を地域全体に還元する仕組みを導入

し、地域インフラの整備や育児支援などに資金を

活用することで、持続可能な地域活性化を実現す

ることができる。 

 

6. まとめ 

 

与謝野町が抱える課題は、日本全国の地方都市

に共通する問題であり、これに対する解決策とし

て、グランピング事業を核にした観光振興が有効

であると考えた。与謝野町の豊かな自然環境を活

かし、グランピングを通じて地域外からの観光客

を呼び込み、観光業の発展と雇用創出を図ること

は、地域経済の活性化に寄与することができるだ

ろう。また、地域の伝統産業や農業体験との連携

を通じて、地域独自の文化や産業を観光資源とし

て位置づけることができる。 

 ただし、グランピング事業の成功には、外部か

らの資金調達や官民連携による資金確保が必要で

あるとともに、環境保護への配慮が不可欠である。

また、季節変動による集客の課題に対しては、年

間を通じた多様なアクティビティやイベントの導

入が求められる。これらの点を踏まえ、持続可能

な観光事業のモデルを確立することで、与謝野町

の地域活性化に大きな貢献が期待できる。 
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式】Snow Peak FIELD SUITE HAKUBA KITAONE KOGEN
【公式】  (閲覧日：2024.10.22) 
 
⁵⁾事業再構築補助金の概要（閲覧日：2024.10.22） 
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1.はじめに 

 現在の日本には約 336万の企業が存在する。多

種多様な職種があり、学生はこの中から自身が希

望する進路へ就職するために就職活動を行ってい

く。しかし、実際に学生が知っている企業はこの

336万社のなかでもたったの数十～百社程度の情

報しか持っていないという現状がある。 

実際に全国求人情報協会が 2024 年 3月卒業予

定の大学生を対象に行った調査では、プレエント

リー16.8社、企業説明会参加 15.5社、書類選考

10.1 社、面接などの選考 10.9社と学生が企業の

選考に参加する数は限られていることがわかる。 

 また、株式会社マイナビが 2025年卒の大学生

を対象に就職意識調査を行ったところ、大企業へ

の就職を希望する割合が 53.7%となっていた。こ

れは前年度の 48.9%よりも 4.8%高い数値となっ

た。更に企業志向で中堅・中小企業が良いと回答

した学生は 5.8%にとどまっている。 

 日本では中小企業と言われる企業の割合は全体

の 99.7%も占めている。しかし、実際に就職活動

をしている学生の半数以上が大企業ばかりを希望

としている。待遇が良い企業にも関わらず知らな

いまま就職活動を終えてしまう学生も少なからず

存在するという現状がある。 

 

 
図 1「出身地・就職先分布」 

 

さらに、就職みらい研究所が調査した「大学生

の地域間移動に関するレポート 2024」による

と、京都府出身で京都以外の場所で就職する人は

全体の 29.6%もいることが分かった。これは大阪

府の 15.1%、兵庫県 17.9%よりも高い割合で地元

での就職をしないという現状がある（図１）。中

堅・中小企業への就職の促進は、中堅・中小企業

の多い京都での就職者の増にも寄与する。 

 本論文では大企業と中小企業を比較し、中小企

業と学生のマッチング方法とお祝い金制度の創設

を提案する。 

 

2.大企業と中小企業の比較 

まず始めに大企業と中小企業の違いについて比

較していく。まずここでの中小企業の定義は中小

企業基本法に基づいて製造業では「資本金が 3億

円以下または従業員が 300人以下」、サービス業

では「資本金 5千万円以下または従業員 100人以

下」とする。一方の大企業の定義は、明確な定義

が存在していないため、これらの条件を満たして

いない場合とする。 

 京都ではこの基準を基に 2021 年に経済センサ 

スが調査した京都に存在する 74,999社の企業数

のうち 74,822社が中小企業という定義に位置す

ることになる。更にその中小企業のうち小規模な

企業とされるのが 64,233社、残りの 177社が大

企業となる。 

 大企業と中小企業との違いを今回は、「所定内賃

金」、「前職の離職理由」、「大卒求人倍率」の 3つ

を挙げる。 

「所定内賃金」については、大企業と中小企業と

の間で月最大 10万円の格差があるとされてい

る。生涯賃金で 5,000万円の差がつくという統計

もあるため、相当な格差がある。 

次に、「前職の退職理由」については、大企業

の場合「定年・契約満了」のケースが多いとされ

ている。一方の中小企業の場合「収入が少な

い」、「労働条件が悪い」、「会社への不安が多い」

という理由が多い。 

最後に、「大卒求人倍率」について、2025年 3

月卒業に予定する大学生・大学院生を対象にした

調査では、従業員数が 300人未満の企業では

6.50 倍、300～999 人の企業では 1.60倍、1,000

人～4,999人の企業では 1.14倍、5,000人以上の
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企業では 0.34倍と中小企業では倍率が高くなる

傾向、大企業では倍率が低くなる傾向がある。 

 

3.中小企業と学生それぞれのメリット 

これらを見ると中小企業に就職をするメリット

は少ないと考えてしまうが、中小企業にしかない

メリットがある。 

中小企業では、任される仕事の範囲が広くやり

がいがある点、事業規模が小さい分仕事の流れが

把握しやすい点、業種や職種によるものの大企業

に比べて転勤、移動が比較的少ない点、アットホ

ームで社長との距離が近い点等が挙げられる。 

会社の経営の知識やスキルを身につけることが

できるという点において、将来起業を考えている

人には大切なメリットであると考えられる。 

一方で、株式会社マイナビによると、中小企業

が学生を採用するメリットは、後継者不足の中小

企業にとって「新卒採用は、将来を担う優秀な人

材を獲得できる絶好のチャンス」であることが挙

げられる。さらに、新卒採用を通じて企業ブラン

ディングを強化できる点もある。広報活動を通じ

て自社の魅力を広く伝えることができ、知名度の

向上にも寄与する。これにより、企業は後継者を

得る可能性があることで、持続的な成長を目指す

ことができる。 

 

4.中小企業と学生のマッチングと就職支援 

 中小企業がより多くの新卒の学生に知ってもら

うために私たちはキャリアセンターの就職支援活

動とお祝い金制度を提案する。 

 より多くの学生に知ってもらうために有効な手

段のひとつにキャリアセンターとの連携が重要だ

と考える。キャリアセンターは就職活動を行うと

きに支援をする場所として一番学生に近い存在で

あり、気軽に利用する学生も多いだろう。 

 株式会社リクルートが 2023年に調査した各大

学のキャリアセンターが実施する就職支援サービ

スへの参加状況で、「80%以上の学生が参加した」

大学が 22.7%、「60%～79%参加」が 28.8%と 6割以

上の学生がキャリアセンターの支援活動に参加し

た大学が 50%以上もある。このデータからも多く

の学生が就職活動でキャリアセンターを利用する

ことがわかる。 

 このキャリアセンターと中小企業が連携して学

生が参加しやすいセミナーや説明会を企画するこ

とで中小企業を多くの学生に知ってもらう機会が

作れると考える。キャリアセンターが企画するこ

とで中小企業に興味があるが、実際にどの企業が

自分にとって合うのかわからないという学生にも

気軽に参加出来る。 

 いま一つの提案は、京都の自治体が京都で就職

した学生とその就職する企業にお祝い金を給付す

るという制度を創設することである。雇用保険に

は、早期に再就職した求職者に対するお祝い金

（再就職手当）がある。そうした制度を参考に、

京都の大学で学んだ学生が京都に本社のある企業

に就職した場合に、京都市としてお祝い金を出す

ことで、図１に示した現状よりも、さらに多くの

学生が京都で働くことが期待できる。その結果、

京都市の税入が増えるとともに、雇用増による産

業振興にも寄与すると考える。 

 

5.まとめ 

京都にはまだ学生に知られていない歴史ある中

小企業が数多くある。その企業で学生が働き、京

都を更に活性化させた街に成長出来るように、大

学のキャリアセンターと連携し、また就職岩金制

度を創設する等、京都全体で新規学卒者の支援活

動を行っていくことで、中堅・中小企業への就職

を希望する学生とのマッチングが進むとともに、

京都経済の活性化や税収増加も期待できるといえ

る。就職祝い金の政策的効果については、当日ま

でにより詳細に検討する予定である。 
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再生可能エネルギーによる地域振興 
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1．はじめに 

農業は、地域振興において重要な役割を果たす。

まず、農業は多くの地域にとって主要な産業であ

り、地域住民の生活基盤となっている。農業が発

展し、地元で生産された農作物が消費されること

で、地域経済の循環、雇用が生まれる。また、農

業は地域住民の生活を支えるだけでなく、若者や

移住者を呼び込む。特に、ソーラーシェアリング

(以下 SS とする)などの新しい形態の農業が注目

される中で、持続可能な農業モデルが次世代の雇

用機会を創出し、地域社会を発展させる手段とし

て重要視されている。  

 

2．研究の目的・背景  

近年、農業経営体の減少が続く中で、農業の規

模拡大化が進展している。また、農家人口のほと

んどが小規模農家であり、農業収入のみで生計を

立てることが困難であるという理由から、農家全

体のなかで兼業農家数は増加の傾向にある。この

ように、農家の収入の低さが農業の衰退を招く一

因となっている。そこで、SSの促進により農家の

収入を安定させ、農業の発展とともに地域振興の

実現を目指す。SSとは、農地の上部に太陽光発電

設備を設置し、農業を経営しながら太陽光発電も

行うシステムである。農業での収入に太陽光発電

での売電収入を加え、農家の収入の安定化を図

る。 農林水産省(2024)によると、営農型太陽光発

電(SS)設備を設置するための農地転用許可実績は

平成 25 年度から増加傾向にあるが、まだまだ十

分に普及しているとはいえない。令和 3 年度の時

点では計 4,349 件、その農地面積は 1,007.4ha で

あった。また、図 1より太陽光発電のお役立ちサ

イト「アスグリ」を運営する GRITZによる「ソー

ラーシェアリング（営農型太陽光発電）に賛成で

すか？反対ですか？」というアンケート調査

(2024)では 68.5%と大多数が賛成と答える結果に

なった。反対意見は 20.5%にとどまり、SSに関し

ては多くの人が前向きな姿勢を持っていることが

わかった。賛成の理由として 最も多かったのは耕

作放棄地問題の解決に期待するもので 70.8%、そ

の次に多かったのは、売電による安定収入の確保

やエネルギーの地域自給に貢献できるといった声

で 67.9%であった。一方反対する理由としては、

図 2 より初期費用と SS の申請手続きの面倒さが

あげられた。特に初期費用が高額であると言う意

見が多くみられた。SSの申請手続きは農地転用許

可や再生可能エネルギーの申請など、SS の導入に

は複雑な申請手続きをいくつも踏まなければなら

ない。こうしたコストや申請手続きに対する不安

が、SS の導入を諦める大きな要因となっている。 

 
図 1 SSに賛成か反対か 

 

 
  

3．方法  

上記であげられた課題を企業の参入によって解

決する。本レポートでは、主に千葉県における SS

事業に取り組む企業の実態を調査し、SSを通じた

農家と企業の連携体制について、今後の新たな

方針を提案する。  

 

4．結果  

はじめに千葉県における SS の実態と現状につ

いて説明する。千葉県では、日本国内外の企業や

自治体が共同で SS 事業に着手しており、SS の推

進力は非常に高いといえる。そのため、県内では、

    図２ SS に反対の理由  
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農地への SS の導入が多く行われており、SS の設

置に必要な農地転用許可実績は、4,349件中の 636

件(令和 4年 3 月末現在)と国内で比較しても多い

ことがわかる。  

4.1 千葉エコ・エネルギー株式会社  

 幅広く再生可能エネルギー発電の事業化支援に

関わっており、現在は SSの事業支援、研究開発を

中心に運営されている。提案、農業委員会への一

時転用許可申請の支援から、運転開始後のアグリ

マネジメントまで、どんな場面でも最適なサービ

スを提供するなど、300件以上の SSの事業支援を

行っている。   

 4.2 京セラコミュニケーションシステムが提案

する SS 

初期投資ゼロで始められる SS を提供し始めた

ことで注目されている事業プランである。利用者

は売電収益から得られる月額利用料金を支払うこ

とで SS をしながら農業を行うことができる。初

期費用が高額であるために SS を導入できなかっ

た小規模農家も初期投資を気にせず出資できる。 

 4.3 災害時における SSの利用 

SSは災害時にも利用可能である。千葉県匝瑳市

で SS に取り組む市民エネルギーちば株式会社は

台風 15号時に「第一発電所」の前で無料充電ステ

ーションを開設した。SOLAR JOURNAL(2019)による

と設置された 5台のパワーコンディショナから充

電できる場所を提供し、停電が復旧するまでの 6

日間で延べ 150 人が利用した。合計 37 設備から

55kW の電力供給が可能であり、第 24 回関東地域

エネルギー・温暖化対策推進会議の資料 3による

と匝瑳市では住宅用第 24 回関東匝瑳市では住宅

用発電システムのパネル容量を 4kW(一軒)とする

と、貯蓄量が現在 2.8MWにまでのぼっている。 

 

5．考察 

以上のことから、千葉県を中心に SSに関する事

業は盛んにおこなわれており、当初の課題であっ

た高額な初期費用や申請手続きなどを企業が仲介

に入ることで農家への負担が軽減される事例が確

認された。また、SSの導入は、農家・企業に対し

収入源となるだけではなく、非常用電源、防災拠

点として、地域における短期的なエネルギーイン

フラの自立を実現することが分かった。これらの

ことから、SS 事業における企業の参入は農家や地

域に対し、SS 事業を推進するだけでなく,地域振

興を達成することが確認された。 

今後における企業の参入モデルの一つとして、

SS のもとで栽培された農産品をふるさと納税の

返礼品とすることを提言する。アスエネ株式会社

では脱炭素社会の構築の推進を掲げるチャレン

ジ・カーボンニュートラル・コンソーシアム(CCNC)

で CO2 を見える化した商品の売り上げが約 40%上

がったことから、環境に配慮した商品への需要が

高まっていると考えられる。また、日本政策金融

公庫の消費者動向調査(2022)によると、環境に配

慮した農産物・食品について、「一般の商品と同等

の価格なら購入したい」と考える消費者は 50.3％

であった。ふるさと納税でも環境に配慮した製品

を押し出すことで、農家はグリーンコンシューマ

ーからの寄付金額の増加も望むことができる。ま

た、他のふるさと納税の返礼品との違いを明確に

することができる。このアプローチにより、ふる

さと納税を通じて環境保護への貢献と地域振興を

同時に達成できると考えられる。また、ふるさと

納税の返礼品に、配送支援やホームページ制作な

どで、農家をサポートした企業名を掲載すること

で、企業の環境貢献活動を可視化し、返礼品を環

境配慮型商品としてアピールできると同時に、企

業の取り組みを広く発信する機会なる。 

SSは脱炭素社会、脱原発社会への貢献ばかりで

なく、日本の農業を変える可能性がある実用的な

発電手法であり、地域に大きな影響をもたらす可

能性のある技術である。さらなる持続可能な農業

とエネルギーの未来を実現するために今後の発展

を期待したい。  
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(1)農林水産省(2024)「営農型太陽光発電について」     

（ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energ

y/attach/pdf/ einou-48.pdf）(参照 2024-10-21) 

(2)株式会社 GRITZ(2024)「ソーラーシェアリング（農型

太陽光発電）に関するアンケート」

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.00011

7277.html）(参照 2024-10-21). 

(3)千葉エコ・エネルギー“ソーラーシェアリングの事業

化支援 (2014). https://www.chiba-eco.co.jp/3,(参照

2024-10-21). 

(4) 京セラコミュニュケーションシステム株式会社

(2024)“農業用ハウスへの初期投資ゼロで始められる「営

農 型 太 陽 光 発 電 」 を 開

始”https://www.kccs.co.jp/news/release/2024/0709/,

(参照 2024-10-21).  

(5)匝瑳おひさま発電所(2023)Sosa Ohisama Energy.“農

業と、地域と、仲間と共に未来へ”.https://sosa-

ohisama-energy.jp/,(参照 2024-10-21). 

(6)関東経済産業局(2022)第 24 回 関東エネルギー・温暖

化対策推進会議 

（ https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ene_koho/dat

a/suishin_kaigi_24_3-3.pdf, ）(参照 2024-10-21). 

(7)アスエネ株式会社(2024)「脱炭素に“触れ、学び、取り

組む”ことで生活者の意識を変える第一歩を」をコンセプ
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まち×学生 縁結びプラットフォームの提案 
‐まちづくりサークルと地域団体の連携強化に向けて‐ 

 

同志社大学政策学部風間ゼミナール地域プラットフォーム班 

○安田 薫（Kaoru Yasuda）・大谷 航輝（Koki Otani）・若尾 達平（Tappei 

Wakao）・宮本 陽（Haru Miyamoto）・齊藤 聖（Hijiri Saito）・上田 夏実

（Natsumi Ueda） 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：学生サークル、地域の繋がり、プラットフォーム 

   

1. 問題意識 

京都市はバブル崩壊以降、市民の幅広いニー

ズに対応するため積極的に市民協働を進める政

策に取り組んできた。しかし、少子高齢社会を

迎え、かつてのまちづくりの担い手が高齢化し

てきており、京都市は新たな協働の主体として

大学生の存在に着目した。大学生がまちづくり

に参画することで、地域の人手不足を解消する

ことができるほか、若者特有の新たな目線で、

まちづくりを行うことができる。 

しかし、2023 年度に京都市職員平子氏が独自

に同志社大学の学生 245名を対象として実施した

アンケート調査によると、「まちづくり活動」

への参加経験がある人の割合 33％であった。こ

の調査結果から、私たちは、行政によって既に

若者の市民協働を促進させる取り組みが行われ

ているにも関わらず、実際にまちづくりに参加

した経験のある大学生は少ないことに、問題意

識を抱いた。この問題は学生サークルと地域団

体の結びつきを強めることで解消できるのでは

ないかとの仮説のもと研究を行った。 

 

2. 現状分析 

2-1.学生のまちづくりに関する意識調査  

 私たちは、大学生のまちづくりへの関心を把

握するため、まちづくりに関する意識調査を行

った。対象者は、同志社大学政策学部の 2024 年

度秋学期講義「政策過程論」の受講生 159名であ

る。調査によると、全体の 65%に当たる学生がま

ちづくり活動に関心を持っていることが分かっ

た。そのうち、およそ 75%に当たる学生がまちづ

くり活動に「参加したことがない」と回答し

た。まちづくりに関心があるにも関わらず、実

際に参加した経験がない理由（複数回答可）と

して、「一人では参加しにくい(44%)」、「参加

するための障壁が高い(38%)」、「何から始めた

らよいのかが分からない(36%)」という意見が挙

げられた。一方で、まちづくり活動に参加した

経験のある学生 27 名のうち、18 名がまちづくり

サークルに所属していた。このことから、個人

でまちづくりに参加するよりも、学生中心のま

ちづくりサークルの一員として活動を行う方

が、まちづくりに対する学生の心理的ハードル

を低くすることができると考えられる。また、

学生個人に比べて組織力を持つサークルがまち

づくりに参画することで、協働における活動の

幅が広がると考えられる。加えて、まちづくり

サークルの活動が活発化することで、京都市に

おける地域力が高まり、ユニークな試みが生ま

れることが期待できる。 

 

2-2.まちづくりサークルが抱える問題 
 私たちは、まちづくりサークルが現在抱えて

いる問題を調査するため、同志社大学政策学部

内の学生団体 Uni-vate の代表 A さん（仮名）に

インタビュー調査を行った。学生団体 Uni-vate

は「政策を学んで実践する」ことをコンセプト

に 2022 年に設立されたまちづくりサークルであ

る。Aさんに、Uni-vateと地域団体の連携の経緯

を伺ったところ、現在行っているプロジェクト

はサークルメンバー個人が持つ縁によって協働

が行われていることがわかった。学生の市民協

働を行うためのアクセスポイントが複雑化して

いるため、どれを利用したらよいか判断が難し

いという。また、新しいプロジェクトを行いた

い場合、連携先を発見するのに時間がかかるこ

とも問題にあげている。さらに、行政から紹介

された地域団体とサークルの理念に違いがある

ことや、行政が仲介に入ったことで関係を解消

したい旨を言い出しづらい現状があることも判

明した。 

 そこで私たちは、まちづくりサークルが地域

団体との連携を有効かつ効率的に行うことがで

きる仕組みを提供することを目的として、地域

連携のプラットフォーム「まち×学生 縁結び

プラットフォーム」を提案する。 

   

３．政策提言  
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 「まち×学生 縁結びプラットフォーム」は、

まち（地域団体）と学生（まちづくりサークル）

を「お見合い」という形で出会いの機会を演出

し、両者にとっての良縁を生み出すプラットフ

ォームである。 

 
図 1．縁結びプラットフォームの流れ 

 

3-1. 京都市学生まちづくりサークル連盟 

 現在京都市には、たくさんのまちづくりサー

クルが活動しているが、情報がひとつに集約さ

れる場が存在しない。そこで、「まち×学生 

縁結びプラットフォーム」を効率的に運営する

ための基盤組織として、コンソーシアム京都の

地域連携事業部のもとに「京都市学生まちづく

りサークル連盟（以下、連盟）」を設置するこ

とを提案する。まちづくりサークルが連盟に加

入することのメリットは、後述の地域団体との

「お見合い会」への参加を通じて、自分たちの

意識や能力にあった協働相手を探しやすくなる

点である。また、連盟の存在によって、活動に

信用が生まれることが挙げられる。 

 連盟の設置に伴って、登録サークルの活動履

歴、メンバー、関心のある事業、サークルの歴

史などを記載した「ポートフォリオ」を各サー

クルに作成・更新してもらう。そして、その情

報を HP で管理し、検索・閲覧ができるようにす

る。地域団体は、これによって最新のまちづく

りサークルの情報を得ることができる。また、

連盟は定期的に連携先となる地域団体と出会う

ためのイベント「お見合い会」を開催する。 

（3-3実施の流れを参照） 

 

3-2. 地域団体に関する情報 

 学生まちづくりサークルと協働する地域団体

に関する情報の収集・管理については、地域コ

ミュニティサポートセンターが担当する。当セ

ンターは京都市文化市民局自治推進室の統括の

もと各区役所が運営しており、大学コンソーシ

アム京都と、「学まちコラボ事業」や「輝く学

生応援プロジェクト」などの事業連携を通じて

既に協働関係を結んでいる。各区役所が、地域

団体に「お見合い会」への参加を呼びかけるこ

とで、有効かつ効率的な運営が可能となる。地

域団体に関する最新の情報を収集するため、地

域団体の見学会を開催したり、地域団体の方も

「ポートフォリオ」を掲載する機能を追加した

りする方策も考えられる。 

 

3-3. 「お見合い会」の実施の流れ 

 「お見合い会」では、参加サークルによる活

動報告会と、各サークルがそれぞれのブースを

持ち、地域団体と自由に対話を行う時間が設け

られている。 

 「お見合い会」でお互いが好感触を得て、協

働の気持ちが高まった場合には、地域訪問を実

施する。地域訪問では、まちづくりサークルが

地域団体の活動場所に赴き、お見合い会だけで

は見ることができなかった活動や地域の雰囲気

を感じ取り、協働の検討材料とする。 

即座に協働を行うかどうかの結論は出さず、

地域訪問の後に、双方に第 1 次 YES/NO シートを

送る。このシートは「NO」を選択すると協働か

ら撤退し、「YES」を選択すると、試用期間が開

始する。試用期間は、サークルと地域団体の二

者間で相談のうえ設定する。この試用期間のみ、

市の協働コーディネーターも関わり、助言を行

うことによって、地域団体と学生の対等な関係

を作っていく。試用期間が終了した後に、再び

第 2 次 YES/NO シートを交換し、正式に協働関係

を結ぶかどうかの判断を行ってもらう。 

以上のようなプロセスを経て、まちづくり学

生サークルと地域団体のマッチングを行うこと

で、持続可能な協働関係を作っていく。 

 

4. 期待される効果と展望 

 本提案は、大学コンソーシアム京都のもとに

行われる。大学コンソーシアム京都は、全国初

の大学間連携組織で、全国大学コンソーシアム

協議会事業の先導的存在である。大学コンソー

シアム京都が当プラットフォームを利用して、

大学生のまちづくりへの参加の増員に成功した

暁には、全国へとその波長が生じると期待され

る。 

 
5. 参考文献 

（1）平子愛望（2023）修士論文 

（2）自治会・町内会＆NPO おうえんポータルサイト「地

域 活 動 助 成 制 」 (https://chiiki-

npo.city.kyoto.lg.jp/assoc_cat/support,2024 年 10 月

20 日最終アクセス) 
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京鹿の子絞を使った子ども中心の地域づくりの可能

性 
―ワークショップで伝える伝統産業の魅力― 

 

佛教大学社会学部大谷ゼミ京鹿の子絞班 

○塚田 鈴夏(Suzuka Tsukada)・大槻 拓光(Takumi Ootsuki) 

鴻原 花菜(Hana Kouhara)・高木 陽菜(Haruna Takagi) 

保木 響生(Hibiki Hoki) 

(佛教大学社会学部現代社会学科) 

キーワード：京鹿の子絞、ワークショップ、地域づくり 
 

1．はじめに 

1.1 研究目的 

私たちのチームは「京都の伝統産業である京鹿

の子絞の認知度向上と京都市の子どもを中心とし

た地域づくり」を本研究の目的に設定した。 

京都には、昔から沢山の伝統産業が生活に根付

いている。そして、伝統産業は京都の文化を支え

ているほか、観光客にもその魅力を提供している。

しかし、伝統的工芸品の生産額は年々漸減傾向に

あり、近年の日本の生活様式の洋風化などを受け

伝統産業は衰退の一途を辿っている（経済産業省 

2022) (伝統的工芸品産業振興協会 2024)。 

このような現状を受け、私たちは伝統産業に着

目した。そして、京鹿の子絞も京都の伝統産業と

して古来より着物を染める技法として盛んに製造

されてきた。しかし、着物離れが進む中、人々の

生活からこうした伝統が遠ざかっているのが現状

である。だが、この技法は着物だけでなく Tシャ

ツや手ぬぐいなど現代のライフスタイルに合わせ

た活用が可能である。そのことから、伝統産業に

あまりなじみのない若年層、特に子どもへの周知

をはかることで今後の伝統産業を盛り上げていく

きっかけになるのではないかと考えた。 

京都市では、地域活動への参加率の低下を課題

として挙げており、推進項目として「住民同士の

つながりづくり」を挙げている(京都市 2022)。

また、京都市学校運営協議会は子どもと地域のつ

ながりが深まることによって地域のネットワーク

強化、次世代の人材育成につながると説明してい

る（京都市教育委員会事務局 2021)。 

そこで私たちは京鹿の子絞の体験型ワークショ

ップ(以下 WS)を通して、その魅力発信、認知度向

上を図るとともに、京都市の特に若年層である小

学生にフォーカスをあてた交流の場の提供を行い、

その実践を報告する。 

 

1.2 先行研究 

伝統文化を活かした地域づくりを考察した谷沢

明の研究では、自然や文化を重視した誇りの持て

る地域づくりが我が国の重要課題であり、地域づ

くりは、あくまで地域社会の住民が主体であると

述べた（谷沢明 2004）。また、木谷忍・長谷部正・

飯塚聖司は、伝統文化活動が地域づくりへの意識

にも反映している可能性を見出し、地域文化を継

承していく社会の仕組みや慣習は人的ネットワー

クの土台になるという（木谷他 2011）。 

また、子どもと地域文化の関係について研究し

た佐藤一子は、子どもの豊かな心や地域文化の担

い手を育成するためには、学校や地域において、

子どもたちが身近に伝統文化に触れる機会の充実

が必要であると述べている（佐藤 2016）。 

上記の先行研究より、伝統文化を活かした地域

づくりの可能性、子どもの豊かな心をはぐくみ、

地域文化の担い手として育成するためには、伝統

文化を地域づくりに活かすことが重要であること

がわかった。そこで私達は、子どもに対して京鹿

の子絞の魅力を発信し、周知を図るための方法と

して、京鹿の子絞の技法を実際に体験する WS を

計画し、その実践を通して、地域づくりを目指す。 
 

2. 対象 

2.1 京都市について 

京都市は京都府の県庁所在地で、令和 6年 10月

現在、人口は約 143万人。世帯数は約 75 万と推計

されている(京都市 2024)。金閣寺(鹿苑寺)や清

水寺(音羽山清水寺)や元離宮二条城などがあり、

歴史的、文化的に有名な場所が多く見られる。そ

のため、国内外問わず観光客が訪れる市である。 

 

2.2 京鹿の子絞について 

京鹿の子絞は、京都府一帯で作られている染織

品である。布を糸で括って染め上げる染色技法の

1 つで、括られた部分が染色されずに白く残るこ

とで模様を表現する。染め上がった模様が子鹿の

斑点を連想させるため、「鹿の子絞」と呼ばれるよ

うになった。 
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3. 調査内容 

今回私達は、京鹿の子絞職人である田端和樹氏

へのインタビュー調査(2024 年 5 月 25 日、9 月 3

日)を行い、実際に京鹿の子絞（後述の雪花絞り）

の技法を体験させていただいた（9月 3日）。 

 

4. 調査結果 

京鹿の子絞職人である田端氏へのインタビュー

調査から、以下のことが分かった。 

4．1 絞り染めについて  

奈良時代に栄えた天平の三纈という 3つの染色

技法があり、この 3つが日本最古の染色方法であ

る。田端氏が現在行っている技法はこれらのうち、

2 つ目の夾纈、3 つ目の纐纈にあたるという。現

在、絞り染めには 100種類ほどの技法があり、そ

の中でも「雪花絞り」が日本のオリジナルのもの

であると仰っていた。 

 

4．2 後継者について 

京鹿の子絞の従事者は現在、高齢化が進んでおり、

若い世代の後継者がいない。実際、田端氏の同世

代や下の若い世代はおらず、一番若い職人が田端

氏だと仰っていた。また現在、他の伝統産業でも

同じような状況であるとも仰っていた。 

 

4．3 伝統工芸の存続について 

 伝統工芸をこれから残していくには、一つの商

品を大切に長く保管するだけでなく、積極的に日

常生活で使用していくことが大切であると説明さ

れていた。 

 

5. 政策提言とその実践 

以上の先行研究と調査結果を踏まえ、私たちは

京鹿の子絞を子どもへ周知し、その魅力を伝える

ために京都市に住む小学生とその保護者を中心に、

一般市民も含めた体験型 WS「つくろう！ あなた

だけのオリジナル手ぬぐい」を 9月 28日、佛教大

学にて行った。 

WSでは京鹿の子絞の中でも「雪花絞り」と呼ば

れる技法を用いた。「雪花絞り」とは比較的工程が

単純で、生地を三角形に折り、角や辺などを染料

に浸け、生地を広げると雪の結晶のような模様に

なる技法だ。染める箇所や深さ、染める時間の長

さにより様々な模様や色を作り出すことができる。 

当日は、田端氏と私たちゼミのメンバーが主催

側としてイベント運営を行い、小学生とその保護

者を中心とした計 28名の参加者が集まった。 

初めに、田端氏から、京鹿の子絞に関する歴史、

現状について説明していただき、その後、私たち

の説明のもと、参加者がそれぞれオリジナルの手

ぬぐいの染色体験を行った。体験を行う中で染め

た後の模様を参加者同士で見せ合いながら楽しん

でいた参加者の様子が多く見られた。 

最後に、田端氏への質問コーナーを設け、小学

生から保護者まで多くの質問がよせられた。 

手ぬぐい作成後に行ったアンケートの結果とし

て、以下のことが分かった。有効回答数は 26人分

である。 

 「このイベントに参加する前から京鹿の子絞と

いう技法や製品のことを知っていましたか」とい

う質問に対しては、47％が「いいえ」と回答して

いた。その中で、66％は「興味を持ち、もっと知

りたいと思った」と回答していた。また、感想の

記入欄では、「このような素晴らしい伝統文化を絶

やしてはいけないと強く思った」「とてもワクワク

しながら伝統について知れて良かったのでまた体

験したい」などの意見が寄せられた。 

この結果から、今回のイベントが京鹿の子絞の

認知の向上と京都市の子どもを巻き込んだ地域づ

くりの一端を担えたのではないだろうか。 

今後は小学生だけでなく、対象を中学生、高校

生、大学生に広げることで、さらに幅広い年齢層

の若者を対象とした地域づくりが出来ると推測す

る。そして、WSの主催を自治体と協働し、定期開

催することで住民が主体となった地域活動を可能

にし、持続的な地域づくりにつながるのではない

かと考える。 
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OIMO 
‐宮津市府中地域の今と今後に向けて‐ 
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○山川 莉央（Rio Yamakawa）・東山 楓子（Fuko Higashiyama）・中村 駿汰（Shunta 

Nakamura）・山本 直輝（Naoki Yamamoto）・藤原 壮希（Soki Fujiwara）・ 
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（京都産業大学 経済学部 経済学科） 
キーワード：宮津市府中地域、芋掘り、古民家 

 

1. はじめに 

 私たちは、宮津市府中地域で「府中をよくする

地域会議」と連携し、地域外からの関係人口の増

加を目的とした取り組みを行っている。宮津市に

は日本三景の一つでもある天橋立や地域ならでは

の魅力も多くあるが、現状として人口は減少傾向

にあるのと同時に少子高齢化も進んでおり、この

問題に向き合う必要があると考える。 
表①(国勢調査 2020より) 

 流入人口 流出人口 総人口 

宮津市 121 人 2,242 人 16,758 人 

京都市 320,935 人 268,508 人 1,463,723 人 

特に人口減少が深刻化していることから、宮津

市の流入人口・流出人口に着目した。上記の表に

よると、宮津市の流入人口が流出人口の約 0.05倍

である。京都市の同年の数値と比較する。京都市

は流入人口が流出人口の約 1.2倍である。以上の

ことから、宮津市は流入人口が、流出人口や他地

域の数値と比べてとても少ないことが読み取れる。

私たちは、この流入人口を増やすことが宮津市の

人口増加や地域活性化につながるのではないかと

考えた。さらに、宮津市外の人々が宮津市の魅力

を発見し、足を運びたくなるようなきっかけ作り

が必要であると考えた。 

 そこで私たちは、人口減少問題を解決する一つ

のきっかけとして、宮津市の豊かな自然と美しい

景観や歴史ある地域の魅力を宮津市外の人々に広

めるために、宮津市府中地域での芋ほり体験イベ

ントと丹後郷土資料館にある旧永島家住宅での料

理体験を企画・実施する。 
 

2. 参考事例 

2つの事例を取り上げる。1つ目の事例として、

関係人口の重要性を明確にするために、新潟県十

日町市の池谷集落で行われている、他地域からの

除雪作業ボランティアの事例を挙げる。この地域

では、ボランティアが何度も集落を訪れるイベン

トを通じて、住民との交流が 10 年以上続いてい

る。この事例を宮津市と比較して考えた際、過疎

化や高齢化などの共通点が多く、池谷集落の取り

組みは非常に参考になる成功例だと感じた。成功

要因として、季節ごとの作業にボランティアが関

わり、一年間を通じて訪れる仕組みが作られてい

ること、ボランティアの方々が宿泊できる施設を

設置し、住民との交流会を積極的に開催している

ことが挙げられる。また、住民と一緒に料理を作

るなど、ボランティアとの交流も大切にしている

点も特徴的である。さらに、ボランティア活動を

通じて移住者を獲得した例も見られる。このよう

に、関係人口を増やすためには、地域の発展や活

性化に向けた取り組みを地域内外に発信し、中長

期的な視点で進めていくことが重要であると考え

る。 
 2 つ目の事例として、宮津市との共通点があり、

同じ芋という材料を使った地域活性化を目指す事

例を挙げる。鹿児島県鹿屋市柳谷集落（通称“や

ねだん”）では、住民主体の「補欠のいない地域」

を目指し、集落の再生に取り組んできた。過疎高

齢化に悩まされていたこの地域では、耕作放棄地

を利用してサツマイモを栽培し、その芋を加工し

て焼酎「やねだん」を開発・販売している。この

焼酎の売り上げを自主財源とし、地域活性化や地

域創成に繋がる活動を行っている。 

また、少子高齢化に伴う空き家問題や耕作放棄

地問題が発生する中、柳谷の住民たちはボランテ

ィアで空き家をリフォームし、寺子屋やカフェを

開設した。これにより、地域の魅力が高まり、若

者の移住や新しい命の誕生が増えている。「行政に

頼らない感動の地域づくり」を掲げ、住民総出で

稼いだ自主財源は、運動遊園の建設、高齢者福祉、

青少年教育などに使われている。また、空き家を

迎賓館として芸術家を誘致し、集落内にギャラリ

ーやカフェも設置した。この活動は「奇跡の集落」

として注目され、全国から年間約 5,000人の視察

者が訪れている。 

  

3. 体験イベントの計画 

 これらの問題意識、先行研究から府中地域の地

域内を盛り上げると同時に地域外からも呼び込む

ことにより、まずは府中地域の関係人口を増やす。

そして、将来的には定住人口の増加を目的として
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いる。そのためには、府中の魅力を知ってもらう

必要があると考える。私たちが考える府中の魅力

は、豊富な自然と美しい景観、そして地域の人の

温かみであると考える。それらの魅力を知っても

らうための取り組みとして、府中よしだファーム

にて 11月 10日(日)にさつまいもの収穫体験と料

理体験を実施する。 

今回イベントで使用する畑は、耕作放棄地（※

1）であったが、府中よしだファームが畑として蘇

らせたものである。今回のイベント内容がさつま

いもの収穫体験である理由は、視覚や触覚のほか

嗅覚などを使って、非日常な自然を全身で体感し

てもらうためである。またこの取り組みでは、府

中地区の自然と美しい景観、地域の人との交流で

府中の魅力を目と心で感じ取ることが出来る。 

まず、このイベントのメインターゲット層は、

地域外の人である。具体的には、福知山公立大学、

本学の学生、本学に通う交換留学生、最後に地域

外の一般の方を考えている。イベントへの集客方

法としては、本学や福知山公立大の掲示板への投

稿、インスタグラムへの投稿を行うことによって、

地域外からの集客を狙う。インスタグラムでの発

信はゼミアカウントだけではなく、フォロワーが

多い「宮津ローカルマガジン」、「京都北部の人」

に情報発信を依頼し、発信を行ってもらえること

になった。イベント情報を、フォロワーが多いア

カウントで行ってもらうことにより、多くの人に

イベントのことを知ってもらうことで、地域外か

らの集客に繋がると考えた。また、地域内の小中

学生にもチラシを配布して呼びかけている。この

地域は、若年人口が流出しているので、地域の魅

力をこの機会に感じてもらい、将来もこの地域で

暮らしたいと思えるようなきっかけ作りにしたい

と考えている。 

次に、さつまいもの収穫体験の方法について説

明する。収穫体験はグループに分けて行う。地域

内の人たちと地域外の人たちを同じグループにな

るように分ける。こうすることによって交流をす

ることができ、府中地域の魅力である人の温かみ

を、地域外の人たちに直に感じてもらうことが出

来る。収穫には三つのコンテストを予定している。

これらの三部門で、優勝グループには景品（地元

の業者さんの協賛品）を贈呈する。 

続いて、料理体験は古民家での実施を考えてい

る。古民家は、丹後郷土資料館にある旧永島家住

宅（※2）を利用し、実際にかまどで火を起こすと

ころから体験してもらい、ご飯を炊き、芋ご飯を

作る。また、囲炉裏で味噌汁を作る体験をしても

らうことも視野に入れている。この古民家では、

地元小学生の料理体験などが例年実施されている

そうなので、資料館や地元の方の助けを借りて開

催する予定である。 

4. まとめ 

今ではなかなかできない貴重な体験で思い出に

残るようなものにしたいと考えている。地域の人、

地域外の人たちが一緒になり、楽しみながらの体

験を行いたい。 

イベントの最後には参加者にアンケートを実施

し、イベント前後での府中地区のイメージの変化

や次も来たいと思えたか、他の人にも勧めたいか、

他にどのようなイベントに参加したいかなどにつ

いて調査し、第二、三回の収穫体験イベントへの

足掛かりとしたい。アンケートの結果は府中に還

元して今後の取り組みに活かしてもらいたいと考

えている。また、地域内外の人たちに、このイベ

ントを通じて地域の魅力、人の温かみなどを感じ

てもらい、また次も来たいと思ってもらえるよう

に、今後も地域の人たちと連携しながら提案を練

っていきたい。 
 

  
 

※1 耕作放棄地（筆者撮影）※2 旧永島家住住宅（筆者撮

影） 
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貧困から身を守る 
‐市民との協働による防窮政策に向けて‐ 
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1. はじめに 

日本の貧困問題が深刻化する中、支援制度が複

雑で分かりにくいため、多くの人が自分自身が受

給対象であることを知らないという問題がある。

とりわけ、「自立した生活を送っている人でもなけ

れば、福祉などの制度の『内側』にいるわけでも

ない、狭間でもがいている人々をどのように支え

るかは、最先端の問題」（篠原 2022：151-152）で

ある。このため、支援制度についての理解を深め

る機会が重要であるが、教育啓発を担う人材が不

足している。 

本研究は、大学生による生活困窮予防の教育プ

ログラム（防窮訓練）が教育効果を持つかを主に

明らかにし、大学生が貧困予防の担い手となる可

能性を探求して、行政と（大学生などの）市民の

協働による防窮政策（生活困窮の予防および深刻

化防止のための政策）の確立を提言すること目的

としている。 

 

2. 課題の分析：なぜ貧困の予防が有用か 

2.1. 政策課題としての貧困 

貧困問題は人権問題であると同時に、財政問題

でもある。たとえば、単身世帯が 1年間生活保護

を受給すると、生活保護費の平均受給月約 13 万

円／月×12 カ月＝約 156 万円の財源が必要とな

る。継続的に受給した場合、受給せずに所得税な

どを納税したケースと比較して、財政に与える影

響も大きい。政策的に取り組む問題である。 

 

2.2. 防窮という考え方 

防窮とは、生活困窮の予防と深刻化防止である。

第 2のセーフティネットと位置づけられる生活困

窮者自立支援法は、生活困窮者を「就労の状況、

心身の状況、地域社会との関係性その他の事情に

より、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維

持することができなくなるおそれのある者」（第 3

条）と定義している。 

生活困窮者は容易に貧困に陥っていく。篠原匡

（2022）には、ある女性のうつ病による急な失業、

そして一度失業してしまうと社会復帰が難しいと

いう事実が記載されている。このように、現在の

日本社会には、気づけば「消えて」しまっている

見えない貧困者が増加している。この問題に対し、

予防的な教育プログラムの効果検証が行われてき

た（白取ら 2022）。 

 

2.3. 防窮の担い手とコスト 

防窮においては、原則として行政機関が中心的

な役割を担うことが期待される。しかし、行政だ

けでは活動が社会全体に行き届かないため、民間

企業や大学生が行政と協働して活動することが望

ましいだろう（官民協働）。たとえば行政と大学生

が連携して、防窮訓練や啓発ビラ配りを行うこと

で、低コストで防窮政策を実施できると考えられ

る。 

 

3. 防窮活動の試行 

3.1. 社会福祉協議会でのインタビュー調査 

 著者らは、2024年 6月 5日に京都市北区社会福

祉協議会を訪問し、インダビュー調査、そして貧

困に陥るきっかけに関するフローチャート作りを

行った。社会福祉協議会に訪れる人は様々な問題

を抱えており、時間をかけて現状を聞き取ること

が必要であることがわかった。支援制度の複雑さ

や、誰でも支援を受けることはできないという難

しさを知ることができた。 

 京都市北区社会福祉協議会で、京都いつでもコ

ールや支援制度について詳しく学んだことは、防

窮訓練での各支援の説明などにつながった。 

 

3.2. 大学における防窮訓練と効果検証 

2024 年 7 月 5 日の大学における授業において、

社会福祉を扱う回の一プログラムとして防窮訓練

を実施した。IDをランダムに配布したのち、支援
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制度検索アプリ「支援みつもりヤドカリくん」の

使用練習も含む 30 分程度のプログラムを受講し

てもらい、その前後に受講者（75名）に匿名での

アンケート調査を行った。事前・事後ともに回答

した 48 名のデータを分析に使用した（有効回答

率 64%）。事前と事後のデータに統計的な有意差が

あったかどうかを知るために、マクネマー検定（二

値変数）および対応あり t検定（連続変数）を実

施した（図中の***は p<0.01を示す）。 

第 1に、制度や窓口を知っているかどうかにつ

いての簡単な知識を尋ねた。名前だけ聞いたこと

があって中身はよく知らない場合は「知らない」

を選んでください、と指示した。受講前後で、「京

都いつでもコール」と「社会福祉協議会」の認知

度が統計的に有意に上昇していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 1「知っている」と回答した人の割合の変化 

 

第 2に、簡易な心理学的指標の測定をリッカー

ト尺度を用いて行った。スティグマ（働かないで

お金をもらうのは恥という見解にどの程度同意す

るか（世界価値観調査のアイテムを使用））、貧困

に対する自己効力感などについて尋ねた。 

その結果、スティグマは統計的に有意に減少し、

貧困に対する自己効力感は有意に増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 心理学的指標の変化 

 

防窮訓練を実施したことにより、支援について

の情報を認知している人数が増加し、貧困に対す

る負の偏見が軽減されたり貧困に対処していける

という感覚が増加したりした。 

 
3.3. その他の防窮活動 

その他の活動として、大学祭の模擬店における

啓発活動や、地域のお祭りでの啓発クイズ大会を

11月に実施予定である。 

 

4. 政策提言 

4.1. 防窮の担い手としての市民 

 最後に、大学生でも実施可能な防窮のための活

動モデルを提案する。 

第 1に、コミュニティラジオなどの地域メディ

アや SNSを利用した広告・啓発である。現状、防

窮に関する情報を得る機会が少ないことから、

SNSを通じて啓発を行う必要がある。また、地域

のイベントや祭りにブースを出展し、クイズなど

を利用した気軽に参加できる活動を行うことで、

防窮に対する知識を知る場を設けられる。 

第 2に、大学生による防窮訓練の実施である。 

著者らが大学の教室で学生に対し防窮訓練を行っ

た結果、一定の効果が得られた。以上から、他大

学や高校で防窮訓練を実施することで、若年層の

防窮に対する理解が深まり、生活困窮の予防につ

ながると見込まれる。 

 

4.2. 市民による防窮活動の費用対効果 

著者らが行った防窮活動の費用は 1万円に満た

ない。他方、仮に 1人が生活保護にならずに済ん

だと仮定した場合の金銭的効果は非常に大きい可

能性がある。例えば、単身者の生活保護費用が月

13万で、年間 156万円を 21歳から 85歳まで受

け取ると仮定する。この 1人が生活保護を一生受

けずに済んだ場合、合計で少なくとも 1億 140万

円の金銭的効果があると考えられる。 

 

4.3. 今後の展望と課題 

 今回の取り組みは試行的なものに過ぎず、協働

が本格化した場合の政策効果については部分的に

しか把握できていない。今後の研究課題である。 
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スポーツを通じた地域コミュニティの活性化 
‐京都市のスポーツイベントへの参加を促進する情報発信‐ 

 

同志社大学真山ゼミ B 班 
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SATO）・芝 佑紀（Yuki SHIBA）・杉本 舜哉（Mitsuki SUGIMOTO）・羽室 和真

（Kazuma HAMURO） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：コミュニティ活性化、スポーツの諸価値、プッシュ型・プル型情報提供 

 

1. はじめに 

今日、市民間のつながりの希薄化や相互扶助の

基盤が弱まるといった地域コミュニティの弱体化

が全国規模の深刻な課題となっている。15大都市

では地域コミュニティが著しく衰退している調査

結果もある(URL1)。京都市でも、歴史的に強い自

治意識を持つコミュニティが形成されてきたもの

の、人口減少や単身世帯の増加に伴い、コミュニ

ティの弱体化が進んでいる。そのため、地域福祉

や防災システム、地域文化の維持に重大な影響が

懸念されるため、京都市では「京都市地域コミュ

ニティ活性化ビジョン」を掲げ、コミュニティの

再生を目指している。本論では、これらの背景を

踏まえ、スポーツを通じた地域コミュニティの活

性化について検討する。 

 

2. スポーツが持つ可能性 

スポーツには多面的な価値が存在すると言われ

ている。一般的には健康増進や経済的価値が注目

されるが、「社会・生活向上価値」もある(URL2、

3)。これは、スポーツを通じて家族や地域との交

流が促進され、それが地域への誇り、愛着、連帯

感の醸成につながるというものである。この価値

は、地域社会で進行する人間関係の希薄化や地域

コミュニティの弱体化といった課題に対する解決

策として有効である。全国の自治体が様々な政策

分野でスポーツを活用している(成瀬他 2023)。 

 

3． 京都市のスポーツ政策の取り組み 

京都市は、「人生 100年時代を見据え、スポーツ

を通じて健康で心豊かな暮らしを実現し、人と人

とのつながりを強め、まちの魅力を向上させる」

という理念のもと、スポーツ政策を推進している。

特に、体育振興会やスポーツ推進指導委員会は地

域におけるスポーツ振興の中核的存在であり、健

康寿命の延伸や地域コミュニティの活性化に大き

な役割を果たしている。実際に、京都市のスポー

ツイベントに目を向けると、京都マラソンや駅伝

大会などの大規模なスポーツイベントに加え、地

域規模のスポーツイベントも多く開催されており、

市民が幅広くスポーツに参加できる環境が整備さ

れている。さらに、京都市内では地域密着型プロ

スポーツチームの試合や全国レベルの競技大会が

開催され、市民がトップレベルのスポーツを身近

に感じられる機会も提供されている。 

 

4．京都市のスポーツ政策の課題と考察 

本論では、京都市のスポーツ政策の課題として、

市民同士の交流を重視する観点から、京都市にお

けるスポーツイベント参加率の低さに注目する。

前述の通り、京都市は豊富なスポーツイベントを

開催しているが、京都市の調査(URL5)によると、

市民の参加率は 28.7%に過ぎない。しかし、直近

調査(URL6)では「今後、運動・スポーツをしてみ

たいか」という問には、約 7割の市民が今後は取

り組みたいと回答している。市民のスポーツイベ

ント参加率の低さは、スポーツへの意欲の欠如が

原因ではないことが示唆される。むしろ、スポー

ツイベントに関する情報が市民に適切に届いてい

ないことが主な原因と考えられる。 

運動・スポーツに関する情報の入手媒体につい

ては、行政の刊行物（市民新聞、広報紙等）が 34.2%、

新聞や新聞広告が 21.2%を占め、多くの市民が紙

媒体を通じて情報を入手している(複数回答)。さ

らに、「特に情報を入手していない」という回答も

22.5%も存在する。現代社会では、紙媒体に触れる

機会よりもスマートフォンなどの電子機器に触れ

る機会がはるかに多いことから、スポーツに興味・

関心がある市民が、市のスポーツに関する情報に

触れていない可能性がある。 

 

5．政策提言 

これらの課題を踏まえ、より多くの市民がスマ

ートフォンなどのデジタルデバイスを通じて、い

つ、どこにいても京都市のスポーツに関する情報

を入手できるサービスについて考察していく。 

 

６．政策内容 

まず、発信媒体に求められる条件としては、幅

広いユーザーが利用できること、自然に利用者が

情報を受け取れること、サービス開発コストが低

いことが挙げられる。これらの条件を踏まえると、
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発信媒体としては京都市の公式 LINE アカウント

が最適である。既に 21万 9500人の会員登録者が

あるが、LINEは利用率が高いことから、今後さら

に多くの市民に情報を届け得るだろう。LINEを介

した情報発信であれば、市民が通知などを通じて

自然に情報を得る機会が増えるため、情報の到達

率が高まると考えられる。LINEの弱点は、プッシ

ュ型の情報提供である。そこで、サービスの利用

率に応じて、スポーツ専用の LINE 公式アカウン

ト、さらにスポーツ専用アプリへと誘導すること

も視野に入れている。これにより、プル型の情報

となり、市民のニーズに合わせたより高度な情報

提供を実現するとともに、市としてもスポーツに

関心のある市民の数やニーズを把握することがで

きるようになる。 

具体的なサービス内容としては、第 1に、各市

民に適した情報の提供するため、AI技術を活用し、

市民の年齢、スポーツの得意・不得意、過去のサ

ービス利用履歴などに基づいて個別にカスタマイ

ズされた情報を提供する。これにより、市民一人

ひとりのニーズに合わせた情報提供が実現し、ス

ポーツへの関心の向上や、スポーツチームやイベ

ントへの参加促進が期待できる。第 2は、運動や

スポーツを共に行う仲間を求める市民に対し、ス

ポーツチームと市民をマッチングするサービスで

ある。これにより、スポーツチームのメンバー増

加や市民同士の交流が促進され、地域のスポーツ

イベントの活性化にもつながる。そして第 3は、

地域のスポーツイベントや試合を中継する配信サ

ービスである。スポーツには「見る」という楽し

み方もあり、近年スポーツ観戦の需要が高まって

ことに対応するだけでなく、比較的ハードルの低

い「見る」という体験を通じてスポーツに興味を

持ってもらうことが有意義である。また、地域の

スポーツイベントが盛り上がる様子を見て、これ

までスポーツに興味を持たなかった層にも新たな

関心を喚起できるだろう。 

 

7.政策の効果 

これらの政策の効果として、まず市民がスポー

ツに関する情報に接する機会を増やすことである。

それにより、スポーツに興味がないため情報に接

していなかった人が、スポーツ情報に接する機会

が増加する。これは、プッシュ型情報提供の利点

である。また、プル型の情報提供を構築すること

から、少しでもスポーツに興味を持つようになっ

た市民には、もっと詳しく、もっと多くの、より

個別ニーズに沿った情報が提供可能となる(神場

他 1998)。 

さらに、スポーツに興味を持っていたがイベン

ト等に参加していなかった市民層の参加率向上が

期待できる。多くの市民がスポーツに参加すれば、

健康寿命の延伸や経済的効果はもちろん、多様な

メリットが生まれると考えられる。 

本論で焦点を当てている地域の繋がりに注目す

ると、地域チーム間での試合などを通じて、市民

間の交流が活発になることが予想される。その中

で、スポーツがもたらす「社会・生活向上価値」

の観点から、地域コミュニティの強化が期待でき

る。そして、地域コミュニティの強化により、ソ

ーシャルキャピタルが増大し、多面的な効果が生

まれると考えられる。具体的には、人間関係や信

頼関係の構築、地域への愛着や帰属意識の向上、

そして相互扶助の基盤が強化されることが挙げら

れる。これにより、災害時の助け合いや高齢化社

会における相互支援など、現代社会が直面する大

きな課題への解決策の一つとなる可能性がある。 

 

8.結論 

スポーツを通じた交流が発展することでソーシ

ャルキャピタルが増大し、地域のつながりや地域

活動の活性化が期待される。高齢化や災害といっ

た予測不可能な事態が起こりうる現代社会におい

て、地域のつながりや協力は必要不可欠である。

今回の政策を通じて、スポーツを通じた地域のつ

ながりの強化が実現し、市民が心身ともに健康で、

相互扶助の精神によって安心して住み続けられる

街の実現が期待される。 
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地域連携型栄養管理アプリによる健康支援 
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1. 研究背景・目的 

近年、若い世代の欠食や栄養不足が日本で深刻

な課題となりつつある。食育の推進に関する基本

的な方針や目標について定めている「第 3次食育

推進基本計画」では若い世代を中心とした食育の

推進を重点課題の一つとしている。その中で農林

水産省(2019)が行った若い世代（18歳〜39歳）を

対象とした食生活の現状についての調査によれば、

「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日 2

回以上ほぼ毎日食べている若い世代の割合」は悪

化という状況にある。また、「日頃から健全な食生

活を実践することを心掛けているか」という質問

に対しては、「あまり心掛けていない」「心掛けて

いない」と答えた人の割合はほぼ半数であった。

さらに時間の使い方に関する調査では、心掛けて

いないと答えた人ほど長時間インターネットを利

用する人の割合が高い傾向にあったことが挙げら

れた。 

すなわち、深刻化している若い世代の食生活の

問題やそれによって生じる栄養不足を解決してい

くには社会の変化や若い世代の生活習慣に沿った

対策が必要であると考えられる。 

本研究では、若い世代、特に一人暮らしの大学

生に焦点を当て、アンケート調査で得られた大学

生の「食」の現状から食生活の改善に必要な支援

を検討し政策提言を行う。 

2. 事前調査による現状分析 

 本調査を始める前に、大学生の生活習慣全般の

実態を把握するため、事前調査として本ゼミナー

ルの学生 23人に Googleフォームを使用したアン

ケート調査を実施した。調査の結果、次のことが

明らかになった。 

2-1. 1日の食事回数 

食事回数が 2食以下と回答した学生は約 4割で

あった。そのうち食事をとらない理由で「食事を

する時間がないから」と回答した学生は約 9割で

あった。 

2-2. 節約項目 

節約していると回答した学生 7 割のうち、8 項

目中「食費」を節約している学生は全体の約 3割

であった。 

 これらの結果から、欠食や食費節約など食生活

に課題があると考えられる。そこで、本調査では

食生活に関する質問を中心としたアンケート調査

を行った。 

3. 本調査 

2024年 6月 17日から 6月 30日の期間で、大学

生 278人を対象に Microsoft formsを使用したア

ンケート調査を実施した。調査の結果、次のこと

が明らかになった。 

3-1. 1日の食事回数 

食事回数が 2食以下と回答した学生は 30.2％で

あり、そのうち食事をとらない理由で「食事をす

る時間がないから」と回答した学生は 47.6％あっ

た。 

 
図 1 1日の食事回数 

3-2. 節約項目 

節約していると回答した学生 80.9％のうち、8

項目中、食費を節約している学生が最も多かった。 

 
図 2 節約項目 
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3-3. 食生活に対する意識 

「栄養面や健康面を気にして食生活を送ってい

るか」という質問に対し、66.1％の学生が「はい」

と回答した。 

3-4. 居住形態と 1日の食事回数の関連 

カイ二乗検定と残差分析の結果、実家暮らしの人

は一人暮らしの人よりも、1 日の食事の回数が有

意に多いことがわかった(χ2（9）=34.41,p＜.001）。 

4. インタビュー調査 

アンケート調査の結果を経て、若者の食生活に

関する課題や現状をより知るべく、2024 年 10 月

3 日に、京都市保健福祉局健康長寿企画課の職員

2名に 30分のインタビュー調査を実施した。 

4-1. 現状の課題 

若者の食生活の課題として、朝食の欠食や女性

のやせ、栄養バランスや食習慣の悪さが指摘され

た。大学の不規則な授業時間や、親元を離れ自立

する割合が増加することが食習慣悪化の要因と推

測される。実際、京都市（2024）が行っている「令

和 5年度健康づくり・口腔保健・食育に関するア

ンケート（15 歳以上対象）」によると、朝食を毎

日食べている人の割合は 10代が 92.9％に対し 20

代が 56.7％とかなり低い結果となっている。また、

同アンケートによると、BMI18.5 未満である低体

重の割合は、男性が全年代約 10％に対し、10代女

性 44.4％、20 代女性 21.7％と、かなり多い結果

となっている。 

4-2. 京都市の政策 

朝食の欠食に対する政策として、毎年 11月に市

内約 20 の大学に配下している朝食摂取啓発のリ

ーフレットや動画の制作、学生と食品メーカーが

共に考案した「自社商品を使った朝食で取りやす

いレシピ」のリーフレット配布を行っている。ま

た 20 代の野菜摂取量の少なさを改善するため、

毎年 6月に京都の大学生考案の野菜が取れるお弁

当メニューを商品化し、スーパーマーケットで販

売している。現在はポスター掲示のみだが、2018

年からは大学の学食で野菜が取れるメニューの提

供や啓発活動を行っていた。 

4-3. 今後 

現在行っている政策は、リーフレット配布や動

画配信が中心である。大学に配下しているリーフ

レットがどのくらい学生に届いているかは把握で

きていないようだった。また動画やポスターに対

して、学生が本当に見ているのかという点が課題

であると指摘された。学生に政策がうまく行き届

いていない現状から、今後は学生の意見も巻き込

み、より効果的な政策を行う予定だと話された。                    

5. 考察・政策提言 

アンケート調査では、大学生は学業やアルバイ

トなどの様々な要因により食事をする時間がない

ことや、食費の節約の割合が高いことから、欠食

が多いと考えられた。またインタビュー調査にお

いても、朝食の欠食や不適切な食習慣が課題とし

て挙げられており、調査結果と相違ない認識であ

ることが分かった。その一方で、食生活において

栄養面や健康面を気にする大学生は少なくないこ

とから、彼らの栄養不足の改善には、限られた時

間や経済的余裕の中で栄養バランスのとれた食事

を実現する必要があると考えた。そこで以下の機

能を搭載したモバイルアプリケーションの導入し、

実現への一歩を踏み出すことを提案する。 

5-1. 自身の食事を写真によって分析 

料理の写真を撮影しアプリにアップロードする

と、画像分析が行われ、その食事に含まれる栄養

素やカロリー等が表示される。また不足している

栄養素も同様に表示され、補うために必要な食品

の一覧を確認できる。この機能は栄養面や健康面

を気にする学生にとって、限られた時間の中でも

自身の食事の栄養バランスを視覚的に簡単に認識

できるという点で効果的である。 

5-2. 栄養素を補うためのコンビニ商品の提示 

食事が分析されたのち、栄養素を補うために必

要な食品を使用したコンビニ商品が 2～3つ表示

される。この商品は 2018年に京都市が提供し

た、野菜が摂取できる大学の学食メニューを活用

している。これにより、時間や手間を気にせず手

軽に栄養を補うことができる。また比較的安価で

提供できるよう、コンビニエンスストアと連携し

て決まった曜日や時間の割引セールや、支払い時

にアプリの特定の画面を提示など条件を設けた割

引を行うことで、食費への懸念点も解消できる。 

 本アプリでは京都市とコンビニエンスストア、

2 つの地域連携が大学生の健康支援への鍵となっ

ている。京都市は従来から若者の食生活の課題解

決に真摯に取り組んでいるが、当事者である学生

たちに政策の広報が行き届いていないのが現状で

ある。そこで広報をアプリを通じて進めることで、

市が提案する健康的なメニューが学生に届き、課

題解決の促進と政策の認知度向上が見込まれると

考える。コンビニエンスストアは本アプリの開発

において割引による売上への影響が懸念点だが、

「学生向けの商品開発」「栄養バランスの良い食事

の提供」という点から売上の増加が期待でき、ま

た割引の方法も集客や売上につながるものである

ため、問題なく持続可能な支援を行うことができ

る。加えて、大学や市など地域の政策に貢献する

ことで企業イメージの向上も期待できるだろう。 
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障がい者福祉施設におけるコミュニティの現状 
‐アップサイクルを通じたコミュニティ拡大の可能性‐ 
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キーワード：福祉、QOL、アップサイクル 

 

1．はじめに 

 現在、障がい者が生活を主にする障がい者福祉

施設では、施設利用者の生活のほとんどが施設の

中で完結し、コミュニティが閉鎖的になっている

ことが課題として挙げられている。このような生

活が施設内で完結している閉鎖的なコミュニティ

では施設利用者の他者との関わりや社会の一員と

しての役割を担っているという意識が希薄化し、

QOL に影響を及ぼしているのではないかと考える。 

 本稿では、障がい者福祉施設における現状を踏

まえながら、社会の様々な主体と交流し、コミュ

ニティを拡大する手段を検討する。 

 

2．現状 

2.1閉鎖的なコミュニティ 

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律」において障害者支援施設は、

「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、

施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う

施設」と規定されている。また、同法律では施設

入所支援について「その施設に入所する障害者に

つき、主として夜間において、入浴、排せつ又は

食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与

すること」と規定している。つまり、障がい者支

援施設は一日中、障がい者が日常生活を送るため

の支援を行う施設といえる。これらの障がい者支

援施設では、食事や入浴、就寝などの生活の全て

が施設内で行われる。また、このような施設では

医療機関なども施設に併設している場合が多いた

め、施設利用者のコミュニティが施設職員や施設

利用者などの限られた範囲で形成されている。鈴

木（2009）も「施設外活動、地域交流活動を除け

ば社会福祉施設における日常的な活動・生活の多

くは参加者・構成員が限定的な施設内完結型であ

り、日常的な地域社会との関わりが十分に確保さ

れているとはいえない状況である。」と指摘してい

る。実際には、施設利用者の年齢や障害の程度な

どによって活動可能な範囲が異なるため、施設外

活動を行う人は限られる。また、これらの活動に

は職員の帯同も必要不可欠であることから、これ

らの理由により社会福祉施設において地域交流活

動が活発に行われているとは言い難い。 

また、黒田（2021）においても「施設内の利用者

を外部から社会的・物理的に隔離し，そこでの生

活を包括的に管理・統制していくところに，入所

施設の負の側面があると考えられる。」と述ベられ

ており、障がい者福祉施設における閉鎖的なコミ

ュニティが課題としてあるといえる。 

2.2コミュニティと QOLの関係 

内田ら（2012）は幸福感について人間関係の付

き合いの数と質の観点から調査した結果、幅広い

一般的な人間関係において付き合いの数と質の両

方が重要であることを示唆した。また、黒田（2021）

は竹内（1993）の指摘をもとに「地域や社会のな

かで,多様な他者とのかかわりや関係が存在し，社

会的，文化的な生が保障されていてこそ, 人とし

て生存しているといえるのである。」と述べている。

これらの論文から他者との関わりは QOLに関係し

ているといえ、閉鎖的なコミュニティになってい

る障がい者福祉施設の現状では施設利用者の QOL

に悪影響を及ぼしていると考える。 

2.3ヒアリング調査 

 障がい者福祉施設におけるこれらの現状のさら

なる理解とコミュニティ拡大に向けた手がかりを

得るために京都府城陽市に位置する「社会福祉法

人南山城学園 紡」にヒアリング調査を行った。 

① コミュニティの現状 

調査では、施設利用者の生活のほとんどが施設

の中で完結し、食事や睡眠だけでなく、散髪や医

療施設も施設内に併設されているため、施設外の

地域コミュニティと触れ合う場が少ない状態であ

ることが分かった。また、南山城学園では彩雲祭

というイベントを一年に一度開催し、地域住民と

の交流を図っているが、施設職員はさらなる施設

外との交流を求めていることが判明した。 

② 木工活動を通じたアップサイクル 

アップサイクルとは、本来廃棄されるはずであ

った製品に新たな価値を与えて再生することであ

る。紡では、施設利用者の日中活動として、木材

の端材を利用した薪割り、スウェーデントーチや

ファットウッド製作が行われている。さらに、実

際に製作したこれらの製品を販売、活用しアップ

サイクルの実現、さらにこの活動を通じた施設外

へのコミュニティ拡大を目指しているが、販路の
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開拓が困難であり未だコミュニティが施設内に留

まっていることが分かった。 

③ 施設利用者の潜在性 

実際に私たちが訪問した際に、施設利用者と共

に薪割りを体験した。その際、薪割りが得意な利

用者もおり、職員も知らなかった施設利用者の可

能性が発見できた。また、薪割りを一緒にした際

や彩雲祭において施設外の人と関わる中での施設

利用者の表情も施設で生活する中では見られない

表情であったことが分かった。このことから、施

設外との関わりの重要性を改めて認識できた。 

 

3．障がい者福祉施設におけるアップサイクル 

 ヒアリング調査により、コミュニティを拡大す

る手段としてアップサイクルの可能性を発見でき

た。私たちはこのアップサイクルに着目し、障が

い者福祉施設におけるアップサイクルの事例を調

査した。 

① サデコアップサイクルプロジェクト 

このプロジェクトはさいたま市 20 周年を記念

した大宮駅に掲げられた大型フラッグを廃棄する

際にポシェットやバック、キーホルダーなどに作

り替えアップサイクルを実現させた。この取り組

みはデザイナーがデザインしたものを精神障害の

ある人の働く工房やろう重複障害のある方が通う

通所施設で制作され、自治体とデザイナー、社会

福祉施設の連携によって取り組まれた事例である。 

② NPO法人ニューズドプロジェクト 

このプロジェクトは障がい者の就労環境の見

直しをきっかけとして始まった取り組みである。

テント生地をファイルに作り替えたり、木琴だっ

た木材をワインオープナーや栓抜きに、学校の椅

子の背板をハンガーに作り替えるなど様々な素

材のアップサイクルに取り組んでいる。現在では

環境コンサル会社と業務提携し、廃材のデータを

共有しており、アップサイクルを一つの事業とし

て確立させている。 

 

4．政策提案 

 私たちは社会福祉法人南山城学園「紡」へのヒ

アリング調査と前章で挙げたアップサイクルの事

例を踏まえ、障がい者支援施設のコミュニティ拡

大を実現させる方法として、社会共同型のアップ

サイクルを提案する。社会共同型のアップサイク

ルとは、社会福祉施設をはじめ様々な個人や団体、

企業などが関わりアップサイクルを実現させるこ

とである。廃材の提供やデザイン、制作の全てに

これらの様々な主体が関わることで社会福祉施設

のコミュニティを拡大できるのではないかと考え

た。また、これまでに述べたアップサイクルの事

例では、障がい者が製品の制作を担っており、他

の関係者との連携においてもそれぞれの役割が固

定化されていた。しかし、ヒアリング調査でも述

べたように障がい者には施設職員の方でも知らな

かった潜在性がある。障がい者アートがあるよう

に、障がい者がデザインを担うことで既存の価値

とは異なる価値を生み出せる可能性もある。しか

し、それぞれの役割を障がい者福祉施設やデザイ

ナー、制作者がそれぞれで作業し一つの作品を作

り上げたとしても障がい者福祉施設のコミュニテ

ィが拡大したとは言えない。そのため、それぞれ

の役割を固定化しないことで、障がい者とその他

の主体の共同デザインや共同制作など縦割りでは

なく直接的な関わりのあるのアップサイクルを実

現でき、社会福祉施設のコミュニティを拡大でき

る。さらに、アップサイクルにおける役割を固定

化させないことで障がい者が持つ得意な作業を製

品作成の中で担うことができ、やりがいの創出な

どから QOLの向上も期待できるのではないかと考

える。 

 

5．おわりに 

 今回、私たちは障がい者福祉施設におけるコミ

ュニティの現状を調査し、閉鎖的なコミュニティ

を改善させるために社会共同型のアップサイクル

の実現を提案した。今回の政策提案が実現すれば、

福祉と環境の両分野において持続可能な社会づく

りに貢献できると考える。 
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公共図書館における自習利用の可能性 
‐右京中央図書館の調査から見えてきた課題をもとに‐ 

 

下村ゼミ 

○江口 なずな（Nazuna EGUCHI）・饗庭 悠介（Yusuke AIBA）・ 

磯谷 要（Kaname ISOGAI）・今井 陽斗（Haruto IMAI）・ 

木村 英（Hanabusa KIMURA）・櫻井 拓斗（Takuto SAKURAI）・ 

田中 智佳（Tomoka TANAKA）・谷口 晴哉（Haruya TANIGUCHI）・ 

松村 凪紗（Nagisa MATSUMURA）・山﨑 颯真（Satsuma YAMASAKI） 

（京都府立大学公共政策学部公共政策学科） 

キーワード：公共図書館、自習、中高生  

 

1. はじめに‐研究の背景‐ 

これまで公共図書館での「自習」（自分で学習・

練習すること）は一般的に禁じられてきた。 

近年は全国的に自習利用のできる公共図書館が

増加傾向にはあるものの、それでも十分に利用で

きるとは言えない。自習利用のできる公共図書館

の例として、沖縄県立図書館と流山市立森の図書

館（千葉県）を挙げたい。前者は、一部の閲覧室

のみではあるが、2018年より自習が認められてい

る。また、後者は、「勉強し night！」という企画

で、閉館後に自習スペースとして開放されること

がある。これらの取組みは、図書館内の一部を開

放する「場所的棲み分け」を行ったり、期間限定

で自習スペースとして開放したりするという点で、

自習利用者にとっては不十分である。このように、

公共図書館での自習はいまなお「古くて新しい…

問題」なのである（朝日新聞 2016年 2月 20日）。 

このような認識のもと、私たちと密接に関わる

京阪神地区の公共図書館の調査を行った。その結

果、3 府県の公共図書館のなかで、京都府内の図

書館が自習利用に関して厳しい姿勢をとっている

ように感じた。そこで、京都府内の公共図書館の

自習利用の状況を詳細に調査することとした。 

さて、そもそもなぜ公共図書館での自習はいけ

ないのだろうか。日本図書館協会によれば、公立

図書館の任務として「住民の求める資料や情報を

提供すること」を挙げ、「自習席の設置は、むしろ

図書館サービスの遂行を妨げることになる」と明

確に述べている。また、沖縄県立図書館によれば、

自習利用を認めると、㋐読書のために利用できる

座席が減ったり、㋑マナー違反（館内での食事や

荷物を放置しての長時間の離席など）の件数が増

えたりするという問題が生じるという。 

しかし、㋑については、自習利用者に限った話

ではなく、利用者のモラルの問題に過ぎない。ま

た、近年は先述したように自習利用に関して様々

な取組みがなされ、公共図書館の役割は変化しつ

つある。私たちもそうあるべきだと強く共感し、

自習利用の可能性を検討することとした。 

本稿の目的は、閲覧利用者に配慮しつつ、自習

利用者、特に中高生が安心して自習を行える公共

図書館となるよう共存策の提案をすることである。 

 

2. 課題の発見 

私たちは右京中央図書館を調査対象とした。京

都府内の公共図書館のうち、京都市図書館を調査

対象としたのは、市内に中高生が多く、かつ、私

たちにとって最も身近な公共図書館だからである。

また、京都市図書館全 21館のうち、右京中央図書

館を調査対象としたのは、京都市図書館のなかで

は延床面積が最も広い（2,623㎡）うえに、席数が

京都市中央図書館（156席）に次いで多く（110席）、

自習利用に適した環境を整備しやすいのではない

かと考えたからである。 

私たちは、2024年 7月 22、27～29日にかけて、

右京中央図書館の施設態様や利用状況を大まかに

把握するために現地調査を行った。現地調査は平

日・土日祝日、それから午前・午後の早い時間帯・

午後の遅い時間帯の 3区分に分けて行った。現地

調査を踏まえ、9月 13日に聞き取り調査を行った。

聞き取り調査では、事前に質問用紙を送り、当日

3 名の職員の方から回答を頂き、さらに質疑応答

を行った。 

 これら調査の結果、自習利用の可能性を検討す

るうえでの 3つの課題－①「自習」の解釈、②席

の確保、③「自習」の代替表現－が浮き彫りとな

った。まず①について、利用者と図書館との間で

「自習」の解釈に齟齬が生じている可能性がある

ということである。具体的には、私たちは「自習」

を概念どおりに捉えている、つまり、図書館側の

意図に関係なく「館内の資料を使用しているか否

かに関わらずに学習すること」と捉えてしまって

いるのである。このため、自習の禁止という場合、

図書館が禁止していない学習（館内の資料を使用

しての自習）でさえも禁止されていると誤解して

いる利用者が一定数いることが考えられる。 

 次に②について、席数が自習を認めている京阪

神地区の公共図書館（例えば、大阪市立中央図書
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館の席数はおよそ 1,000席）に比べて少ないうえ

に、ほとんどの時間帯で席が埋まっていることが

わかった。これは右京中央図書館の席数（110席）

に対し、1 日の来館者数（約 1,500 人）が大きく

上回っていることが 1つの要因と考えられる。ま

た、席のなかには、椅子のみもしくは机のみのも

のもある。さらに、右京中央図書館には研修室や

レファレンスルームを備えており、いずれも座席

があるものの、前者は研修及び行事（その準備を

含む）のために高頻度で使用されており、後者は

館内の資料を使用した調べものをするコーナーと

して設置されていて利用者も多い。このような状

況を踏まえ、自習利用を認めていくためには、席

の確保が急務である。 

 最後に③について、そもそも「自習」という表

現が相応しくないと考える。その理由として、公

共図書館での自習は、閲覧利用者に対してただの

「場所借り」のようなネガティブな印象を与える

うえに、自習利用者に対しても閲覧利用者に迷惑

をかけているのではないかという「負い目」を感

じさせるかもしれないからである。そこで私たち

は、双方が共存できるような「自習」に代わる新

しいネーミングを考案したい。 

 

3. 提案 

右京中央図書館を調査した結果、3 つの課題が

見つかった。右京中央図書館と同じく中規模の公

共図書館では、自習の大切さと 3つの課題、特に

席の確保の板挟みとなり、対応に苦慮しているの

ではないだろうか。このように仮定し、同じ課題

を抱える中規模の公共図書館に対して提案する。 

①について、自習禁止と公表するだけでは、私

たちのように全面的に禁じられていると誤解する

おそれがある。そこで、当該図書館の自習の意味

内容を利用者に周知徹底することで、直ちに課題

を解決できるのではないかと考える。その際、ネ

ガティブリスト方式を採用して、禁じられている

自習を明確にし、それ以外の自習は認められると

いうスタンスをとるべきである。 

次に②に対して、「時間的棲み分け」を提案する。

これは、ある時間帯のみ閲覧席を自習可能な席と

して運用することによって自習の機会を増やすと

いうものである。これまで全国の公共図書館で取

り組まれているのは「場所的棲み分け」であり、

私たちの提案する時間的棲み分けは斬新な取組み

であろう。時間的棲み分けを実施することで、閲

覧利用者と自習利用者双方が共存できると考えら

れる。その際、どの時間帯に自習利用が設定され

ているかを事前に周知する必要がある。勿論、自

習優先時間においても閲覧利用の機会を確保しな

ければならない。 

さらに、③で触れた「自習」という表現にネガ

ティブな印象がつきまとっている可能性があるこ

とを踏まえ、私たちは、新たなネーミングの一例

として「持ち込み学習」を提案する。このように

明示することで、自習利用者の心理的負担を減ら

し、時間を要するかもしれないが、閲覧利用者の

意識改革にもつながると期待される。 

 

4. 今後必要になる検証 

私たちの調査は、2024 年 10 月現在完了してお

らず、さらなる調査研究が必要となる。第 3章で

掲げた提案を実効あるものにするために、今後少

なくとも 2 つの検証が必要となる。1 つは、私た

ちの提案を現場の職員の方々がどう捉えるのか確

認することである。現場の声を知ることで、私た

ちの提案をさらに補強することができるだろう。 

もう 1つは、時間的棲み分けに関して、どの時

間帯に設定するのが適切か 1つのモデルを示せる

ように検証することである。これによって、利用

者へのよりきめ細やかな配慮が可能になると思わ

れる。 

 

5. おわりに‐利用者双方の共存に向けて‐ 

本稿は、閲覧利用者と自習利用者が共存できる

提案を行った。 
私たちは、公共図書館があらゆる人にとっての

「居場所」であってほしいと考えている。勿論、

そのなかには自習利用者も含まれるべきである。

そのためには、外部から持ち込んだ資料を使用し

た学習も認められることが望ましい。物理的な問

題もあり容易に解決できる問題ではないが、公共

図書館の社会教育施設の側面が十分に発揮される

ように、第 4章で述べた検証を行ったうえでさら

に具体的な提案を模索していきたい。 
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ウエルネスウォーキングとフォトラリーを活用した

健康増進の取り組み 
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川朋香（Tomoka NAKAGAWA）・野村梨笑（Rie NOMURA）・村田唯衣（Yui MURATA） 

（福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科・医療福祉経営学科） 
キーワード：ヘルスツーリズム、ウエルネスウォーキング、丹後地域 

 

1. はじめに 

 健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の

実現のためには、個人の行動と健康状態の改善に

加え、個人を取り巻く社会環境の整備や、その質

の向上によって健康寿命の延伸及び健康格差の縮

小を図ることが大切である。しかし、「20 歳代、

30歳代労働者の運動意欲に関する因子」（中谷,池

田 2005）によると、日常生活で運動習慣を持ち

運動を継続している人よりも、日常生活での運動

習慣はないが健康への関心がある人の方が、運動

への意欲が高いことがわかった。この結果を踏ま

え、身近で始めやすい運動習慣の一つの手段とし

て「ウエルネスウォーキング」に注目した。ウエ

ルネスウォーキングとは、ドイツのクアオルト（療

養地・健康保養地）で治療としても実施されてい

る気候療法や地形療法の手法を用いた健康促進法

のひとつである。健康寿命を伸ばす効果が期待さ

れるだけではなく、地域の自然や歴史を体験する

ことで、地域活性化やコミュニティ形成の手段と

して活用することもできる（神戸市立森林植物園 

2021）。ウエルネスウォーキングは目標心拍数を設

定して行い、目標心拍数は、運動に不慣れな者は

「160－年齢」を基準に、歩行の速さを調整して歩

く。 

 本稿では、日常生活で運動習慣を持たないもの

の、健康への関心を持っている 20代から 30代の

人々を対象に、身近な活動による健康づくりのひ

とつとして「ウエルネスウォーキング」を組み込

んだイベントを提案し、実証実験をおこなう。 

 

2. 神戸市立森林植物園での調査の目的と概要 

 2024 年 6 月 16 日（日）に神戸市立森林植物園

で開催された六甲健康保養地研究会主催の森林植

物園ウエルネスウォーキングに一般参加者ととも

に参加した。 

 この参与観察の目的は、ウエルネスウォーキン

グに実際に参加し効果を実感すること、ウエルネ

スウォーキングのコースを作成する際に活かせる

場所を探ること、実際の参加者の年齢層や目的を

調査するということの 3点である。また、インタ

ビュー調査の目的は、ウォーキングコースの作成

方法の把握と、ウエルネスウォーキングに取り組

む際の目的と軸の把握という 2点である。 

 インタビュー調査は、今回参加したコースの作

成者である六甲健康保養地研究会の宮下敬正氏、

流通科学大学人間社会学部の西村典芳氏に行った。 

 (1)インタビュー調査の結果 

 宮下氏によると、神戸市ウエルネスウォーキン

グのイベントでは毎回コース作成者が異な り、

コースもイベント実施期間に合わせて組まれる。

また、ウエルネスウォーキングへの継続的な参加

を促すためにパスポートが作成される。パスポー

トはスタンプラリーのような役割を担っており、

11 回参加すると次回の参加費が無料となるほか、

温泉チケットなどの特典もある。 

 ①参加者の定員：コースが３つあり、各コース

20名。 

 ②参加者の年齢層：20 歳〜86 歳。通常は 50、

60代の参加者が多い。 

 ③イベント参加者の出身地：奈良県など、神戸

市外からの参加者が多く、植物園周辺在住者の参

加者は少なかった。 

 ④参加の理由：日常生活においての楽しみを見

つけたり、好きなことをしていたら知らぬ間に健

康になっていたりすることを目指している。 

 (2)体験を踏まえての考察 

 実際に体験するとコースにある様々な植物の観

察や、幅広い世代の参加者の人と話しながら歩く

ということで、運動のために歩いているという感

覚は少なかった。参加した際はアジサイが見頃を

迎えていたため、写真が多く撮れるようなコース

が組まれていた。継続して参加することで、参加

者の健康増進に大きく寄与することが考えられる。

そのためイベントを企画するうえで、参加者が飽

きず楽しく参加できるようにすることが、大切だ

とわかった。健康になることを主の目的とせず、

好きなことをしていたら知らぬ間に健康になって

いたような心持ちで参加者の増加を狙いたい。神

戸市での経験を踏まえて、京都府北部の丹後地域

に着目し、ウエルネスウォーキングを通じた健康

増進イベントを考える。 

 

111



 
3. 丹後王国での実証実験の概要と結果 

 神戸市立森林植物園での調査をもとに、北近畿

地域でのウエルネスウォーキングを検討する。そ

こで、京丹後市にある道の駅 丹後王国「食のみや

こ」(以下丹後王国)に注目した。丹後王国に注目

した理由として、甲子園球場 8個分の敷地面積を

もつ西日本最大級の道の駅であり、ウォーキング

をおこなうのに十分な広さであることが挙げられ

る。また、四季折々の花木を探しながら散策でき、

時期によって景色が変わる飽きないコースを作成

できると考えたためである。コース作成において

は、丹後王国ホームページに掲載されていたコー

スを参考にした。 

 
【表 1】丹後王国で作成したコース 

 
 【表１】より、丹後王国内の森の散策路を歩く

森コース、丹後七姫のパネルに沿って歩く街コー

ス、両方を歩く森と街コースの 3つを作成し、実

際に歩いた。それぞれの距離と所要時間は【表 1】

の通りである。森コースは、坂や階段が多く、木

が生い茂っていた。【写真 1】は【図１】の星印付

近で撮影したものである。また、高低差が大きく、

少々ハードなコースだった。道中には、森に咲く

植物の写真と名前が掲載された看板があり、季節

ごとの花木を楽しみながら散策できた。街コース

は、丹後にゆかりのある女性偉人である乙姫、小

野小町、静御前、羽衣天女、細川ガラシャ、安寿

姫、間人皇后の 7名を七姫とし、七姫の等身大パ

ネルと姫に関する簡単な説明文が設置されていた。

コースの距離としては短く平坦であり、普段ウォ

ーキングをしない人でも簡単にまわることができ

るが、コースとしては成り立たなかった。森コー

スと街コースを組み合わせた森と街コースでは、

程よい距離と所要時間となった。 

 

 
【写真１】森コースで実施している様子 

 

4. 政策提言 

 神戸市立森林植物園での調査を踏まえ、丹後王

国でのフォトラリー企画を含んだウエルネスウォ

ーキングを提案する。企画概要は以下のとおりで

ある。コースは前述の森と街コース【図１】を使

用する。①体調確認チェックシートを記入後血圧、

脈拍を測定する。②準備運動をおこなう。③森コ

ースから回るグループと、街コースから回るグル

ープに分かれる。④あらかじめ主催者側が用意し

た回答フォームに写真と同じ場所を探して写真撮

影を行い、主催者に共有する。⑤丹後王国内にあ

るヒントをもとに回答フォームを通じて、主催者

が出題したクイズに回答する。⑥冷水での腕浴を

おこなう。⑦参加者にはフォトラリーの達成状況

やクイズの正答率に応じた景品を選べるようにす

る。景品は、丹後地域の特産品（がちゃまん、黒

豆チーズケーキ、ガラシャの涙）や丹後地域の飲

食店の割引券である。なお、回答シートの作成に

は Google Formsを使用する。 

 ウエルネスウォーキングを通じて丹後王国につ

いて知ってもらうことで、丹後地域への興味を持

つ人が増えれば旅行客の増加にも繋がり、丹後地

域の地域活性化にも貢献できるのではないかと考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【図 1】国土地理院標準地図にコースを追記して掲載

（丹後王国は旧名称の丹後あじわいの郷になっている） 
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京都市民間によるメンタルヘルス対策の普及案 
‐ビブリオセラピストの創出‐ 

 

風間ゼミナール Z 班 

◯有村愛恵（Itoe ARIMURA）・大江蒼空（Sora OE）・大野聖梨（Hijiri ONO） 

福留渉（Ayumu FUKUTOME）・由佐匠（Takumi YUSA）・横山暁子（Akiko YOKOYAMA） 
 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：メンタルヘルス、ビブリオセラピー、ゲートキーパー 

 

1. 問題意識 

厚生労働省の報告によると、2020 年における精

神疾患を有する総患者数は約 614.8 万人であり、

2017年の調査と比較して約195.5万人増加してい

る。また、京都市においても 2020 年以降、自殺者

数は 4 年連続で増加しており、その原因の約 6〜

7 割は抑うつ状態に関連するものであると報告さ

れている。精神疾患は長期的な治療が必要となる

ことから、医療費の増大や労働力の低下といった

社会全体への影響が大きいことも明らかにされて

いる。 

 今後ますます地域におけるメンタルヘルス対策

の重要性が高まっていくと考えられる中で、国や

地方自治体はカウンセリングサービスの拡充や医

療機関での治療促進等の対策を講じている。しか

し、これらの取り組みは上記のデータが示すよう

に現時点で十分な効果が出ているとは言い難い。 

 このような状況を踏まえ、京都市においても現

在行われている専門機関による対応に加え、市民

が日常生活の中で共助できる仕組みを構築する必

要があると考え、本研究を行った。 

 

2. 現状分析 

京都市が現時点で実施している取り組みとして、

ゲートキーパーに必要な知識の習得を目的とした

15 分の動画を HP 上で公開していることや、京都

いのちの電話といった電話相談窓口の設置が挙げ

られる。しかし、電話相談窓口を利用するために

は、自らが精神状態を認識し主体的に電話をかけ

る必要があるためハードルは高いと考えられる。

また、精神疾患は長期的な治療や医療費の増大を

要することを考慮すると、専門家や医療機関に頼

らず身近なもので未然に防ぐことが望ましい。 
海外に目を向けると、メンタルヘルス対策の一

環としてビブリオセラピー（読書療法）が存在す

る。Fran Lehrは、ビブリオセラピーの定義とし

て「文学作品を使って人々が抱える問題に対処で

きるよう援助すること」と表現しており、英国サ

セックス大学の研究によれば、読書によってスト

レスを 68％軽減することが可能である。これは音

楽鑑賞、散歩、コーヒーなどによる軽減度を上回

っていた。日本国内においては、読書は勉学や娯

楽のためといった認識が根強いが、海外事例に注

目すると、読書を心理療法の一環として用いてい

る国も少なくない。イギリスでは、家庭医と読書

セラピストが連携し、精神疾患の患者に対して「薬」

ではなく「本」を処方する代替医療が政府に公認

されている。また、イスラエルではビブリオセラ

ピスト（読書療法家）は国家資格になっている。

憧れの職業として位置づけられているが、文学や

心理学、統計学まで幅広く学ぶことに加え、長時

間にわたるフィールドワークを行う必要があるた

めハードルが高い。 
 
3. 政策提言 

以上の現状分析を踏まえ、私たちは、京都市民

対象のメンタルヘルス対策として「京都市にお

けるビブリオセラピストの創出政策」を提案す

る。なお本稿では、ビブリオセラピストとは、ビ

ブリオセラピーを行う市民のことを指し、読書

を通じてメンタルヘルス不調者への心のケアや

行動の変化を促す役割を担うことを意味する。 
 
3.1 ビブリオセラピー委員会の創設 

 本政策を実行するにあたり、諸施策を実施・管

理する運営体制としてビブリオセラピー委員会を

創設する。政策主体は京都市民・京都市（こころ

の健康増進センター）・京都市図書館・日本読書療

法学会の 4つであり、それぞれが連携・協力しな

がら運営を行う。（図 1） 

 
図1：（筆者作成）ビブリオセラピー委員会 
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3.2 ゲートキーパー研修の受講 

本政策は 2段階のプロセスから成り、ビブリオ

セラピーには本（Book）と心理療法（Therapy）の

2 つの要素が存在するため、それぞれ両側面から

アプローチする施策を実施する。 

1 段階目に、心理療法に関するアプローチとし

て、参加者は厚生労働大臣指定法人・一般社団法

人いのち支える自殺対策推進センターが作成して

いるゲートキーパー研修の e ラーニング動画（50

分）を視聴し、京都市におけるゲートキーパーと

なる。 

メンタルヘルス対策では、悩んでいる人に寄り

添い、関わりを通して孤独・孤立を防ぎ、必要な

支援につなげることが重要である。そのため、1人

でも多くの市民にゲートキーパーとしての意識を

持ってもらい、専門性の有無に関わらず、それぞ

れの立場でできることから行動を起こしてもらう

ことが大切である。そして、地域でゲートキーパ

ーの数を増加させて輪を広げることにより、更な

る市民間のメンタルヘルス対策につながる。 

 

3.3 ビブリオセラピスト創出に向けたワークショ

ップの実施 

2 段階目に、本に関するアプローチとして、ゲ

ートキーパーとなった市民が、対話的ビブリオセ

ラピーのワークショップに参加することにより、

京都市内におけるビブリオセラピストを創出する。

なお本ワークショップの構造は以下のように設定

する。 

・場所：京都市図書館（うち利用者の多い右京中

央図書館、中央図書館、左京図書館、北図書館、

伏見中央図書館を活用） 

・人数：参加者 3〜5人（うちファシリテーター1

人） 

・内容：ストーリーのワーク＋対話（本を読み、

全体で共有の時間を設け、ファシリテーターがテ

ーマに沿った質問を投げかけ、参加者間で感想や

意見交換を行う） 

・実施回数：2回（1回目はワークの参加者として

参加し、2 回目はファシリテーターとして参加す

る） 

文章作品を媒体とした他者との対話や、異なる

役割を担った 2回のワークショップに参加するこ

とで新しい視点の取得を促進し、ビブリオセラピ

ストと市民両者の視点の理解、つまりは他己受容

の一助となる。 

また、本ワークショップを継続的に実施するこ

とにより、多様な属性のビブリオセラピストが創

出される。そのうえで、行政の役割として HPの開

設・運営を期待する。HPには本ワークショップを

経て、認定されたビブリオセラピストの属性（性

別、年代、職業等）が登録されており、それを市

民が自由に閲覧できるようにする。市民がビブリ

オセラピーを必要とする場合には記載された情報

から自分に合ったビブリオセラピストを選択でき

るような環境を整えることを想定している。本政

策を導入し、京都市にビブリオセラピストを創出

することは、ゲートキーパーとしての役割を担う

市民を増やすことと同義であると考える。 
 

4. 展望 

ゲートキーパーは「命の門番」とも位置付けら

れており、身近な人が出す SOSサインに気づき、

適切な対応（悩んでいる人に気づく、声をかける、

話を聞く、必要な支援につなげる、見守る）をす

る役割を担っている。本政策を導入することによ

り、京都市においてビブリオセラピーを新たな心

理療法の 1つとし、さらにはビブリオセラピスト

を創出することで京都市内にゲートキーパーとし

ての役割を担う人を増やすことができたら「本」

を通して、より身近に悩んでいる人に寄り添い、

支援することができると考える。 

そして、本政策を京都市内にとどまらず日本全

体へ拡大することで、国が抱えるメンタルヘルス

に関する課題の解決に貢献するだろう。 
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山科地域の砥之粉の認知度に関する現状と課題 
 

 ktu traditional craft 

高田 蓮（Ren TAKADA）・○竹中 太一（Taichi TAKENAKA）・松井 愛実（Manami 

MATSUI）・吉見 健太（Kenta YOSHIMI）・和田 真奈（Mana WADA） 

（京都橘大学経済学部経済学科） 
キーワード：砥之粉、伝統産業、文化の継承 

 

1. はじめに 

われわれは、京都山科地域の伝統工芸品である

砥の粉に焦点を当て、その認知度と文化的価値を

調査した。研究のきっかけは、われわれが所属す

る京都橘大学が京都市山科区に所在することから、

当該地域の伝統工芸について調べた際に、「砥之粉」

の存在を知ったことである。山科区の稲荷山は、

砥の粉の原材料となる岩石が豊富に採れることで

知られており、古くから生産が行われてきた。 

砥之粉は京漆器の制作過程で重要な役割を果た

し、漆器の耐久性や美しい仕上がりに寄与してい

る。しかし、我々が実施した大学生を対象とした

事前調査では、砥之粉についての認知度が低いこ

とが判明した。 

これを受け、本研究では地域文化の理解促進と

伝統工芸の継承を目的とし、大学生を対象とした

砥の粉に関する講座を提案し、その効果について

考察することにした。本研究では、講座を通じた

砥之粉の認知度向上の可能性を探り、伝統文化の

継承に寄与する方策を検討する。 
 

2. 伝統産業に関する問題の所在 

2.1 京都の伝統産業 

京都の伝統産業は、古くから人々の生活に密接

に関わっており、生活用具、宗教儀式用品、趣味

や遊びの道具として発展してきた。これらの産業

は、今なお多くの製品が作られ、地域の文化や経

済に寄与している。 

1974 年に制定された「伝統工芸品産業の振興に

関する法律」（通称、伝産法）に基づき、京都には

国から指定された 17の伝統的工芸品が存在する。

これには、染色技術による西陣織や京友禅、諸工

芸品としては京漆器、京仏壇等が含まれている。 

伝統工芸品は主として日常生活で使われ、製造

過程の主要部分が手作りであること、伝統的技術

または技法によって製造されること、伝統的に使

用されてきた原材料を用いること、そして一定の

地域で産地を形成していることが求められる。令

和 5 年 10月 26日時点において経済産業大臣が指

定する「伝統的工芸品」は、全国に 241 品目存在

し、徐々に増加傾向にある。 

このように、京都の伝統産業は日本文化の一端

を担い、今後も重要な役割を果たすことが期待さ

れている。 

 

2.2 砥之粉とは 

砥之粉の生産を手掛ける株式会社進藤謙商店の

公式サイトによると、砥之粉とは砥石から出る粉

や粘土を焼いて粉にしたものである。山科区の稲

荷山には、砥之粉の原料となる岩石が豊富に存在

するため、国内の砥之粉は主に山科区で生産され

ている。 

 

2.3 3種の砥之粉の用途 

株式会社進藤謙商店の公式サイトによると、砥

之粉の原石は極度に風化した粘板岩、頁岩であり

速度によって色目が変わることを利用して赤色・

白色・黄色の砥の粉を製造している。 

赤、白、黄の 3 種類の砥之粉が主に使用されて

いるが各々用途が異なる。赤砥之粉は漆塗りの下

地や木製品の目止め、滑らかな仕上げに使用され

る。特撰赤砥之粉は微細な粉末として仕上げられ、

役者の化粧下地としても使用されることがある。

白砥之粉は、建築分野での白木や手あか防止、目

止めに使用される。黄砥之粉は主に桐製品や木製

品の目止め、自然な着色料、滑らかな仕上げとし

て使用される。 

 

2.4 京漆器制作における砥之粉の用途 

砥之粉は伝統工芸品である「京漆器」の下地作

りにおいて重要な役割を持つ。具体的には、「地付

け」や「錆付け」といった工程で用いられる。 

伝統工芸品に関する情報を発信する KOGEI 

JAPAN によると、「地付け」と呼ばれる工程は、砥

之粉、地の粉、漆、水を混ぜたものを用いて素地

を強化し、仕上がりを美しくするために行われる。

この工程により、漆器の強度が増す。地付けの後

に行う、「錆付け」と呼ばれる工程では、砥之粉と

漆を混ぜた錆をつけて乾燥させる。これを何度も

繰り返すことで、下地が形成され、最終的に美し

い仕上がりが実現する。砥之粉は、漆器の美しさ

と耐久性を高めるために欠かせない素材である。 

 

2.5 砥之粉の代用品 

砥之粉には「地の粉」と呼ばれる代替品となる

素材が存在する。株式会社進藤謙商店の公式サイ

トによると、地の粉は砥之粉と同じ品質であるも
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のの、より荒い粉末状になっており、砥の粉と併

用することで乾燥効果を高めることができる。 

地の粉は「金継ぎ」と呼ばれる技法で利用され

ることが多い。金継ぎは、破損した器を漆で修復

し、最後に金粉を蒔いて仕上げる伝統的な技法で

ある。この過程で器の欠けた部分を埋めるために

砥之粉や地の粉が使用される。 

 

3. 砥之粉及び伝統工芸品の認知度に関するア

ンケート調査とその結果 

先行研究によって、砥之粉は伝統工芸品である

京漆器の制作に欠かせない山科地区の優れた伝統

産業品であることが分かった。しかし、本研究を

行う以前の我々は、砥之粉の存在を認知していな

かった。そのため本研究では、砥之粉の認知度を

把握するために、大学生を対象としたアンケート

調査を実施した。 

調査は 2024年 10 月 7日 12時から 10月 11日

13時にかけて、Formsを使用して行った。調査リ

ンクは、班員 5名の Instagramを通じて大学生の

フォロワーに限定して発信し、146名からの回答

を得た。 

質問内容は砥之粉の認知度を問うもので、例え

ば「砥の粉を知っているか」という質問に対して

は、146名全員が「いいえ」と回答した。この回

答者に対して、さらに 2つの追加質問を実施し

た。問 1では、「以下の伝統工芸品の中で、砥の

粉が使用されていると思うものを 1つ選んでくだ

さい」という設問を設けた。加えて、砥之粉の用

途に対する理解度を確認した。続く問 2では、

「砥の粉が京漆器に使用されていることを踏まえ

て、京漆器に対するイメージにあてはまるものを

選んでください」という質問を行い、京漆器に対

する認識やイメージについて調査を行った。 

 
図 1 問 1 の結果 Excel をもとにグループ作成 

 

 
図 2 問 2 の結果 Excel をもとにグループ作成 

問 1の結果から、砥之粉は京漆器の制作に不可

欠であるにも関わらず、認知度は現状極めて低い

と言える。問 2では、「歴史がある」の 54票に続

いて、「高価なもの」が 36票、「華やかさがあ

る」が 36票と多くの票を集めている。 

このことから、京都の伝統工芸品に対して「敷

居が高い」、「日常生活には無縁なものである」と

いった固定的な印象を持っている大学生が多いの

ではないかと考えられる。 

 

4. 砥之粉の認知度向上と政策提言 

大学生を対象とした砥之粉の認知度に関するア

ンケート調査を実施した結果、伝統工芸品及び工

芸品における砥之粉の重要性が、特に若い世代に

おいて十分に理解されていないことを示している。  

この結果を受けて、我々は京都の大学に在籍す

る学生を対象に砥の粉に関する講座を開催するこ

とを提案する。この講座では、以下の内容を予定

している。まず、砥之粉の歴史や製造過程、文化

的背景についての講義を行い、参加者に基礎知識

を提供する。次に、実際に砥之粉を使用した磨き

作業の体験を通じて、その特性を理解してもらう

機会を設ける。また、講座の最後には質疑応答の

時間を設け、参加者が抱える疑問に対して専門家

が回答することで、深い理解を促進する。  

この講座を通じて、参加者に砥之粉の魅力や価

値を体感してもらい、認知度の向上を図ることが

期待される。 
 
5. 今後の課題 

本研究を通じて、砥之粉は伝統工芸品の制作に

欠かせない山科区の伝統産業であることが分かっ

た。しかし現状砥之粉の認知度は極めて低いため、

砥の粉に関する情報発信を今後促進すべきである

と考える。地域住民が在住地域の文化資源を認識

することによって地域に誇りを持ち、伝統産業に

対する理解が促進すると共に文化の継承につなが

ることを期待したい。 
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京都における再犯防止につながる取組 
‐就労・定着へのサポート制度‐ 

 

阿部ゼミ Ｂグループ 

○西田芽生(Mei NISHIDA)・阿閉祥巳(Yoshimi ATSUJI)・笠丸裕一郎(Yuichiro 
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(京都先端科学大学経済経営学部経済学科、経営学科) 

キーワード：就労支援、協力雇用主、社会復帰 
 

1. 日本における再犯防止の現状  

 近年、日本の再犯者率は上昇してきており、2020

年に過去最高の 49.1％が記録されて以降も再犯

者率はあまり下がらずに高水準で推移している。

これは、初犯者数が大きく減少しているのに対し

再犯者数があまり減少せず横ばいのままだからだ。

再犯防止を進めることの重要性が高まったことを

受け、2016 年には「再犯防止推進法」が公布・施

行され、翌年にはそれをもとに「再犯防止推進計

画」が閣議決定された。それに基づき現在では、

地方自治体も再犯防止に取り組まなければならな

い。京都府においても再犯者率が日本全体の再犯

者率よりも高い水準にあり、自治体における再犯

防止に向けた取組は重要性を増しているといえる。 

再犯防止を考える上で注目すべきなのが、有職

率である。再犯者の 7割ほどは再犯時に無職者で

あり、仕事がないことが再犯に大きく影響してい

ることがわかる。 

そこで、本研究では、再犯防止には就労の支援

が重要であると考え、就労支援の中でも出所後の

支援に大きく関わっている協力雇用主に着目して

研究することにした。 

2. 協力雇用主 

2.1 協力雇用主とは 

 協力雇用主とは、犯罪や非行の前歴があり、職

に就くことが困難な出所者等の事情を理解したう

えで雇用し、出所者等の立ち直りに貢献する事業

者のことである。犯罪白書によれば、2022 年 10 月

時点で協力雇用主は、全国で 25,202 社存在してい

る。業界としては、その過半数が建築業界の企業

である。しかし、実際に雇用している協力雇用主

は 1,024 社であり、協力雇用主の登録企業数と実

際に雇用している企業数には大きな差が存在して

いる。 

2.2 雇用につながらない理由 

 法務省保護局の協力雇用主登録企業に対するア

ンケート調査(2019)によると、雇用できていない

理由として協力雇用主が考えているのは、「保護

観察所からの連絡がない」(47.2%)が多く、過去に

雇用経験がある企業でも、直近 1年間雇用してい

ない理由として同様の回答が 51.2%を占めている。 

 また、協力雇用主に以前登録していた保護司の

方にお会いして、採用に繋がらなかった理由を、

ヒアリング調査した。1 度だけ採用したが、短期

間で離職してしまい、保護観察所に協力雇用主と

して登録してから 10 年連絡が来ていないとのこ

とだった。協力雇用主のリストなどを持っていな

いため、紹介できないのが残念という意見があっ

た。 

 そこで、採用に繋がらない理由を聞くために、

以下の施設にヒアリング調査を行った。 

3. 刑務所・保護観察所へのヒアリング調査 

3.1 京都刑務所 

京都刑務所を見学させていただきお話を伺っ

た。京都刑務所は累犯の受刑者が収容される B 指

標刑務所(男性)に分類され、現在の収容人数は約

900人である。受刑者の罪名別割合は覚醒剤が

36.3％、窃盗が 28.1％を占めており、受刑者の

入所回数は 4回目以上が 58.9％を占める。 

就労の状況に関しては、刑務所で受刑者の就職

に向けた準備支援を行う就労支援専門官からもお

話を伺った。専門官は、刑務所で受刑者の履歴書

の作成指導、面接練習などを行っている。専門官

によれば、受刑者の約半数は出所前に就職が決ま

っておらず、決まっている者の中には受刑者の自

己申告も含まれているため、実際の就職状況との

間に乖離がある可能性は否定できない。また、専

門官は求人情報を持っていないため、ハローワー

クの職員が刑務所へ週に 1回訪問し、受刑者と直

接面接して、求人情報を提供するそうだ。協力雇

用主が了承すれば、刑務所内での面接を実施して

いる。課題としては、①協力雇用主や本人が希望

する条件と合わず、採用にならないこと、②専門

官は出所後の受刑者と直接関わることが難しく、
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保護観察所との連携も十分ではないため、出所前

から出所後への継続的な支援体制が手薄になって

いることなどを伺った。 

3.2 京都保護観察所 

京都保護観察所にもヒアリング調査を行った。

現在、京都の協力雇用主数は、353社である。協力

雇用主のリストなどについては、ハローワークと

保護観察所だけが所有しているが、これは、協力

雇用主登録を非公開にしている企業もあるためで

あった。 

雇用に繋がらない理由については、覚醒剤や窃

盗など、罪種によっては協力雇用主が紹介を避け

て欲しい場合があるそうだ。 

対象者は、困った時に地元の悪い先輩に頼って

しまう面があるが、協力雇用主と対象者が話をし

て、対象者も自分と向き合ってくれると感じるこ

とで立ち直れる場合が多いとのことだった。 

3.3 ヒアリング調査に基づく分析 

刑務所および保護観察所への調査を通じて、以

下の 3つのことが明らかになった。 

①就労支援においてはハローワークが中心的な

役割を果たしていることが確認された。しかし、

窃盗や覚醒剤使用といった特定の罪種に関しては、

協力雇用主の不安が高く、雇用に結びつきにくい

現状が浮き彫りとなった。②就職後の離職率の高

さが課題としてあるが、出所後や保護観察終了後、

刑務所や保護観察所による支援は期待できず、他

の長期的なサポート体制の構築が不可欠であるこ

とが示唆された。③協力雇用主の理解と誠実な対

応が、出所者の更生に重要な役割を果たすことが

明らかとなったため、複数の信頼できる支援者の

存在が、立ち直りの促進につながる可能性が示さ

れた。これらを踏まえ、協力雇用主と出所者双方

の不安を軽減する継続的なサポート体制の確立が

求められる。 

4. 地域で支える必要性 

保護観察が終了した後も就労が継続・定着する

ためには、長期的な支援が必要だ。しかし、刑務

所や保護観察所が支援できる期間には限界がある

ため、長期的なフォローアップや適切なサポート

をするためには、地域社会全体での支援が欠かせ

ないだろう。 

再犯防止は、現在では地方自治体もその責務を

担っている。たとえば、京都府や京都市では再犯

防止のための条例や計画が策定されており、様々

な取組が進められている。協力雇用主に対しては、

入札時の加点制度や雇用主の開拓支援などが行わ

れているものの、協力雇用主による雇用の増加に

結びついておらず、就労の定着・継続に向けた具

体的な支援も不足している。そのため、地域全体

で協力雇用主や対象者を支援するための長期的な

仕組みづくりが重要となる。 

就職をしやすくするのはもちろんであるが、同

時に、就職した後離職せず仕事に定着していくよ

う、協力雇用主も対象者も総合的に支援できる政

策を考える必要がある。 

5. 政策提案 

 そこで、提案するのが、就労・定着ネットワー

ク事業「今度こそは」である。この事業の参考に

したのが、刑務所出所者等の就労先確保と職場定

着を目的として活動する宮城県の就労・定着ネッ

トワーク事業「リ・トライ」である。事業主体は

NPO法人が担っており、法務省保護局の協力の下、

宮城県内の職親プロジェクト企業や協力雇用主、

就労支援事業者機構、保護観察所と連携し、勤務

する対象者が継続して安定した雇用のもと、自立

した生活の実現に向けて必要な相談ができる居場

所や教育、研修を行っている。これを参考に京都

府や京都市でも出所者を支援する事業を新設した

い。 

しかし、制度や事業を作ったとしても成功事例

が少ない事業に参加する企業は多くないだろう。

協力雇用主の罪種に対する不安の解消もしなけれ

ば、採用には繋がらない。そこで京都独自の案と

して、この事業の中で就労先輩サポーター制度を

実施したい。これは、協力雇用主のもとで勤務し、

仕事を続けられている当事者(特に、覚醒剤や窃

盗)に、就労先輩サポーターとなってもらい、成功

事例として協力雇用主へ理解を促すための活動や

仕事についたばかりの人への相談に乗る活動を行

ってもらう。当事者としても、自治体の窓口など

に急に行くのはハードルが高いが、支援事業の一

環で、同じ元犯罪者という立場で頑張っている同

世代の人が先輩としてサポートしてくれた方がい

いのではないかと考えた。 

これにより、当事者は同じ立場だった人を目標

とし、何かあれば、先輩に相談しながら、社会復

帰に向かっていく。その当事者が成功して次の先

輩となり後輩をサポートする。これを繰り返すこ

とで就労定着とサポートの好循環が生まれ、協力

雇用主に当事者の不安を軽減し、実際に雇用する

協力雇用主の数が増え、再犯しない人生を歩むこ

とができると考える。 
参考文献 

(1) 法務省(2023)『令和 5年版犯罪白書』(日経印

刷) pp.39-41． 

(2) 法務省(2019)「協力雇用主に対するアンケー

ト調査」p.5. 

(3) 京都府(2024)「京都府犯罪のない安心安全な

まちづくり計画」pp.39-41． 

(4) 京都市(2024)「再犯防止推進計画」pp.23-24． 

(5) リ・トライ宮城県刑務所出所者等就労・定着ネ

ットワーク事業 HP「事業概要」https://retry-

miyagi.org/outline/index.html. 

(最終閲覧日: 全て 2024 年 10月 21日) 
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耕作放棄地解消と圃場整備・法人化の重要性 
‐京丹後市宇川地域を事例として「持続可能な地域社会」を創るために‐ 

 

龍谷大学政策学部今里ゼミ 

○太田 迅優(Jinyu OTA)・池上 友貴(Tomoki IKEGAMI)・大倉 真美(Mami OKURA)・ 

関西 なつ芽(Natsume SEKINISHI)・田上 愛咲(Aisa TAUE)・ 

谷田 孝大朗(Kotaro TANIDA)・槌野 壮太(Sota TSUCHINO)・坪井 優喜(Yuki TSUBOI)・ 

中井 風花(Fuka NAKAI)・長谷川 日菜多(Hinata HASEGAWA)・ 

藤村 仁弥(Hitoya FUJIMURA)・山口 雄生(Yuki YAMAGUCHI)・吉岡 優(Yuu YOSHIOKA) 

（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：耕作放棄地、圃場整備、農業経営 
 

1．はじめに 

 日本は現在、深刻な少子高齢化と人口減少問

題に直面している。この社会的変化は、全国各

地で耕作放棄地の増加や農業従事者の不足など

の課題を引き起こしている。本研究の対象地域

である京丹後市宇川地域においても、少子高齢

化、人口減少が著しく進行し、耕作放棄地問題

が深刻化している。 

 本研究では、持続可能な地域の構築には耕作

放棄地問題の解消が必要であるという仮説に基

づき、宇川地域を事例として現地での実態調

査・分析・実践活動を通じて耕作放棄地問題の

解決に必要な方策を明らかにし、「農業を基盤と

した持続可能な地域社会」を提案する。 

 

2．研究方法 

図 1研究手法 

ヒアリングによる問題の分析 

本研究にあたり、今里ゼミはまず、宇川地域

における行政や地域住民へのヒアリングを実施

し、耕作放棄地問題の分析を行った。 

圃場整備事業の効果と問題点の分析 

 次に、宇川地域における耕作放棄地対策とし

て圃場整備事業に着目をし、圃場整備の変遷と

効果、課題を把握するため、現地でのヒアリン

グ調査を実施、結果を分析した。 

宇川アグリ株式会社から見る圃場整備事業の検

証 

 3 章の分析から宇川地域では農業法人による圃

場整備事業が有効との仮説を立てた。この仮説

を検証するため、宇川地域で農業法人を経営す

る宇川アグリ株式会社へヒアリング調査を実施

した。同時に同社が直面する課題や今後の展望

についても調査・分析を行った。 

宇川地域の農業から見た、持続可能な地域社会

への提案 

 宇川アグリ株式会社の課題点をあげた上で、

宇川地域において持続可能な農業をどのように

行えばよいのか、提案を行った。 

 

3．宇川地域の問題分析 

3-1 問題の認識 

 行政や宇川住民へのヒアリング調査を行った

結果、宇川地域における主要な課題として「耕

作放棄地の増加」が挙げられることが分かっ

た。また、農林業センサスのデータによると、

宇川地域の耕作放棄地は2005年から2015年の10

年間で約 32％増加しており、全国平均の約 10％

の増加と比べると大きく上回っている。 

3-2 問題の発生要因と及ぼす影響 

 耕作放棄地の発生要因は複合的であり、板垣

（2013）の分類に基づき、資源・立地的要因、

人的要因、経済的要因、社会・制度的要因、政

策的要因の5つの要因に分類した。宇川地域にお

けるこれらの要因の具体的内容を表 1 に示す。 
表 1 宇川地域における耕作放棄地の実態 

（今里ゼミ作成） 
資源・立地的要因 ・水源の確保が難しい 

人的要因 ・人口減少、少子高齢化による農業従事

者の減少 

・農家の 8〜9 割は耕作放棄地の発生は

仕方のないことであると考えている 

・リーダー的存在がいない 

経済的要因 ・米の買い取り価格低下による農家の収

入の減少 

・肥料や農薬、農機具の価格高騰 

社会・制度的要因 ・耕作放棄状態の農地所有者の殆どが宇

川に住んでいない 

政策的要因 ・減反政策などの生産調整 

その他の要因 ・行政が実施する制度の理解が追いつい

ていない 

・獣害による農作物の被害 
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このような要因が重なり、宇川地域においても

複合的な要因によって耕作放棄地が増加してい

ることが分かった。 

 

4．宇川地域における圃場整備の効果と課題点 

4-1 圃場整備事業の概要とその効果 

 中山間地域における耕作放棄地対策として農

地バンクや支援金制度など行われているが、そ

の中でも農業生産性を向上させる効果的な手段

として圃場整備に着目した。圃場整備は、農地

等の区画形質の変更を中心に、用排水、道路等

の圃場条件を総合的に整備するものである。前

章（表 1）で示した耕作放棄地の発生要因と照ら

し合わせると、圃場整備には以下のような効果

がある。 
表 2 圃場整備の効果 

このような耕作放棄地問題発生要因へのアプロ

ーチとして圃場整備事業の有効性が認められる

が、圃場整備事業のみでは政策的要因やその他

の要因に十分対応できていない。 

4-2 圃場整備の効果を十分に発揮するための

手法 

 宇川地域において圃場整備された農地の効果

的な管理と持続可能な農業経営を実現するため

に、法人化が必要だと仮説を立てた。 

 法人化に着目した理由として以下の3つをあげ

る。1 つ目は、法人化により農地の安定的な利用

の実現、取引信用力の向上、助成金の確保、収

益の増大、新たな人材確保などの利点があり、

営農に必要な要素が整うと考えたからである。 

 2 つ目は、上宇川地区の農家 38 人に対して実

施したアンケートでは、23 人が法人化を望むと

回答したため、農業法人が担い手として最適で

あると考えたからである。 

 3 つ目は、京都府が府内の非法人で単一集落の

組織の法人化を推進しており（沼田 2021）、京丹

後市も集落農業経営組織の経営安定化のための

法人化を進めているからである。 

 

4-3 宇川アグリ株式会社から見る中山間地域

農業の持続可能性 
  上宇川地域にて圃場整備後の農地の担い手で

ある宇川アグリ株式会社へヒアリング調査を実

施した。その結果、法人化によって農地の集約

化が促進され、計画的な土地利用が可能となる

ことがわかった。また、設備に関する融資が受

けやすくなることや、法人税の適用による税制

面の優遇があり事業拡大が行いやすいことも判

明した。さらに、行政からの補助金を受け取る

ことが可能となるため、圃場整備にかかる地元

負担金の低減や獣害対策に対しても効果がある

ことが明らかとなった。これらの結果から、法

人化は圃場整備後の農地管理や農業経営におい

て、多くの利点をもたらすことが確認された。 

 

5.課題と今後の展望 

 以上から、法人経営を伴う圃場整備事業を行

うことで、労働環境の改善や担い手の確保が可

能となり、効率的な農地利用が実現する。補助

金の活用も容易となり、耕作放棄地の解消と農

地の持続的な利活用につながると考察した。 

 これらの効果を総合的に考慮すると、圃場整

備事業と農業法人化を行うことで、長期的な農

地の活用と農業生産性の向上を図ることができ

る。その結果、地域内で新たな雇用が創出され、

農山村地域の過疎化や都市部への人口流出に歯

止めをかけることにもつながり、持続可能な地

域づくりの実現に一歩近づくと考えられる。 

このような観点から、「圃場整備を通じた農業

を基盤とする持続可能な地域社会」が構築され

ることを期待する。また、今後は「圃場整備を

通じた農業を基盤とする持続可能な地域社会モ

デル」の他地域への適用可能性や長期的な効果

について、さらなる研究が求められる。 

 
参考文献 
(1) 板垣啓四郎（2013）：我が国における食料自給率向

上への提言／耕作放棄地の解消を考える、筑波書

房、p.18~20 
(2) 農林水産省、「農林業センサス」、農林水産省

HPhttps://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2024/1
0/21 最終閲覧 

(3) 農林水産省（2013）、土地改良事業計画設計基準 計
画 「 ほ 場 整 備 （ 水 田 ）」、 農 林 水 産 省 、

https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/tyotei/kizy
un/attach/pdf/hojouseibi_suiden-2.pdf2024/10/21最
終閲覧 

(4) 沼田行博（2021）、京都府からみた京丹後市農業の

課題、公益財団法人日本農業研究所、 p.22、

http://www.nohken.or.jp/NO.00chiikinohgyo/chiiki
nohgyo-
No.2_numata.pdf?t&utm_source=perplexity2024/1
0/21 最終閲覧 

 圃場整備の効果 

資源・立地的要因 用水路の整備による水管理の省力化 

人的要因 農業機械を大型化できることで農業

者の負担が軽減 

経済的要因 耕作面積拡大や高収益作物・6 次産

業化等による増収を図れる 

社会・制度的要因 土地の境界や権利関係が明確になる 

政策的要因  

その他の要因  
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宇治茶の消費拡大にむけて 
 

岩松ゼミ C 班 
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（京都府立大学公共政策学部公共政策学科） 

キーワード：宇治茶、イノベーション 
1. はじめに 

日本茶は国内だけでなく、海外にも販路を拡大

しており、輸出額は 2021 年に約 204 億円、2022

年は約 218億円、2023年は約 291億円と増加傾向

にある。輸出しているお茶のうち、粉末状（抹茶）

とその他（リーフ茶）という形状に着目すると、

全輸出額のうち、粉末状とその他の割合は、2021

年は 65％と 35％、2022年は 67％と 33％、2023年

は 74％と 26％となっている。このように粉末状

の輸出量は年々増加している。 

特に宇治茶はお茶の中でも知名度が高く、長期

にわたって地域の観光資源としても立場を確立し

ている。宇治はお茶の生産を行うための地理的環

境に恵まれており、質の良いお茶を生産してきた

ことで、江戸時代には歴代将軍が宇治抹茶を好み

取引していたとされる。 

2. 研究概要 

2.1 研究の目的 

 本研究では宇治茶が今日に至るまで、需要を保

つことができた要因に着目し、そのノウハウを活

かして宇治茶の海外消費の増加を促す方法につい

て検討する。 

2.2 研究の方法 

研究を行うにあたり、文献による先行研究と、

公益社団法人 京都府茶業会議所 事務局長 戸

塚浩司氏に宇治茶の歴史や特色についてのインタ

ビューを行った。それらの内容を考察し、海外に

お茶を広めるための方法について考えた。 

3. 研究結果 

3.1 宇治茶の危機とイノベーション 

宇治の抹茶はもともと将軍家など上流階級の飲

み物であったが、江戸末期になり将軍家や大名家

らが困窮してくると、高級である宇治抹茶の消費

量は減少し、宇治茶の生産に大きな打撃を与えた。

また、この時期に宇治地域で火事が起きたことが

重なり、宇治抹茶の供給量も大きく減少した。こ

れを打開しようと宇治抹茶の生産を多くの作り手

に許可したが、これは高級品として厳しく定めら

れた宇治抹茶の品質を下げることにつながった。 

この危機を救ったのが煎茶である。煎茶は、江

戸中期頃から好んで飲む文化人が増え、これに影

響された農民らにも広まりを見せていた。江戸後

期、最大の買い手であった将軍家や大名家が衰退

する中、抹茶より需要の増加する煎茶の栽培にシ

フトした。これは宇治茶の作り手と売り手が連携

して宇治茶を作っていたことで実現したイノベー

ションであった。 

3.2 宇治茶の味に対する統一基準について 

宇治茶は、お茶に含まれる成分に統一基準を設

けていない。ブランド品として生産されている農

産物には、糖度などの数値に基準を設けているも

のが多い。お茶の場合も茶葉によって含まれるう

まみや渋みの量は異なる。しかし、消費者の中に

はうまみが多く含まれるお茶を求めている人もい

れば、渋みが多く含まれるお茶を求めている人も

いる。そのため、宇治茶では味に対して統一の基

準を設けていない。成分の数値を決めず様々な味

わいのお茶をバランスよく販売することで、個々

のニーズに応えることが可能になっている。これ

は宇治茶にどのような状況にも柔軟に対応できる

という他の日本茶にはない強みをもたらした。 

3.3 宇治茶の強み 

 宇治茶には、京都府茶業連合青年団という団体

が存在する。この団体の主な役割としては、お茶

の鑑定技術向上のための競技大会を開催すること

である。他県の青年団はお茶の作り手、買い手で

別々に組織されている一方、京都府茶業連合青年

団は、作り手と売り手が同じ組織に所属している

ため、生産や販売状況などの情報交換が活発に行

われる。このような仕組みが宇治茶の生産販売の

イノベーションのしやすさを支えている。この組

織があったことで過去には抹茶から煎茶への生産

を素早くシフトすることが可能となった。 

3.4 新たな価値を持つお茶の開発 

飲食店でお茶を頼むと烏龍茶は有料、緑茶は無

料で提供されることを｢緑茶の陳腐化につながる｣

として問題視した京都府は、京都府茶業会議所・

京都府茶協同組合と連携して緑茶の陳腐化を防ぐ

ための宇治茶ブランド新展開プロジェクトを発足

した。このプロジェクトで開発されたのが、｢玉兎｣

という玉露である。ノンアルコール志向が高まり

つつあることを利用し、ワイングラスで飲む｢乾杯

のお茶｣として売り出すことで、良いものにお金を

出してもらうという仕組みを確立した。この取り

組みは、様々なニーズに対応できるよう味の基準

を設けない、という宇治茶の強みを生かした新た
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なイノベーションの一例である。 

3.5 宇治茶の普及への取り組み 

近年では、販売形態の変化により多様なペット

ボトル飲料が発達してきたことで急須で淹れるよ

うな伝統的なお茶を飲んだことがない人が増えて

きており、このような人々に対する宇治茶の販売

量を増やすことは難しくなっている。そこで「匠

の館」という施設を造り、喫茶店としてお茶を提

供するだけでなく、インストラクターがおいしい

お茶の淹れ方について教えるサービスを新たに展

開した。これは外国人に人気のある施設となり、

このような取り組みはターゲットを海外消費者に

まで広げる一つのきっかけにもなった。 

4. 考察 

 宇治茶についての調査の結果より、宇治茶が長

い時間その価値を保ち、消費を保ち続けることの

できた要因は、宇治茶の個々のニーズに応えるこ

とのできる柔軟な生産体制による、各時代にお

ける需要に適した供給を実現してきた生産者の

努力の賜物であると考えられる。 

 また、急須で淹れる伝統的なお茶を飲んだこと

がない人に直接茶葉からお茶を淹れる方法につい

て教えるという新たな視点での取り組みを行なっ

ているということがわかった。これにより、宇治

茶の市場を日本国内だけでなく海外にまでも拡大

することに成功している。 

5. 政策提言 

5.1「宇治茶診断」の作成 

宇治茶の海外消費を促すための政策提言として、

京都府茶業会議所が「宇治茶診断」を作成するこ

とを提案する。これは、個々のユーザーがそれぞ

れ自分の好みのお茶に出会えるようサポートを行

うツールであり、回答を進めるごとに得られるデ

ータを基に宇治茶の中から最適なお茶の種類を提

案する。これは主にユーザー毎の味、飲み方、香

りの嗜好から、お茶の種類を見つけるものである。

ツールを開発することで、外国人消費者が自分に

最適な宇治茶を選び、宇治茶を楽しむ手助けにな

ると考える。構造としては以下のように考える。 

5.2 味の好みの分析 

「甘味・苦味・渋み」を五段階で回答してもら

い、好みの味の割合をデータとして収集する。こ

のデータを基に、宇治茶の中からユーザーの味覚

に適したお茶の提案を行う。 

5.3  飲み方のスタイル 

普段お茶を飲むか、飲まないかの質問を行い、

普段飲まない人には様々な飲み方を提案する。普

段からお茶を飲む人には、さらにどのように飲む

かという質問を設けることでその飲み方に一番合

う宇治茶を紹介する。これにより、海外の消費者

でも日常生活にお茶を取り入れやすくなると考え

る。 

5.4 香り 

お茶にどのような香りを求めるかという質問を

設け、それぞれの選択肢を五段階で回答してもら

う。そのデータからユーザーに合った香りの宇治

茶を提案する。 

5.5  お茶の提案 

 ここまでの回答を踏まえた総合的なおすすめ

のお茶の提案を行う。それぞれの茶葉の味や風味

などの特徴、最適な淹れ方の紹介も行うことでや

ってみたいという興味を引く。また、ここまでに

紹介したお茶の種類をリスト化することで自身の

嗜好を知り、これ以降のお茶を選ぶ参考に役立て

られるようにする。 

 5.6  購入方法 

 宇治茶診断の結果に基づいて、ユーザーにそ

のお茶を購入できるオンラインショップや地元の

小売店のリンクを提供し、簡単に購入できるよう

にする。これにより、消費者は好みに合ったお茶

をすぐに手に入れることができ、購買意欲を高め

販売量の増加を促すことができると考える。 

6. 終わりに 
 本研究では、宇治茶の海外消費を促すために、

「宇治茶診断」の作成を提案した。「宇治茶診断」

ツールを用いることで、宇治茶を販売する側は消

費者のニーズを把握することができ、効率的に商

品やサービスを提供することが出来る。また、消

費者が自身の好みを知ることでお茶に興味を持ち、

飲むきっかけづくりにもつながるのではないかと

考える。よって、このような仕組みにより、宇治

茶のさらなる消費の拡大を期待する。 
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中高生を対象とした月経パスポート導入案 
‐教育機関における生理休暇制度の実現に向けて‐ 
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（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：生理、意識改革、学生の権利 
 

1. 問題意識 

 生理は病気ではないが、女性の心と体を苦し

める。社会に出ると生理休暇は労働基準法で定

められた権利であるが、生徒や学生にはその権

利が存在しない。私たちは女子高校生 385人に

生理に対する意識や悩み、学生の生理休暇につ

いてどう思うかアンケート調査を実施した。「生

理痛などの症状があるが無理をして学校に行っ

たことがある」生徒は 89.5%だった。私たちは、

生理が原因だと辛くても学校を休むことができ

ないというこの現状に問題意識を置いた。 

 
2. 現状分析 

 私たちが女子高校生に実施したアンケートでは、

生理痛などの症状がひどくても学校に行く理由と

して、「内申点が気になった」が 55.9%、「生理が原

因では学校を休めないと思っていた」が 46.6%で

あった。そこで、私たちは教育機関でも生理休暇

制度を導入することを考えた。生理休暇を利用す

ることで、欠席扱いにはせず、課題やオンライン

授業等の代替措置を与えるといった内容である。 

 女子中高生への生理休暇制度導入についてのア

ンケートでは、95.1%が賛成と答えた。賛成の理由

は、「我慢をする必要はない」が 70.8%、「体調が悪

化するのを防ぐため」が 60.1%であった。一方、反

対の理由として、「女性の中でも個人差がある」「本

当に生理のための休みなのか確認が困難」という

意見もあった。教育機関での生理休暇制度導入に

は、本当に生理痛などの症状により休んでいるの

か確認が困難であるという課題が上げられる。ま

た、社会的な生理への考え方も大きな課題だと考

える。近年、生理の話題について取り上げられる

ことも多くなったが、まだ生理について人と話す

ことは男女問わず抵抗がある人がいる。日本財団

（2022）の 17歳から 19歳を対象に行った調査で

は、生理について男性の友人・知人・家族・親族

と話すことに抵抗があると回答した女性は半数以

上であった。また、生理に関連する身体的・精神

的な不調や負担、日常の不便で最も多かったのは、

指導的立場にある大人に対して生理による不調な

どを伝えられえなかったことであった。このこと

から、生徒が教員に自身の生理による不調を直接

伝えることは困難であり、生理休暇導入に向けて

は大きな課題となると考える。そこで私たちは、

生理による休暇であることの信憑性を高め、生徒

が教員に説明する精神的負担を減少させる役割を

もつ「月経パスポート」の導入を提案する。 

 

3. 政策提言 

 「月経パスポート」、通称「ツキパス」は、生理

による身体的・精神的な症状がひどく、学校を休

まざるを得ないことを証明するためのものであり、

これを提示することで生理休暇の対象とすること

ができる。 

 

3-1.ツキパスの概要 

ツキパスについて詳しく述べる。 

 最初にツキパスの基本情報を説明する。ツキパ

スに記載する項目としては、医療機関の診断書、

受診履歴、教師との連絡ページなどである。また、

ユースクリニックにて専門家の方にお話をお聞き

したことを参考にし、生理の状態は変化すること

から、3 ヶ月～半年の有効期限を設ける。なお、

受診に関しては、京都市による公費負担とする。 
 次に導入する目的についてであるが、中学生以

上の生理経験者が全員所持することで、生理をよ

り当たり前なものにすることである。 

 そしてツキパスの機能について述べる。ツキパ

スの機能は、大きく分けて 2 つある。1 つ目は、

救済（代替）措置を受けるための証明書、いわゆ

る診断書の役割を果たすものである。後ほど使用

手順で詳しく述べるが、ツキパスの使用には医療

機関の診断結果を記入してもらう必要があるため、

より公的な証明書となる。2 つ目は、生理の程度

や状態の変化を可視化することができる。上記で

も述べたように、ツキパスには有効期限があり、

3 ヶ月～半年を目安に改めて医療機関で定期検診

を受ける必要がある。受診するごとに自分の生理

の程度や状態を知ることができ、どのように変化

してきているのかなどを、目で見て振り返ること

ができる。 

 最後に、ツキパスを導入することで考えられる

大きな 3つの効果について述べる。1つ目は、「ツ

キパス」という通称を用いることで、より親しみ

123



 
やすく扱いやすいものになることである。本政策

の目的として、生理をより当たり前なものにする

ことを挙げており、「生理」に関することを口にし

やすい、パスポートを目にすることが普通になる

環境づくりに繋がると考えている。2 つ目は、医

療機関の公的な診断によるものであるため、教員

等の理解を得られやすいことである。3 つ目は、

思春期・青年期女性の産婦人科受診率の増加に繋

がることである。この世代の月経困難症患者の産

婦人科受診率は約 4.1%である（外,葛西 2020）。ま

た初診で重症の患者が多いことなどから、現在の

社会では産婦人科受診率の低さが問題であること

が分かる。こうした定期的に産婦人科を受診する

機会を設けることで、より生理について相談した

り、知識を得たりする場を提供できるのではない

かと考える。 

 

 3-2. ツキパスの使用手順 

図 1.月経パスポート（ツキパス）の使用手順 

 

まずは、ツキパス配布から使用までの流れを説

明する。 

①中学 1年生の女子生徒を対象に、パスポート

を配布する。②医療機関を受診し、パスポートに

診断結果を記入してもらう（パスポートには、生

理の症状や月経困難症のレベルなど、そして医師

の署名を記入）。③生理を理由に学校を休む際は、

学校に休みの連絡を入れるとともにパスポートを

使用することを伝える（これで救済措置の対応を

行う）。④次回登校日に担任教員にパスポートを提

示し、サインをもらう。 

この手順に沿って手続きをした場合のみ生理休

暇として扱い、欠席した場合でも代替措置を与え

成績に影響がないようにする。また、月経パスポ

ートを所持しているだけでは使用することができ

ず、医療機関を診断し、有効期限内の診断書を持

つ生徒のみが使用することができるものとする。 

 

3-3. ツキパス診療支援制度  

 月経痛や月経不順は多くの女性が抱える症状

であり、身体的にも精神的にも苦痛を伴う場合が

多い。これらの症状の中には、子宮内膜症や子宮

筋腫といった病気が原因で引き起こされるケース

も少なくない。そのため、早期に適切な治療を受

けることが重要であり、私たちの「月経パスポー

ト」制度は、生理に悩む女子生徒が早期に医療機

関を受診し、治療を開始するよう促すことも目的

の一つである。  

しかし、多くの女子生徒は産婦人科の受診に対

して恐怖心や抵抗感を抱き、医療機関の受診を躊

躇してしまう。産婦人科に対する誤解や偏見だけ

ではなく、生理に関する知識の欠乏や症状の軽視

なども適時の受診の足枷になる。そのため、私た

ちは「ツキパス」を所持する女子生徒に対し、産

婦人科での初回受診時の費用（薬代を除く）を京

都市の全額公費負担にすることを前提とし、生理

を迎えた女子生徒全員に受診を推奨する制度を提

案したい。 

具体的には、まず女子生徒が医療機関で受診す

る際にツキパスを提示する。医療機関側は、ツキ

パスの情報を確認し、専用のシステムに生徒の受

診記録を入力する。それを基に初回受診時の費用

は会計から免除され、生徒は自己負担なく診察を

受けられる。次に、医療機関は月ごとに初めて受

診したツキパス所持者の人数と、診療にかかった

金額の合計を自治体に報告する。この報告を基に、

自治体は医療機関の財務に影響が出ないよう、医

療機関に対して受診料を支払う。 

このように、費用面の負担が軽減され、それが

モチベーションの向上、生理に関わる疾患の早期

発見と介入につながる。また、医師がツキパスに

署名し、診断内容を記載することで、適切な診察

を受けたことを証明する役割を果たすことができ

る。さらに、生理に関連する健康トラブルを未然

に防ぐことも期待できる。 

今後、ツキパスが活用されることで、生徒の生

理に関する悩みを解消し、社会的な生理に対する

意識の改革に繋げていきたい。 
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ICT が地域コミュニティに与える影響に関する研究 
‐京都市を事例として‐ 
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1．はじめに 

近年、地域課題の一つとして、地域コミュニ

ティの希薄化が問題視されている。そこで、私た

ちは、人々を繋ぐ取り組みの必要性を考え、ICT

と地域コミュニティをテーマに掲げる。 

私たちがテーマに掲げた ICTは、コロナ禍で

交流の機会が制限されたことをきっかけに、ます

ます重要視された。地域活動でも、ICTを導入す

る動きが全国的に見られており、新たな形でコミ

ュニティの形成を促す動きが見られる。 

近年の動向を踏まえ、ICTが地域コミュニティ

に与える影響を既往研究や独自調査を通じて、明

らかにすることを目指す。その上で、ICTが与え

る影響を把握し、今後の利用可能性を検討する。 

 

2．現状 

 日本では、2006年頃から地域の人的ネットワー

クを SNSで構築し、地域情報の生成・流通・蓄積

や、まちづくりなどに活かそうという取り組みが

広がると同時に、「地域 SNS」というアイディアの

全国的認知が始まった（庄司、2008）。 

 また、総務省が 2022年に発表した「自治会等に

関する市区町村の取組についてのアンケートとり

まとめ結果」によると、いずれの ICTも導入して

いないと回答した地域は、全体の 75.1％である

1,307団体である。 

 現在では、デジタル化により地域の魅力が向上

し、持続可能性が確保された社会を実現すること

が期待されている（デジタル庁、2024）。 

 

3．既往研究の整理 

 ICT と地域コミュニティを関連させて述べてい

る既往研究は、以下のとおりである。 

村上（2012）は、地域コミュニティ再生への関

心の高まりを背景に、ICT がその手段として有効

とされるようになったと指摘した。古坂・武田

（2006）も、行政が住民参画のために SNSを活用

し始めていると述べている。また、田中（2012）

は、地域の絆を再生する手段として ICTを挙げ、

廣田・土屋（2024）は、若い世代の参加促進に効

果があるとした。しかし、菅原（2023）は、ICTの

導入では、住民の理解や合意形成が難しく、導入

に踏み切れない課題も存在すると指摘した。 

これらのことを踏まえ、地域における ICTの利

用実態や影響について調査を行った。 

 

4．調査・分析 

ICTが、地域コミュニティにどのような影響を

与えるかを明らかにする目的で、京都市の行政

（市・区）及び学区・自治会等地域団体に調査を

実施した。調査概要は表 1の通りである。 

京都市では、コロナ禍で希薄になった地域住民

の繋がりを再構築し、地域活動の負担を軽減する

ため、2023年度から小田急電鉄株式会社が開発

した自治会・町内会向け SNS「いちのいち」導入

支援を開始した。これにより、地域情報等の共有

を容易にし、デジタル化で時間短縮することで負

担軽減と地域コミュニティ活性化を推進してい

る。 

下京区・南区では、2020年から地域コミュニ

ティアプリ「ピアッザ」を導入している。登録者

数は、ここ数年で増加傾向にあり、特に 30〜40

代が多くを占めている。ここでは、登録者が目的

に応じて情報交換等を行いオンラインでは気軽な

交流、オフラインでは顔が見える関係づくりがメ

リットとして評価されている。この結果から、

ICTによる地域コミュニティの活性化の可能性が
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うかがえる。西京区では、インスタグラムでの学

区の魅力発信や、いちのいちの導入支援を行って

おり、運営の維持、説明会の開催をしている。 

西京区の支援を受けていちのいちを導入した樫

原自治連合会では、自治連合会・各種団体の役員

間での情報共有を完全にデジタル化することで、

情報周知・共有の負担軽減や魅力発信に取り組ん

でいる。さらに、新たな世代が協働で運営してい

ることから、ICTの運営の円滑化だけでなく、新

たな世代の活躍と機会づくりに繋がっている。 

伏見区藤城学区では、2015年頃から Googleド

ライブによる学区関係団体の資料管理を行ってお

り、各団体内では日常的に LINEグループでの連

絡・情報交換がなされている。また学区情報サイ

ト「チーム藤城オンライン」を開設するほか、学

区公式 LINEを立ち上げ、地域住民への情報発信

に努めている。また藤城学区内の藤城台自治会で

は、いちのいちを導入し、回覧物のデジタル化に

より役員の負担軽減に努めている。 

向島地域では、ポータルサイト「むかいじまだ

いすき」による情報発信を行っているが、集合住

宅であり回覧物等の配布への負担感はないとのこ

とである。淀学区では、高齢化により ICTの導入

のハードルが高いと感じているため抵抗感が強く、

住民と直接関わることを大切にしているため、導

入する予定はないとのことである。藤森学区では、

6 年前にホームページ「藤森学区地域力アップ活

動事業」が開設されたが、更新できる人員も限ら

れており、活用は停滞している。 

 向島・淀・藤森地域では、ICTの導入や運用に

消極的な反応や、高齢を理由に地域住民が ICTを

扱うことが難しいという声があり、ICTを導入す

ることのメリットが少ないと感じている。 

 

 

 

5．結論 

 既往研究に加えて実施した、独自調査におい

て、ICTには、新たな世代を呼び込むきっかけと

なるという利点があると分かった。一方で、ICT

が扱えないなどの理由から、全世代向けではない

という欠点があることも分かった。 

 今後、若い世代の地域参画には ICTの活用が有

効であると考えられ、高齢者の理解と若者へのア

プローチの工夫が求められる。 

 

6．展望 

 私たちの結論を元に、より多世代が地域活動に

参画するという、地域コミュニティの希薄化の解

消を目標とした活用方法を政策提案することを、

今後の研究課題としたい。 
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表 1 ICT導入に関する行政・地域への調査概要 

調査対象 主な内容 主な結果

京都市役所
地域自治推進室

出張スマホ講座
ICT化推進事業助成金
いちのいち導入支援

出張スマホ講座は、スマホの基本的な使い方を学ぶ講座への参加者が多い。助成金は申請等の手続きが
煩雑で活用しきれていないという課題がある。

西京区役所地域力推進室
まちづくり担当

インスタグラム
いちのいち導入支援

インスタグラムを始めたい人への使用方法のレクチャー。アカウント自体は子育て世代への発信が多
い。いちのいち導入支援は役員以外にも利用してもらうための工夫を模索中。

下京区・南区役所
地域力推進室企画担当

ピアッザ 30代～40代が多く、登録者やオフラインイベントの参加人数年々増加

樫原自治連合会 いちのいち 自治連合会・各種団体役員間の情報共有、一般住民にも登録呼びかけ

藤城学区自治連合会
ホームページ、学区公式LINEグ
ループLINE、googleドライブ

ホームページによる情報発信とgoogleドライブによる各種団体の情報管理、学区公式LINE導入推進、自
治連合会・各種団体の役員間では、LINEグループで情報共有

藤城台自治会 いちのいち
組長を中心に登録をはじめ、住民の約6割が登録。SNSで回覧物の共有ができ負担軽減や若い世代の清掃
活動等の参加につながる。

向島二の丸北学区各種団
体連絡協議会

ポータルサイト、Facebook
地元の情報発信部会によるイベント開催等情報発信は実施。一部役員等では、メールやLINE、オンライ
ン会議も活用されているが、集合住宅であり住民には回覧物配布で対応可能。

淀連合自治会 なし 対面でのコミュニケーションを重視しICTを利用しておらず、今後も利用予定なし。

藤森学区自治連合会 ホームページ ホームページによる情報発信は行われているが、更新頻度が低下している。
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竹間公園における騒音問題に対する政策効果の検証 
 

京都産業大学 関田ゼミ 

○笹原 大輝（SASAHARA HIROKI）・高見 樂（TAKAMI GAKU）・倉田 恭輔（KURATA 

KYOSUKE）・橘髙 仁人（KITTAKA HIROTO）・清水 凛多朗（SHIMIZU RINTARO）・山本 

治輝（YAMAMOTO HARUKI）・佐藤 秀祐（SATO SHUSUKE）・北村 海偉（KITAMURA 

KAI）・山根 亮介（YAMANE RYOSUKE）・花房 大和（HANAFUSA YAMATO) 

（京都産業大学 経済学部 経済学科） 

キーワード：公園、騒音問題、防犯カメラ 

 
1. はじめに  

 長野県長野市で周辺住民の騒音に関する苦情か

ら「青木島遊園地」という広場が廃止され話題に

なったように（NHK(2023）)、近年、公園におけ

る騒音が問題になっている。そこで、京都市の公

園の課題解決や利活用を実施している京都市役所

みどり政策推進室の職員の方々へ公園問題につい

てインタビューをしたところ、京都市の竹間公園

で騒音が問題になっていることを知った。そこで

私たちは、この問題を解決するために竹間公園の

騒音問題について調査を行った。 

竹間公園は地下鉄丸太町駅からほど近く、京都

市の中心市街地に位置する公園で、南側には京都

市子育て支援センター「こどもみらい館」が隣接

していることもあり、日中は多くの児童で賑わっ

ている。公園周辺の環境としては民家や商店、ビ

ルが点在している。 

竹間自治連合会会長、竹間学区社会福祉協議会

会長、京都市建設局みどり政策推進室の方々、公

園利活用コーディネーターに、こどもみらい館に

足を運んで頂き、対話集会を開催した。そこで竹

間公園の騒音問題の状況と原因についてお話を伺

った。その結果、公園内に設置されているフェン

スをサッカーゴールに見立てて、蹴られたボール

がフェンスに当たる音、夜間にトイレ横のコンク

リート上でバスケットボールをつく音が騒音とし

て問題となっていることが分かった。これは約

10年前から問題視されており、昼間の騒音は近

隣住民の方から理解が得られているようだが、夜

間に発生する騒音が特に問題視されているようで

ある。騒音となるボール遊びを見かけたときには

注意するようにしているが、夜間は危険が及ぶた

め、注意等の声掛けは控えるように警察署から指

示を受けている。そのため、夜間は中京警察署に

竹間公園の見回りをしていただくように依頼して

いる状況である。 

そこで、私たちはトイレ横で夜間にバスケット

ボールをつく騒音問題について改善の取り組みを

実施しようと考えた。現状についてより詳細に把

握し、多くの方々の意見を収集するため、竹間自

治連合会の役員及び町会長の方々に、竹間公園の

騒音問題に関するアンケート調査にご協力頂い

た。アンケートの結果、2023 年 6月～8月の期間

で公園内に設置されているトイレ横で発生する騒

音が気になったと回答した人は 7人中 3人であっ

た。時間帯は 9時～11時、18時～20時台で公園

の清掃中や公園付近を通りがかった際に騒音に気

づいたと回答した。騒音の内容は 10代男性とみ

られる人物が一人または複数人でコンクリートに

ボールをつく音による騒音であるようだ。回答者

の中には、注意をして一度収まったが時間がたつ

と再開すると回答された人や注意すればすぐに帰

っていったと回答された人がいた。以上のことか

ら、週に 1～2日程度で 9時～11時、18時～20

時台あたりで 10代とみられる男性が 1人または

複数人で騒音を発生させているということが分か

った。 

 

2. 既存の対策 

2.1 竹間公園 

竹間公園で既に行われた騒音対策がいくつかあ

る。1つ目は、地域住民へのマナー啓発である。

京都市（2022）によると、本公園では土の広場で

の自転車の乗り入れや危険な球技等を禁止してい

る。しかし、実際は昼間や夜間に行われており、

同時に騒音も発生しているため、これらをまとめ

て広場の利用マナーが課題として挙げられてい

る。2つ目が防犯カメラの設置である。カメラは

道路側に 6台、グラウンド側に 2台設置されてい

るが、どれも夜間には暗さで鮮明に撮影すること

ができない。その上、プライバシーの観点から撮

影した映像を確認するには、自治会全員の賛同を

得る必要がある。3つ目に近隣の中学校で利用マ

ナーの講演を行っている。 

 

2.2 他の公園 

1 章で述べた長野県の青木島遊園地では子供の

声がうるさいという苦情が 1件あり、子供たちが

住宅に近づかないように植栽をしたり、遊具の位

置や公園の出入り口を変えたりした。また、ボー

ル遊び禁止の看板を設置し、消灯時間を早める等

の対策を講じた。しかし徹底することが難しく結
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果的に廃止になった。 

京都市南区の火打形公園はスケートボード場と

なっており、8時から 21時まで多い日は 100 人近

くの人が滑っている。これにより当然大変な騒音

になるが、必ず時間を守って利用し、規則を守ら

なければ公園の閉鎖を受け入れるといったルール

を公園利用者の代表が作成し、これを地域に申し

入れた。初め住民は否定的だったが、挨拶や簡単

なコミュニケーションを通して徐々に信頼関係が

生まれ、現在では共同で清掃活動を行う他、スケ

ートボード教室を開くまでになった。（NHK（2009））。 

このように、竹間公園で実施された騒音対策に

ついては効果が見られなかった。また、他の公園

で実施され効果を発揮した京都市南区の火打形公

園での騒音対策を参考に竹間公園でも同様の対策

を行うことを検討した。しかし、本稿では夜間に

おいての騒音問題を対象としており、騒音を発生

させている若者と接触するのは警察署から控える

ように言われていることから、火打形公園で行っ

た対策も現実的ではない。そこで、私たちは次の

ような政策を提言する。 

 

3. 政策提言 

1 章で述べた通り、トイレ横でバスケットボー

ルをつく騒音問題に関する政策を提言しようと考

えた。騒音が発生している場所に自動販売機や埋

め込み式ベンチを設置してスペースを減らし、ボ

ール遊びを妨げてはどうかという案もあったが、

設置に必要な時間や設置費用がかかってしまうた

め、ダミーの防犯カメラを設置し、ボール遊びを

心理的に抑制するという案が出た。この案を竹間

自治連合会の方々に提案したところ、採用してい

ただいた。また、ダミーの防犯カメラの他にも、

それを公園利用者に認知させるための看板も設置

することにした。 

 

3.1. ダミーの防犯カメラ 

竹間公園はボールの利用が禁止されている。2

章で述べた通り、竹間公園には防犯カメラがすで

に数台設置されているが、どれも高い位置にある

ため、公園利用者に存在を認知させづらい。そこ

で、新たにトイレ東側の壁に防犯カメラを設置す

ることで、騒音の原因となっているボールの利用

を思い留まらせる効果を見込めるのではないかと

考えた。しかし、本物の防犯カメラの設置には多

額の費用がかかり、ゼミ活動の中での実現は不可

能であった。そのため、本物の防犯カメラより安

価に且つ素人でも簡単に設置することが出来るダ

ミーの防犯カメラを使用することにより、抑止力

としての効果が手軽に検証できるのではないだろ

うか。そこで良い結果が得られたのであれば、改

めて本物の防犯カメラの設置を検討してもよい。 

 

3.2. 防犯カメラを認知させるための看板 

ダミーの防犯カメラを設置しても、その存在を

認識されなければ効果は見込めない。そのため、

「防犯カメラ録画中」と書かれた看板を、見える

範囲に設置することで、公園利用者に防犯カメラ

の存在を気づかせ、夜間のボール遊びを抑止する。

また、蓄光効果があるものを設置するため、夜間

の暗い環境でも問題なく文字を認識できる。 

以上の 2点を騒音被害のある竹間公園のトイレ

の東側の壁に設置し、ボール遊びによる騒音被害

を改善する。 

 

4. 政策効果の測定 

政策効果の測定として、ダミー防犯カメラ設置

後の 2024 年 6月～8月において、騒音状況を確

認するアンケートを改めて実施した。その結果、

6人中 5人が騒音が気になったと回答した。第 1

章で示したダミー防犯カメラ設置前の結果と比較

すると、改善は見られなかった。その要因として

は、ダミーカメラと看板が認識されなかったこと

が考えらえる。また、認識されていたとしても設

置されている看板の内容がトイレの壁以外でボー

ル遊びをすることは容認していると捉えられ、公

園利用のルールが曖昧になっていたことも要因の

一つにある。 

 

5, まとめ 

国内の多くの公園で騒音が問題となる中、私達

は京都市の竹間公園における騒音問題に取り組ん

だ。様々な騒音問題がある中で、竹間自治連合会

やみどり政策推進室の職員の方々に行ったインタ

ビュー、また竹間自治連合会の役員及び町会長の

方々やもえぎ幼稚園の職員の方々に回答して頂い

たアンケートの結果に基づき、トイレ東側でのボ

ール遊びによる騒音問題を解決することにした。

具体的には、ダミーカメラと看板を設置すること

でその騒音行動を抑制しようと考え、実証実験を

行った。アンケート調査の結果から、騒音問題を

軽減することは出来なかった。改善策としては、

ダミーカメラの設置を知らせる看板を増やすこ

と、また、トイレ東側以外の騒音にも想定して対

策をすることが挙げられる。 
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公共交通の利用促進に向けた 

「地域共創型 MM」の提案 
‐丹波篠山市福住地区での取り組みから‐ 
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（大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科） 

キーワード：モビリティマネジメント、地域共創型 MM、公共交通 

 

1. はじめに  
人々の日常生活の移動手段である地域公共交通

は、運転手不足や利用者減少などを要因に、その

維持や存続が厳しい状況に置かれている。こうし

た地域公共交通の維持・活性化に向けては「“自

分たちで守る”という主体的な責任感を持って取

り組むことが大切」（国土交通省, 2013）とされて

おり、この具体策として 2000 年代からモビリティ

マネジメント（以下、MM）とよばれる取り組みが

各地で展開されている。 

この MMは、国土交通省によれば、過度な自動車

利用から公共交通等を適切に利用する等、社会的

にも個人的にも望ましい方向に変化することを促

す「コミュニケーションを中心とした交通政策」

と定義される。MMに取り組むにあたって、先行研

究からは、自治体の施策担当者の意志の存在が重

要であるとされている一方で、私たちの行った自

治体へのヒアリング調査からは、施策担当者に意

志があっても、自治体だけで取り組むことは難し

い実情があることがわかった。さらに全国でも、

地域公共交通専任担当者が不在の市町村は 8割に

のぼる（国土交通省, 2019）ことから、地域公共

交通の課題解決に向けて自治体が取り組みたくて

も、現実的ではないものと考えられる。 

そこで本研究では、兵庫県丹波篠山市を事例に、

MMの新たな方法として、地域内外の主体の連携・

協働による「地域共創型 MM」を提案する。具体的

には、同市福住地区で私たちがまちづくり協議会

と連携して実施している「路線バス乗車体験会」

の実践を通じて、各主体の役割分担の方策を提示

し、他の地域へのヒントを導き出すことを試みる。 

 

2. 先行研究の整理 

国土交通省（2013）によれば、MMによる利用促

進策の取り組みを行うにあたっては、「ターゲット

を絞ることが非常に有効である」という。具体的

には、MMではより個別的なコミュニケーションを

行うことで、（住民等に）自分自身の問題として認

識してもらい、自発的な行動変容を促すことを目

指しているが、このために対象者や対象組織との

コミュニケーションが非常に重要となる。 

野村（2023）は、和歌山県での公共交通ワーク

ショップの事例から、対象者をバスの①利用者、

②潜在的利用者、③非利用者の 3つの属性に分け、

普段の利用者とっては知人等と移動することの楽

しみが得られ、非利用者にとっては免許返納後の

生活を想像する契機となったことを指摘している。 

沼尻ら（2014）は、MM を展開するにあたって、

首長の政策的判断等のほかに、施策担当者の「ま

ちを良くしたい」という意志の存在が重要である

という。しかし、先述のように、約 8 割の自治体

で交通専任担当者が不在であり、さらには人口が

少ない自治体ほどその傾向が強い（国土交通省, 

2019）ことから、たとえ意志があっても、業務の

兼任等によって MM の企画や対象者の選定に割く

時間的な余裕がないことも推測される。 

以上のことから、MMは公共交通の活性化に向け

て重要である一方、対象を絞ることや対象組織と

のコミュニケーションが必要となり、これは自治

体だけで取り組むことが難しいことがわかった。 

 

3. ケーススタディ：兵庫県丹波篠山市福住地区

での実践事例から 

3.1. 丹波篠山市の概要 

丹波篠山市は兵庫県の中東部に位置しており、

人口は 39,993 人（2022 年 9月末）、市内の西部を

JR福知山線が通っている。同市では、2024年 3月

に地域公共交通計画を策定し、「一人ひとりが安心

して暮らすことができる丹波篠山の地域公共交通」

を基本理念としている（丹波篠山市, 2024）。 

同市の地域公共交通の課題としては、自動車へ

の依存と、公共交通の分担率の低さが挙げられる。

たとえば、図 1 にも示しているように、交通手段

分担率における自動車の割合は 80.6％にのぼる

一方で、路線バスの割合は 1.2％となっているほ

か、65 歳以上の交通手段分担率では、自動車の割

合は 91.4％でバスの割合は 0％であることから、

高齢者ほど路線バスを含む公共交通を利用してい

ないことが分かる。 
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図1 丹波篠山市の代表交通手段分担率（年齢層別） 

（出所）丹波篠山市（2024） 

 

また、MMの実践にあたっての交通政策の現状と

課題を知るため、私たちは 2024年 8月に、丹波篠

山市で交通政策を担当する創造都市課にヒアリン

グを実施した。市の主な施策として、2021 年から

交通系 IC カードの NicoPa（ニコパ）を使うと上

限 200円でバス利用ができるようにしたことで、

主に学生を中心に利用者が増えたことがわかった。 

一方で、MMについては先の交通計画にも施策メ

ニューの一つに位置付けられているが、これまで

は市で取り組むことが「あまりできていなかった」

とした上で、「市（役所）だけで取り組むのも大変

で、事業者や市民も一緒になってもらわないと意

味がないと思っている」という意見が得られた。 

 

3.2. 福住地区での MMの実践 

上記のヒアリングから得られた課題をもとに、

私たちは丹波篠山市での公共交通の利用促進を目

的に、MMの一環として路線バスの乗車体験会（以

下、バス体験会）を企画した。企画にあたっては、

先行研究で指摘された対象を絞ることに留意し、

2024 年度から私たちのプロジェクトと地域連携

活動に関わってくださっている東部の福住地区を

対象地域に、運転免許の返納等を考えている 65 歳

以上の高齢者層を呼びかけの対象者とした。 

事前の打ち合わせで、対象者の選定は地元をよ

く知るまちづくり協議会（以下、まち協）が、参

加者のインセンティブとして2,200円分の NicoPa

の準備を市が、バスに乗って何をするかや帰着後

のワークショップ（以下、WS）などの企画全体を

私たち大学が、それぞれ担うこととなった。 

2024年 9月 28 日に実施した福住地区でのバス 

体験会では、65〜84 歳の男女 9名（いずれも運転

免許保有）に参加いただいた。当日はまず、まち

協の会議室に集まっていただき、参加者と学生で

3〜5 名のチームを組んだ。事前の WS として公共

交通マップを机上でみながら、参加者が普段自家

用車で出かけている場所等を中心にルートを決め

た。停留所でバスを待つ間を利用して福住地区を

走る路線バスに関するクイズを実施したほか普段

路線バスに乗車しない参加者がほとんどであった

ため、乗車方法や NicoPaの使い方を学生が一緒に

乗車しながらレクチャーを行った。 

城下町に着いてからはチームごとに行動し、散

策しながら参加者から公共交通や普段の移動手段

について話を伺うこととしたほか、休憩しながら

学生が「おでかけカード」を作成した。これは、

MMにおける「アドヴァイス法」であり、参加者の

最寄りと目的のバス停や時刻をそれぞれ記入し、

次回の利用時に参照してもらうことを狙いとした。 

 帰着後は、再びまち協の会議室に戻り、ふりか

えりの WS をチームごとに実施し、その結果を全

体で共有した。要約すると、次の 2点である。 

 第 1 に、「（NicoPaを使ったら）思ったよりも安

い」「バスに乗る練習ができた」という声があり、

利用体験を通して価格面のメリットの実感や、免

許返納後の生活の体感につながったといえる。 

 第 2 に、福住地区を含む東部地区では 2024 年

11 月から新たにデマンド交通が運行されること

となっているが、この利用にあたっても体験会が

必要ではないかという声があり、継続的に実施す

る意義があるものと考えられる。 

 

4. 「地域共創型 MM」の提案 

 以上をふまえて、公共交通の利用促進と公共交

通の活性化のために「地域共創型 MM」を提案する。

ここでの地域共創型 MM とは、地方自治体と地域

内外の主体の連携・協働により行う MM のことで

ある。これは、①対象者の選定を地域団体が、②

参加者へのインセンティブの準備を地方自治体が、

③企画の立案・体験会等の運営に関する専門性を

持った地域外の団体が行う。 

 具体的には、対象者の選定は地元をよく知るま

ち協や自治会等の地域団体が行うことで、地方自

治体のコミュニケーションコストを減らすことに

つながる。さらに、WS等の企画、内容の考案を MM

に関するノウハウ生かせる地域外団体が行う。こ

こでの地域外団体は研究機関や NPO等の交通や WS

に関する専門知識を有する団体を想定している。 

 以上の提案が公共交通課題に取り組もうとする

地方自治体や地域団体への具体的なヒントとなり、

公共交通活性化につながることが期待される。 
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1. はじめに 

近年京都市では就職期や結婚・子育て期の市外

への人口転出が顕著となっている。原因として、

インバウンド増加による地価上昇、市外企業への

就職増が挙げられる(京都市、2022)。しかし、地

価上昇や就職環境が人口転出超過にどの程度影響

を与えているかどうかについて数量的に明らかに

されてはいない。そこで本研究では、転出超過の

要因を実証的に明らかにし、転出超過から転入超

過にシフトさせるための有用な政策を提言する。 

京都市では 2011年から 2016年まで転入超過と

なっていたが、2017年以降転出超過が継続してお

り(外国人の転入を除く)、転出超過数は年々増加

している(データ出典：政府統計窓口)。特に、20

～24歳の就職期の関東や近隣都市への転出、25～

39歳の結婚・子育て期の近隣都市等への転出が顕

著となっている。原因の一つとして考えられてい

る地価は 2014 年から 2024 年の 10 年間で 1 ㎡当

たり約 20万円上昇している(データ出典：土地価

格相場が分かる土地代データ)。市内の若い世代の

市外転出が増加している状態となっているため、

今後の京都市は今以上の少子高齢社会となり、財

政的にも厳しくなると予想される。 

2. 先行研究と位置づけ 

2.1 先行研究  

本研究は人口転出、転入と地価等の関係につい

て実証的に明らかにするものである。人口転出に

関する先行研究として、石見他(2017)が挙げられ

る。同論文では、神戸市に存在する 9区を対象と

していて、5 区において地価が転出の要因である

ことが明らかとなった。また、渡邉・藍原(2019)

では宇都宮市の市内人口を年代ごとに分類し、転

出者の特性を分析することで、若い世代が多く転

出する傾向であることが明らかとされたが、転出

入要因については分析されていなかった。 

2.2 本研究の位置づけ 

 上述の先行研究では、地価上昇に伴って転出は

増加することや、若い世代が転出しやすいという

ことを示している。しかし、地価上昇が転出入に

数量的にどの程度影響するか、また、就職に伴う

転出入の具体的な要因については明らかにされて

いない。そこで、本研究では地価及び、就職先企

業が転出入に与える影響を実証的に明らかにする。

本研究の新規性として京都市を含む、4 府県の市

町村パネルデータを用いることで先行研究より豊

富な情報を取り入れ、かつ、固定効果モデルによ

って欠落変数バイアスに対応することで、推定精

度を上げている点である。また、就職の際に関係

していると考えられている企業数や平均年収との

関係を分析している点でも新規性がある。 

3. 研究内容 

3.1 研究手法 

 本研究では京都府と近隣の 3 府県(大阪府、奈

良県、滋賀県)全ての市町村(127地点)を対象とし

た 2014年、2016年、2021年の３カ年データを用

いて、パネルデータ分析を行う。地価及び就職先

企業数が転出・転入に与える影響を調べるため以

下のモデルを設定した。 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2𝑂𝑖𝑡 + 𝛽3𝑊𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝑖𝑡 + 𝜃𝑖 + 𝜇𝑡

+ 𝜀𝑖𝑡 
𝑖(=1～127)は 4 府県の市町村、𝑡は分析対象年

(2014,2016,2021)を表す。𝐿は地価、𝑂は民営事業

所数、𝑊は平均年収、𝑃は各市町村の日本人人口 

𝜃𝑖は各市町村の固定効果、𝜇𝑡は t 年の時点効果、

𝜀𝑖𝑡は誤差項である。各変数の出所と基本統計量は

表 1の通りである。 
表１ データの出所と基本統計量(観測数=318) 

変数名 平均 標準偏差 

地価(円/m2) 78823 78948 

民営事業所数 14829 17448 

平均年収(万円) 309.1 39 

日本人人口 109237 272091 

注)地価の出典：土地価格相場が分かる土地代デー

タ、その他の出典：E-stat        (著者作成) 

被説明変数𝑌𝑖𝑡は、転入と転出への影響を同時に

考慮するため純転入数とし、純転入数(日本人)=日

本人転入数-日本人転出数と定義する(データ出

典：E-stat)。平均年収は市町村全体の課税対象額

を納税義務者数で割って算出したものを使用して

いる。また、企業数に関しては完全なデータが存

在していなかったため、民営事業所数で代用して

いる。 
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‣3.2 分析結果と解釈 

 固定効果モデルの推定結果は表 2の通りである。 
表 2 固定効果モデルの推定結果 

純転入数(被説明変数) 

変数名 単位 係数 t値 

地価 円/m2 -0.0059** -2.4696 

民営事業所数          カ所 -0.1591** -3.9124 

平均年収 万円 -0.305 -0.1029 

日本人人口 人 0.0332* 1.7811 

時点効果 
 

有 
 

固定効果 
 

有 
 

観測数 
 

381 
 

注)**p<0.05,*p<0.1              (著者作成) 

分析の結果、地価の係数の推定値は-0.0059 で

あった(有意水準 5％で統計的に有意)。これは 1m2

あたりの地価が 10 万円上昇すると、純転入数は

平均で 590人減少することを示している。例えば、

2021年の京都市の平均地価は 421806(円/m2)であ

るので、地価(円/m2)が 10%(42180円)上昇すると

純転入数が 248人減少すると予測される。実際の

京都市では 2021 年から 2023 年にかけて地価(円

/m2)は 10%上昇し、純転入数は 2021年より 278人

減少しており、予測された数値は現実的であると

考えられる。平均年収と日本人人口は有意水準 5%

で統計的に有意とならず、純転入数との相関関係

は認められなかった。 

4. 政策提言 

 分析により、地価上昇が転出、転入数の増減に

影響を与えていることが分かった。この結果を踏

まえて京都市の人口転出を防ぎ、転入を増やすた

めには地価を下落させることが効果的であるとい

える。しかし、実際に地価を下落させることは容

易ではなく、かつ、他の経済主体への悪影響も懸

念される。他の経済主体に悪影響を及ぼさず、転

入を増やすための政策として、転出超過が顕著と

なっている若い世代に対する、新しい住宅購入補

助を提言する。具体的な内容は新築住宅に対する

購入補助である。現在の京都市では子育て世帯に

対する住宅購入補助が為されているが、中古住宅

に対する補助のみで、新築住宅に対しては補助が

為されていない(京都市情報館)。 

2023年の京都市の地価(円/m2)は前年から約

29,000円上昇している。2023年の京都市の新築

住宅の平均土地面積は 114.3m2であるので、地価

上昇による土地購入の負担の増加額は約 332万円

であることが分かる(新築住宅の平均土地面積の

データがなかったため、京都市の住居専用地域に

おける建蔽率の最頻値であった 60%を用い建蔽率

=床面積/土地面積×100の関係から算出した(建

蔽率のデータ出典：京都市情報館、床面積データ

出典：京都市統計ポータル)。また、パネルデー

タ分析の推定値を用いて計算すると、転出数は前

年から 171人増加することが分かる。この数値は

2023年の転出超過数の約 10%に相当する人数であ

るので、対策を取る価値は十分にあると考えられ

る。 

この施策を受けるための条件として、対象は現

行の補助制度と同じ未就学児(妊娠中も含む)を持

つ家庭とし、市外、市内は問わないものとする。

補助額は土地購入の負担増加額の 50%(2023年で

は約 166万円)とする。50%とする理由は、限られ

た予算でより多くの転入を目指すためである。現

行の補助制度の予算は 8.4億円(データ出典：京

都市情報館)であり、最低 420世帯、最高 840世

帯が補助を受けられる。この補助制度のエントリ

ーは開始から 1カ月強で 113件有り(データ出

典：京都市情報館)、このペースでいくと、補助

を受けられない世帯が多く出てしまうと考えられ

る。そのためにあらかじめ補助額を固定し、補助

を受けられる世帯数を決めておくことが大切だと

考えられる。この施策を行うために用意する予算

は 10億円と仮定する。10億円と設定すること

で、602世帯が補助を受けられることになる。こ

の政策により転入者が増加すると、税収増加が見

込めるため、使用した予算の補填することが可能

となる。また、少子化の改善も期待できる。 
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ずぼらな私にはできない!! 〜ゴミの分別〜 
 

ダストボックス 

〇山口 佑音（YAMAGUCHI YUTO）・荻野 慎太朗（OGINO SHINTARO）・加藤 凜（KATO 

RIN）・油井 響子(YUI KYOKO) ・村東 あみか(SONTO AMIKA) 

（京都橘大学 経済学部 経済学科） 
キーワード：ゴミの分別、処理方法 

 

1．はじめに 

ゴミが資源になるかどうかは、ゴミを捨てる時の

分別に影響される。適切に分別すれば、リサイク

ル可能なものが資源として再利用され、その結果、

ゴミの量を減らすことに繋がる。適切に分別され

たゴミは、焼却効率が向上し、焼却炉の寿命が延

び、埋立地の使用可能期間も長くなると指摘され

ている。(2024 木村) 

プラスチック廃棄物は自然環境中で非常に長い

時間をかけて分解されることが知られており、そ

の過程は数百年にわたると報告されている。この

ため、プラスチック廃棄物は環境問題の一因とし

て世界的に注目を集めている。世界各国から多様

な人々が集う京都では、ゴミの分別も出身地で大

きく異なることが問題である。そこで本研究では、

京都市を 1つの事例として、ゴミ分別の「分かり

にくさ」に着目したのである。 

 

2． 先行研究と問題の所在 

京都市のような観光地においては、観光客による

ゴミの投棄や分別の不徹底が問題視されている。

新型コロナウイルスによる行動制限が緩和され、

外国人観光客が戻ってくる中、オーバーツーリズ

ムが引き起こす環境への負担が増大している。 

特に、京都の鴨川や祇園では、観光客による大量

のゴミ投棄が見受けられる。高野は、京都市で過

去にも、ホテル等の一部の宿泊施設では外国人観

光客にゴミ分別を促す取り組みが実施されたこと

を言及している。これらを踏まえ、観光地に設置

されている街頭ゴミ容器を調査し、分別率を向上

させるような工夫が必要である。具体的には、複

数のピクトグラムを考案し、導入前後の変化を調

査したのだ。調査の結果、京都市役所付近のよう

な都心部では、最初からゴミ分別率が高く、家庭

ごみと思われる不法投棄の問題により、ピクトグ

ラムによるごみ分別率の有意な向上は見られなか

った。しかし，ピクトグラム添付前のゴミ分別率

が比較的低い嵐山では，ゴミ分別率が普通ごみ容

器で最大 15%の向上を確認できた。(2018 高野) 

 現代のライフスタイルの多様化に伴い、ゴミの

質は日々多様化し、複雑化している。そのため、

市町村の提供する分別の内容は一段と細分化され、

排出者からは市町村のゴミ分別が複雑で分かりづ

らいという声もある。その背景には，各自治体に

よるゴミの分別方法が異なることが大きな要因と

いえる。 

 

3． アンケート調査の目的と概要 

 次にわれわれは、「燃えるゴミ」および「プラス

チックゴミ」に着目し、日常的に人々がどちらに

分別しているのかを把握するためにアンケート調

査を実施した。調査方法は Microsoft Formsを使

用し、期間は 2024 年 10月 7日から 14日までの 1

週間とした。対象は大学生（大学を問わず）83人

で、ゴミ問題に対する意識と分別行動を調査した。

このアンケートの目的は、次の 2点である。  

①世界中で深刻な問題となっているゴミ問題へ

の理解を深め、廃棄物の増加、処理方法の不足、

リサイクル率の低さといった課題の明確化②ゴミ

問題を解決するための持続可能な対策を提案。 

質問項目としては、捨てる際に分別の判断に迷う

と考えられる、以下 5点とした。 
 
・飲み終わったプラスチックカップ 

・アイスの袋 

・服用した錠剤の包装 

・レインコート 

・化粧水の空き容器 

 これらの項目について、「燃えるゴミ」か「プラ

スチックゴミ」のどちらに分別するか回答を得た。

アンケート設計の工夫として、ゴミ分別の正確さ

に関する意識を測るため、特に判断が難しい対象

に限定した。一般的な日常生活で頻繁に見られる

プラスチックカップやアイスの袋といったアイテ

ムは、単にプラスチック製であることを把握しつ

つ、「燃えるゴミ」として捨ててしまうケースが多

い。この調査では、それぞれのアイテムに対して

「燃えるゴミ」か「プラスチックゴミ」の二択で

回答する形式を採用し、回答者がどのようにゴミ

を分別しているかを定量的に把握した。また、ゴ

ミ分別の知識に地域差や個人差が存在することを

考慮し、アンケート調査における分別の基準とし

て、「京都こごみネット」のガイドラインを使用し

た。このように、統一された基準に基づいて正誤

を判断することで、調査結果に一貫性を持たせる
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ことを意図している。さらに、オンラインツール

である Microsoft Formsを利用したことで、回答

者の負担を軽減し、多くの意見を得ることができ

た。 

４．アンケート結果から得られた結果と考察 

調査の結果、大学生が日常的にゴミを分別する

際に、分別の判断に迷う項目が明らかとなった。

アンケートの結果をゴミの内容（燃えるゴミ：プ

ラスチックゴミ）で表記する。飲み終わったプラ

スチックカップ（34 人：49人）、アイスの袋（43

人：40 人）、服用した錠剤のゴミ（34 人：49人）、

レインコート（37人：46人）、化粧水の空き容器

（16人：67人）となった。図-１は、プラスチッ

クカップの分別結果を示している。扱っていない

項目に関しても同じ傾向が見られた。図-2 は、ア

イスの袋の分別結果を示している。よって、燃え

るゴミ、プラスチックゴミで意見が分かれる結果

となった。 

図-1 (プラスチックカップの分別結果 アンケート調査

をもとにグループ作成) 

 

 
図-2 (アイス袋の分別結果 アンケート調査をもとにグ

ループで作成) 
 

京都市ではこれらのゴミの正しい分別は、飲み

終わったプラスチックカップは燃えるゴミ、アイ

スの袋は燃えるゴミ、服用した錠剤のゴミはプラ

スチック、レインコートは燃えるゴミ、化粧水の

空き容器は燃えるゴミである。 

これらの結果を踏まえると、大学生のゴミ分別

において、実際の分別と正しい分別の間にいくつ

かの違いが見られることが明らかになった。特に、

飲み終わったプラスチックカップやアイスの袋な

ど、多くの学生が「プラスチック」として分別し

たアイテムが、実際には「燃えるゴミ」として処

理されるべきものである点は重要である。 

一方で、服用した錠剤のゴミについては、 

多くの学生が正しく「プラスチックゴミ」として

分別していることが確認された。この誤認は、ア

イテムの材質や用途に対する認知バイアスが影響

している可能性がある。具体的には、「プラスチッ

ク製品＝プラスチックゴミ」という一般的な認識

が強く、製品が実際にどのように処理されるべき

かの情報が不足していることが背景にあると考え

られる。また、レインコートや化粧水の空き容器

に関しても、素材や使用後の状態から判断して「プ

ラスチック」と誤って分別する傾向が確認された。 

 

５．政策提言と今度の課題 

本研究を通じて、ゴミ分別に対する大学生の認識

の違いが一層明確になった。特に、直感的な判断

による分別の誤りが多く、誤解や不正確な知識が

原因で不適切なゴミ処理が行われていることが確

認された。この問題を解決するためには、分別ル

ールの正確な知識を広めるための教育や啓蒙活動

が必要不可欠である。  
 われわれは、より分かりやすいピクトグラムや

説明書きをゴミ箱や施設に導入し、視覚的なサポ

ートを強化することも提案したい。また、自治体

や教育機関と連携してワークショップを開催し、

異なる出身地や国籍によるルールの違いを超えて、

統一されたゴミ分別の意識を浸透させたいと考え

ている。 

さらに、AI 技術を活用したチャットボットを導

入し、質問に迅速に対応することで、ゴミ分別を

リアルタイムで正確に判断できる仕組みを提供す

ることも一助となるだろう。われわれは、正しい

ゴミ分別が持続可能な社会を実現するために極め

て重要な役割を果たすと確信しており、今後もそ

の実現に向けたさまざまな取り組みを推進してい

く所存である。 
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京都市における「語らいぶらり〜」の構築 
- 市民の繋がりと多様性が共存する社会へ - 

 

同志社大学政策学部風間ゼミナール E班 

〇藤田朋花（Tomoka FUJITA）・金仁花（Inhwa KIM）・海本莉音（Rio KAIMOTO）・ 

川原林稜介（Ryosuke KAWARABAYASHI）・近藤祐樹（Yuki KONDO）・渡邊菜子（Nako 

WATANABE） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード：ヒューマンライブラリー、地域の繋がり、多様性 

 

1．問題意識 
 2020年10月の京都市の世代構造を見ると、単独世帯
総数が全体の約48%、核家族世帯が全世帯の約46%を占
めており、世帯数は今後も増加傾向にある。このよう
な小家族化・個人化が進むことで、地域社会の繋がり
が弱まると考えられる。そこで京都市は、2021年に「京
都市地域コミュニティ活性化ビジョン」を発表し、社
会関係資本の構築に取り組んでいる。具体的には、転
入者地域交流支援制度を通じて転入者の自治会・町内
会への効果的な加入促進等を行っている。また京都市
には、まちづくりプラザや市民活動総合センターに代
表される交流の場が147ヵ所存在しており、コミュニ
ティカフェなどの交流スペースも含めると、地域のつ
ながりを持てる環境が整っていると考えられる。しか
し、京都市が2019年度に実施した「市民参加（市政・
まちづくり活動への参加）」に対する市政総合アンケ
ート」によると、41.6% が「参加したことがない」と
回答した。その理由としては「参加のきっかけ、方法
がわからない」が47.1％と最も高い。また、私たちが
京都市民325人を対象に実施したFormsアンケートで
は、「京都市の交流の場に足を運んだことはあるか」
という問いに対し、83％が「ない、存在を知らない」
と回答した。現在企画されている交流の場の多くは、
目的により細分化され規模も小さい。その上で、市民
全般を網羅し、市民が日常的に興味を持って参加する
場が必要であると考えた。 
 加えて、京都市における社会構造は多様化している。
2023年12月末での京都市における外国籍の住民基本
台帳登録者数は、155 ヵ国55,434人であり、今後も増
加していくことが予想される。2022年の京都市の身体
障害者手帳交付件数は、69,113人で、種類は、視覚障
害、聴覚平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障
害、肢体不自由、内部障害と分けられていた。Putnam
（2000）は、組織内の同質的な結び付きである結合型
より、組織外の異質な人や組織をネットワークする橋
渡し型が社会関係資本の形成により重要だと述べて
いる。そのため、同質的な集団間の交流だけでなく、
異質的な集団間の交流を通じて多様性を理解し尊重
する姿勢を育む事は、地域内の信頼関係を築く上で重
要な役割を果たすと考えられる。以上より、 京都市に
異なる文化や生活背景、身体的特性を持つ人々が多数
存在していることから、同じ地域に共生する住民は彼
らを理解し尊重する必要があると考えられる。 
  
2．現状分析    
 2019 年に日本財団は社会的マイノリティを LGBTQ
の人、身体障害のある人、精神障害、発達障害、知的
障害のある人、日本で暮らしている外国籍の人、ミッ
クスの人など見た目が日本人に見えない人、高齢者
（おおむね75歳以上の方）と示し、 日本在住の10代

〜60 代を対象に「ダイバーシティ＆インクルージョ
ン」に関する意識調査でを行った。この調査によると、
95.9％が「社会的マイノリティに対して日本社会に差
別や偏見があると感じた」と答えた。社会的マイノリ
ティに対する「心の壁」の感じ方は、「会話など通常の
コミュニケーションが取りづらいだろうと思った」が
54.8％で最も多かった。Allport（1954原谷・野村共
訳 1968）は、接触仮説を提起し、「偏見は相手に対す
る知識の欠如が大きな原因であると考えられること
から、相手と接触する機会を増やし、真の情報に触れ
れば、偏見はおのずと解消する」と主張した。このよ
うな調査結果から、社会的マイノリティ性・多様性を
持つ人に対する偏見や心の壁は、会話などの日常的な
交流を通じて解消されると予測できる。 
 以上から、多様な人が共存する京都市では同質的な
仲間の交流だけでなく、一般市民と多様性に富んだ者
が互いを理解できる交流の場を、京都市民全般を網羅
する規模で生み出す仕組みが必要であると考える。 
 このような場として、デンマークの NPO である
Human Library Organization（HLO）が 2000年から実
施しているヒューマンライブラリー（以下 HL）の事例
が興味深い。HLは、人を「本」に見立てて、「本」と
の対話の時間を借りる図書館である。社会の中で誤解
や偏見を受けやすい人が「本」となり、読者である市
民は気になる本を自由に選ぶ。そして本となる人が自
分の人生の経験談を読者に語ることで多様性との調
和を試みた。HLOは学習プラットフォームとしてのHL
のグローバルな実装の保証を目標に、80カ国以上で活
動を主催または行っている。 
 そこで、私たちは京都市での HL 開催の実現を目的
として、京都市民 325人を対象に HLに対する興味関
心の Forms アンケ―トを実施した。その結果、「興味
ある・少しある」が、57％で過半数を占めた。HLに対
する京都市民の意向は肯定的だと考えられる。 
 
3. 政策の提言 
 以上の現状分析を踏まえ、私たちは京都市全域でHL
「語らいぶらり～」の開催を提言する。「語らい」と
は、互いの気持ちや考えを話し合うという意味である。
「語らいぶらり～」では主に特殊な背景や社会的マイ
ノリティを持つ人が「貴重書」となって読者に話を伝
える。貴重書の例としては、身体障害者、発達障害者、
精神疾患を患った人・患っている人、LGBTQ、 臓器移
植経験者、外国人（外国人労働者、在日外国人）、虐待
の経験がある人、性暴力被害者、ヤングケアラー、パ
ニック障害、チック症、不治の病、薬物経験者、被災
経験がある人等が挙げられる。「語らいぶらり～」で
は、本来の「図書館」と同じように無償でぶらりと立
ち寄るように手軽に参加でき、属性の違う者同士が互
いを尊重しながら対話をすることで、読むだけでは知
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ることができなかった偶発的な学びから理解を深め
ることができる。 
 
＜政策の体系＞ 

 図1 HLの体系 
 HLには、話をする「本」、イベントの来場者の「読
者」、運営を担当する「司書」が存在する。本と司書を
つなぐ役目は行政が果たす。 
＜参加者の募集＞ 
行政はマイノリティ団体への呼びかけ、SNSやHPに

よる広報活動で参加者を募る。行政は、本の募集要項
を示し、応募者の中に悪意をもって参加し悪影響を及
ぼす恐れのある者がいるか等を審査し、本のリストで
ある「生きた本の書庫」を作成する。本として参加す
ることは、①実際に話すことで偏見や差別を減らすこ
とができる、②他者に話すことで精神的な負担を減ら
すことができる、③思考が整理され自分自身について
も深く理解できる等のメリットがある。一方、読者に
は①他者を理解できる、②必要なアドバイスを得られ
る、③同じ環境のヒューマンブックに出会い共感でき
る、④知的好奇心を満たす等のメリットがある。広告
ではこのようなメリットを伝えるようにする。 
＜司書の募集＞ 
 司書は本と読者を繋ぐ役目を果たす。本が安心して
話せる環境づくりのため、本への理解・配慮・ファシ
リテーション能力が求められる。そこで司書資格を設
ける。司書資格の取得はどの世代の人も利用できるオ
ンライン講義サイト「Coursera」を通じた大学講義の
公開プログラムを利用する。また、司書は読者が本と
の対話で失礼な質問を投げかける恐れに対して、事前
に注意点を明かした読者ルールを設け、同意する仕組
みを用意することで、貴重書を傷つけることがないよ
うにする。司書として勤めることは、読者よりも密接
に本と交流することができ、Courseraでの受講を通じ
て多様性に対するディープラーニングが可能である。 
＜実施の流れ＞ 
（1）本の事前交流 
 事前に本同士の HL を開催し、本が聞き手になる経
験を通じて読者側の心の変化を実感できるようにす
る。これにより、HLに対する抵抗感を減らし、語る意
義の発見を期待できる。また、司書が本の読者になる
HLも実施する。司書と本の関係を構築することで、司
書の理解を高め、開催当日に本が安心感を抱くことが
できる。 
（2）HLの実施 
 ①サイト予約制。行政と本は実施日程を調整し予め
サイトに掲示する。読者は行政がホームページに掲示
した本のリストから興味のある本へ貸出の申し込み
をする。1 人の本につき読者は最大 5 人に制限する。
当日は市民活動総合センターの交流フロアやミーテ
ィングルームで対話を行う。②月 1回の定期開催。開
催予定日の3週間前に「生きた本の書庫」に登録され
ている本へ開催予定日と場所を告知する。参加する本
が確定した段階で、本のリストをまとめ広告を出す。
当日は 10 人～20 人の本が集まり、対話時間を持つ。
司書は広告を見て参加する読者が希望する本と話せ

るように案内する。③訪問型HL。図書館、大学、企業、
フェスティバル等に各機関が目的に応じて招待した
本が訪れる。公共の場で HL を開催することで一般市
民の認知度を高め、今後参加のハードルを下げること
ができる。学校では、実際会うことで質の高い教育を
提供できる。 
＜予算＞ 
 司書資格を設けるために必要なコンテンツ作成費
用は約50万円と予想される。本来 Courseraへのコン
テンツ作成費用は大学が負担するが、HLの司書資格は
行政が負担する。定期開催時の会場費用は、京都市で
交流の場を提供している京都市男女共同参画センタ
ーウィングス京都のスペース料金を参考にすると 1
回あたり約1万円と見込まれる。 
 
6.期待される効果と展望  
 私たちの提案する「語らいぶらり～」では、社会的
マイノリティや様々な背景を持つ人々との直接的な
交流を通じて、市民の理解が深まり、多様な人が共生
する社会への促進が期待される。また、こうした活動
が定期的に京都市各地で開催されることで、地域全体
の社会関係資本の構築が見込まれる。特に多様性を持
つ者との交流の促進は、理解される経験、様々な人と
の出会いを通じて社会的孤立を解消する効果が期待
できる。更に、行政との連携により持続可能な仕組み
として展開され、京都市内での成功事例をもとに全国
規模の取り組みへと拡大していくと考えられる。長期
的には地域の繋がりを強化するだけにとどまらず、多
様性についての啓発や法制度の改善を促す意義を持
つ。 
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大学生による大阪・関西万博の学習とイメージ変容 
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1. はじめに 

 大阪・関西万博は、日本で、一般博として行わ

れることが 55 年ぶりであり、日本での一大イベ

ントといえる。三菱総合研究所調査によると、大

阪・関西万博に対する認知度は、京阪神圏 96.4％、

首都圏 88.9%、全国で 89.6％と、開催地や首都圏

では高い。 

 
図１ 大阪・関西万博の認知度 

（出所）三菱総合研究所（2023） 

一方、1970 年大阪万博を知らない若年層の認知

度は低く、20-29 歳に限れば、79.7％と最も高い

60-69歳の 97.9％に比べれば20％ほど低くなって

いる（図２）。 

 
図２ 大阪・関西万博の認知度 

（出所）三菱総合研究所（2023） 

そこで、筆者らは、大学生を対象に歴史などを

含め万博について中立性の高い学習をすることで、

大阪・関西万博に対してどのようなイメージ変容

が見られるかについて検討を行った。 

 

2. 先行研究および課題の所在 

大阪・関西万博について論考がある岡田（2023）

は、「この博覧会では、近年の大きな流れである参

加型重視の傾向を打ち出し、「共創」（co-creation）

を掲げているが、具体的にどのように共創してい

くのか、どのように参加できるのか、十分な説明

が開示されているとはいえない現状があり、また

開催 2 年半前の時点でも跡地利用が白紙であった

り、多言語の情報発信が十分でなかったりするな

ど、多くの課題が横たわっている」と述べている。 

NHK(2024)によると、「工事の遅れが指摘されて

いた海外パビリオンの建設は、開幕に間に合うよ

う進められているものの、全国的な関心の低さな

どから、前売券の低迷で課題となっている」とし

ている。言うまでもなく、大阪・関西万博に対し

ての関心度の低さが前売券の売れ行きに影響して

いると考えられる。 

そこで、大阪・関西万博への関心度が低い理由

の一つとして、大阪・関西万博の情報が足りない

ために関心度が低いのではないかと筆者らは仮説

を立てた。 
 
3. 研究背景 

筆者らは、2024 年 4 月から 7 月末まで大学コン

ソーシアム京都の単位互換科目である EXPOKYOTO

論の講義を受講した。EXPOKYOTO論とは、2025 年

大阪・関西万博開催に向けて、京都光華女子大学

が中心となり、様々な分野の専門の方々が講師と

なって、計 7 回行うオムニバス方式の新設科目で

ある。講義形態は、講師が一方的に話すのではな

く、受講者が対話し、交流するスタイルであった。

この講義が企画された背景には、2025 年に開催さ

れる大阪・関西万博に向けて 2023 年に「大阪・関

西万博きょうと推進委員会」が立ち上がり、「大阪・

関西万博きょうと基本構想」が定められたことが

ある。この実現に向けて、若い世代を巻き込み、

万博に対する「問い」から対話や実践を生み出し、

大阪・関西万博の開催後にも繋がる仕組みを構築

するための一環として、新しく開講された。 

その講義で学んだ知識を生かし、全国の大学生

を対象に、大阪・関西万博について学習する前後

で、大阪・関西万博に対してどのようなイメージ

変容が見られるのかを調査した。 

 

4. 調査方法 

調査期間は 10 月 2 日から 10 月 11 日までの 10

日間とした。なお、その際、アンケートの前後で、

筆者らが講義で学んだことをベースに大阪・関西

万博に対して基礎情報を提供した。なお、ここで

138



 

の基礎情報は大阪・関西万博についての肯定的な

側面だけでなく、否定的な側面も含め、中立的な

情報になるよう最大限配慮した。 
 
5. 研究結果 

事前アンケートでは、大学生 200 人の回答が得

られた。大学生の属性は筆者らの所属大学である

が、出身の９割は全国という特徴であり、ある種

全国の若者の縮図ということができる。「大阪・関

西万博のイメージの良し悪しを教えてください」

という質問には、53％の人が「どちらともいえな

い」という回答であった。また、13.5％の人は「悪

いイメージ」と答え、残りの 33.5％の人は、「とて

も良いイメージ・良いイメージ」に該当した。そ

して、「大阪・関西万博を身近に感じますか」とい

う質問に、80.5％の人が「身近に感じない」と答

えた。大阪・関西万博について良いイメージを持

っているものの、身近に感じておらず、他人事に

捉えている人が多かった。 

事後アンケートでは、100 人の回答が得られ、

万博についての学習を経て、イメージ変容が見ら

れなかった人は、37％で、「良いイメージから悪い

イメージになった」という回答が 5%で、「悪いイ

メージから良いイメ―ジになった」という回答が

23%であった。「さらにイメージがよくなった」と

いう回答が 27%で、「さらにイメージが悪くなった」

という回答が 4%であった。その他として、「最初

は何も知らなかったが、良いイメージになった」

「どちらのイメージもあったが、良いイメージが

強くなった」などと答えた人は、4％であった。い

ずれにせよ、大阪・関西万博について学習を経て、

63％の人にイメージ変容が見られた(図 3)。 

 
図３ 大阪・関西万博についてどのようなイメー

ジ変容が見られたのかについての回答結果 
                      

6. 考察 

事前アンケートにおいて、大阪・関西万博のイ

メージについての質問で、「どちらともいえない」

と答えた人が半数であった。学習を経て万博に関

する情報を得たことにより、63％の人にイメージ

変容が見られたと考える。 

つまり、学習前に知識や情報がなかったことは、

関心度が低く、自分から情報を得ていなかったと

いえるだろう。 

そのため、大阪・関西万博の知識や情報をつけ

ることは、関心度に関係するといえる。したがっ

て、大阪・関西万博についての知識や情報をつけ

る場を設けることで、大阪・関西万博への関心度

が高まると考える。しかしながら、学習したこと

により、大阪・関西万博に対するイメージが悪く

なったという人も一定数いた。このことから、関

心度の高まりが必ずしも来場意向の変化に良い影

響をもたらすとは限らない点に留意が必要である。 
 
7. おわりに 

 本研究では、大阪・関西万博について知識や情

報をつけることでどのようなイメージ変容が見ら

れるのかについて調査を行った。 

事前アンケ―トでは、大学生 200 人に、大阪・

関西万博のイメージの良し悪しなどについてのア

ンケートを実施した。その後、事前アンケートに

回答した 200 人のうちの 100 人が大阪関西万博に

ついて基礎情報を学び、学習後にどのようなイメ

ージ変容が見られたのかを調査するアンケートを

実施した。その結果、大阪・関西万博について学

習することでイメージ変容が見られた。 

結論は、大阪・関西万博についての知識や情報

をつけることは、関心度に関係するということが

明らかになった。ただし、学習したことにより、

万博に対するイメージが悪くなったという人も一

定数おり、関心度の高まりが必ずしも来場意向の

変化に良い影響をもたらすとは限らない。 
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1. はじめに 

京都市は、パブリック・コメント（以下「PC」）

を常時 HPで掲載し「市政に参加していただくため

の大切な制度」（京都市 HP）としている。京都市の

PC は、2021～2023 年の 1 回あたりのコメント数

が政令市中最多で、全国でも盛んである。しかし、

行政がコメントから民意をいかに集約しているか

は明らかではない。市民にとっても計画素案への

PC 反映が適切でないとコメントを出す意義を見

出せない。四条烏丸付近で 252名（10～70代順に

13、26、16、16、15、8、7％・市在住 141名、通

勤通学等 111名）に行ったアンケートでは、PCを

知っているのは 16.7％で、うち 81％は意見提出経

験がなく、PC への市民の政治的有効性感覚(以下

「有効感」)は 7段階中 3.4と低い。 

本研究では京都市の PC分析の実情を踏まえ、民

意を効果的に把握する政策を提案する。 
 

2. PC集約の実態調査（京都市インタビュー） 

京都市の行財政局財政室、都市計画局都市企画

部都市計画課、上京区役所地域力推進室へのイン

タビュー調査により PC 集約の実態を確認したと

ころ、いずれの部署も職員が手作業で確認し、論

点ごとに分類していた。また、PCの結果概要（市

公表資料）に掲載する意見は、職員ができるだけ

満遍なく選択していることも判明した。こうした

集約方法では、コメント同士の関連性や年齢・性

別ごとの意見の違いが可視化できず、ある意見を

持つ人の属性や根拠などの背景情報、すなわちコ

メントの「コンテクスト」が見落とされてしまう。

また、結果概要への掲載意見の客観的な選択基準

がないことも、有効感が低い一因である。 
 

3. テキストマイニングの活用と共起性 

前述の課題に対応する手法に、テキストマイニ

ング（以下「TM」）がある。TMは、大量のテキス

トデータから有用な情報や知見を定量的に抽出す

る手法である。インタビューによると、京田辺市

では TMを本格的には導入していないものの、コ

メントの客観的集約の有用性は認識されていた。

当ゼミは京都市行財政局財政室の協力を得て、

「『行財政改革計画』の策定に関する市民意見募

集」の PCのデータを提供いただき、最も多くの

意見が寄せられた「敬老乗車証についての意見」

「保育園の人件費をはじめとする本市独自補助金

への意見」を対象に TMを行い、京都市公表の結

果概要と比較した。株式会社 SCREENアドバンス

トシステムソリューションズより授業用ライセン

スを提供いただいて KH Coderを使用し、単語間

の関連や出現頻度を示した共起ネットワークを作

成した(図 1)。敬老乗車証の論点では、現状維持

を求める意見と「経済」「健康」等の語句に共起

性があった。また保育に関する論点では、「(給

与)水準」と「質」、「待機児童対策」と「(人材

の)確保」に共起性があった。ただし、結果概要

ではこれらへの言及はなかった。

   
図 1 PCの共起ネットワーク分析の結果 

4. 外部変数を加味した PCの対応分析 

 PCのコンテクストを探索するため、年齢や性

別を外部変数とし、語と外部変数の関係を同一マ

ップ上に表現する対応分析を行った(図 2)。中央

の原点から離れた語ほど強い特徴を持ち、外部変

数の値に関係する。保育園の補助金に関して外部

変数を年齢にして分析したところ、20代は「減

る」「辞める」といった語句を挙げて、保育士の

給料の低さや、補助金削減による人材不足を懸念

し、50代は「障害児」「民間」「環境」など多

様な観点から意見を述べる傾向にあった。 
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 しかし、これらいずれの論点も京都市の結果概

要には掲載されていない。結果概要は提出数が多

い中年世代や女性の意見が中心であるが、外部変

数を用いて対応分析を行うことで、若年世代や男

性の傾向を捉えることができ、より広い視点から

民意を把握できる。 

外部変数を性別にすると、「都市」という単語

が男性に特徴的であった。キーワード周辺に多く

現れた語とその回数を集計するコロケーション統

計により、男性は女性に比べ他都市や近隣都市と

保育環境を比較する傾向がわかる。また「日本

一」「悪化」という単語も男性に特徴的で、コロ

ケーション統計によると、これらは「子育て」

「保育」「環境」と共に出現する傾向にある。

 
図 2 PCの対応分析の結果 

 

5. PCのコンテクストを把握する TMの提案 
TMにより、PCの手作業での集約で見落とされ

ていたコンテクストの存在が明らかになった。た

だし、現行の PCでは年齢・性別・住所しか把握

していないため、収集できるコンテクストの幅に

限界がある。より効果的にコンテクストを把握す

るためには、年齢や性別以外の外部変数を加えた

分析が必要である。前述の京田辺市でも現行の

PCからはコンテクストを読み解ききれない点を

問題視していた。 

市民参加や公共利益増進期待などに正の影響を

及ぼす要素は行政に対する信頼であることが示さ

れており、市民ニーズの正確な把握に信頼は重要

な変数である(藤井 2005、大渕 2005)。このた

め、「行政への信頼」を外部変数に加えて疑似

PCを行った。「行政のことをどのぐらい信頼し

ていますか」という 7段階での質問を追加し、敬

老乗車証制度見直しに関する資料を提示して自由

記述欄を設けた。烏丸御池での街頭調査・京都市

図書館 4か所でのアンケート用紙設置・SNSで収

集した 429件(10代～70代順に 17、25、6、12、

18、11、11％・市在住 252名通勤通学等 177名)

を対象にした。 

その結果、行政への信頼が高い人(6,7と回答)

と低い人(1,2と回答)は、「財政難」「観光」

「地下鉄」「経済」といった語句を挙げて論理的

に意見を述べる傾向にあった (図 3) 。また、行

財政改革計画 PCでは敬老乗車証の見直しへの反

対がほとんどであったが、疑似 PC で 1,2,6,7と

回答した人の多くは見直しに賛成していた。3,4

と回答した人は「仕方(がない)」という意見が特

徴的で、漠然とした回答が多く見られた。 

 以上、特に信頼している、または信頼していな

い人は意見を明確に述べるが、中庸な回答者は市

に一任の態度をとる。市としては信頼する人を増

やしたいが、信頼していない人からの意見も民主

的な PCには不可欠である。中庸な市民もよりわ

かりやすく政策情報を発信すれば、信頼の程度が

特に高いあるいは低い層にシフトする可能性があ

り、明確な意見をもつ市民が増えると予想する。

このような民意の現実を効果的に把握するために

は、コンテクストを意識した TMが重要である。 

 
図 3 疑似 PCの対応分析の結果 

 

6.  X(旧 Twitter)の TM 

行政に関心はあるものの PCを提出するに至ら

ず、声なき市民となっている多数の意見も把握す

るため X で TMを行った。対象は京都市の敬老乗

車証と保育園の補助金に関する 2021年 6月～12

月の 811ツイートとした(ツイート人数：642

人)。その結果、X上での意見表出者は PCと比

べ、敬老乗車証に関しては「学童保育」「観光」

「市長」、保育園の補助金に関しては「財政難」

「観光」「地下鉄」「敬老乗車証」など幅広い視

点で意見を述べる傾向にあった。 

 

7. 結論と今後の展望 

主観的にコメントを集約するのではなく、PC

分析に TMを使用し、「行政への信頼」などの外

部変数で読み解くことがコンテクストから民意を

効果的に把握する手段となる。また、Xなど SNS

上でのコメントは限定的な市民によるものであ

れ、声なき市民の声として参考になりうる。こう

した結果を行財政局財政室に提言したところ、TM

による PC分析の有用性に賛同いただき、今後の

PCにおける活用を検討したいとのことであっ

た。ただし、外部変数には様々なものがあり、今

後も検討が必要である。 

[参考文献]  
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自立援助ホームにおけるスタッフリソースと人材育成 

‐インタビュー調査による自立援助ホーム職員の声をもとに‐ 
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・平谷明麗（Meiri Hiratani）・児島直希（Naoki Kojima）・戸栗知春（Chiharu Toguri）

小西佑奈（Yuna Konishi）・橋本侑奈（Yuna Hashimoto） 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 

キーワード：人手不足、専門性の確保、半構造化面接法 

 

1. 研究目的 

義務教育を終了した児童等や児童養護施設等

退所後の児童等に対して、社会的自立を図る観点

から、相談・日常生活上の援助・就業の支援等を

行う「自立援助ホーム」は、他の施設では対応が

難しいケースの受け皿としての役割を果たして

いる。しかし国が定める配置基準や設備、資金で

は他の児童養護施設に比べて充実しているとは

言い難く、矛盾した状況を抱えている。本研究で

は自立援助ホームに携わる人々へのインタビュ

ー調査を実施し、自立援助ホームの問題とその解

決策について検討し、政策提言を行う。 

2.研究方法 

本研究では 2024 年 7 月 1 日～7 月 22 日に自立

援助ホーム職員を対象にデプスインタビューを

行った。その結果を踏まえて 10 月 8 日に京都市

役所の子ども家庭支援課職員を対象にデプスイ

ンタビューを行った。インタビューはインタビュ

ーガイドを基にした半構造化面接法によって実

施し、自立援助ホームの現状や今後の展望を調査

した。インタビュー対象者は表 1 の通りであり、

全員に録音や報告等の同意を得ている。 

表 1 インタビュー対象者 

 

3.調査結果 

インタビュー結果は次のとおりである。 

A氏 兵庫県の事業所 女性職員 

思春期の子供に一人一部屋を提供できていな

い。精神的サポートが必要な子どもたちへの支援

を充実してほしい。 

B氏 大阪府の事業所 男性職員 

人手不足で宿直を回すのが難しい。配置基準の

改善や人材募集など子ども家庭庁に毎年要望し

ている。給料も休暇も足りていないと感じる。 

C氏 京都市の事業所 女性職員 

人手不足を実感しており、プライベート出勤を

してもらわなければならない時がある。普通の一

軒家なので相部屋にしなければならず、思春期の

入居者がプライベートを確保できない。 

D氏 愛知県の事業所 男性職員 

人手不足であり、人材確保のための資金が欲し

い。人員配置を変え、専門的な知識を有する職員

を増やして様々な状況に対応できるようにした

い。自立援助ホームの認知度を高めたい。 

E氏 京都市の事業所 女性職員 

YWCAと連携し、携わる人数が多いため休暇は充

実している。専門的な知識を有していない者が関

わる場合もある。入居者に一人一部屋提供してい

るがあるが壁が薄いなどの問題がある。 

F氏 奈良県の事業所 男性職員 

人手不足を実感しており、特に夜間の人手が足

りていない。有給休暇を取得しづらく、緊急保護

等の要請があると出勤しなくてはならない。 

日付 年齢 性別 勤務地 勤続年数

A氏 2024/7/1 56歳 女性 兵庫県 3年

B氏 2024/7/4 46歳 男性 大阪府 14年

C氏 2024/7/11 31歳 女性 京都市 5年

D氏 2024/7/12 35歳 男性 愛知県 2年

E氏 2024/7/18 39歳 女性 京都市 3年

F氏 2024/7/22 63歳 男性 奈良県 11年

G氏 2024/10/8 35歳 女性 京都市 13年

H氏 2024/10/8 35歳 女性 京都市 9年

142



G氏 H氏 京都市役所子ども家庭支援課職員 

国が定める措置費を支給している。現状、賃料

についても上限は定められていない。職員の専門

性が必要な事業であり、職員の前職や経験、専門

性が援助の質に影響を及ぼす。自立援助ホームの

認知度を高める活動はしていきたい。 

4.考察 

自立援助ホームの課題は大きく分けて、「施設

の設備不足」、「自立援助ホームへの認知度の低

さ」、「金銭的支援不足」、「人手不足」、「職員の専

門性の確保」の 5つであることが分かった。 

Ⅰ 施設の設備不足 

現場の要望を満たす物件を見つけられず移転

を希望していても実現できていない。しかし、国

は賃料に上限を定めておらず、物件が見つかりに

くいという問題はあるが逼迫しているわけでは

ない。また、2024年の制度改正により入居者が自

立援助ホームの敷地外であっても、自立援助ホー

ムと近い距離での生活であれば同等の支援を受

けられるようになったため、今後は要望を満たす

物件がなくとも対処できると思われる。 

Ⅱ 自立援助ホームへの認知度の低さ 

存在自体があまり認知されておらず、認知度を

高めたいという声があった。ただ、自立援助ホー

ムへの入居の流れとしては、入居希望者からの直

接申込による入居も可能であるが、児童相談所へ

の相談を経た入居が主流であり、児童相談所に相

談ができるのであれば自立援助ホーム自体の認

知度を高める必要性はない。むしろ自立援助ホー

ムは、入居希望者が収容人数を上回ることがある

上に慢性的な職員不足が生じており、施設の増設

や規模の拡大は難しいため認知度を向上させて

も保護できる児童の数を増やすことは難しく、優

先度は低い。 

Ⅲ 金銭的支援不足  

主に人材確保のための資金や職員の賃金など

の措置費が不足している。しかし金銭面に関して

は他の児童養護施設と待遇が変わらず、むしろ法

改正により措置費などは年々増額されているた

め、徐々に改善されていくことが見込まれる。 

Ⅳ 人手不足 

そもそも福祉業界全体の人数が少なく充実し

ているとは言えないのが現状であり、少ない人数

で運営することが求められている。 

Ⅴ 職員の専門性の確保 

国の配置基準では児童指導員と補助員は必須

となっているものの、心理療法担当職員などの資

格を有した職員の最低基準については言及され

ていない。職員が専門資格を有していないがゆえ

に入居者への対処が難しい場合がある。 

このことから、京都市が最優先で解決しなけれ

ばならない課題は「人手不足」、「職員の専門性の

確保」の 2つである。自立援助ホームは国の施策

ということもあり、京都市が独自に取り組み制度

自体を変えることは難しいため、国の施策に補強

を行う必要がある。 

5.政策提言 

京都市の自立援助ホームにおいては、人手不足

を解消しつつ職員の専門性の確保も行わなけれ

ばならない。そこでまず人材を確保し、その後人

材育成をする段階的施策を提言する。第一段階と

して、日本 YWCA をはじめとした公益財団法人に

協力を依頼し、自立援助ホームに従事する職員を

募る。ただし公益財団法人から派遣された職員は

専門性が高いわけではない。そこで第二段階とし

て、児童養護施設等と同等の資格所有者を集めた

施設を京都市内に設置し、そこで資格を持たない

職員に対して指導を行うことで専門性の向上を

図る。それでもなお現場の職員だけでは対処が難

しい場合は、資格を有する職員に相談し対処する。

これにより人材を最小限に抑えつつ、現場の職員

だけでは対処できなかった様々なケースに対応

し、人材を確保しつつ職員の専門性の向上を目指

す。 
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ふるさと納税の課題と政策的提言 
‐持続可能な地方財政確立への道筋‐ 

 

深尾ゼミ 14 期生 

○長尾 貴登（Takato Nagao）・石田 初葵（Hazuki Ishida）・泉 摩依（Mai Izumi）・

國吉 星冴（Shogo Kuniyoshi）・小松 萌花（Moeka Komatsu）・佐藤 朱里（Akari 

Sato）・高田 菜月（Natsuki Takada）・西岡 謙（Ken Nishioka）・文谷 周平（Shuhei 

Bunya）・松村 春香（Haruka Matsumura）・安田 圭佑（Keisuke Yasuda）・山口 実穂子

(Mihoko Yamaguchi)・山田 照英（Shoei Yamada）・山田 萌愛（Moe Yamada）・ 

山本 美桜（Mio Yamamoto） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：ふるさと納税、寄附、地方創生 
 

1. はじめに 

 ふるさと納税は 2008年の導入以来、利用者数と

寄附額が年々増加しており、初年度の受入額約

81.4億円が、2023年度には約 1兆 1175億円に達

するまで急速に拡大している。 
この制度の基本的な仕組みは、都道府県・市区

町村に対して、2,000 円を超える寄附金額につい

て、一定の上限まで、原則として所得税・個人住

民税から全額が控除される（限度を超えれば自己

負担）というものである。 

 ふるさと納税は、自治体に与える影響が大きい制

度である一方で、様々な問題点が挙げられている。

政府はこれまで何度も制度改変を行い、ふるさと

納税を本来の意義に近づけようと努めてきた。し

かし、未だに様々な問題が混在しており、多角的

な視点で政策的改善がなされるべき制度であると

いえる。  

 本研究では、ふるさと納税が抱える問題点を網

羅的に明らかにし、現行制度の改善策を提案する

ことを目的とする。 
 

２．問題の所在 

2-1.応益原則からの逸脱と自治体間競争の弊害 

 都市から地方への財源移転や利用開始のハード

ルを下げるという側面で考えると、税金控除の仕

組みは有意義であるといえるが、控除制度を発端

に生じる問題点を考慮すると、極めて不合理な仕

組みだと考えられる。本来、市民は享受する行政

サービスに応じて税を負担する応益原則に則って

地方税を支払う必要があるが、ふるさと納税では、

税金控除の仕組みを導入することで、応益原則に

反した納税の形になっている。特に、地方交付税

交付金で住民税控除額が補填されない不交付団体

は、税金控除制度による損失が大きい。また、自

治体間競争に参加しなければ一方的に流出する構

造であるため、結果的に自治体を疲弊させている

制度として捉えることができる。 

 

2-2.返礼品競争 

 制度開始当初、ふるさと納税に返礼品は存在し

ていなかった。しかし、近年では返礼品が得られ

ようになり、返礼品の注目度が高まったことで、

返礼品を基準として寄附先を選択するという行為

が問題視されるようになった。 

 寄附者が返礼品を重視する事で、豪華な返礼品

を用意する自治体に多額の寄附が集中する構造が

生じたため、制度創設当時の理念に沿わない過剰

な返礼品競争が勃発するという現状にある。返礼

品の内容によって寄附金額に差が出ることから、

返礼品の充実度によって自治体間格差が生まれる

ようになる。加えて、ポータルサイトの登場がさ

らに返礼品競争を加速させる契機となった。 
ポータルサイトは、寄附者が自治体を一覧して

比較しながらふるさと納税を行うことを容易にす

ることで、制度利用者の増加・自治体の知名度向

上に大きく寄与した。一方で、ポータルサイトで

は返礼品が強調されている、返礼品人気ランキン

グ等が掲載されるなどの現状は「返礼品で寄附先

を選択する」行為を助長したともいえる。本来は、

地域を応援したいという動機から寄附が行われる

べき制度であるのに対し、返礼品が得られるとい

う動機で制度利用されているという点に問題があ

るといえる(土屋,2020,P36)。そこで、寄附者が実

際に何を重視し寄附を行うのかを明らかにするた

め、web アンケートを実施した。アンケートを受

けた人数は 521人、その中でふるさと納税をした

ことがある人は 186人である。そのうち、ふるさ

と納税をする動機として返礼品を得るためという

項目では 177人がとてもあてはまる・あてはまる

と回答していた。アンケート結果から、実際に寄

附者が返礼品目当ての構造があると推測でき、こ

のような構造や自治体間格差を是正する必要性が

あると考える。 
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2-3.地域外への資金流出 

 返礼品競争は一見、地域の PR や地域と地域経

済の活性化に寄与し、プラスの側面を持つものに

も見える。そこで、実際にどれほど地域に寄与し

ているかを検証するため、返礼品における生産額

において地域還元率が高いであろう産業(以下域

内産業と呼ぶ)の割合と、地域外への資金流出の関

係を調査した。今回の調査では京丹波町（域内産

業割合 54.4%）と宇治田原町（同 6.0%）をモデル

地域に設定し、資金フローを推計に基づいて作成

した。図 1は京丹波町、図 2は宇治田原町におけ

るふるさと納税寄附金額の資金フローをモデル化

したものである。調査の結果、域内産業割合が高

い京丹波町では返礼品調達による域外流出額が寄

附金額のうち 13.6%であった。一方で、域内産業

割合が低い宇治田原町では京丹波町と比較して約

1.7倍の約 23%が地域外に流出していた。この結果

から、域内産業割合が低い自治体は高い自治体に

比べて返礼品調達による域外流出額が多いことが

分かった。また、返礼品調達に加えてふるさと納

税の運営経費では、宇治田原町では寄付金の約

29.1%、京丹波町では寄附金の約 26%が流出してい

ることが分かった。 

これらの調査から、返礼品業務を含むふるさと

納税の運営によって、本来地域に還元されるはず

の寄附金の一部が地域外に流出しており、地域活

性化を阻害しているという実態が明らかとなった。

従って、ふるさと納税によって地域振興を効果的

に達成するには、地域外への資金流出を抑制する

制度的改革が必要であると言える。 

 

 
図 1:ふるさと納税の資金フローモデル(京丹波町) 

図 2:ふるさと納税の資金フローモデル(宇治田原町) 

(出所)総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より 

筆者作成 

3．政策提言 

これらの課題を踏まえ、ふるさと納税制度をよ

り効率的な制度にするための提案を行う。 

 

3-1.政策型ポータルサイトの作成 

 2-2 で指摘したように、現在では制度において

返礼品が重要な位置を占めている。そのため、ポ

ータルサイトにおいて返礼品ではなく自治体の政

策を強調させることで、寄附者が返礼品ではなく

政策をはじめに考えることとなる。さらに、寄附

の手順においても現在は返礼品を選択し、政策を

選択するようになっているが、政策を選択したの

ちに返礼品を選択することで返礼品による選択で

はなく、政策による選択が実践されると考える。 

  

3-2.税額控除の見直し 

 税額控除を見直すことで自治体の住民税控除に

おける流出額を減少させることができる。そのた

め、地方交付税交付金による自治体への補填額を

削減することができ、財源の確保につながる。ま

た、自治体への補填額を削減することによって生

まれた財源を、地方交付税交付金の不交付団体に

対しての補填として活用することも可能になると

考える。 
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伝統工芸の衰退を防ぐ新たな可能性 
‐留学生が主体のインターンシップ制度‐ 

 

京都先端科学経済経営学部 阿部ゼミ C 班 

○森拓斗（Takuto MORI ） ・橋本真太朗（Shintaro HASHIMOTO） ・野口和真

（Kazuma NOGUCHI） ・置優愛（Yuuna OKI） ・安井祐一 （Yuichi YASUI） 
（京都先端科学大学経済経営学部経済学科、経営学科） 
キーワード：伝統工芸、留学生、インターンシップ 

 

1. はじめに 

京都市における伝統工芸品の生産額は、1998年

に約 2784億円であったが、2010年には約 1000億

円、2020年は約 870億円と減少傾向にある。京都

では伝統工芸品が 70 品目以上製造されており、

この中には、西陣織や京友禅、京扇子などの有名

な伝統工芸品がある一方で、京象嵌や京鹿の子絞

り、京表具など、広く知られていない伝統工芸品

もあった。 

伝統工芸の衰退が進む背景には、少子化による

職人不足や道具・材料の高騰・不足などにより、

生産額が減少しただけでなく、ライフスタイルの

変化により売り上げ自体も低迷している。つまり、

伝統工芸は今、作り手がいない、作るのも大変で

高価、買い手もいないという悪循環に陥っている

現状だ。 

今後、伝統工芸の衰退に歯止めをかけるために

は、伝統工芸に対する新たな需要拡大を考える必

要があり、本研究では、新たな顧客層の拡大のタ

ーゲットとして、外国人観光客に着目した政策を

提案していく。 

2. 京都市の取組 

伝統工芸の衰退を防ぐために、京都市は 2005年

に京都市伝統産業活性化推進条例を施行し、第 3

期京都市伝統産業活性化推進計画を策定している。 

京都市伝統産業活性化推進計画審議会資料によ

れば、基本的施策として、教育や学習の場での取

組、関心と理解を深める取組、技術の継承や後継

者の育成に関する取組、活性化拠点施設の機能充

実、表彰・奨励などを行なっている。その中で、

需要の拡大に関連する取組としては、「創造的活動

に対する支援」があり、販路拡大などの先進的な

取組を支援する「未来構築事業」、供給体制の確立

や新たな事業展開等に向けた設備投資を支援する

「生産力向上支援事業」、コラボ事業などが実施さ

れている。 

これまで、様々な観点からの対策が行われてき

ている一方で、外国人観光客に対する観点では、

2023年に「未来構築事業」の中にインバウンド需

要や海外の使い手に訴求する新商品の開発及び海

外販路開拓につながる取組として「海外展開枠」

が新設されたのみである。そこで、新たな顧客層

の拡大として、外国人観光客に着目した政策を考

えていく。 

3. 新たなターゲット層としての外国人観光客 
3.1 京都におけるインバウンド需要の回復 
インバウンド需要が回復し、京都には多くの外

国人観光客が訪れている。観光庁によると、2016

年の約 2400万人であり、2019年には約 3000万人

を超える過去最高の数値となった。その後、2020

年から 2022 年は新型コロナウイルスの影響によ

り激減したが、コロナ禍が終息した 2023年は、約

2500 万人を記録した。日本政府観光局によると、

2024 年の 6 月末時点で 1777 万人と、コロナ禍前

の水準を超える勢いである。 

ただ、京都におけるインバウンド需要が見込め

るとしても、伝統工芸に関心を持ち、お土産とし

て購入してもらえるか不明である。そこで、外国

人観光客の伝統工芸の関心について調査するため

にヒアリング調査とアンケート調査を行った。 

3.2 ヒアリング調査 

1 つ目は、伝統産業振興の拠点となる京都伝統

産業ミュージアムに伺った。京都伝統産業ミュー

ジアムでは、京都市の伝統工芸品を数多く展示し、

体験コーナーや併設のショップで販売もしている。

来館者における外国人の割合を聞くと、最近は日

本人よりも外国人が多いとのことであった。外国

人向けの対策も少しずつ進んでおり、展示の説明

文なども 2020年に英訳表記されている。また、外

国人に人気のある製品について聞くと、日の丸や

富士山、荒波などのデザインがある商品の購入率

が高いという。 

2 つ目は、あまり知られていない伝統工芸品に

ついても調査すべく、右京区嵐山で京象嵌を製作

している株式会社中嶋象嵌に伺った。京象嵌とは、

金属の生地に色の異なった金属をはめ込み、それ

ぞれの色彩や隆起などで模様を表現する伝統工芸

品である。ペンダントやネクタイピンなどの装身

具や額などを中心とする室内装飾品がある。 嵐山

の店舗に訪れる客層としても、近年は外国人が大

半を占めているとのことだった。英語については、

中嶋象嵌では、作業工程の説明内容やパンフレッ

トを英語に翻訳していたが、直接の接客の際には、

会話や販売で言語の壁があり、スマートフォンの
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翻訳機を使用している。ただ、翻訳が正確ではな

く、スムーズな接客はできていないことが課題と

のことであった。家族経営でもあるので、英語へ

の対応は大変なようだ。外国人に人気な商品は、

ペンダントやピアスが多く、平均価格は 14,000円

程度であり、お土産や記念として買え、持ち帰り

やすく手軽なものが多い。 

3.3 アンケート調査 
2024 年 9 月 12 日に本学の新入生である留学生

78 名に Forms にて、アンケート調査を実施した。

本学では、工学部で英語授業を実施しており、入

学時に日本語能力を必要としないが、日本に関心

を持って留学する学生が多い。日本に来たばかり

の留学生を通して外国人の伝統工芸やお土産への

意識傾向を知るために下記の３つの質問に回答し

てもらった。 

まず、日本からのお土産の好みを聞いたところ、

複数回答式で、菓子 50人、衣服 49人を抑えて、

日本の伝統工芸品が 54人で全体の 69.2%の人が選

択していた。また、お土産を買う予算については、

5,000 円～10,000 円が 34.6%、30,000 円以上が

17.9%であった。さらに、日本の伝統工芸品のどれ

に興味があるかについては、複数回答式で、ガラ

ス細工（37.2%）、焼物（34.6%）、うちわ（34.6%）

などの伝統工芸品もあったが、刀が 49人（62.8%）

と着物が 38人（48.7%）多かった。 

3.4 調査結果 

ヒアリング調査やアンケートにより①顧客数は

日本人より外国人が大半を占めていること、②伝

統工芸もお土産の一つとして選択肢に入ってお

り、日の丸や富士山、荒波などのデザイン、刀、

着物など日本をイメージしやすい商品に人気があ

ること、③お土産として 5,000円～30,000円以

上が半数もおり、価格が安くない伝統工芸でもお

土産としての購入の可能性があること、④少しず

つ英語表記は進んできているが、接客はまだスム

ーズではないことが分かった。 

4. 京都市の取組 

4.1 留学生が主体のインターンシップ制度 

そこで、私たちが考えたのが留学生を主体とし

たインターンシップ制度である。 

大学のまち京都には、留学生数も少なくない。

京都に来る留学生数は、2022年は 11,238人、2023

年には 13,053人と 1年間で 1815人の留学生が増

えている。 

インターンシップ制度とした理由は、すでに京

都市の「未来構築事業」で実施している「京もの

担い手育成事業」という学生や社会人に向けた制

度を参考としているからである。この事業は、若

手職人がインターンシップ生とともに経営面の課

題を解決するという取組である。職人は経営力を

身に付け、インターン生は伝統工芸に触れる機会

を得る。 

この制度を応用し、留学生を中心としたインタ

ーンシップ制度を新たに支援事業として位置づけ、

職人と留学生の接点を作ることで、課題である言

語の支援を行うとともに、留学生たちに、外国人

に人気になりそうな日本風のデザインや広報の仕

方について事業提案してもらう。職人は、外国人

のニーズを知ることで、それに基づいた商品を作

成することが出来る。留学生は伝統工芸品を自身

で作成するという経験や興味のある伝統工芸につ

いて理解を深めることが出来る。 

4.2 出店機会の提供 

インターンシップ制度だけでは、伝統工芸の売

上増加には直接つながらない。そこで、京都の伝

統工芸が集まり、伝統工芸品の手作り体験や外国

人観光客向けの商品の購入をすることが出来ると

いうイベントである。外国人観光客が多い場所に、

伝統工芸の知名度を問わず出店を可能にすること

で、外国人観光客の購買動向を知ることが出来る。

イベントの認知度を向上させるべく、協賛企業の

SNS 広告や京都の観光ツアーの一部に組み込むな

どの取組を行う予定である。 

留学生を主体としたインターンシップ制度とイ

ベントを行うことで、知名度の低い伝統工芸の認

知度向上や売り上げ増加が期待される。外国人観

光客と京都の魅力である伝統工芸を掛け合わせる

ことで、これからの伝統工芸の兆しが明るくなる

と私たちは考えた。 
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小学校への『みんなのトイレ』導入案 

 

同志社大学政策学部 川口ゼミ G班 

○十倉萌寧（Mone TOKURA）・雀部優依（Yui SASAIBE)・衣川元基（Haruki KINUGAWA)・濱

邊航（Wataru HAMABE) 

（同志社大学政策学部政策学科） 
キーワード：オールジェンダー、多様性、トイレ 

 

１．研究目的 

近年、性別に関わらず全ての人が快適に利用でき

るトイレ環境の整備が求められている。従来の「男

女別トイレ」は、性自認や身体的性別に基づく利用

制限が存在し、一部の人々にとって利用しにくい環

境を生み出してきた。また、男性トイレには個室が

少ないことなど、構造上の課題も存在している。本

論文では、このような背景を踏まえ、新たなトイレ

の導入に伴う社会的意義について考察し、今後の政

策展開に向けて具体的な提言を行う。 

2．現状分析 

Ⅰ事例調査 

 国内のジェンダーレストイレ取り組み事例につい

て2件の成功例と1件の失敗例について分析する。 

（成功例）近畿大学中央図書館のオールジェンダー

トイレは同じ空間内にオールジェンダートイレ、男

性トイレ、女性トイレの個室を設置している。成功

要因として学内の関係者と利用者の限定②混雑の可

能性が少ない施設③防犯対策の徹底④限定した利用

時間⑤施設管理者の常駐という 5点が挙げられる。 

（成功例）国際基督教大学のオールジェンダートイ

レは10室のオールジェンダートイレに加え、男性

用小便器 4室、多目的トイレ1室を設置し回遊型の

設計が特徴である。成功要因として①多様性の尊重

②事前のリサーチとコミュニケーション③利用者の

安心感とプライバシーの確保④利用者の限定⑤限定

された利用時間という 5点が挙げられる。 

（失敗例）東京・新宿の高層複合施設「東急歌舞伎

町タワー」のジェンダーレストイレは 8室のオール

ジェンダートイレと女性用2室、男性用 2室、多目

的トイレがコの字に並ぶ設計が特徴である。そし

て、設置後４ヶ月という短い期間で廃止した要因と

して①ジェンダーレストイレ取り組みの説明が不十

分②不特定多数の人の利用③深夜の利用が可能④地

域の治安の悪さという4点が挙げられる。 

以上のことから、ジェンダーレストイレは、大学や

図書館などの教育現場から導入することが最適であ

ると考えられる。これらの施設では、利用者が限定

されており、防犯対策が徹底されているからだ。ま

た、混雑が少ないため、管理者の常駐や利用時間の

制限も容易に行うことができ、安全で安心して利用

できる環境が整えやすいと言える。 

Ⅱ教育現場のトイレの現状 

2021年に学校のトイレ研究会が全国の公立小中

学校教職員を対象に実施したアンケートでは、87％

の教員が「今後のトイレ整備において、性的マイノ

リティの児童・生徒への対応を考慮する必要があ

る」と回答している。一方、2023年に同研究会が

自治体を対象に実施したアンケートでは、「男女共

用トイレの整備を行った、もしくは行う予定がある

か（バリアフリートイレを含む）」という質問に対

し、あると回答した自治体は 19%にとどまった。こ

のことから、ジェンダーレストイレの必要性は広く

認識されているものの、その整備が十分に進んでい

ない現状が浮き彫りとなっている。 

3．アンケート調査 

中学生から大人まで 404 名を対象に、Forms と街

頭でアンケート調査を実施した。アンケートの冒頭

では、ジェンダーレストイレの定義について説明を

行った。その結果、150名以上がジェンダーレストイ

レを「知らない」と回答し、認知度が十分に高くな

いことが分かった。「街にジェンダーレストイレを導

入することについてどう思うか？」という質問に対

しては、反対意見は約30%にとどまった。賛成と回答
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した人の約 80%が「誰でも使いやすいトイレになる

から」と理由を挙げ、他にも「トイレを男女で分け

る必要がない」という意見が多く見られた。一方、

反対と回答した人の約 70%が「犯罪のリスクが高く

なりそうだから」を理由に挙げ、「なんとなく抵抗が

ある」という意見が続いた。これらの結果から、ジ

ェンダーレストイレの導入に対する最大の懸念は犯

罪のリスクである一方、多くの人がその有効性を認

識していることが明らかとなった。また年齢層によ

る意見の違いも見られ、中高生は反対意見が多いの

に対し、大人の方は賛成派が多い傾向にあった。 

4．政策提言 

以上より「誰もが安心して利用できる『みんなの

トイレ』を小学校に導入すること」を提案する。小

学校にジェンダーレストイレを導入すべき理由は、

小学生が社会的価値観やジェンダーに関する意識を

形成する重要な時期にあるからだ。特に、性別違和

の人たちの多くは、小学校高学年で性別違和感を持

ち始めることが多いとされており（浜田ほか2022）、

子どもたちが安心して利用できるトイレ環境を早期

に整えることが重要である。また、教育基本法第一

条では人格の完成、第二条では個人の価値の尊重が

教育の目的として規定されている。したがって、こ

の小学校教育の段階でジェンダーを尊重する環境を

提供することは、児童の心理的負担を軽減し、多様

な価値観の形成に貢献すると言える。 

私たちが提案する『みんなのトイレ』には以下の

8つの要素が含まれる。①出入り口を 2つ設ける

（犯罪等が起こった際の動線確保）。②壁を防音性

の高いものにし、扉の隙間を無くす（音漏れ・覗き

込み防止）。③個室内の凹凸を減らす（盗撮防止）。

④明るい照明、白基調、大きな窓を採用する（開放

的な空間演出）。⑤音姫を全ての個室に設置する。

⑥サニタリーボックスを全ての個室に設置する。⑦

防犯カメラを設置する（利用者の安全の確保）。⑧

間仕切りに鍵付きのスライド式壁を導入し、使用状

況に応じて男女別トイレに変更可能とする。 

今回提案するみんなのトイレは、全ての個室が同

じ構造で、性別に関わらず誰でも利用できる点で従

来の事例とは異なる。これは、トランスジェンダー

をはじめとする多様なジェンダー認識を尊重し、全

ての人が平等に安心して使用できる環境を提供する

ためだ。また、要素⑧を用いて、男女別トイレのエ

リアと、男女共用個別トイレのエリアに分ける構造

を採用する。これにより、多様なニーズに対応しつ

つ、利用者が自身の選択に基づいて快適に利用でき

る環境を提供することが可能となる。性別に基づく

分離を排除することで、全ての利用者に対して平等

なプライバシーと安全性を確保する。性別による分

離を排除することで、全ての利用者に対して平等な

プライバシーと安全性を確保し、すべての人にとっ

て快適で使いやすいトイレ環境を実現する。 

 

図1 間仕切りを開放した男女共用個別トイレイメージ図 

名称については「ジェンダーレストイレ」という

表現が、性別を特定しない人だけが使うトイレであ

るという誤解を招く可能性がある。また、「オール

ジェンダートイレ」という表現も一般の利用者には

馴染みが薄く、心理的抵抗感を生む恐れがある。特

に、高齢者や性自認に関心が少ない人にとっては、

利用を躊躇させる要因になりかねない。この問題を

解決するために、『みんなのトイレ』という名称を

採用する。この名称は誰にでも理解しやすく、親し

みやすい印象を与えるため、すべての人が安心して

利用できるトイレであることを直感的に伝えること

ができる。 
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生ごみのリサイクル率 100％の社会を目指して 
-台所の生ごみが震災地の土壌改善に- 

 

グループ名 生命文化学研究室 

〇畔柳 和果(Yorika KUROYANAGI)・杉森 一心(Isshin SUGIMORI)・田口 侑樹(Yuuki 

TAGUCHI)・堀内 敬太(Keita HORIUCHI)・渡邊 大翔(Hiroto WATANABE)・樫原 友海

(Yuumi KASHIHARA)・桂 百嶺(Mone KATSURA) 

（京都産業大学生命科学部産業生命科学科） 

キーワード：生ごみ処理機、コンポスト、震災復興 

 

1.はじめに 

 我が国では、令和 2 年度の家庭から出る燃や

すごみの約 4割を生ごみが占めている。生ごみの

成分の約 80%は｢水｣であり、燃やすごみといいな

がらも実際は、燃やしにくいごみである。また、

家庭系廃棄物と事業系廃棄物を合わせた生ごみ

のリサイクル率は 0.3%である。日本のごみ処分の

8 割は焼却処分であり、世界の焼却炉の 3 分の 2

は日本にあるという。また、日本の一般ごみ処理

事業経費は 2 兆 885 億円（2019 年）と膨大であ

る。そこで、我々は生ごみのリサイクル率を上げ

るために有効な手段はないか考え、生ごみや落ち

葉などの有機物を微生物の働きで発酵・分解し、

堆肥にするコンポストに目を付けた。京都市では、

令和3年度まで電動式生ごみ処理機やコンポスト

容器の購入助成制度を実施していたが、これまで

の取り組みで機器の普及が一定程度進んだこと

などから、現在、購入助成制度は実施されていな

い。しかしながら、普及が進んだにも関わらず、

日本の生ごみのリサイクル率は 0％に等しい。そ

こで、我々は本研究で、生ごみをいかに無駄にせ

ず活用できないか考え、コンポストをツールとし

て、生ごみのリサイクル率を上昇させる為の政策

を考えた。 

 

2.既存の取り組みの分析 

 京都市の取り組みでは、「ごみカフェ kyoto」

と「LFC コンポスト（ローカルフードサイクリン

グ株式会社が提供するバック型コンポスト）」が

コラボし、市民が実際に生ごみから堆肥に変え、

月 1〜2 回なのイベントで堆肥の回収やコンポス

トのミニ講座を実施している。ごみカフェ kyoto

の取り組みでは、洛西ニュータウンで 1イベント

につき LFCコンポストを20個無償貸出しており、

バッグ 1 つのコンポスト量で二酸化炭素 10kg 削

減することができる。コンポストを通して高齢者

xxx の見回りをし、過疎化により高齢化した地域

の活性化をはかっている。堆肥の回収会を機会に

孤立しないコミュニティづくりを実現し、各家庭

でコンポストを行うことで、直接的に環境への貢

献ができる。参加者は、生ごみがごみではないと

いう概念にかわり、循環型社会に寄与できている

という気持ちが高まった人が多いとみられる。ま

た、環境への意識も高まり、食品ロスを減らすこ

とも期待できる。コンポストは生ごみのリサイク

ル率を上げる有効な手段であると考える。 

ローカルフードサイクリング株式会社は、コン

ポストによりできあがった堆肥を宮城県石巻市

に送り、東北復興支援として津波被害のあった土

地を肥沃な土地に変える土壌改善に努めている。 

生ごみは単なるごみではなく、資源であること

がわかるだろう。これらを踏まえ市民に”生ごみ

は資源”という認識を高めてもらいたいと考え

る。 

 

3.政策提言 

生ごみ処理機を設置し、市民が気軽にリサイク

ルをできるような政策を提案する。 

 

3.1 先行事例 

我々が「生ごみのリサイクル率」で注目した国

が韓国である。1996 年には生ごみのリサイクル率

がわずか 2.6％であったが、2012 年には 97.1％を

超えた。生ごみの分別義務化や、生ごみが重けれ

ば重いほど料金が高くなるという「従量課金制」

の導入などが、この急激な進化を促したとされて

いる。従量課金制とは「捨てた分だけ払う」とい

う制度である。このシステムにより、「捨てる重量

が少ない人が得をする」ことを実現し、節約のた

めに捨てる量を削減する住民を生み出すことに

つながった。 

 具体的な内容としては、マンションのごみ置

き場に ID カードリーダーが搭載された生ごみ専

用のゴミ箱を設置。キッチンで集めてきた生ごみ

を片手にIDカードをタッチすると、フタが空き、

「〇〇g 捨てました！」のアナウンスとともにフ

タが閉まる。最後にもう一度カードをタッチすれ

ばゴミ捨て完了という仕組みである。パスワード
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や部屋番号を最初に登録しておくとカードによ

っていつ、どこの世帯が、どのぐらいの量を捨て

たのか記録に残り住民は確認することが可能で

ある。後日、マンションの管理費として月額請求

される仕組みであった。 

 

3.2 政策内容 

現在は、生ごみは燃えるごみとして捨てられて

いるが、生ごみのリサイクル率上昇促進を目的と

して京都市の市営住宅のゴミ捨て場に生ごみ処

理機を設置する。生ごみ処理機の解錠方法として

は、Qrio Lock などの施錠管理アプリをダウンロ

ードしてもらい、誰がいつごみを捨てたのか把握

できるようにする。それにより、高齢化が進む中

で各家庭を随時訪問する必要なく、ごみ捨ての履

歴から高齢者の様子を把握することができると

考える。また、生ごみ処理機に施錠機能をつける

ことによって、住居者以外の不法投棄やにおいの

充満を防ぐことができるほか、開錠の際に専用の

ゴミ袋を提供してゴミ袋購入費用の経済的負担

を援助する事で、利用率の上昇に期待する。市民

に本政策に取り組んでもらうために、公式LINEを

追加してもらい、登録している生ごみ処理機にご

みを捨てた回数が、例として全員で合計 100 回を

超えると公式 LINE から全員に、スーパーマーケ

ットの 10％割引券、京都市市営のトレーニングル

ームやプールの無料券などのクーポンを配布す

る。これを踏まえ、リサイクル率上昇を促進する

市民協力型の取り組みとする。 

そして、ごみ収集の際に燃やすごみと同時に、市

民の積極的な参加によって回収した生ごみを、京

都市からコンポスト事業を行っている企業に提

供する。企業が生ごみから生成した堆肥は主に震

災復興に使われることで、市民は募金よりも気軽

に取り組める慈善活動となる。市民と企業が連携

することによって生ごみから慈善活動できると

いうことを市民に実感することが期待できる。こ

れらの取り組みは、京都市の市営住宅から京都市

のマンションへ、京都市のマンションから京都府

へ規模を広げ普及することで、最終的に京都市だ

けではなく日本で発生する生ごみのリサイクル

率 100％を目的とする。 

 

4.本政策の意義 

本政策を行うことによって、生ごみのリサイク

ル率上昇を促すと同時に、コンポストにより完成

した堆肥で震災復興も行うことができる。さらに、

ごみの焼却量の削減にも繋がるため、二酸化炭素

の排出を抑えることもできる。また、生ごみ処理

機を市営住宅共用のものとし、利用しやすい場所

に設置するため、誰でも気軽に利用することがで

きると考える。本政策は、震災復興にも繋がる活

動であるため、募金と同等以上に簡単に社会貢献

することができるだろう。また、燃えるゴミの捨

てる量が減るため、家庭用ごみ袋の購入費用を減

らすことができ、市民にとって経済的に良い影響

を与えると考える。 

以上のように、我々市民と本政策を施行する者

の両者にとって利点のあるものとなると考える。

我々市民が自発的に行動しつつ、生ごみのリサイ

クル率の上昇促進が本政策の意義である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 : 本政策の図式化 
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モビリティミックスの実現に向けた 

交通すごろくの活用 
‐京丹後市での取り組みから‐ 

 

大谷大学野村ゼミ交通政策チーム 

堀 正樹（Masaki HORI）・熊谷 颯大（Sota KUMATANI）・○田中 美咲季（Misaki 

TANAKA）・寺田 瑞樹（Mizuki TERADA）・蓮花 大（Dai RENGE） 

（大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科） 

キーワード：モビリティ・マネジメント、交通すごろく、モビリティミックス 
 

1. はじめに 

路線バスや地域鉄道といった地域公共交通は、

利用者の低迷や運転手不足などにより、危機的な

状況に置かれている。利便性の低下がさらなる利

用減を引き起こす悪循環が形成され、交通分担率

に占める自家用車の割合が拡大している。 

そのような状況でも、運転免許を保有していな

い高校生や高齢者など、地域公共交通が生活に欠

かすことのできない人々も一定数存在しており、

こうした人々のモビリティの確保が喫緊の課題と

なっている。 

 自家用車による移動に親しんできた人々にとっ

て、自身の交通行動を転換させることは容易では

ないものの、地域公共交通に目を向け、可能な範

囲内で利用していくことが求められる。 

 そこで本研究では、さまざまな移動手段を場面

に応じて適切に使うライフスタイルへの転換を促

すモビリティ・マネジメント（以下、MM）の 1つ

である交通すごろくに焦点を当て、移動手段の適

切に組み合わせて利用する「モビリティミックス」

の実現に向けた政策提言を行うことを目的として

いる。 

 本研究におけるモビリ

ティミックスとは、地域

公共交通に加えて自家用

車も含めた全ての移動手

段を組み合わせること

（堀, 2023）である。自家

用車の利用が根付いた地

方部であっても、自家

用車と公共交通を場面

に応じて使い分けるこ

とができるライフスタ

イルの確立を目指す。 

 

2. 先行研究 

 淺見ら（2022）によれば、MMとは、「ひとり一人

のモビリティ（移動）が、個人的にも社会的にも

望ましい方向へ自発的に変化することを促すコミ

ュニケーションを中心とした交通施策」と定義さ

れる。MMが国や地方自治体の施策として位置付け

られ、近年ではまちづくりと連携した MM の実践

事例が急増している（神田, 2022）。 

 一方、それらの事例のほとんどは実際に公共交

通に乗車することを目的としており、普段から公

共交通に親しんでいない人々にとってはややハー

ドルが高いものである。そこで私たちは、実際に

乗車しなくても、自身が居住する地域の公共交通

について知り、地域公共交通をめぐる課題に関心

を持ってもらうための策として、MMの手法の 1つ

である「交通すごろく」に着目した。 

「交通すごろく」とは、ゲームを通して公共交

通を使っての移動を擬似体験し、自家用車の利用

と渋滞や環境との関係、公共交通を利用した移動

などについて考えることができるツールである。

しかし、その多くは前者の要素が強く、公共交通

の利用に対する意識変容に重点を置いたものは少

数である。また、これまでの取組は都市部や都市

郊外で実施される事例が多く、特に公共交通をめ

ぐる状況が深刻な地方部の過疎地における実践事

例はほとんど見られない。 

  

3. ケーススタディ 

3.1 京丹後市の概要  

京丹後市は、京都府の最北端に位置している自

治体で、2004年に 6つの町（峰山・大宮・網野・

久美浜・丹後・弥栄）が合併して誕生した。2020

年の国勢調査における人口は、50,860 人である。 

 

3.2 京丹後市の地域公共交通政策 

 京丹後市では、1 乗車あたりの最大運賃が 200

円になる「上限 200円バス」事業や、AIオンデマ

ンドモビリティ「mobi」の導入など、全国的に見

ても先進的な地域公共交通政策が実施されている。

また、地元 NPO法人が運行主体となって運行する

自家用有償旅客運送「ささえ合い交通」など、特

徴的な公共交通も見られる。 

 最近では、運転手不足によるバス路線の廃止に

伴う代替交通確保のための取組として「新京丹後

MaaS共創プロジェクト」が開始され、廃止地域に

図 1 モビリティミックス

のイメージ 

出所 堀（2023） 
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新たに公共ライドシェアと mobi を導入すること

が盛り込まれるなど、京丹後市の地域公共交通を

めぐる環境や政策は大きな転換点にあるといえる。 

 

3.3 京丹後版交通すごろくの制作 

私たちは、イラストマップを用いた地図アプリ

の事業を行っている株式会社コギト（京都市）と

協力し、「京丹後版交通すごろく」を制作した。 

京都丹後鉄道、mobi、ささえ合い交通、自家用

車、上限 200円バスを、実際のサービス提供範囲

に合わせた盤面に落とし込み、卓上で移動を気軽

に疑似体験することを可能としている。移動手段

によって進めるマス数や獲得できるコインの枚数

に違いを設け、参加者がターンごとに、適切な移

動手段を選択してゴールを目指すというゲーム性

の高い内容となっている。また、このすごろくで

はモビリティミックスの観点から、自家用車も移

動手段の一つとして位置付けたことも特徴である。 

 

 
図 2 京丹後版交通すごろく 

 

3.4 交通すごろくワークショップの実施 

 私たちはこれまでに、制作した交通すごろくを

京丹後市の人々に実際に体験してもらう企画を複

数回実施してきた。 

 2024 年 8 月 17 日には、久美浜町で開催された

子ども向け野外イベントで体験ブースを出展し、

小学生を中心に 20 名程度の市民に体験してもら

った。体験後のアンケートの結果、京丹後市内で

どのような公共交通が運行されているのかを知る

ことができたという人は回答者の 91％であった。 

 翌 18日には、網野町において、市議会議員と市

民を対象としたワークショップ（以下、WS）を開

催し、交通すごろく体験ののち意見交換を行った。

その中で、交通すごろくは、実際に乗るよりも公

共交通を使った移動のイメージをしやすいため、

地域公共交通に対して無関心な状態から興味を持

ちやすいという意見があった。さらに今回は、す

ごろく上で各交通モードが利用できる範囲を変更

することにより、新たに公共ライドシェアと mobi

の導入された後を想定したバージョンも行った。

参加した議員からは、日々変化していく地域の交

通課題をその都度反映できる拡張性の高さが画期

的であるという意見も出た。 

 

4. 提案：参加型プラットフォームとしての交通

すごろくの活用可能性 

 以上の WS と参加者から得られた意見をふまえ

ると、私たちの作成した京丹後版交通すごろくの

優位性として大きく次の 2点が挙げられる。 

第 1に、誰でも簡単に、世代を問わず参加でき

るというユニバーサル性である。すごろくは幅広

い世代が知っているゲームであることから、学校

教育の場や、議員と市民の語る会、老人会など、

あらゆる年齢層の市民が参加するさまざまな場面

で利用できる。 

 第 2に、地域の実情に応じてすごろくのルール

等を変化させることができる柔軟性である。 

上記のような優位性を有する交通すごろくは、

地域コミュニティで公共交通の問題について知る

際の導入として活用可能であるといえる。 

 以上より、「参加型プラットフォーム」としての

交通すごろくの活用を提案する。ここでの参加型

プラットフォームとは、交通政策について対話を

行う場のことを意味する。従前の交通政策に関す

る議論の場には地域公共交通会議が挙げられるが、

実際には地域の代表者や市民有志などの一部の関

係者に限定されてしまう。 

 しかし、こうした参加型プラットフォームで交

通すごろくを用いることで、幅広い属性の市民が

気軽に対話に参加することが可能になる。普段自

家用車を利用している人にも地域公共交通に関心

を持ってもらう機会を作ることで、地域の交通資

源を認識し、自身の交通行動を見直すことにつな

がりうる。 

交通すごろくは、さまざまな課題に直面してい

る地域公共交通をめぐる政策の議論を促し、場面

に応じた自家用車と公共交通の適切な使い分けを

目指すモビリティミックスの考え方の実現に寄与

することが期待される。 
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要配慮帰宅困難者の安全確保をすすめるために 
 

石原ゼミナール 地域防災プロジェクト 

○松井昊弥（Koya Matsui）・岡山楓（Kaede Okayama）・喜多宥太（Hiroto Kita）・ 

藤田尚希（Naoki Fujita) ・山林歩美（Ayumi Yamabayashi） 

（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：要配慮帰宅困難者、災害関連死、周知 
 

1.はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では

首都圏を中心に非常に多くの帰宅困難者が発生し

た。長時間に渡り交通機関が停止したことに伴い、

駅で滞留する大勢の人や徒歩で帰宅する人々が現

れ、混乱状態に陥った。この混乱状態は緊急車両

等の通行を妨げるなど、救助活動の遅れにつなが

る状況を引き起こしかねないものであった(1)。こ

のため、政府や各自治体は東日本大震災以降、本

格的に様々な帰宅困難者対策に取り組んでいる。

例えば京都市では、大規模災害時に駅周辺等で大

勢の人々が滞留し、雑踏事故等が発生することを

防ぐため帰宅困難者を一時的に集める場所、緊急

避難広場を設定している。また、交通の運転見合

わせが長時間に渡る場合には、一時滞在施設を設

定し、3日以上の滞在を可能としている(2)。一時滞

在施設はすべての帰宅困難者の避難を目的とする

ため、一般の方だけでなく特別な配慮を必要とす

る方（以下要配慮帰宅困難者とする）も滞在する

場所となっている。要配慮帰宅困難者とは、災害

時に交通等の停止により帰宅が困難となり、長期

的な避難生活を余儀なくされる障害者や高齢者、

妊婦、幼児など特別な配慮を必要とする人々と定

義する。大規模災害時、物資や医療サービスの不

足による災害関連死が多く発生する中、要配慮帰

宅困難者は交通等が再開するまで一時滞在施設等

で長期的に避難生活を送る必要があり、医薬品な

どの備蓄が提供されなければ、最悪の場合は災害

関連死につながる恐れがある。 政府や各自治体は

要配慮帰宅困難者の長期的な避難生活を見据えた

支援が必要であると考えるが、その実態は明らか

になっているとは言い難い。 

本研究では、要配慮帰宅困難者に対する各自治

体の支援政策の現状を明らかにするとともに、要

配慮帰宅困難者が必要とする支援方策を提案する。 

 

2.研究方法 

2-1文献調査 

 自治体の帰宅困難者支援の状況を比較し、災

害発生後まで十分な支援を実施している自治体の

数を調査するため、京都府・滋賀県・三重県の 77

自治体の災害対策・帰宅困難者計画に記載されて

いる内容を調査した。この調査では災害発生前か

ら帰宅困難に陥るリスクの呼びかけなどの対策を

実施している「事前の取組」自治体と、災害発生

当日に帰宅困難者を一時滞在施設や避難所に滞在

させるといった当日必要になる「当日の取組」を

実施、している自治体、災害発生後から帰宅困難

者が帰宅可能になるまでの期間、備蓄や帰宅困難

者を自宅等まで搬送する計画のある「数日後まで

の取組」を実施する自治体に分け実施した。また、

要配慮帰宅困難者が一時滞在施設等において必要

となる支援を明らかにするため、政府のガイドラ

イン等を用いて文献調査を行った。 

2-2インタビュー調査 

京都市で災害が発生し、鉄道の運休等により帰

宅困難者が長期間一時滞在施設に滞在することと

なった場合の対策についての現状を調べるため、

10 月 15 日に同市行財政局危機管理室にインタビ

ュー調査を行った。 

 

3.研究結果 

3-1文献調査の結果 

自治体ごとの帰宅困難者支援に関する調査の結

果から、77 の自治体のうち 70 の自治体は帰宅困

難者支援について取り組む姿勢を見せているもの

の、発災時に有効となる一時滞在施設の設定等を

行っている箇所は 40 自治体、その後の避難生活

に関する取組を実施する自治体は僅か 8 箇所であ

ることが判明した。要配慮者帰宅困難者が必要と

する支援内容と上記で判明した自治体ごとの支援

を取組ごとに分類し、表 1に整理した。 

 

表 1:必要な支援内容と実施自治体数 

要配慮帰宅困難者が必要な支援内容 自治体数 

福祉避難所(2次避難所)準備 0 

代替交通手段の提供 1 

乳幼児への粉ミルク・紙おむつ・障害者用ト

イレ・おかゆやスープの備蓄 
0 

救護所への受け入れ 0 

医師・支援ボランティアの確保 0 
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この結果、発災後数日間の取組を行う多くの自

治体が備蓄を進めているが、具体的な備蓄の内容

まで踏み込んで対策している自治体を確認できな

かった。 

3-2インタビュー調査の結果 

次に、京都市の帰宅困難者の対策についてのイ

ンタビュー調査の結果を以下の表 2にまとめた。 

 

表 2:京都市のインタビュー調査の結果 

質問 回答 

要配慮帰宅困難者を帰宅

させる方策 
特別に対策はしていない 

帰宅困難者の想定人数 37万人(観光客 7.1万人) 

徒歩帰宅者の想定人数 想定していない 

要配慮帰宅困難者が滞在

する際の施設内での対策 

優先スペースを設ける等

の対策をすることを検討 

鉄道が長期間動かない時

の帰宅困難者への政策 

観光客は緊急避難広場に

集まるように指示 

これらの結果から京都市は要配慮帰宅困難者に

対して一時滞在施設で優先スペースを設けるとい

う対策は行っているが、帰宅させるための具体的

な対策は行っていないということが判明した。ま

た要配慮帰宅困難者が多くの時間を物資の供給が

不安定になりかねない一時滞在施設で過ごすこと

になれば、災害関連死等にもつながる恐れがある

ことが明らかになった。 

 

4.考察 

研究結果より、要配慮帰宅困難者が必要となる

支援は、必要な物資の確保、帰宅困難者の代替交

通手段の提供、医者・ボランティアからの支援を

準備することが挙げられた。しかしながら、それ

ぞれの支援を準備する自治体は著しく少ない現状

が明らかになった。 

特に、福祉避難所を二次避難として準備を行っ

ている自治体は確認できなかったことからも、要

配慮帰宅困難者は一時滞在施設等で避難生活を送

ることが想定される。 

一時滞在施設は元来、帰宅困難者全般を対象と

した施設であるため、福祉避難所に比べ適切な施

設運営を提供することが困難となり、要配慮者帰

宅困難者のニーズにあった支援を受けられない恐

れがある。よって、要配慮者帰宅困難者自身があ

る程度の備え、即ち自助の準備を行う必要がある。 

以上のことから、要配慮帰宅困難者が具体的な

自助の対策がしやすいように行政が周知対策を講

じるべきである。 

 

5.提案 

本研究では、要配慮帰宅困難者の命を守るため

に、当事者による事前対策と京都市による事前対

策の周知を提案する。 

現状では飲料水（500ml 程度）と加水が不要な

食料（ようかん）が備蓄されている(4)。その他に

も簡易毛布用のアルミシートやトイレットペーパ

ーの備蓄が検討されているが、帰宅困難者全員に

提供できない。また要配慮帰宅困難者のニーズに

応じた備蓄が困難なため、要配慮帰宅困難者自身

で必要な物資を携帯すべきである。さらに長期的

に公共交通機関等が停止した場合、現状の備蓄対

策では不十分であると考えられる。よって要配慮

帰宅困難者のニーズに応じた備蓄対策を、京都市

で対策することは困難であるため、当事者自身で

必要な物資を携帯しておくことが必要である。 

また帰宅困難者への情報提供として、京都市は

「京都市帰宅困難者ガイドマップ」(2)や「京都市

帰宅困難者支援サイト」(5)などのウェブサイトを

活用し、緊急避難広場や鉄道の運行情報などの周

知を行っている。しかし、ウェブサイト上では要

配慮帰宅困難者自身で携帯しておくべき必需品の

周知がなされていない。 

このような現状から、京都市がガイドマップや

支援サイトに現状の備蓄対策を掲載したうえで、

一時滞在施設で長期間生活することになった場合

を想定し、京都市へ観光に行く際には、災害時に

自らの必要なものを携帯しておくことも記載し周

知することを提案する。特に要配慮者へは、3 日

～7 日分の常備薬を携帯しておくことの必要性を

明記することができれば、一時滞在施設での生活

が長期化した場合でも、要配慮帰宅困難者の命を

守ることが出来るのではないだろうか。 

 

6.参考文献 
(1)東京都帰宅困難者対策条例 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/kitaku_portal/

1000050/1000536.html  (最終閲覧日 2024/10/21） 

(2)京都市災害時帰宅困難ガイドマップ 

https://www.bousai.city.kyoto.lg.jp/cmsfiles/conten

ts/0000000/219/kitakumap.pdf(最終閲覧日 2024/10/21） 

(3)内閣府「帰宅困難者等に係る対策の参考資料」 

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/sh

utohinan/pdf/sanko02.pdf (最終閲覧日 2024/10/21） 

(4)京都市備蓄計画 

https://www.bousai.city.kyoto.lg.jp/cmsfiles/conten

ts/0000000/185/bichiku-keikaku.pdf( 最 終 閲 覧 日

2024/10/21) 

(5)京都市帰宅支援サイト 

https://www.bousai.city.kyoto.lg.jp/kitakushien/top

(最終閲覧日 2024/10/21) 
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マイナンバーカード 100％普及総合戦略 

 

野田ゼミ B 班 

○上村 悠夏（Yuka UEMURA）・岩口 陽色（Hiro IWAGUCHI）・小山 あいこ（Aiko 

OYAMA）・梶川 碧（Aoshi KAJIKAWA）・川嶋 規公（Miku KAWASHIMA）・木村 駿佑

（Shunsuke KIMURA）・児玉 花凛（Karin KODAMA）・小沼 聖汰（Shota KONUMA） 

・笹田 采里（Ayari SASADA）・千 彰紀（Akinori SEN） 

（同志社大学政策学部政策学科） 

キーワード:マイナンバーカード、普及曲線、損失回避 

 

1. はじめに 

2024 年 9 月末の京都市のマイナンバーカ

ード（MC）の人口保有率(普及率)は 70.9％

で、全国 75.2％より低く、政令市で最低で

ある（総務省 HP）。本人確認や医療保健情報

の蓄積、給付金一括提供に加え多様なサービ

スの今後の実装を念頭におくと、MC 普及は

行政運営の効率化に不可欠かつ DX の基盤で

ある。保険証発行廃止とマイナ保険証の利用

推進により、いずれ MC 普及率の上昇が見込

める。しかし、MC をもたない人が少しでも

いると個別対応が求められ、人手のかかる業

務が残ったままとなりきわめて非効率であ

る。このため、できる限り早くに 100％に近

づける必要がある。MC 普及は国が推進する

政策であるが、市町村にとっては事務量削減

に直結する重要課題と認識されている（全国

市町村長クローバー会首長インタビューよ

り、8 月 4 日実施）。 

本研究では、京都市で MC 普及が遅れている

要因を明らかにし、普及率 100％に近づける

ためにいかなる政策が有効かを検討する。 

 

2. 普及策に関する他都市との比較調査 

MC の普及策には、マイナポイント（MP）

による誘導、庁内窓口の設置、庁外（商業施

設や公共施設）窓口の設置、SNS や TV コマ

ーシャルなどの広報活動がある。京都市がど

の程度対応してきたかを把握するために、京

都市文化市民局地域自治推進室マイナンバー

カード企画推進課にインタビュー調査を実施

したところ、すべての方策を行いしかも MC

センターの設立と出張申請受付サービスも展

開していた。MC センターは、夜間や休日で

も開いているため平日時間をとれない人々で

も取得しやすいという特徴があり他都市より

も普及策には踏み込んでいる。しかも、出張

申請受付サービスでは、大型商業施設や福祉

施設に出張し高齢者や障がいのある人々も取

得しやすい取り組みを行っており、当初は全

国的にも京都市の普及率は高かった。 

ところが、図 1 のとおり、MP 第 2 弾が実

施された 2022 年 1 月から 2023 年 3 月に京都

市は他都市より普及率の進展が低下すること

になった。京都市民が MP 事業にあまり反応

しない理由は定かではないが、京都市へのイ

ンタビューでは、理由は市民性ではないかと

の回答であった。MC 未取得者は周りに流さ

れないようにみえる。一方、政令市でも普及

率が特に高い熊本市、広島市、浜松市にイン

タビューを行ったが、いずれも MP や出張申

請窓口など、京都市とほぼ同じ方策であり、

取り立てて特徴的な対応策は見当たらなかっ

た。このため、京都市の MC 未取得者の属性

など特徴をより深く探究する必要がある。 

 
図 1 MP 第 2 弾期間における交付率の推移  

 

3. MC 未取得理由把握 200 人調査 

MC の未取得理由を把握するためにデジタ

ル庁調査(2024)をふまえ、2024 年 8 月に烏

丸御池近辺で街頭インタビューを 208 名に実

施した。その結果、「個人の資産が細部まで

把握されるから」、「免許証など他の書類で本

人確認ができて MC の必要性を感じないか

ら」「申請が面倒だから」「申請方法がわから

ないから」「紛失や不正アクセスなどで個人

情報の漏洩が不安だから」「周囲の人が取得

していないから」など広く抽出できた。 
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4. MC 未取得者の属性と未取得理由の分析 

未取得者の属性や 3 で把握した MC 未取得理

由の背景を把握するため、関西圏で Forms ア

ンケートを行った(2024 年 9 月 20 日～10 月

1 日)。京都市民 113 名を含む 450 名中 127

名が MC 未取得と回答した。未取得者を従属

変数として属性を独立変数にプロビット分析

を行い、また未取得理由の背景を回帰分析で

明確にした（表 1）。女性、個人事業主、京

都市民の場合に未取得の傾向がある。なかで

も個人事業主である場合に最も未取得となる

限界効果が高い。2020 年の経済センサスに

よる京都市の自営業者・家族従業者数は

74,052 人で人口が近いさいたま市の 1.7

倍、横浜市や大阪市、名古屋市に次いで全国

4 番目であり、個人事業主が資産把握を恐れ

ていると想定される。 

なお、総務省による全国調査では 20〜30

代の MC 取得率が低いが、京都市では年齢に

よる相違は見出せなかった。したがって、若

年層や子育て世代を焦点に MC 促進を狙うと

いう思いつきやすい対策は有効ではない。 

未取得理由の分析では、個人事業主が未取

得である理由として「必要性を感じないか

ら」と「個人情報の漏洩が不安だから」が抽

出できた。個人事業主が資産を把握されたく

ないという点は有意ではないが、面倒や方法

がわからないという理由はない。個人事業主

にとって現状より利便性が高くなるとは思え

ないため必要性を痛感せず、そもそも情報漏

洩が不安というような解釈ができる。 

表 2 未取得者と属性と未取得理由の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普及曲線でいうレイトマジョリティやラガ

ードに位置づけられる京都市の未取得者は、

個人事業主とその他の保守層である。個人事

業主をターゲットにすると情報漏洩が生じな

いよう最新の技術（ゼロ知識証明など）の活

用、デジタルタトゥーの削除、損害補償の充

実といった「①情報管理徹底策」が必要であ

る。またラガードの掘り起こしは採用が文化

的なレベルにまで達していることが訴求のポ

イントとなるため、公共施設利用や医療施

設、各種行政サービス、商品の購入がカード

一枚で利用できる「②市民カード化」が効果

的と考える。さらに、採用していない人に採

用してもらうためには、メリットの付与や剥

奪を利用した政策もありうる。メリット付与

は京都市民であることを示す「③オープンバ

ッジ」、メリット剥奪は MC 未取得者が取得者

より優先順位が下がる政策であり、「④被災

時の物資配給・仮設住宅入居・罹災証明など

の手続き優先」が考えられる。能登半島地震

では MC 取得者への罹災証明手続きが非常に

円滑であったことがこの政策の背景にあり、

未取得者の損失回避を狙うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MC100％普及総合戦略の提案 

MC 未取得者への追加アンケートを実施

し、①～④について取得動機になるか５段階

で評価してもらったところ、オープンバッジ

は 2.12 であったが、他は３以上で④の被災

時優先が 3.22 で最も高く未取得者の損失回

避志向を狙う政策の有効性がわかる。属性で

回帰分析を行うと個人事業主は全政策で有意

で特に被災時優先の効果が最大であった。 

以上、保守層である未取得者を安心させる

情報管理徹底策や MC の必要性を実感させる

市民カード化に加え、被災時優先を組み合わ

せた総合戦略が普及率 100％に有効である。

①②の通常検討されやすい政策だけでなく損

失回避志向に訴えかける政策を念頭において

早期 100％を目指し、効率的な行政運営をめ

ざすことが重要である。 

表 2 ４つの政策の有効性 

 

 

 

 

 

 

 
参考文献 

総務省 HP, https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html 

デジタル庁(2024)『業種別マイナンバーカード取得

状況等調査』 

プロビット分析

MC未取得
資産把握

されたくない
必要性
ない

面倒
方法がわ
からない

情報
漏洩

周囲
未取得

係数 限界効果 係数 係数 係数 係数 係数 係数

年代
-0.01
(0.01)

0.11
-0.02**
 (-0.01)

-0.02
(0.01)

-0.02
(0.01)

-0.01
(0.01)

-0.02
(0.01)

-0.004
(0.01)

女性
0.35*
 (0.15)

-0.004
0.31**
（0.15）

0.28
 (-0.19)

0.44**
（0.21）

0.43***
(-0.15)

0.55**
(0.19)

0.27*
(0.14)

学生
-0.25
(0.27)

-0.08
-0.68**
 (0.28)

-0.56
(0.34)

-0.34
 (0.34)

0.020
(0.22)

-0.64
 (0.33)

-0.10
 (0.24)

会社員
0.37
(0.23)

0.12
0.010
(0.22)

0.62
(0.43)

0.39
(0.30)

0.34
(0.21)

0.30
(0.28)

0.29
(0.22)

パート
0.30
(0.28)

0.09
-0.01
(0.30)

0.62
(0.43)

0.33
(0.43)

0.10
(0.28)

0.23
(0.39)

0.08
(0.27)

個人事業主
0.82*
(0.40)

0.26
0.78
(0.53)

1.43**
(0.70)

0.79
(0.61)

0.21
(0.29)

1.48**
(0.73)

0.74
(0.47)

経営者
0.29
(0.39)

0.09
0.39
(0.44)

0.53
(0.58)

0.12
(0.52)

0.54
(0.50)

0.60
(0.59)

0.30
(0.50)

京都市民
0.53***

(0.16)
0.16

0.73***
 (0.19)

0.71***
(0.23)

0.63**
(0.24)

0.40**
(0.19)

0.66***
(0.23)

0.53***
(0.18)

定数
-0.59
(0.34)

1.22***
(0.41)

1.31***
(0.47)

1.24***
(0.45)

0.50*
(0.27)

1.27***
(0.45)

0.54*
(0.31)

決定係数 0.06 0.08 0.07 0.05 0.05 0.08 0.05
（注）標本数443、 ロバスト標準誤差、プロビット分析は疑似決定係数、***:1%, **:5%, *:10%

回帰分析（最小二乗法）

情報管理徹底 市民カード化 オープンバッジ 被災時優先
係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差 係数 標準誤差

女性 0.03 0.24 -0.45* 0.26 -0.45* 0.26 -0.11 0.23
年齢 -0.02* 0.01 -0.01 0.01 -0.02 0.01 -0.02 0.01
学生 0.34 0.71 1.75*** 0.63 0.31 0.68 0.73 0.76
会社員 1.03 0.63 1.57*** 0.48 0.33 0.55 0.97 0.64
アルバイト 1.99*** 0.67 2.65*** 0.46 -0.10 0.53 1.65** 0.63
個人事業主 1.98*** 0.52 2.31*** 0.36 1.44*** 0.36 3.06*** 0.47
専業主婦(夫) -0.15 0.75 0.79 0.67 0.62 0.77 0.38 0.85
公務員 0.29 0.65 1.08 0.67 0.81 0.60 0.20 0.69
京都市 0.32 0.24 0.40 0.26 0.09 0.26 0.08 0.23
定数 2.78*** 0.79 2.05*** 0.71 2.43*** 0.76 2.94*** 0.87
決定係数 0.24 0.29 0.12 0.22
（注）標本数103、 最小二乗法、ロバスト標準誤差、***:1%, **:5%, *:10%

表 1 未取得者と属性と未取得理由の背景 

図 1 MC の普及曲線と保守層 

158



口頭発表 
 

【分科会８】 

159



 

若者の恋愛・結婚に対する不安解消に向けた 

価値観共有イベントの提案 
‐男女間の相互理解を深める場の可能性‐ 

 

団体名：京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科 松並ゼミグループ D 

○塩野愛奈（Shiono Mana）・増井啓人（Masui Hiroto）・松本もなみ（Matsumoto 

Monami）・森下萌萌花（Morishita Momoka）・青木澪（Aoki Rei）・芦田宙都（Ashida 

Sorato）・森祐成（Mori Yusei） 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 

キーワード：男女の価値観、相互理解、グループディスカッション 
 

1．研究目的 
2001 年以降日本における婚姻率は年々減少傾

向にあり、若年層の恋愛経験率も同時に減少しつ

つあり、出産と婚姻が制度上不可分の関係にある

我が国においては、この傾向は少子化に直結して

もいる。しかし、実際の婚姻数の減少に関わらず

自分の一生を通じて考えた場合いずれ結婚したい

と考えている人は男女共に 8 割近い（財務総合政

策研究所 2023）。このギャップの要因には、適当

な相手に巡り合えない、異性とうまく付き合えな

いといった理由が存在している。異性とうまく付

き合えない理由には互いの価値観に対する理解を

深める機会が少ないことが影響しているのではな

いかと考えた。実際、男女共に結婚相手に求める

条件として、価値観が合うことという条件は男女

共に高く一見一致しているにも関わらず、異性と

の付き合い方を不安に思う人が多い現状がある。 
このことから異性から求められていることが分

からない、価値観を理解できていないと不安を感

じている現状が浮かび上がる。つまり、価値観と

いう概念の内容において男女で相違があり、その

相違を理解する場が少ないことが現状を生み出し

ていると考えられる。また交際と結婚を連関した

ものという意識を持つ人は 43%に上る(財務総合

政策研究所 2023)ため、恋愛経験の上昇も重要な

要素となってくる。 
以上を踏まえ、本研究では、実際に男女間で価

値観に相違があるか、アンケート調査を行い、男

女の交際相手や結婚相手に求めることの違い等を

把握した。また、アンケート調査結果を利用し、

大学生の男女にグループディスカッション形式の

調査を行い、男女の価値観の相違について理解を

深める方法に関し検討した。こうした調査から得

られた結果を基に若者の恋愛経験や婚姻率の増加

に繋がりうる政策提言を行う。 
2．研究方法 
研究 1 男女間での価値観の現状を把握するた

めに、大学生を対象とし、Google フォームを用い

たアンケート調査を男女 142 名（男性：47 名、女

性：94 名）に実施した。   
研究 2 次に、男女間の価値観の違いを理解す

るには、どのような方法をとるのが適切かを検討

するため、大学生 5 名(男子 3 名、女子 2 名)に加

えて、調査者も参加してグループディスカッショ

ンを実施した。具体的には男性と女性をそれぞれ

同性グループと異性混合グループに分け、2 回に

わたって質問を行った。各セッションでは、対象

者に対し、交際相手や結婚相手に求めるもの、ま

た自分が相手から求められていると思うものにつ

いて尋ね、さらに恋愛に対する不安についても質

問した。対象者には同意を得た上で、録画録音を

行った。 
3．調査結果 
研究１ 男女間で性交渉に対する意識や、交際・

結婚相手に求められるものに違いが見られた。 

 

 
図 1.恋愛において性交渉は必要か？男女回答 

まず、「性交渉」に関する設問では、「恋愛に性

交渉は必要か」という質問に対して、女性の約 5
割が「必要」と回答したのに対し、約 4 割が「で

男性 

女性 
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きればしたくない」「不必要」と答えた。一方、男

性は約 8 割が「必要」と回答しており、「できれば

したくない」「不必要」と答えた割合は約 2 割にも

満たなかった。この結果から、恋愛において男女

間で性交渉に対する意識の差が顕著であった。 
次に、交際相手に求めるものについて、女性が

求められていると思うよりも男性が重視している

のは「生活力」と「価値観」であった。「容姿」は

女性が思うほどには男性は重視していなかった。

一方、男性が求められていると思うよりも女性が

重視しているのは「価値観」と「性格」であった。

「社会的地位」や「容姿」は男性が思うほど女性

は重視していなかった。 

 

図 2. 結婚相手に求めることと自身が求められていると

思うこと。男女回答 

さらに結婚相手に求めるものについては、女性

は「価値観」、「性格」に加えて「生活力」を求め

られていると感じる人が多かったが、男性はそれ

らに加え「容姿」を重視する人が多かった。一方、

男性は「金銭的余裕」、「価値観」、「性格」さらに

「社会的地位」を求められていると感じる人が多

かったが、女性は「金銭的余裕」や「価値観」を

重視する人が多く、「社会的地位」はあまり重視し

ていなかった。本調査結果から、男性は女性に「生

活力」を求める割合が高いことが分かった。また、

女性自身も結婚相手に「生活力」を求められてい

るという意識が強いことが示された。 

研究 2 研究１で男女間の恋愛や結婚に対する

意識や価値観に相違があることが分かった。特に

性交渉の必要性の有無や生活力といった生活に大

きく影響する面での差異は、恋愛関係や婚姻に対

する積極性に大きく影響すると推測される。しか

し、そうした価値観の相違を互いに知る機会とい

うのは少ない。故に、異性間で価値観の相違を理

解出来る場があれば、恋愛や結婚への積極性に繋

がる可能性があると考えた。その可能性を模索す

るべく、異性を交えたグループディスカッション

を実施した。同性同士のグループでは、異性混合

グループよりも発言の量が多く、内容もより踏み

込んだものになる傾向が見られた。ディスカッシ

ョン後に実施したアンケートでは、互いの価値観

を理解し、不安だった点や価値観のすり合わせが

できたことで、「今後、恋愛や結婚に対してより前

向きになれると思う」という感想が多く寄せられ

た。また、「男女の価値観の理解を目的としたイベ

ントが再び開催された場合、参加したいと思う

か？」という質問に対しては、「また参加したい」

「友達にも勧めたい」「より多くの人の意見を聞い

てみたい」などの好意的な反応が多数得られた。 
 
4.考察・政策提言 
以上の調査結果から、男女で価値観を共有する

場を設けることで恋愛・結婚への不安を解消する

ことができるのではないかと考えた。また恋愛・

結婚における少数意見を知ることは、お互いの価

値観を理解することや、一般的な考えだと思って

いたことが相手への偏見だということに気付き、

多様な考えを学んだり、知らなかった考えを知る

ことに繋がる。この対話を経て男女の相互理解が

深まることで、恋愛への不安の解消に繋がり、恋

愛に対して前向きになり、相手のことをより深く

理解することができるようになるのではないか。 

今回実施したグループディスカッションでは、

男女が恋愛や結婚に対する価値観や考え方につい

て話し合う場を設けたことで、互いに異性の価値

観を理解しようとする動きが見られ、恋愛に対す

る思考などに肯定的な影響をもたらす可能性を示

していると考える。 

上述した様なディスカッションの場を京都市が

大規模に開催することで、より多くの若者が異性

の恋愛や結婚に対する価値観に触れる機会を得る

だけでなく、結婚を望まない人や子供を持たない

選択をする人など、各個人の恋愛・結婚に対する

考え方や意見を知る場となる。また男女が互いに

抱いている偏見に気付き、本音で語り合うことで、

同じ価値観を持つ仲間を見つけやすくなり、さま

ざまな生き方を尊重する文化が広がることが期待

されるだろう。 

参考文献 
(1) 財務総合政策研究所（2023）「人口動態と経済・社会

の変化に関する研究会」報告書 第 8章「未婚者の「いず

れ結婚したい」はなぜ実現しないのか」

https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy202

0/jinkou_report08.pdf（2024年 9月 24日閲覧)  

(2) 内閣府男女共同参画局（2022）「男女共同参画白書 

令和 4年版 第 2節 結婚と家族を取り巻く状況」

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04

/zentai/html/honpen/b1_s00_02.html（2024年 10月 8

日閲覧) 
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若年層人口を増やすには 
‐滋賀・大阪・京都からみる若年層人口に影響を及ぼす事象とは‐ 

 

ハピネス計画 

○入江 優歌（Yuka IRIE）・大本 和花（Nodoka DAIMOTO）・西村 朱理那（Shurina 

NISHIMURA） 

（龍谷大学経済学部現代経済学科） 
キーワード：若年層人口、子育て、公園 

 

1. 研究のテーマと目的 

夫婦にたずねた理想的な子ども数が 2.25 人で

あるのに対して、夫婦が実際に持つつもりの子ど

も数は 2.01 人である(1)。この理想と現実の差は、

子育てに対する金銭的・精神的負担や周囲の環境

に対する不安から来るものと推測される。 

このまま出生率の低迷が続くと、労働力不足に

よる経済活動の停滞や、地方の過疎化の激化によ

りインフラの維持が困難になることが危惧される。

これらの問題の発生を阻止するために、出生率を

上げる対策を講じていくことは急務であると考え

る。 

一方で、高齢化が進んで既に若者が少ない地方

では、出生率の向上は難しい。しかし、たとえ出

生率が向上しなくても、若者世代の転入が進み、

その地域が活性化されれば、上記の問題は解消さ

れる可能性がある。また、子育て支援や環境が整

った場所があるならば移り住んで、2人目・3人目

の子どもを望む人もいるだろう。 

したがって本研究では、子供の人口を増加させ

るために、「地域の出生率」ではなく「その地に住

む子供の割合」に着目する。そして、地域に住む

子供の割合に影響を与える要因を実証的に特定し、

地域に住む子供の割合を増加させるための施策に

ついて議論する。 

本研究の対象は京都府とする。ただし、京都府

との人口流出・流入の多い滋賀県および大阪府を

分析対象に含め、この３府県の市を対象として分

析を行う。 

   

2. 研究の方法 

本研究では、京都府・滋賀県・大阪府内の 61市

のデータを利用した。被説明変数を「0～19 歳の

人口」、説明変数を「課税対象所得」「住宅地価」

「0～19歳の非労働力人口指標」「保育所制約」「公

園数」として、重回帰分析を行った。変数の定義

および出典は表１のとおりである。 

なお保育所制約数は、労働力供給や子育て環境

を地域経済が現時点でどれだけ対応出来ているの

かを表す指標として、「在所児数／保育所定員数」

で算出している。 

 

表１ データ出典一覧 

変数 
単

位 
年度 変数の説明 出典 

被説明変数         

0～19 歳人

口 
人 2020年度   国勢調査 

説明変数         

課税対象所

得 

一

千

万

円 

2022年度 

各年度の個人の市町村民税

の所得割の課税対象となっ

た前年の所得金額 

県民経済計算 

住宅地価 円 2024年度   

国土交通省 
令和６年地価公

示 

0～19 歳の

非労働力人

口 

％ 2020年度 

非労働力人口のうち、小学

校、中学校、高等学校、高等

専門学校、短期大学、大学、

大学院のほか、予備校・洋裁

学校などの各種学校・専修学

校に通学していた人 

国勢調査 

保育所制約 ％ 2024年度 在所児数／保育所定員数 
各地域 

ホームページ 

公園数 個 2024年度   
各地域 

ホームページ 

 

3. 重回帰モデルの推定結果 
表 2 重回帰分析の結果 

 
注：（）内は標準誤差である。***、**、*はそれぞ
れ有意水準 1%、5%、10%で統計的に有意であるこ
とを示す。 
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滋賀県・京都府・大阪府内の各市における 0～

19歳人口（データが欠損している市については分

析から除外した）を被説明変数とする重回帰分析

の推定結果は以上の表 2の通りである。課税対象

所得、公園数の係数が有意水準 5%で統計的に有意

であった。それ以外の変数の係数については、統

計的有意とはならなかった。そのため、以降では、

課税対象所得と公園数に焦点を絞り議論する。 

 

4. 考察 

滋賀県・京都府・大阪府内の各市における 0～

19歳人口を被説明変数とする重回帰分析では、課

税対象所得が 1000 万円増えると 0～19 歳人口が

0.77人の増加、公園の数が 1つ増えると 0～19歳

人口が 16.76人の増加が見込まれると示された。 

この結果から、0～19 歳人口を増やすためには

以下の 2つの政策が有効であると考える。 

1 つ目は、景気改善や賃上げによって、直接的

に課税対象所得を増やすことだ。または、子育て

にかかる費用の減額や無償化、給付金制度によっ

て、実質課税対象所得を増やすことも有効である。 

2 つ目は、公園を増やし、子どもがのびのびと

育つ環境を整えることである。また、親も公園で

他の親と出会い、コミュニティを作ることで、地

域で一体となって、未来を担う子どもたちを守る

ことにもつながる。 

 

5. 政策提言 

以上の結果を踏まえ、私たちは子どもがのびの

びと成長できる環境を整えるため、以下の 2つの

政策を提案する。 

 

5.1 実質課税対象所得の増加 

本来であれば課税対象所得の増加が望ましい。

しかし、短期間での実現は現実的ではないと判断

したため、本提案では実質課税対象所得に焦点を

当てることとした。具体的には、子育てにかかる

費用の減額や無償化、給付金制度を通じて、実質

的な課税対象所得の増加を目指す。現在も国とし

ての支援は存在しているが、十分とは言えない。

現状の措置だけでは、若年層の人口増加にはつな

がっていないため、国と市で支えていく必要があ

ると考える。市の独自の制度として千葉県松戸市

の「松戸市私立幼稚園預かり保育助成金」を例に

挙げる。この助成金は、国の無償化制度ではまか

ないきれない預かり保育に対する保育料に対して、

更に月額上限 30,000円まで助成するもの (2) であ

る。このように、国の支援を前提としながらも、

市が補完的な役割を果たすことが重要であり、各

自治体での独自制度の導入・拡充が求められる。 

 

5.2 公園数の増加 

各地域での公園数を増やし、子どもたちがのび

のびと遊べる空間を提供する政策が必要である。

同時に、公園の質の向上も必要である。 

都市部では遊具が減少しており、東京新聞が行

った調査では 2017 年度以降、全体の 1 割超に当

たる 414カ所の区立公園で遊具が減っていたこと

が明らかになっている (3)。都心の公園は面積が狭

く、その中で安全基準を満たすことができず撤去

せざるを得ないという。また、都心以外でも遊具

の安全性や維持費等を理由に撤去されている事例

も多い。 

また、現在は公園でのルールが厳しい。＜何も

なくても自由で何でもできた原っぱ＞の時代から 

＜遊具のある近代的な子どもの公園＞の時代を経

て、＜何もなく、禁止事項やクレームで何もでき

ない公園＞となったとされている (4)。子どものた

めのルールによって、子どもが不自由な思いをし

ているのが現状である。現在のルールを緩和し、

より自由に遊ぶ仕組みを作ることで、少子化によ

り公園の 1人当たりの占有面積が増えているとい

う利点を活かすべきだと考える。 

今後の公園は、安全性を確保することはもちろ

ん重要であるが、地域住民や子どもたちの意見を

反映し、より柔軟な在り方を検討すべきである。 

 

6. おわりに 

本研究では、滋賀県・京都府・大阪府の 0～19

歳の若年層人口を分析した結果、課税対象所得と

公園数という 2つの要素に関連が見られた。これ

を踏まえ、国という大きい単位だけではなく市も

主体となって、実質課税対象所得の増加と公園の

整備を推進することを提案する。 

日本全体の少子化を止めることは難しいが、地

域ごとの若年層人口を重視し、守っていく必要が

ある。 

 
参考文献 
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標準化死亡比により評価した 

京都の DPC 病院の死亡退院率の分析 
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1. はじめに 

 本稿では、DPC病院を対象に標準化死亡比(SMR)

を算出し、死亡退院率の分析を行う。地方ごとや

医療圏ごとで比較し、特に京都府の医療圏内では

どのような特徴がみられるかについて分析する。 

 そこから、都道府県や市区町村単位で SMRを算

出してその結果を各病院に共有することを提案す

る。その結果をもとに、各病院で考察・検討して

もらうことで医療の質向上につなげられると考え

る。 

 

2. 定義 

2.1 DPCとは 

DPC（診療群分類包括評価）とは、患者の病名や

治療内容に応じて分類される診断群分類(1,572

分類)し、分類毎に 1 日当たりの入院費用を定め

た新しい医療費の計算方式である。従来の計算方

式である「出来高払い方式」では診療で行った検

査、注射、投薬などの量に応じて医療費が計算さ

れていたが、DPC では病名や手術、処置等の内容

に応じた 1日当たりの定額の医療費を基本として

全体の医療費の計算を行う。1 日当たりの定額の

医療費は既に DPCを実施している全国の大学病院

における実際の診療データに基づいて決定されて

いる。手術などの医師の専門的な技術料について

は、これまで通りの出来高支払方式で医療費は計

算され、入院にかかる医療費は定額分と出来高分

を合わせたものとなる。DPC により、病名や治療

内容に応じてどのくらいの医療費がかかるかの目

安がわかりやすくなるような仕組みとなっている。 

 

2.2 SMR(標準化死亡比)とは 

SMR(Standard Mortality Ratio)とは、標準化

死亡比のことを指す。厚生労働省が公表している

「令和 4年度 DPC導入の影響評価に係る調査『退

院患者調査』の結果報告について」内のデータを

用いて SMRに必要な数値や比率を算出した。 

SMR は、診断群別死亡退院率に病院ごとに把握

されている診断群別(手術別)件数をかけて期待死

亡数を病院ごとに算出し、実際の死亡数(観察死亡

数)を期待死亡数で割った比で表す。この比が１で

あれば、その病院の診断群分類から見て死亡率は

標準的であり、1 より大きいと死亡率は期待され

る死亡率より高いと判断される。 

 

3. 分析結果 

まず都道府県ごとに比較する。SMR の都道府県

の算術平均値は 0.948 であり最高値は秋田県の

1.658、最低値は佐賀県の 0.629であった。京都府

は 0.852 で全都道府県において 18 番目の低さと

なっている。 

次に、地方別・近畿内・医療圏で比較していく。

まず地方別でみると近畿地方は全 8地方のうち、

5 番目に低かった。図 1 から東北の値が突出して

高くなっており、北海道を除くと西に進むにつれ

て SMRの平均値は低くなっていっていることが分

かる。北海道・近畿・中国地方と四国・九州地方

の値は同程度であった。また、SMR が 1 を超えて

いたのは東北・関東・中部地方の 3つであった。 

 
図１ SMRの都道府県の算術平均値（地方別） 

 近畿内で比較すると、SMR の算術平均値は

0.908であった。最大値は滋賀県の 1.100であり、

最小値は兵庫県の 0.801である。図 2を見ると京

都府の SMRは近畿内で 3番目に低い。人口集中地

区（大阪・京都・兵庫）はすべて SMRが１を下回

っていることが分かった。 
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図 2 SMRの平均値(近畿内) 

 次に医療圏ごとに病院単位で SMRの算術平均を

出して比較する。医療圏とは、地域ごとに医療サ

ービスが提供される地域を示し、医療機関の分布

やアクセス性を考慮して都道府県が定める。地域

住民の健康状態やニーズに応じて医療資源を最適

化することが目的で、効率的な医療提供に重要な

役割を果たす。京都府は 6つの医療圏に分かれて

いる。分析にあたり、数値が大きく乖離している

病院が 2院あったため今回はその値は含めずに平

均値などを出す。 

 最も平均が高かったのは丹後医療圏であり医療

圏内病院の SMRの算術平均は 2.688であった。最

も低いのは中丹医療圏で、算術平均は 1.473であ

る。まず丹後医療圏に着目する。丹後医療圏は宮

津市、与謝野町、伊根町、京丹後市、で構成され

ている。丹後医療圏に病院は 6つある。このうち

DPC 対象病院は 5 つである。よって今回はこの 5

つの病院を対象とする 
表１ 丹後医療圏内の各病院の SMR 

 
病院の分布は京丹後市に 4つ、与謝野町に 1つ

である。市町村ごとにみると京丹後市の 4病院 SMR

の算術平均は 2.997、与謝野町は 1.453 となって

いる。どちらも SMRは 1を超えているが、京丹後

市は特に数値が高い。各病院でみてもどれも 2以

上、最も高い病院で 4.310という値が見られた。

また、両市ともに 1を切っている病院は見られな

かった。 

 

 次に中丹医療圏に着目する。中丹医療圏は福知

山市、舞鶴市、綾部市で構成されている。中丹医

療圏には病院が 17つある。このうち、DPC対象病

院は 7病院である。よって今回はこの 7つの病院

を対象とする。 

表２ 中丹医療圏内の各病院の SMR  

病院の分布は福知山市に 2つ、舞鶴市に 3つ、

綾部市 2つである。各市町村の算術平均でみると、

綾部市が 1.747、福知山市が 1.250 と約 0.5 の差

が出ている。福知山市は 3 つの市の中で最も SMR

が低い。しかし、2 病院のうち一方が 2 を超えて

おり、もう一方は 1を下回っていることが分かっ

た。 

 

4. 分析からの提案 

 今回は病院ごとの SMRを出した。しかし、これ

だけでは SMRが高いか低いかしかわからず、何が

原因かについてはわからない。各病院は SMRの高

低の原因を理解するために市や都道府県単位の

SMRと比較していただき、その結果を各病院に共

有することを提案する。各病院でその結果を分析

してもらうことでさらなる医療の質の向上を図っ

てもらうことが期待できるのではないだろうか。 

 

5. おわりに 

本稿では SMRを用いて京都府内の病院の死亡率

の分析を行った。今回は地方ごと・近畿内・医療

圏で比較を行い分析した。しかし、病院には一般

病院、特定機能病院、地域医療支援病院といった

ように役割が設けられている。今回の分析では病

院機能による効果の分析は行っていない。今後の

展望として病院機能を考慮した SMRを出し、分析

を深めていく必要がある。 
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1. はじめに 

現在日本各地で獣害が発生し、大きな問題とな

っている。一方、動物園においては本来とは異な

る飼育環境で飼育されることによる動物福祉の問

題への対応が必要とされている。両方の観点から、

駆除された野生獣を動物園で飼育される肉食獣に

屠体給餌する試みは環境エンリッチメントとして

効果をあげている。さらに、屠体給餌を来園者に

見せる教育イベントとしての価値が見出された。

これについて既に九州大学などで研究及び実践活

動が行われている。 

全国で動物による森林被害や農作物への被害が

問題となっており、その対策として各地で動物の

捕獲をおこなっているが、今後更なる捕獲圧の強

化が求められる。一方で、ジビエなどによる捕獲

された動物の利用率は定位にとどまっている。本

研究は、捕獲数の多いシカに焦点を当て、シカの

有効利用の可能性について検討する。 

 

2. 背景 

林野庁によると、令和 4 年における野生鳥獣に

よる森林被害面積は全国で約 5 千 ha となってお

り、このうちシカによる枝葉の食害や剥皮被害が

全体の約 7 割を占めている深刻な状況である。さ

らに、農林水産省によると、令和４年度のシカの

捕獲数は 716,800 頭であるが処理したシカの数は

108,892 頭と約 15%であり、十分にシカの資源活

用ができていない。(図 1,図 2) 
 

  
図 1 狩猟及び有害捕獲等によるイノシシ、シカの捕獲

頭数の推移 
 

 
図 2 野生鳥獣の解体数･羽数 

 
京都府では、令和 3 年度の農作被害は 8600 万

円となり令和 2 年度より減少している。しかし、

シカが森林の下層植生を食べ尽くすことで、土壌

が露出し植生の回復が難しくなっている。これに

より、森林の生態系が大きく変化し保護すべき植

物や動物の生息地も脅かされている。農業分野で

は、野菜や果物穀物への被害が深刻で生産者に大

きな経済損失をもたらしている。 
 

3. 政策立案 

上記の背景から、私たちは京都の動物園におけ

る「屠体給餌」の政策を立案する。 
まず、屠体給餌とは、屠殺されたシカなどの動

物を、毛皮や骨がついたほぼそのままの状態で肉

食獣に与える給餌方法のことである。シカの個体

の有効活用を考えたときにジビエ料理による活用

が浮かんでくるが、ジビエ料理は最終的に人間が

口にするものであるので、シカの利用条件が厳し

くなる。それに対し屠体給餌での活用は、ライオ

ンなどの肉食獣に与えるものなので、利用条件の

ハードルが低くなる。このことから人間が口にし

ないまたは、売り物にならないシカ肉を新たな資

源として動物園に提供する。 
基本的な流れとして、屠殺→搬送→洗浄→内臓

摘出→頭部切除→(分割)包装→(凍結→解凍→)低
温殺菌処理→冷却→(凍結→)出荷→(冷凍→)給餌

である。屠体給餌をする動物園・水族館は、大牟

田市動物園(福岡県大牟田市)が 17年に導入して以
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降、約 5 年で 20 都道府県の 24 園に急増した1。 
実例として、浜松市動物園では静岡県の野生鳥

獣による農作被害額が約 2 億 9500 万円にのぼっ

た背景から、資源の有効活用のために現在月に 1
回程度、肉食獣に屠体給餌をおこなっている。 
また、京都動物園では過去に鶏の屠体給餌をお

こなったことがある。「屠殺給餌」を行うことで、

動物園のような人工的な環境下でストレスを感じ

やすい動物が快適に過ごすための「環境エンリッ

チメント」という取り組みにも貢献できる。 
さらに、豊橋総合動植物公園・のんほいパーク

では東三河地域の山間部で駆除されたシカを殺菌

処理し、安全な屠（餌）としてライオンに与えて

いる。環境エンリッチメントの取り組みの一つと

して、これまでは室内で給餌していたが、今後は

来園者に自然に近い採食の様子を見てもらうとと

もに、この地域で起こっている獣害問題や駆除さ

れたシカの命を無駄にしない取組みを知ってもら

う機会として、定期的に放飼場での屠体給餌を開

催している。 
このように、屠体給餌は肉食獣が本来示す採食

に関する多様な行動を引き出すだけでなく、野生

味溢れる姿を見せることができる。そのため、「屠

体給餌」を通じて、環境教育イベントにも繋げる

ことができる。これは、子供から大人まで様々な

年齢層を対象とし、屠体給餌の餌になっているシ

カ肉について、実際に京都府で問題になっている

害獣問題や命の大切さをこの活動で知ってもらう

ことができる。 
                      

4. 政策案の課題 

こういった政策案の課題として、屠体給餌の毛

皮付きの肉を安定的に仕入れることが困難である

ことを指摘できる。屠体給餌のための仕入れ先は

現在九州にしかなく、京都府までの搬送のコスト

が高く、搬送のコストを少なくするには、近畿な

ど近くに駆除動物の処理施設を作る必要があり、

処理施設を作るのにもコストがかかることが挙げ

られる。 
 

5. 政策案の課題の解決 

政策案の課題の解決に関して、まず、屠体給餌

の毛皮付きの肉を安定して仕入れることが困難な

ことに対しては、京都府が定めている狩猟期間を

一か月延長することが挙げられる。現在の京都府

では狩猟期間が 11 月 15 日から 3 月 15 日までと

定められており、この狩猟期間を一か月延長する

 
1 屠殺給餌を行う主な動物園は次の取りである。大牟田

市動物園、天王寺動物園、男鹿水族館 GAO、沖縄子ども

の国、京都市動物園、釧路市動物園、西海国立公園九十

九島動植物園、熊本市動植物園、豊橋総合動植物公園の

んほいパーク、羽村市動物公園、日立市かみね動物園、

ことにより、屠体給餌の数を増やすことになり、

安定して屠体給餌を確保することが可能になると

考えられる。 
次に、京都府までの搬送のコストがかかること、

処理場を作るのにもコストがかかることに対して

は、京都府に処理場を作ることが挙げられる。こ

れにより、処理場を作るコストはかかってしまう

が、継続的に必要となる京都府までの搬送コスト

を抑えることが可能となる。その結果、将来的に

考えると、コストの合計額を抑えることが出来る

と考えられる。 
 

6. まとめ 

対策として出した屠体給餌は、シカを有効活用

するための最適な案だと考える。実例で述べた浜

松の動物園ではこの取り組みの結果、人間では処

理できないシカ肉を食べきったという事実があり、

さらに毛皮や骨などがそのまま残った肉を与える

ため、食べる時間が長く、より野生に近い状態の

エサであるため、動物園ではなかなか引き出せな

い動物の本能的な行動を誘発するなど、飼育動物

の福祉の面でも有効である。 
一方で、近年はシカの捕獲に使うために防護柵

の普及につれて値段が下がりつつあるが、労働力

が不足している。この柵は常に監視をして維持管

理をしなければならないため、まず人材確保が必

要になる。地域を活性化させ人材を確保すること

ができれば、この方法も有効であると考える。つ

まり、今の段階で最も有効的な対策は屠体給餌で

あると私たちは考える。 
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伝統工芸産業における後継者問題の解決策 
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1. はじめに 

日本には現在(2024年 10月) 、経済産業省の規

定に基づき指定されている伝統工芸品が 241品目

ある。伝統工芸品には、失われれば二度と生み出

すことのできない独自性と歴史的価値があり、日

本の文化的アイデンティティとして守っていく意

義がある。また伝統工芸品は観光資源としての価

値も高く、近年は海外での人気が高まっている。

また地域活性化や製造段階において、SDGsにも寄

与している点でも価値があると言える。しかし現

代の伝統工芸産業業界は生産額や従事者の減少に

より、衰退の一途をたどっている。若者が就職先

に求める条件である「給与や待遇面」が十分でな

いことが、後継者不足の一因とされている。これ

を解消するため、伝統工芸職人の収入を安定させ

る積立保険制度の導入と、DX（デジタルトランス

フォーメーション）を活用した業務効率化や海外

販路拡大の支援を提案する。これにより、産業の

持続可能な発展を目指す。 

 

2. 現状分析 

筆者らは、伝統工芸産業業界の従業員数の現状

について調査した。 

 
図 1 生産額と従業員数の推移 

 

一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会によると、

近年、伝統産業の従業員数は減少し続けている。 

後継者が不足している要因を明らかにするため、

筆者らは、これから就職活動を行う大学生 100

人を対象に就職先に求める条件について

Google Formでアンケートを実施した（2024年

9月 6日に実施）。上位の回答は「給与や休暇制

度などの待遇面が良い」「社風や社員が良い」「福

利厚生の充実」であった。この結果から、若者

は就職先を選ぶ際に、給与などの金銭面と労働

環境を重視していることがわかる。 

 
図 2 筆者らの実施したアンケートの結果 

 

また、図 1の生産額にも着目すると、生産額も

急激に減少していることがわかる。京都市産業観

光局クリエイティブ産業振興室が 2021 年に実施

した「伝統産業事業主向けアンケート調査」によ

ると、西陣織や京友禅など 18 の伝統産業に従事

する事業主 117名のうち、76.8%が前年度と比べて

利益が「減少した」と答えており、伝統産業の経

営の厳しさが顕在化している。 また、後継者を「確

保できていない」と答えた事業主は 45.8％であっ

た。後継者が確保できない理由として 33.3%が「給

料が払えない」と答えた。京都の伝統産業が直面

する経営上の課題と若者が就職先に求める条件か

ら、伝統工芸産業業界の後継者不足には事業の売

上や、雇用者と被雇用者ともに給与面での観点が

共通して影響していると言える。 

以上のことから伝統産業の後継者不足の背景に

は、若者が重視する給与や待遇面の魅力が欠けて

いる可能性があり、このギャップを埋めるための

対策が求められる。現在、経済産業省による伝統

的工芸品産業支援補助金や公益財団法人ポーラ伝

統文化振興財団により一時的な補助金交付制度は

設けられているが、従業員数や後継者不足問題は

いまだ解決されていない。また、一時的な補助制

度であるため、持続可能なものではないと考える。

そこで、職人がより主体的に自らの生計を安定さ

せるための制度が必要である。 

 

3. 政策提言 

168



 

私たちは 241品目の伝統工芸品に携わる職人の

収入不安定者を支援する積立保険制度を導入する

ことを提案する。この保険制度は公的な性格を持

つことから、民間保険会社よりも政策金融機関（例

えば、日本政策金融公庫）により運営されること

が望ましい。伝統工芸職人は、観光需要や市場の

変動に大きく依存しており、収入が安定しにくい

状況にある。そこで、職人が予期せぬ売上減少や

収入不安定に直面した際に、保険金を受け取るこ

とができる積立保険制度を導入する。厳密には、

保険方式と積立方式との併用であり、掛け捨て分

をこの保険は、過去 3年間の平均収入を基準収入

として設定し、収入がその 8割を下回った場合に

保険金の引き出し、または積立の継続のどちらか

を選択できる。基準収入を一定額ではなく各個人

の平均収入に基づいて決定することで、モラルハ

ザードを防ぐことができる。支給額は積立額に応

じて変動するが、支給上限額は基準収入の 9割と

する。収入が急減した場合にも、職人は安定した

生活基盤を得ることが可能となり、安心して次の

製作活動に専念できる。 

また近年工房や職人の数が急激に減少しており、

産業全体を活性化していくためにも工房数を維持、

また増やしていくことが求められる。しかし新規

の工房を設立するには収入面でのリスクが高い。

そこで、職人が独立して工房を新設する際も保険

を有効とする。職人は独立時に備えることを目的

に積立を行うこともでき、独立時の初期投資や経

済的リスクを軽減できる。 

この保険は積立式であり、積立額や受給額、受

給のタイミングは職人が自由に選択でき、職人

個々の収入状況に応じた柔軟なプランを提供でき

るものである。 

 
図 3 積立保険の説明 

 

また、保険に加入した職人を対象に付帯サービ

スとして、DXの推進を目的とした経営コンサルテ

ィングサービスを利用できるようにする。経営の

経験がない伝統工芸士の独立時は、経営者として

のノウハウが少ない。そこで経営者コンサルタン

トがサポートすることで独立直後から安定して工

房を経営することができる。さらに海外での人気

の高まりによる販路拡大やデジタル化推進の中で、

職人にとって製作と経営の両立は難しいと考えら

れる。そこで DXの一環として、製作や在庫管理、

顧客対応を自動化するデジタルツールの導入の支

援を行う。特に、手作業で行っている記録作業や

顧客管理をデジタル化し、製作と経営を分離する。

これにより職人の負担を減らし、売上増加に寄与

できると考える。また、販売管理の透明性と効率

性を向上させることができる。 

さらに、DXの導入により、伝統工芸品をオンラ

インで国内外に販売するための EC サイトの構築

を支援する。特に、伝統工芸品の価値を海外市場

に伝えるため、英語や他の多言語対応サイトの作

成、国際物流システムの導入を促進する。さらに、

職人が海外の顧客に向けたプロモーション活動を

行えるよう、SNS やウェブ広告を活用したデジタ

ルマーケティングのサポートを行う。職人自身が

持つ技術の価値や製品の魅力をデジタルプラット

フォームで効果的に発信することで、伝統工芸品

の認知度を向上させ、海外の富裕層や愛好者をタ

ーゲットにしたブランド戦略を展開することがで

きる。 

 

4. 結論 

日本の伝統工芸産業は、文化的遺産としての価

値を持ちながらも、後継者不足や経済的課題に直

面している。これを打開するためには、職人の収

入を安定させる積立保険制度の導入と DXの推進

が不可欠である。保険制度で収入リスクを軽減

し、職人が安心して創作活動に取り組める環境を

整え、さらにデジタル技術で販路を拡大すること

で、国内外に新たな市場を開拓する。この一連の

施策は、伝統産業にまつわる諸問題の突破口とな

り、今後の持続可能な発展に貢献するだろう。 

 
参考文献 

(1)経済産業省 製造産業局 生活製品課 伝統的工芸品産

業室「伝統的工芸品産業の自立化に向けたガイドブッ

ク」2022年 5月

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mon

o/nichiyo-

densan/hojokin/fullversion_guidebook_2205.pdf(最終

閲覧日 2024年 10月 20日) 

(2)日本工芸堂「伝統工芸と SDGs の関係とは？」2023年

7月 14日 

https://japanesecrafts.com/blogs/news/kougeiandsdgs

?srsltid=AfmBOopoQ4SdscRKwuXWuhZaiQ2E7GHpXV5mPMabRQ

tMO3j4ZEdlx5Ta (最終閲覧日 2024 年 10月 20日) 

(3)日本工芸堂「伝統工芸の良さって何？よさがわかる工

芸品 5選、良さを伝えよう」2023年 11月 16日

https://japanesecrafts.com/blogs/news/goodnessofkog

ei(最終閲覧日 2024年 10月 20日) 

    

    
       
     

       

    

    

     

  
   

      

           

             

          

169

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/hojokin/fullversion_guidebook_2205.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/hojokin/fullversion_guidebook_2205.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/nichiyo-densan/hojokin/fullversion_guidebook_2205.pdf
https://japanesecrafts.com/blogs/news/kougeiandsdgs?srsltid=AfmBOopoQ4SdscRKwuXWuhZaiQ2E7GHpXV5mPMabRQtMO3j4ZEdlx5Ta
https://japanesecrafts.com/blogs/news/kougeiandsdgs?srsltid=AfmBOopoQ4SdscRKwuXWuhZaiQ2E7GHpXV5mPMabRQtMO3j4ZEdlx5Ta
https://japanesecrafts.com/blogs/news/kougeiandsdgs?srsltid=AfmBOopoQ4SdscRKwuXWuhZaiQ2E7GHpXV5mPMabRQtMO3j4ZEdlx5Ta
https://japanesecrafts.com/blogs/news/goodnessofkogei
https://japanesecrafts.com/blogs/news/goodnessofkogei


独立系書店へのブッククロッシング導入の提案 
‐「偶然の出逢い」によって京都市を知の集積地へ‐ 
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1.問題意識 

 近年、検索エンジンなどの推薦システムによる

情報の偏りや範囲の縮小が生じるフィルターバブ

ルの問題が指摘されている。この状況では、異な

る意見や関心の外の情報に触れる機会が消失し、

柔軟な思考や創造性の低下が懸念される。書籍に

おいても同様の現象が見られる。インターネット

での書籍購入や電子書籍の普及により、個々の狭

い関心に限定された書籍推薦に基づく購入が増え、

書籍との偶然の出逢いが失われつつある。実際、

文化庁が行った 2023 年度「国語に関する世論調

査」によると、「読む本の選び方」という項目で「書

店で実際に手に取って選ぶ」と回答した割合は

2008年の 74.0%から 2023年の 57.9%に減少してい

る。この結果は、幅広い知識を享受できるという

書籍の豊かさが失われつつあることを示し、この

ことは本文化の衰退を招くと考えられる。 

 他方で、店主の趣味趣向で厳選された書籍が販

売される独立系書店と呼ばれる書店が増えている。

私たちはこれらの書店が人々に多様な書籍に触れ

る機会を与え、新たな視点をもたらす潜在力を持

っていると考えた。独立系書店のネットワークが

形成されれば、この種の書店を入り口にして、書

籍の豊かさを享受する人々が増加し、本文化の復

興になると考え、このテーマに取り組んだ。 

 

2.現状分析 

 日本出版インフラセンターによると、全国の書店

数は 2014年 6月 18日から 2024年同日の 10年間

で 15,384店から 10,802店に減少し、京都府内で

は 378店から 273店に減少した。しかし、独立系

書店は増加傾向にある。京都市でも 2023年以降、

少なくとも 5店舗の独立系書店が開店している。 

私たちは、現状を調査するため、市内の独立系

書店 20 店舗にヒアリング調査を実施した。この

調査から、京都市は多くの学生が集う学術・研究

の拠点都市であること、歴史と文化が豊かで文化

人が多く住んでいること、多くの観光客が訪れる

ことなどの開店における様々な利点があることが

明らかになった。このことは、京都市が書店を集

める地に相応しいことを示している。 

また、京都市の独立系書店は仏教書や人文学、

フェミニズム、歌集などの専門書に特化した店舗

や、ジャンルに縛られず書店の世界観に合わせて

書籍を置いている店舗も存在することが分かった。

このことから独立系書店の増加は、市民がより多

様なジャンルの書籍に触れる機会を提供できると

言える。京都市にたくさんの独立系書店が集まり、

ネットワークを形成することで、市民が偶然書籍

に出逢う機会が提供され、結果的に個々の書店へ

の集客が促進される。 

 これを実現できるツールとして、2001年にアメ

リカで始まった「ブッククロッシング」に着目し

た。ブッククロッシングは公園や学校等の公共の

場や専用のスペースにある書籍を発見し、閲覧す

ることが可能になるサービスである。この活動で

使用される書籍にはブッククロッシング ID（以下

BCIDとする）という識別番号を記載したラベルが

貼付されており、この BCIDを専用サイトに入力す

ると、その書籍を読んだ人々の感想を閲覧するこ

とができる。読者間での感想の共有を楽しむこと

はこの活動における重要な目的のひとつである。

また、家の本棚で眠ったままの書籍やお気に入り

の書籍に、専用サイトからダウンロードしたラベ

ルを印刷して貼付し、この活動で使用する書籍と

して誰でもリリース（ブッククロッシングスペー

スに置くこと）することができる。現在、アメリ

カやドイツ、イギリスをはじめとする世界 132カ

国で 1400万冊以上の書籍が利用されており、人々

と書籍が偶然に出逢う機会となっている。そこで、

私たちは、このサービスを活用した「ブッククロ

ッシングハント」を提案する。 

 

3.政策提言 

 利用者と書籍の偶然の出逢いを提供することを

目的として、独立系書店で「ブッククロッシング

ハント」を行うことを提案する。これは、京都市

内の独立系書店を活用したブッククロッシングと

宝探しの要素を掛け合わせた制度である。 

 

3-1.制度の概要 

 従来のブッククロッシングと本制度の違いにつ
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いて述べる。まず、使用する書籍を限定する点。

次に、書籍をリリースする範囲を限定する点。最

後に、宝探しの要素を加えた点である。 

 上記の違いについて詳しく説明するとともに本

制度の目的についても言及する。 

 A:書籍の用意：本制度で利用する書籍は対象書

店で購入したものに限定する。 

 B:書籍のシェア：京都市の独立系書店間に限定

する。読み終えた書籍を一度、購入した書店に持

っていき、書店員から紹介を受けた他の独立系書

店の本棚にリリースする。これにより、利用者は

他の書店を訪れる機会が増える。したがって、各

書店の顧客が共有され、販売網拡大が見込める。

また、リリースする書籍にラベル（BCID記載）を

貼付することで、これからその書籍を読む人との

感想の共有ができる。 

 C:宝探し：利用者は隠された書籍を探す。B に

記載したとおり、書籍は各書店内にリリースされ、

このとき、各書店の販売物と本制度の書籍を区別

なくリリースする。これにより、どの書籍が本制

度で使用されたものか簡単には分からない。利用

者が書店内の本棚を隈なく探す過程で、書店に在

るあらゆる書籍に注目することが期待でき、新た

な書籍との出逢いを誘発する。また、書店員から

ヒントを貰いながら書籍を探すことで、顧客と書

店員とのコミュニケーションを促進させる。これ

は、利用者と書店員の関係を強化し、書店の地域

コミュニティとしての役割を高める。 

 

3-2.利用の流れ 

 図 1は利用の流れを 6つの手順に分けたもので

ある。 

 
      （図１）ブッククロッシングハントの利用手順  

 ②で書店員に伝えるヒントは、視覚的な情報

（表紙やタイトルなど）と知覚的な情報（書籍の

内容やキーワードなど）の 2点である。これによ

り、書店員とのコミュニケーションを図ることが

できる。③で独立系書店が SNSで発信する情報は、

隠されている書籍の冊数に関するものであり、顧

客にとって本制度を行っている書店を知る有益な

情報源となる。さらに、見つけ出した書籍につい

ては盗難防止の観点から、一度書店員に確認して

もらうことが必要である。また、各書店の規模に

応じて隠す書籍の上限を設定することで、書店の

効率的な運営が可能となる。 
 

3-3.行政と独立系書店の連携 

本制度はブッククロッシングの既存の専用サイ

トと各書店の SNSを通して行われる。行政はブッ

ククロッシングハント加盟店を募り、加盟店リス

トを作成。独立系書店はそのリスト内から利用者

に別の書店を紹介する。また、京都市広報の X公

式アカウント「【公式】京都市情報館」を活用し、

各加盟店の SNSの広報活動を行う。 

 

3-4. 実現可能性 

ブッククロッシングハントは既存の専用サイト

や SNSアカウントを通して行われるため、追加費

用がほとんど発生しない。そして、ヒアリング調

査を行った書店では 20店舗中 13店舗が Xアカウ

ントを運営しており、フォロワー数の中央値を求

めると 2063フォロワーを有していた（2024年 10

月 19日時点）。このことから、これらの書店は十

分な影響力を持ち、本制度の活動内容を広く周知

させることが可能であると考えた。 

以上より、ブッククロッシングハントは既存の

リソースを効果的に活用できる。 

  

4.期待される効果と展望 

 ブッククロッシングハントの取り組みにより、京

都市全体が「人と書籍の繋がり」の場となる。こ

れにより、京都市は「本文化の継承・育み」の拠

点としての役割を果たすことで豊かな読書文化が

根付く環境となる。また、このような文化的集積

は、京都市を「知の集積地」として新たな文化的

中心地へと発展させ、シビックプライドを高める

ことが期待される。そして、これは人々が多様性

を受け入れる姿勢を培い、地域社会の結束を強め

る効果も期待される。 
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買い物アクセスの確保に向けた地域交通の活用策 
-公共ライドシェアを用いた買い物ご一緒プランの提案- 
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1. はじめに 

近年では、地元商店の衰退、大型商業施設立地

の郊外化等に伴い、過疎地域を中心に都市部にお

いても、食料品の購入に不便や苦労を感じている

消費者が増加傾向にある。食料品の円滑な供給に

支障が生じる等の、いわゆる「食料品アクセス問

題」が深刻化している。農林水産政策研究所によ

れば、全国の買い物アクセス困難人口は 904万人

にのぼるとされており、そのうち 63%が 75歳以上

とされている（図 1参照）。 

 

 
図 1 食料品アクセス困難人口の動向（年齢階層別） 

出典 農林水産政策研究所(2024) 

 

 経済産業省（2023）によれば、買い物弱者とい

う言葉の普及とともに、その支援サービスを手掛

ける自治体や事業者も増えている一方で、山間部

を含む地方部では、75歳以上の後期高齢者の比率

も高く、都市部と比べて事業継続の課題が多いた

め、買い物弱者問題は深刻であるとされている。 

 また、買い物アクセスに関わるいくつかの先行

研究や取り組み事例を概観しても、そのほとんど

が移動販売や店舗設置に焦点が当てられており、

物理的なアクセス、つまり移動手段を確保するこ

とには一部を除いては着目されていない。 

 そこで本研究では、主に地方部において後期高

齢者の人々の買い物アクセスが、いかにして確保

されうるのかについて、地域交通の確保策という

視点から、ケーススタディをもとに考察する。具

体的には、2024年 6月に路線バスが廃止された京

都府京丹後市網野町の浜詰地区を対象とし、バス

廃止以後に導入される公共ライドシェアの活用に

着目する。また、私たちが実施した後期高齢者へ

の聞き取りとフィールドワークを通じて得られた

知見をもとに、課題解決策として利用者の目的に

合わせた公共ライドシェアのプランを提案する。 

 

2. 買い物弱者対策の現状と課題 

2.1 先行研究 

買い物弱者対策には、先進技術の活用を除けば、

①移動販売等の「近くに店舗を作る」、②移動手段

の提供等の「家から出かけやすくするサービス」、

③買い物代行等の「家まで商品を届けるサービス」

の大きく 3点が挙げられる（経済産業省, 2023）。 

全国の買い物弱者の支援事例を分析している関

（2015）は、移動販売による買い物弱者支援の事

例を取り上げており、鳥取県日野町の事例から、

高齢者の自宅への配達やラストワンマイルの対応

を評価している。また、買い物代行による買い物

弱者支援の事例には、大分県佐伯市の「コミュニ

ティビジネス実現化モデル事業商工会宅配モデル

事業」がある（同上）。この事業は、高齢者等の生

活支援に軸を置き、地域の実情に合った計画的な

宅配事業をモデル的に実施している。 

このように、①「近くに店舗を作る」や、③「家

まで商品を届けるサービス」については、先行研

究や買い物アクセス確保に関わる事例集でも多く

みられるものの、②「家から出かけやすくするサ

ービス」についてはほとんどみられない。加えて、

近年では運転手不足等の課題もあるため、地域交

通の視点からアプローチすることは容易ではない

ものと考えられる。 

 

2.2 政策的にみた課題 

 2024 年 9 月、農林水産省によって提示された

「食品アクセスの確保に関する支援策パッケージ」

では、①物理的アクセス、②経済的アクセスの 2

点に分類して対策事例が掲載されている。①は移

動販売等の拠点となる施設の整備、店舗への交通

手段の確保などが挙げられる。②は食料提供に資

する体制づくり、フードバンク等による食料提供

活動への支援、こども食堂等への食料提供が挙げ

られていた。しかし、物理的アクセス関係につい

ては、その多くが移動スーパーやドローンを用い

た配送の支援の事例であり、地域交通等の移動手

段に焦点を当てたものはほとんどない。 

そこで私たちは、人口減少や高齢化の進む一方

で、多様な交通資源を有している京丹後市をフィ

ールドに、買い物アクセス確保に向けた地域交通
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活用に焦点を当て、現地調査を進めることにした。 

 

3. ケーススタディ 

3.1 フィールド概要と調査概要 

京丹後市は京都府最北端に位置している。2004

年に、峰山・大宮・網野・丹後・弥栄・久美浜の

6 つの町が合併し、誕生した。京丹後市では鉄道

に加え、乗車運賃が上限 200円の路線バス、定額

制で乗り合いが可能な“mobi”、ドライバーの自家

用車による交通空白地有償運送である「ささえ合

い交通」などの多様な交通手段が存在する。 

このような京丹後市において、私たちは 2024年

8月、網野町浜詰地区（以下、浜詰地区）で、高齢

者を対象に買い物アクセスに関わるインタビュー

調査を実施した。浜詰地区では 2024年 6月以降、

路線バスの時刻表や減便などの再編に伴い、路線

バスが廃止となっており、地域の交通手段の確保

が喫緊の課題となっている。具体的に、今回の調

査では、浜詰地区に居住する 70代～90代の 10名

を対象とし、日常生活における買い物手段・交通

手段・生活での困りごと等について尋ねた。 

 

3.2 調査結果 

Q1 では買い物に行く際の移動手段について尋

ねた。徒歩が 6人、家族・知人の送迎が 4人、自

転車、自動車、公共交通が 1人という結果になっ

た。徒歩圏にはスーパーがあるので最低限の買い

物には困らないが、「品揃えが少なく買いたいもの

が買えない状況にある」と回答があった。普段の

移動が徒歩の人は「公共交通の乗り方がわからな

いので徒歩で行くしかない」、また自家用車を運転

する人は「代替となる交通手段がないために免許

を返納できない」との意見も得られた。 

Q2 では買い物に行く頻度について尋ねた。「週

1 回」が 5 人、「週 2～3 回」「週 4～5 回」が 2 人

ずつ、「ほぼ毎日」が１人という結果になった。週

に 1回しか買い物に行くことができない現状は、

移動手段が限られていることや、一度に買える量

が制限されていることが示唆される。さらには、

最寄り駅の網野駅から自宅までの交通手段がない

ため、夏の期間は生鮮食品を買えないといった、

天候や季節に影響されてしまうとの声があった。 

Q3 では普段の生活の困りごとについて尋ねた。

「公共交通が不便」と答えた方が 8人、「自家用車

の代わり手段がない」「自分の代わりの運転手がい

ない」と答えた方が 2人であった。ヒアリング調

査の結果から、生活の中で交通に関して困りごと

を抱えている人が多いことがわかった。このこと

から、路線バスが廃止されたことと直結している

と仮定する。 

 

4. 政策提言 

 現在京丹後市では交通手段の確保と、持続可能

な公共交通を再構築することを目標に、新京丹後

MaaS 共創プロジェクト推進事業が実施されてい

る。この事業は新京丹後 MaaS共創プラットフォー

ムを実施主体とし、2025年 7月からの本格運行に

向けた実証運行が 2024年 11月から始まる。この

うち、浜詰地区を含む地区の路線バス廃止代替に

は、公共ライドシェアの運行が予定されている。 

 そこで私たちは、浜詰地区での公共ライドシェ

アの運行に伴い、利用者の目的に応じた「買い物

ご一緒プラン」を提案し、住民同士での相乗りを

促進する。運賃は 1 人での利用は 400 円、2 人で

は 300 円、3 人では 200 円、4 人以上は 1 人あた

り 100円に設定する。 

 目的として、最寄り駅までへの送迎や通院、1人

での買い物や趣味のためのお出かけ、大人数プラ

ンでは、複数人での買い物やお出かけを目的とす

る。決済の方法は現金、または mobiアプリ内での

決済の 2種類を設ける。また、配車予約に関して

は、mobiアプリ内だけではなく、高齢者が便利に

使えるよう、電話でも予約可能にすることを考え

ている。 

 
表１ 公共ライドシェア 買い物ご一緒プラン 料金表 

 1人 2人 3人 4人～ 

 

料金 

 

400円 

 

300円 

 

200円 

 

100円 

 

 近年日本では地方部を中心として、交通事業者

による交通手段の確保が困難な場合、自家用車を

用いた公共ライドシェアが推進されている。私た

ちが実施したヒアリング調査でみられた「みんな

で買い物に行きたい」「廃止されたバスの代替とな

るような、最寄り駅までの交通手段がほしい」と

いった、地域の住民のニーズに合わせた新たなプ

ランを提案する。1 人でもみんなでも利用ができ

る、そのような今回のプランを、他の地域での実

施の際にも活用してもらえるよう、利用者の目的

に合わせた公共ライドシェアのプランとしての先

駆けとすることを提案する。 
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滋賀南部地域の人口増加要因の比較分析 
‐引越による出生増効果を活用する政策提言‐ 
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1. 問題意識と基本的な仮説 

日本の大多数の自治体で人口減少が叫ばれるな

か、稀ではあるが人口増加地域も存在する。滋賀

県南部地域もそのひとつである。たしかに同地域

を走る JR 琵琶湖線の電車の車窓からは、従来田

畑だった地域に新築物件が急増している様子が確

認できる。なぜ全国でも珍しく滋賀県南部地域は

人口増加しているのか。その要因として「JR・幹

線道路での京阪神地域への交通アクセスも良く、

仕事・通勤面で至便なので人口流入を招いている」

点を指摘するのはたやすいだろう。しかし私たち

は、加えてもうひとつ別の要因が効いている可能

性も重視したいと考えた。それは、「子育て・出産

目的」で、主に隣接する京都市から若い夫婦世帯

が滋賀県南部に引越する傾向の高まりである。た

しかに京都市からの人口転出要因を同市自身が分

析した文書でも、市民の転出意向理由の第 1位は

「住宅事情」であり、「結婚・子育て世帯が主に近

隣都市に流出しており、その理由は、結婚・子育

て世代が求める条件に合った住宅確保の難しさが

影響」との推察が記されている 1。 

要するに、「子育て・出産目的」で現状より広く

安価な住環境を求めて、京都市等から滋賀県南部

へと転入する若い夫婦世帯が増加しているからこ

そ、滋賀県南部は人口増加していると考えられる

のである。これが本研究での基本的仮説である。

この仮説を検証するための調査として、後述する

ように、滋賀県南部地域の草津市と栗東市でアン

ケートを実施した。両市は全国でも稀に見る人口

増加自治体である点で共通するのみならず地理的

にも隣接している。このように条件が類似した両

市であるにもかかわらず、私たちがあえて両市で

アンケート調査を実施した理由は、準備的な研究

を進めていくなかで、草津市と栗東市の人口増加

パターンには実は興味深い違いがあることに気が

つき、その違いの原因をぜひとも探ってみたかっ

たからである。その違いを次に説明する。 

 

2. 草津市と栗東市の人口増加パターンの違い 

人口増加には、一般に、「社会増」と「自然増」

の概念区分がある。社会増とは前節で触れたよう

な引越に伴うもので転出者より転入者が多い状態

を指す。自然増とは死者数より出生数が多い状態

を意味する。この自然増に関連する新生児の生ま

れやすさの指標としては「合計特殊出生率」（以下、

単純に「出生率」と記す）がよく知られている。

草津市と栗東市の人口増加パターンで大きく異な

るのは、この出生率である。草津市は 2017年時点

で出生率が 1.41となっており、この数値は滋賀県

や当時の日本の出生率よりも低く、その傾向は現

在も同様である。この出生率の低さを上回る社会

増加率のおかげで草津市は人口増となっている。

それに対して、栗東市では、社会増加率もある程

度は高いが、出生率が極めて高い。2021年の日本

の出生率が 1.30 であったところ、栗東市は 1.84

と全国平均を大きく上回り、日本の全市町村のな

かでトップレベルの出生率の高さを誇る。私たち

の基本的な仮説通りに、京都市等から若い夫婦世

帯が転入して草津・栗東両市ともに社会増となっ

ているにしても、草津市では出生率が低く、栗東

市では出生率が高いという、この違いがなぜ生じ

ているのかが謎となる。 
人口変動に関する諸データからは、もうひとつ

気になる情報が得られた。それは、栗東市では、

20～34 歳といった出産を行うボリューム層の転

入は確かに多いが、直上の 35～44 歳の世代では

逆に転出超過で、その転出先の最多が隣接する草

津市だということである 2。この年齢層ごとの転

出入パターンの違いは何か。これも謎となる。 

 

3. 草津・栗東両市でのアンケート実施と結果 

3.1 調査内容の設計 

調査目的は、1.で提示した基本的仮説、すなわ

ち「「子育て・出産目的」で現状より広く安価な住

環境を求めて、京都市等から滋賀県南部へと転入

する若い夫婦世帯が増加しているからこそ、滋賀

県南部は人口増加しているのではないか」という

仮説を検証することである。それと同時に、2.で

見た草津・栗東両市の出生率の差異の謎と年齢層

による転出入パターンの違いの謎を解明する手掛
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かりを得ることも目指す。 
設計・配置した質問項目は 10項目で、現在は滋

賀県南部の草津市・栗東市の住民だが京都市等の

他地域から引越してきた方々の引越の動機、引越

先自治体の選択理由、居住市の子育てのしやすさ

等を主に問うものとした。調査は 2024 年 9 月 12

日に、JR草津駅付近、JR栗東駅前のスーパー（平

和堂）付近で対面インタビュー形式にて実施した。 
 

3.2 調査結果 

収集回答数は草津市21件、栗東市33件である。

主な集計の結果のグラフを以下に示す。 

 
4. 調査結果の分析と考察 

図 1と図 2では、引越先選択理由の最多比率は

「仕事・通勤」でありつつも、草津市で 2番目、

栗東市で 3番目という上位比率を「子育て・出

産」が占めている。これは本研究の基本的仮説が

支持・実証されたことを示している。顕著な違い

は、栗東市の引越先選択理由で 2番目に多いのが

「治安」である点だ。これは栗東市と草津市の出

生率の差の謎を解く糸口である可能性がある。つ

まり、京都市等から滋賀南部に転入しようとする

若い夫婦世帯にとって、各自治体での出産支援制

度の詳細な情報よりも、相対的な「治安の良さ」

のイメージが決め手となって、隣接する草津市で

はなく栗東市を転居先として選択する、そして実

際に栗東市に転居した暁には、京都市等よりも良

好な住居環境からくる安心感・解放感と相まって

スムーズな出生につながるという行動パターンが

浮かび上がってくる。 

前述した「栗東市では 35～44歳の世代では転

出超過でその最多転出先が草津市」という謎をい

かに解釈するかについては、紙幅都合でグラフを

掲載できない「居住市の子育て支援への満足度」

のデータと図 3・図 4とを手掛かりに考察してみ

る。まず「満足度」データで、草津市は「不満」

回答がゼロだが、栗東市は約 20％の回答者が

「不満」回答だと判明している。栗東市での「不

満」理由の一端は図 3・図 4の比較から垣間見え

る。すなわち図 3の草津市では「児童医療費月額

自己負担上限 500円」という具体策が「子育てを

しやすい理由」として挙げられているが、図 4の

栗東市では「住みやすさ」等の抽象度が高めの回

答が多い他、フリーの聞き取り回答からは「隣の

草津市では医療費 500円があるのに栗東市にはな

いのが不満。最初からそれを知ってたら栗東では

なく草津に転入していた」との言葉も得られた。

以上を総合すると、京都市等から滋賀南部に転入

して出産しようとする時点では「治安」を優先し

て栗東市を選んで引越し、栗東市で実際に出産を

するものの、その後子育てしつつ生活するなか

で、30代半ばに差し掛かった親の心理的には

「治安」の差への意識は後景に退き、実利的な医

療費補助に惹かれて草津市への転出意向を高めて

実際に引越に至るという筋道が考えられる。加え

て、その他のフリー聞き取り回答からは、以下の

行動パターンの影響も考えられる。京都市等から

最初に土地の勝手もよく知らない滋賀南部に転入

する際、住宅事情の良さに憧れていてもいきなり

戸建住宅購入するわけではない。お試しで広めの

栗東市内のマンション等を選ぶのが上策でありそ

こで第一子を授かる。その後の生活を通じて滋賀

南部の土地柄にも馴染みつつ世帯貯蓄も増えた次

の引越の際には戸建住宅購入に至ることも多く、

その際に草津市の戸建住宅への転居がありえる。

こうした広めの戸建住宅への転居は「住環境の改

善」に伴い、第二子以降の出生意欲を刺激する可

能性を示唆する重要なフリー回答も得られた。 

 

5. 政策提案 

ある自治体への転入者が増えて人口増加しても、

その人数分だけ転出元の自治体は人口減少するか

ら、日本の総人口の観点からは無意味だと思われ

がちだ。だが本研究は、引越したほうが出生増を

もたらし「±0ではなく＋1」につながりやすいこ

とを示唆している。そこで、引越による出生増効

果を逆手にとって活用する提案を行う。たとえば、

京都府の木津川市など人口増加傾向にある自治体

でも、転入者向けに戸建購入を強く推奨するより

は、最初はあえてマンション居住へと誘導するこ

とで、小刻みな引越機会を政策として創出する仕

掛けを政策として実行することが推奨される。そ

れが日本全体での少子化改善にも寄与する。 

 
参考文献 

1. 京都市（2022）「京都市の人口動態について」資料 2、

pp.32-33. 

2. 栗東市（2020）「第四次栗東市都市計画マスタープラ

ン」pp.7-14． 

図 1 引越先選択理由：草津市 図 2 引越先選択理由：栗東市 

図 3 子育てしやすい理由：草津市 図 4 子育てしやすい理由：栗東市 
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地域を活性化させるための移住・定住政策の在り方 
‐中六人部、竹野の事例から考える‐ 

 

京都府立大学 岩松ゼミ 移住定住チーム 

○奥山莉彩（Okuyama Risa）・今西涼音（Imanishi Ryoto）・齊藤早有紀（Saito 

Sayuki）・守田樹（Morita Itsuki） 

（京都府立大学 公共政策学部 公共政策学科） 
キーワード：過疎化、移住・定住、地域活性化 

 

1．はじめに 

現代の日本では、人口減少、少子高齢化が進む

中、地方の過疎化が問題となっており、どのよう

に地域の移住・定住に繋げていくかが重要となる。

本稿では地域を活性化させるための移住・定住政

策にはどのような要素が必要であるのかを考察し

その在り方を検討する。 
 
2．研究方法 

移住・定住政策は国を中心に全国で実施されて

いる。京都府においても全域で行われており、中

でも福知山市中六人部地区、京丹波町竹野地区が

優良事例とされている（注 1）。この２つの地区に

ついて、自治体、地域の活性化を図る団体及び移

住者にヒアリングを行い、移住・定住に関する研

究を行った（注 2）。 
 
3．研究結果 
 地域での移住・定住推進はその地域の活性化を

図る団体が市や町と連携して行っており、中六人

部地区では「中六人部地域づくり協議会」、竹野地

区では「竹野活性化委員会」が活動している。 
 
3.1．中六人部地区について 

中六人部地区は福知山市の南東に位置している

人口 701人(令和 6年 9月末時点)の地域である。

年々人口は減少していたが、令和 2年の中六人部

地域づくり協議会発足以降、その活動により人口

減少が抑えられている（1）。 
中六人部地域づくり協議会は、定住促進対策、

生活基盤対策、地域おこし対策の 3つの分野を主

軸とし、持続可能なまちづくりを目指した活動を

推進するために立ち上げられた。中六人部は移住

促進特別区域に指定されており、特に空き家情報

バンクの活動に力を入れている。 
移住者の Hさんは、自身の祖父母の空き家を用

いて、シェアハウス型お試し住宅「W ぴーす」を

運営している。空き家の改修などは協議会が協力

し、十分なサポート、後押しのもとで行われた。

H さんにとって、中六人部は田舎ならではの空気

感や周囲の温かい住民の存在により子育てに適し

ていて、さらにビジネスも成功しやすいため、生

活する中でメリットしかないという。 
また地域の特徴としていま注目されているのが、

廃校となった中六人部小学校を改装した「THE 610 

BASE(ザムトベース)」である。市内を拠点に活躍

する『井上株式会社』が福知山市と賃貸契約を結

び、「廃校を再び人々が集まる場所にする」を目標

に掲げ、地域、行政と協力しながら施設をオープ

ンした（2）。住民の交流の場となるカフェ、いち

ご狩りが体験できる農園、オリジナルクラフトビ

ールの醸造所などを設置し地域の魅力を創出、発

信している。この施設では移住者も主体となって

運営を行っており、若者のアイデアを表現する場

となっている。 
 
3.2．竹野地区について 
竹野地区は京丹波町南部に位置している人口

742 人(令和 6 年 4 月時点)の地域である。年々人

口は減少しているものの、平成 28年度以降、竹野

活性化委員会の活動により毎年一定数の移住者が

いる（3）。 
竹野活性化委員会は、自分たちの地域は自分た

ちの手で、と『とりあえずやろかいな』を合言葉

に、地域の活性化を図り、誰もが安心して暮らせ

る竹野村づくりを目指して組織された。 
中六人部と同じく空き家の開拓に力を入れてい

るが、大きな魅力である竹野小学校を他地域との

差別化に活かし、子育てしやすい地域としてアピ

ールしている。竹野小学校は、地域とともに歩む

学校として住民との交流が盛んであり、敷地に門

がなかったり、夏休みの自由研究の発表会には地

域住民の見学も許可されていたりするなど、物理

的にも心理的にも開けた学校となっている。 
移住者の Oさん夫妻は、以前は都市近郊で生活

していたが、長男がその生活にストレスを感じて

学校生活や家庭に支障が出ていた。そこで引っ越

しを考えていた際に竹野小学校に魅力を感じ、竹

野地区への移住を決意した。少人数教育や自然に

囲まれた開放的な環境下でのびのびと過ごす生徒

の姿が決め手になったという。また、K さん夫妻

は、長女の小学校進学のタイミングで竹野地区へ

移住し、充足感を抱きながら生活を送っている。

交通の便などの田舎特有の不便な点はあるものの、
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適度な「不」の存在によって、主体的に動くこと

ができ、生きる力が育まれる環境であるという。 
 

4．考察 
調査結果から考察し、中六人部地区、竹野地区

における移住・定住の取り組みの成功要因を 3つ

見出した。 
1 点目は、地域の人々の密な関係性である。中

六人部地区の Hさんは、市や協議会の強い後押し

や対応の柔軟性があったからこそゲストハウスの

運営を実現することができた。竹野地区の移住者

は、地域の人々と強い絆で結びつく小学校に魅力

を感じている。このように、受け入れる側が温か

く寛容な姿勢であったり、住民が地域に積極的に

関わっていたりと、地域の人々が密に関係性を築

いていることが、移住者がそこで生活し続ける要

因となっている。 
2 点目は、既存の資源に新たな価値を付加して

いることである。中六人部地区では「THE 610 BASE」

や Hさんのお試し住宅、竹野地区では竹野小学校

がその例として挙げられる。既存の資源はそのま

まの状態で価値があるとしても、変化がなければ

注目されることはなく、衰退してしまう。2 つの

地域は、若者のアイデアや新たな発想を取り入れ

ながら、既存の資源を活用してさらなる魅力を創

出し、人々の注目を集めている。こうした新しさ

を拒まず変容していくことが移住・定住推進に活

かされている。 
3 点目は、移住者のニーズと地域の特色が強く

結びついていることである。便利な都会で生活す

る方が快適だと感じる人が多い現代において、田

舎暮らしを望む人々は何か強い意志や希望を抱い

て移住を決断すると考えられる。よって、そのニ

ーズを満たし、地域の特色をメリットとして受け

入れられることが重要であると考える。今回ヒア

リングを行った移住者の方々はいずれも、それぞ

れのニーズが満たされ、やりたいことを叶えられ

る環境を選んで生活し続けている。特に、竹野地

区の両夫婦は移住先を決める際、他の地域にも足

を運んだうえで、竹野に強く惹かれ移住を決断し

たため、両夫婦の求めるものと竹野地区の特徴が

見事にマッチングしたのだと推測される。 
このように、移住者が地域の持つ資源や空気感

に魅力を感じ、生活しようという強い意志を持っ

ていることが、移住・定住に繋がっていると考え

られる。 
 

5．政策提言 
 以上の研究結果、考察を踏まえ、地域を活性化

させるための移住・定住政策に不可欠な要素及び

それを実現するためのポイントを提言する。要素

は、①地域の人々の密な関係づくり、②既存の資

源への新たな価値の付加、③移住者のニーズと地

域の特色の強い結びつきの 3点である。 

さらに、この 3 点の要素を踏まえた移住・定住

政策を実現するためには、『リーダーシップ』が必

要不可欠であることを見出した。中六人部、竹野

ともに、地域を活性化させ、移住者を増やす様々

な活動において、地域団体による行動力や意思の

強さがカギとなっており、強いリーダーシップが

存在している。地域団体の前向きな働きにより移

住者や地域住民は触発され、地域に魅力を感じ、

関わりを深めていくのである。 
加えて、自治体が同じような政策を講じている

ものの、結果に地域差が生じていることに関して

は、地域の努力量やリーダーシップの強さに差が

あることが原因だと考えられる。よって自治体は、

各地域団体が意欲的に政策に応じ、リーダーシッ

プを発揮できるよう、個別的に十分な支援を行っ

て移住・定住政策に取り組むべきである。 
以上のように、地域を活性化させ移住・定住に

繋げるためには、地域団体がリーダーシップを発

揮し、上記の 3点を踏まえた取り組みを推進でき

るよう、自治体が個々に支援し導いていくような

政策を行うことが重要だと提言する。 
 

表 1 移住・定住政策に不可欠な要素 
① 地域の人々の密な関係づくり 
② 既存の資源への新たな価値の付加 
③ 移住者のニーズと地域の特色の強い結びつき 

+α 地域団体におけるリーダーシップ 

 
６．おわりに 
 中六人部地区、竹野地区へのフィールドワーク

から移住・定住政策における重要点を考察してき

たが、2 つの地域ともに田舎でありながら比較的

交通の便が良いことも成功事例と言われる要素の

一つだと考えられる。よって、提言は政策を成功

に導く一つの要因に過ぎず、他の要因も考慮して

移住・定住政策を進める必要があるだろう。 
 
（注1） 京都府移住センターに問い合わせた。 
（注2） 2024 年 8月 22日（木） に中六人部地

区、9月 17日（火）に竹野地区でフィ

ールドワークを行った。 
       
参考文献 

（1） 中六人部地域づくり協議会、「空き家利活用・移

住、定住 中六人部地域づくり協議会の取組」（フ
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「 中 六 人 部 地 区 に つ い て 」
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（2024-10-19 最終閲覧） 
（3） 竹野活性化委員会、「竹野の人口・児童数の推移

（平成 22 年～）」（フィールドワーク配布資料） 
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左京区吉田地区を中心とする産業クラスターの検討 
‐京都市における若者の転出増加の対策に向けて‐ 

 

○金田 和樺（Waka KANEDA） 

（立命館大学政策科学部政策科学科 上久保ゼミ） 

キーワード：雇用創出、産業クラスター 

 

1. はじめに 

1.1 研究目的(はじめに) 

今日の京都市は日本文化発信地として観光業を

中心に栄えてきた。しかし、オーバーツーリズム

と言われるほど観光客が増加している一方で、

2021、22 年には人口減少数が日本一になるなど、

定住人口の減少が浮き彫りになっている。これに

は自然減などの影響も含まれるが要因の一つとし

て転出率の増加が挙げられる。京都市統計ポータ

ルによる「年次時系列データ」では、他府県から

の転入は 2011 年を機に上昇傾向であることが確

認できたものの、日本人のみに焦点を当てるとそ

の転移数は 2009 年から減少傾向にある。加えて

2017 年からは転出超過となっており転入数の増

加は外国人移住者に支えられていることがわかる。

このままでは京都の持続可能な発展は見込まれず、

定住者増加に向けた対策が急務となっている。そ

こで本稿では定住者数増加を目的とする雇用創出

のアプローチについて検討を行う。 

 

1.2 現状 

「人口戦略アクション 2023」では、子育て世代

（25-39 歳）と就職世代（20-24 歳）の転出問題に

ついて、主に「住まい」と「仕事」に関する取り

組みが必要であると述べられている。しかし、京

都市統計ポータルによる「年齢５歳階級別転入元

転出先別移動者数（日本人のみ）」では 20歳-39 歳

の転出者の 6割が京都府外へ転出しており、その

中の 27%は大都市圏に流出していることが示され

ている。このことから、京都市より物価や賃料の

高い地域への転出が多く、住まいの問題よりも雇

用創出に関する問題の重要性が伺える。そして、

以前から雇用創出には全体のパイを大きくするた

め産業活性化が有効であると多く論じられてきた。

橘川（2005）は集積に立脚した産業の革新は地域

の活性化ひいては地域における雇用創出を生み出

すと述べている。しかし、京都においては高度経

済成長期に京セラや村田製作所を代表とする製造

業、工業を中心に産業発展が盛んになっていたも

のの、観光需要の高まりによる観光業への依存か

らその他産業の衰退が起こったと考えられている。 

 

1.3課題と RQ 

こうした現状を受け、若者の転出率減少には雇

用創出が有効であり、そのためには産業活性化を

行う必要があると考えた。そこで本研究では京都

において産業活性化による若者の転出防止にはど

のような条件が必要かをリサーチクエスチョンと

し研究を行う。 

 

2. 先行研究レビュー 

2.1伊藤実（2010）「地域雇用政策と雇用創出の実

態」 

伊藤（2010）は雇用創出類型を作成し、従業員

の増加が見られた地域の傾向として規模面では産

業クラスター開発が、速度面ではベンチャー開発

が効果的であったと述べている。しかし伊藤はそ

の中間である「企業誘致型開発」が最も有効であ

るとし、都市の地理的特性を考慮し、誘致産業の

範囲を特定化するという「戦略型企業誘致」の手

法を取り入れるべきだと主張する。また、雇用失

業情勢の不振地域と好調地域の従業者構成比を比

較した際その産業構造の違いは製造業の比重にあ

ることを指摘している。不振地域は第三次産業や

政府依存型事業の割合が高いとされており、京都

もその一例であると考えられる。 

 

2.2 2025年卒大学生就職意識調査および令和３年

経済センサス‐活動調査- 

マイナビによる就職意識調査では、25 卒大学生

の志望業界傾向は上位から食品、ソフトウェア・

情報処理・ネット関連、銀行・証券業界となった

ことに加え、大手志向の高まりが確認できた。一

方、令和 3 年度経済センサスによると京都市の業

界別従業員数は大都市圏と比べ情報通信業、金融・

保険業等の割合が低いことが明らかとなった。こ

のことから学生の志望業界と京都の産業構造にギ

ャップがあるため他都市に流出しやすいのではな

いかと考えた。 

 

3. レビューを踏まえた仮説 

以上のレビューから、観光業への依存により産業

力が低下したことに加え、学生が京都の企業の産

業分野および規模に魅力を感じておらず他都市に

流出している可能性が示唆された。そこで①企業

誘致による製造業の再興、②ベンチャー開発によ

る新産業の創造が有効であると仮定し、それによ
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る産業クラスターの創造の可能性を検討し、政策

提言を行いたい。 

 

4. 分析調査 

4.1調査方法 

調査では、①産業構造が変化した結果、学生が京

都に住む意欲が高まるかどうか、②産業クラスタ

ー創出の可能性があるかどうかを明らかにする必

要がある。そこで①については京都の大学生に意

識調査を行い、進路決定を左右する要因を把握す

る。そして②については統計地図を用いて産学官

集積群の可視化を行いクラスターの候補地を検討

する。 

 

4.2調査とその結果① 

Googleフォームを用いて大学生 107人を対象にア

ンケート調査を行なった。標本は SNSによる収集

と同志社大学および京都大学付近での街頭調査に

より収集をした。結果として、現在京都在住の人

で、卒業後の進路で京都からの転出を検討してい

る人は全体の 50%、その中の 72.4%が大都市圏への

移住を検討しているという結果となった。一方、

企業誘致があった場合京都に住み続ける意欲が高

まるかという質問に対し、53.5%が「そう思う・非

常にそう思う」と答えた。また、どのような企業

が増えれば京都に住み続ける意欲が高まるか（複

数回答可）という質問に対し、業種項目では IT・

ソフトウェア関連 39.7%、観光・サービス業及び

教育・研究機関 32.8%、金融・証券・保険業 29.3%。

規模項目では大企業 65.5%、中小企業 34.5%、ベン

チャー企業 17.2%、スタートアップ企業 19%という

結果となった。 

4.3調査とその結果② 

本研究では産業クラスターについて M.ポータ

ーが提唱する「クラスターとは、ある特定の分野

における、相互に結びついた企業群と関連する諸

機関からなる地理的に近接したグループであり、

これらの企業群と諸機関は、共通性と補完性によ

って結ばれている。」という定義を用いる。また、

構成要素として企業群・研究機関・支援組織の集

積もしくは産学官連携が重要であることも付言す

る。そこで本調査では、jSTAT を用いた産業統計

地図、京都市内の大学、「京都スタートアップエコ

システム」における企業支援拠点の 3点の集積を

地図上で可視化することで有効な候補地を検討し

た。地図上では支援拠点を赤色、大学を青色で表

している。結果として企業の集積傾向として情報

通信業では中京区及び下京区に集中しており、具

体的には四条烏丸や京都駅を中心とする企業集積

の存在がし、四条通に集中する支援拠点の集積と

の重なりが見られた。また、支援拠点の集積は京

都大学付近（吉田地区）や丹波口などにも点在し

ていることが確認できた。そして、研究機関とし

ての大学群は主に京都市北部に存在し、ビジネス

の中心地からは距離があることが明らかとなった。 

 
 図 1 統計データを用いた産学官集積の可視化地図  

 

5. 政策提言と残された課題 

結果①から、現状として大都市圏への流出傾向

が強いものの、企業誘致により転出の減少が期待

できることが確認できたことに加え、IT・ソフト

ウェア関連の大企業を対象とした戦略的企業誘致

を行う必要性があることが明らかとなった。そし

て結果②から、企業及び支援組織の集積は四条通

りに存在するものの、地価の高騰などから研究機

関の参入余地がないことや企業が飽和状態にある

ことが考えられた。そこで、現在支援組織と研究

機関が集積する吉田地区を中心に IT 関連の大企

業を誘致することで産業クラスター創出につなが

るのではないかと考える。また、これより現在京

都大学で増加しているスタートアップ企業が集積

の効果を受け、規模を拡大し、結果的にさらなる

雇用を生み出すことも期待できる。 

残された課題として、交通インフラの悪さや土

地面積の少なさが挙げられる。この点に関しては

公共交通機関の整備や高さ制限の緩和等の複合的

支援など、さらなる検討を行う必要がある。 
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J-stat統計地図及び京都スタートアップマップより筆者作成: ⽀援拠点
: 主要⼤学
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同調行動から広がるゴミのポイ捨て 
‐ゴミを拾うという楽しさ‐ 

 

京都橘大学 牧ゼミ 1 チーム 

○藤野 有純（Azumi Fujino）・江上 遥香（Haruka Egami）・大久保 日菜（Hina 

Okubo）・角 瑠美奈（Rumina Kado）・松本 怜（Ren Matsumoto） 
 

（京都橘大学経済学部経済学科） 

キーワード：ポイ捨て、同調行動、コミュニティ 
 

1.はじめに 

われわれの大学がある京都は、観光客から大き

な人気を集めている場所である。しかし、京都は

現在、さまざまな問題に直面している。われわれ

は、その問題の中でもゴミのポイ捨てに着目した。

観光客や多くの人が集う京都において、ゴミのポ

イ捨てが多いことはマイナスの印象を与えてしま

う可能性がある。そこでわれわれは、低コストで

ゴミのポイ捨てを減らす仕組みづくりについて、

検討を行った。 

 

2.ポイ捨てに関する先行研究 

まずわれわれは、京都橘大学から山科駅の経路

にて、ポイ捨てについてのフィールド調査を行っ

た。発見したゴミの種別は、ビニール袋、ペット

ボトル、空き缶、ダンボール、タバコの吸殻など

であった。その中で、タバコの吸殻が 1番多いと

いう結果であった。全てのゴミに共通している点

は、道路の隅で人通りの少ないところに捨てられ

ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 京都橘大学周辺の現状（左 2024年 10月 15日、右

2024年 10月 21日撮影） 

 

糸井ら（2022）は、日本とマレーシアの街中・

路上のごみ状況の主観的評価とポイ捨てに関する

大学生認識をテキスト分析により比較検証し、そ

の原因を社会的差異であると指摘した。マレーシ

アの人々はポイ捨てに対する意識欠如に起因して

いるという。 

この問題を解決するためには、環境問題に対す

る知識獲得と意識向上が大切であるという。一方、

日本ではポイ捨てに対する意識や行動は、マレー

シアと比較してある程度高いのだという。しかし、

ゴミがすでに路上に落ちていれば社会的規範が希

薄になり、他者と同調的な行動傾向も確認されて

いる。 

また、中込ら（2014）は、誰もいない大学の教

室で自分の携帯電話を充電してしまうという学生

の姿に注目し、われわれの道徳判断に強い影響力

を持つと考えられる毒リンゴ効果を抑制する方法

に関して実験を行った。 

実験の結果、毒リンゴ効果への対抗力としての

スミス的道徳判断の有効性は、スミス的判断を想

起させる契機を与えても大きくなかった。しかし

「刺激」を与えることによって脳機能を上昇させ、

スミス的フレームは毒リンゴ的フレームより優先

して道徳的判断に使用されたのである。そして、

われわれの判断の方法は強い偏りを持っており、

わずかに社会的条件が変化してもそれに即応して

少しずつ道徳判断を訂正していくということは見

られなかったという。しかし、適切な大きさの追

加的な認知的刺激を加えたとき、スミス的道徳判

断の度合いは増加することが確認された。 

このことから、心の声が聞こえなくなったとき

自制心を忘れてしまうのである。ポイ捨てを減ら

すにはモラルに訴えることが必要であるが、この

モラルへのアプローチ方法としてイラストやポス

ターを設置するという案もある。しかし、それだ

と意味がなくポイ捨ては減らないことが確認され

ている。そこで、文化や国境を越えてゴミを拾う

楽しさに訴える必要があると、われわれは考えた。 

 

3.同調行動を踏まえた政策提言 

2.を踏まえ、われわれは文化や国境を越えて拾

う楽しさを提供するために、株式会社ピリカ（以

下、ピリカ）の開発したアプリケーション（以下、

アプリ）の導入を提言したい。具体的には、この

システムを活用してポイ捨てなどのごみ問題に取
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り組んでいる自治体が主体となり、企業、学生、

海外の人が協力してゴミ拾いを行うということが

われわれの提言である。 

また、「ピリカ」のアプリ内には「タカノメ」と

いう機能が採用されている。タカノメとは、AIを

搭載したカメラによって、ポイ捨てや不法投棄を

発見してごみの量をヒートマップ化し、地域美化

の戦略づくりに役立てるシステムである。 

ピリカのユーザーは、ゴミ拾いの様子を投稿す

ることで、他のユーザーから「ありがとう」とい

ったフィードバックがもらえる。お互いが良い関

係を築き、企業や学生、海外の人は交流を通して

ゴミ回収の大変さや、重要さを認知することで、

公平な観察者の視点を得ることに繋がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 （ピリカのアプリのスクリーンショットをもとに

作成） 

 

次にピリカを活用して期待される効果は、図 3

の通りとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3 ピリカを活用した際に期待できる相互作用（グ

ループ作成） 

 

実際に、岐阜県では「ピリカ」アプリの導入で

ゴミの散布状況や清掃活動後の効果が把握できる

上に、ゴミ拾いの様子を投稿することで、アプリ

内で「ありがとう」などのアクションやフィード

バックをもらえるため、モチベーションとなり持

続的に活動ができている。 

このような互いで協働し合うことは、ポイ捨て

問題に対する意識を変えることができるだろう。

また、図 3の循環の仕組みをまずは京都橘大学で

試行し、その成果を他の地域や多くの人のコミュ

ニティや活動へと拡大していく。その結果、コミ

ュニティを超えてポイ捨て問題の解決への一歩に

なるのではないだろうか。 

 

4.おわりに 

われわれは、ピリカを通じて自治体をはじめと

する地域コミュニティの清掃活動をきっかけにし

て、ゴミに対する意識を変え、その効果を持続さ

せることが重要であると結論づけた。その活動の

連続が、人間関係が希薄した現代において地域の

関係性を醸成していくのである。 

このような互いで協働し合うことは、ポイ捨て

問題に対する意識を変えることができるだろう。

また、図 3の循環の仕組みをまずは京都橘大学で

試行し、その成果を他の地域や多くの人のコミュ

ニティや活動へと拡大していく。その結果、コミ

ュニティを超えてポイ捨て問題の解決への一歩に

なるのではないだろうか。 

一方で、ピリカの認知度の低さと、アプリの導

入方法に問題が残されている。自治体にこのアプ

リを利用してもらうための効果的な広報活動法を

検討せねばならない。今後は、京都橘大学のまち

づくり研究会と協力するなどして、効果を検証し

ていくこととしたい。 
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データから見る食品ロスの現状と課題 
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1. はじめに 

SDGs という世界共通の持続可能な開発目標が

採択され、食品ロス問題はこれまで以上に注目や

関心が高まっている。我が国では 2019年に食品ロ

ス削減推進法が施行され、同年に食品リサイクル

法の基本方針が公表された。環境省(2022)による

と、日本の食品ロスの発生量の推計値は年々減少

傾向にある。しかし、依然として国内で発生する

食品ロスの量は膨大であり、さらなる削減が必要

とされている。本研究では、企業や業界全体での

効率化や管理システムの導入によって大規模な改

善が可能である事業系食品ロス、その中でも削減

余地の高い食品小売業に着目した。食品小売業の

問題として、食品廃棄物に対する食品ロスの割合

が比較的高いことが挙げられる(石川 2021)。特に、

食品を常に多めに供給するため廃棄が出やすいコ

ンビニエンスストア(以下、コンビニ)と、廃棄量

の割合が多い野菜と果実を取り扱うスーパーマー

ケット(以下、スーパー)は、食品ロス量に影響を

与えている可能性がある。先行研究によると、コ

ンビニでは売れた商品をすぐに補充することがで

きないため、食品を多めに発注している(岡山 

2023)。また、スーパーでは食品小売店において、

野菜や果実は各部門(魚介類、肉類、野菜・果物類、

惣菜、日配品、グロッサリー、ベーカリー、その

他)の中で、廃棄金額、 廃棄量共に最も割合が高

い(佐藤・水野 2013)。 

そこで本研究では、コンビニとスーパーに焦点

をあて、それらの店舗数が食品ロス量に与える影

響を定量的に分析する。 

 

2. 日本の食品ロス 

2.1 日本の食品ロス量 

 我が国の 2022 年度の食品ロス量は 472 万 t と

推計されている(農林水産省 2022)。食品ロス量

とは、本来食べられるにもかかわらず捨てられて

いる食品の量のことを指す。食品ロス量は大きく

2つに分けることができる。1 つは、家庭から発生

する食品ロス量であり、236万 t廃棄されている。

もう 1つは、食品製造業、食品卸売業、食品小売

業、外食産業の事業活動に伴って発生する食品ロ

ス量（以下、事業系食品ロス量）であり 236 万 t

発生している(農林水産省 2022)。 

2.2 日本の事業系食品ロス量 

事業系食品ロス量 236万 tの内、食品製造業は

117 万 t で 50.0%、食品卸売業は 10 万 t で 4.0%、

食品小売業は 49万 tで 20.0％、外食産業は 60 万

tで 26.0％の割合で発生している（図１）(環境省 

2022)。 

  
            図１ 事業系食品ロスの内訳  
注）環境省「我が国の食品ロスの発生量の推移等」を 

もとに作成 

 

2.3 食品小売業の食品ロス量 

食品小売業から発生する食品ロスは事業系食品

ロス全体の約 20%に相当する。また、食品小売業

は、他の業種に比べ、サステナビリティ推進体制

の整備、SDGsの導入、統合報告書の発行など、今

後の取り組み次第で大きな削減が見込まれている

(石川 2021)。加えて、食品小売業の食品廃棄物等

のうち、本来食べることができるのに廃棄されて

いる食品ロスの割合は約 52％(2017 年度推計)と

高い水準となっている(消費者白書 2020)。以上

から、食品小売業に対する食品ロス削減政策は有

効であると考えられる。 

 

3. 分析方法 

コンビニの店舗数が食品小売業の食品ロスに与

える因果関係を調べるために、パネルデータを利

用した固定効果モデルによる推定を行う。パネル

データ分析とは、同一の個体を複数の時点で観測

したパネルデータを用いた分析方法のことである。 

本研究では、都道府県別に観測された 2016年か

ら 2022 年までの 7 か年分のデータを使用する。

都道府県別効果と時点効果の二つの固定効果を制

御して分析を行う。データとして観測できない地

域特有の要因や時系列的なトレンドを制御するた

めである。食品小売業の食品ロス量(単位:t)を被

説明変数とする。説明変数には、コンビニおよび

スーパーの店舗数(単位：店舗)のほか、食品ロス
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量に影響を与える要因でデータ入手可能な制御変

数として含めて分析を行った。 

 

4. 分析結果 
表１ パネルデータ分析の結果 

被説明変数：食品小売業の食品ロス量(t) 

説明変数 係数(標準誤差) 

コンビニの店舗数（店舗） 12.8***(3.92) 

スーパーの店舗数（店舗） -22.4***(4.02) 

制御変数 あり 

時点効果 あり 

都道府県別効果 あり 

サンプルサイズ:329 

注)制御変数には人口密度（人/km2）、農産物直売所の事業所数

(軒)、農産物生産額（億円）、人口（千人）が含まれる。***：1%、

**：5%、*：10%の有意水準で統計的に有意。 

データ出典：農林水産省 HP『食品リサイクル法に基づく定期報

告の結果について』 

経済産業省 商業動態統計年報(2016～2022) 

統計・データでみるスーパーマーケット スーパー 

マーケット店舗数 HP(2024) 
総務省統計局 人口推計(2016-2022) 

E-Stat 政府統計の総合窓口 生産農業所得統計

(2016-2022) 

国土地理院 HP『全国都道府県市町村別面積調』

(2016-2022) 

農林水産省 6次産業化総合調査 確報(2016-2022) 

 

分析結果から、コンビニが 1 店舗増加するにつ

れ、食品ロス量が 12.8t増加すると示された(有意

水準 1%で統計的に有意)。また、スーパーが１店

舗増加するにつれ、食品ロス量が 20.4t 減少する

(有意水準 1%で統計的に有意)。 

 

5. 結果の考察 

 分析結果より、コンビニ店舗数の増加が、食品

ロス量の増加の要因となっていることが実証的に

明らかとなった。コンビニの「商品の入れ替えが

頻繁である」「消費期間の短い商品の割合が多い」

ことが食品ロス量の増加につながった要因である

と推測される。 

 一方、スーパーと食品ロス量の関係は、コンビ

ニとは逆の関係が見出された。これは「定番商品

を安定して供給している」というコンビニとは異

なるスーパーの特徴によるものと推測される。 

 

6. 政策提言 

 分析の結果、コンビニの店舗数の増加は食品ロ

スの増加量に対応していることが示されたが、食

品ロス削減の観点からコンビニの店舗数の制限を

行うことは現実的ではなく、企業の営業の自由に

も反する。対策として、店舗数を増やしても食品

ロスが抑えられるようなものが必要であると考え

た。そこで、本節では食品ロス量を削減するため

の政策として「食品の販売期限延長」を検討す

る。  

 京都市では、2019年に、市内の食品スーパー

10店舗で一部の加工食品を対象として各店舗で

定められている販売期限を賞味期限・消費期限当

日まで延長して販売した(京都市情報館 HP)。す

ると、2019年度の廃棄数量は 6,190tで、廃棄推

定量の 9,084tより約 30％減少した。また、農林

水産省(2022)が行った調査結果によると、賞味期

限延長に取り組む食品製造事業者数は、回答があ

った 475事業者中 182事業者となっており、約

62%の事業者が改善の余地が残されている(農林水

産省 2022)。コンビニにおける販売期限延長の実

施例として、LAWSONでは、手巻きおにぎりの消

費期限を 6時間延長した（LAWSON 2024)が、未だ

時間単位の延長に留まっている。今後の方針とし

て、スーパーの食品販売期限の延長を全国に展開

しつつ、新たにコンビニの食品延長期限を大幅に

改善していくことを、本研究の政策提言とする。 
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レンタル竹かごは嵐山のゴミ問題を解決するか 
‐ゴミのポイ捨て防止と地域伝統産業の活性化の一挙両得案‐ 
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1. はじめに 

 オーバーツーリズムによる嵐山のゴミ問題は、

主に観光客の急増とそれに対応できない既存のイ

ンフラが原因だ。一方で、観光客の増加とは裏腹

に、京都市の伝統産業は衰退傾向にある。 

 そこで我々は環境美化の向上に、嵐山の象徴で

ある竹林と調和する方策を模索した。そして、竹

かごを用いて、地域産業の活性化を目指しながら

嵐山のゴミ問題を軽減させる施策を考案した。 

2. 嵐山におけるゴミ問題の現状 

 嵐山におけるゴミのポイ捨て問題は、人混みに

よる回収の難しさとゴミ箱の容量の限界によるも

のである。嵐山では、人混みにより回収車が通れ

ないためゴミの回収が難しい。そして、溢れたゴ

ミ箱の周囲にゴミを捨ててしまう事例が多発して

いる。 

こうした事情から、景観が損なわれるとして、過

去にはゴミ箱が撤去された。対策として、通常の

ゴミ箱の数倍の容量があるスマートゴミ箱も設置

されたが、解決には至っていない。 

観光と地域の隔たりも大きい。京都市が令和 4年

度に行った市民意識調査では、前回調査からやや

減少したものの、『観光客のマナー違反によって住

民が迷惑する、やや迷惑する』と答えた人が依然

として 75％を超えている。 

3.観光客と京都市の伝統産業 

 次に、観光客と京都市の伝統産業の関連につい

て述べる。 

まず、京都市への観光客数を調べた。すると観

光客数は年々増加し右肩上がりの傾向であった。

平成初期の観光客数は約 3500 万人程度であった

が、平成 25年からは安定して 5000万人超えを維

持している。（図 1参照） 

外国人観光客にも京都の人気は高い。北米の有

力な旅行雑誌である「トラベル・アンド・レジャ

ー誌」の読者アンケートにおいて 8年連続ベスト

10入りするという人気ぶりである。 

 次に、京都市の伝統産業の出荷額を調べた。図

2 のグラフを全体的にみると右肩下がりである。

グラフ中、最大値の平成 21 年と最低値の令和１

年を比べてみると、その差は約1225億2800万円、

減少率はおよそマイナス 44.8％となっている。 

 結論として、観光客数は増加しているものの、

伝統産業の出荷額はそれに反して減少しているこ

とがわかる。観光客と伝統産業の間に、乖離が起

きているのではないかと予想できる。地域に根付

いた伝統的な工芸品である竹細工も例外ではない

だろう。 

そこで、観光客、地域産業、嵐山の竹林の景観。

この 3つの要素に注目し、嵐山の地域産業である

竹細工、なかでも『竹かご』を活用したゴミ問題

の政策案を考案した。 

 

図 1 京都市の観光客数の推移 

 

図 2 京都市の伝統産業出荷額の推移 

 

4.政策案 

先に結論を述べると、嵐山にて観光客に対して

ゴミの持ち帰り用の竹かごレンタルを行う。 

観光客はレンタルした竹かごに自身で出したゴ

ミを入れ、ゴミステーションまで持ち帰ってもら

い、そこで分別、回収するシステムを考案した。 

このシステムはゴミのポイ捨てを減少させる。ま

185



 
た、地域に根付いた産業である竹製品の良さを観

光客に広げることができる。単にゴミ袋を配布す

るのではなく竹かごを用いることで、竹林や嵐山

の景観、雰囲気を壊さずに環境美化の向上につな

がるだろうと考えた。 

4.1 で政策の手順を説明し、4.2 と 4.3 でゴミ

問題と地域産業に対する効果をそれぞれ説明する。 

4.1 政策案の手順 

 具体的な政策案の手順は以下の①から④である。 

①嵐山の観光客が集まる場所に、イベントなど

でゴミ分別によく使われるゴミステーションを数

カ所設置する。好ましい場所は、阪急や JR の駅

前、市バスの停留所付近などである。ステーショ

ンを複数箇所設けることで、例えば JR 駅前で竹

かごをレンタルした観光客が、阪急の駅前のステ

ーションで竹かごを返却することも出来るように

する。 

②ゴミステーションを起点として観光客に対し、

ゴミを持ち帰るための竹かごのレンタルを行う。

その際、竹かごの汚れ防止のため、中にビニール

袋を被せる。竹かごは一般に販売可能なものを使

用し、レンタルをする際にはデポジット制を導入

する。竹かごを貸し出し時に一定のお金を預かり、

返却時にそのお金を返金するシステムを導入する。

このシステムは、竹かごの持ち帰りを防ぐことを

目的としている。 

③レンタルする際に、観光客が自身で出したゴ

ミを、ポイ捨てせずに竹かごに入れ、ゴミステー

ションへ再度持って帰ってきてもらうことを呼び

かける。 

④観光客自身が集めたゴミを、ステーションで

分別して捨ててもらう。竹かごの回収と返金を行

う。 

4.2 ゴミのポイ捨てに対する効果 

ゴミ箱が満杯の際にその周囲にポイ捨てする人

を減らす効果が見込める。また、観光客にゴミを

持ち歩く習慣を促すことで、ゴミ箱に捨てる人が

減り、ゴミ箱があふれる問題を改善できる。観光

客が自身のゴミをゴミステーションまで持ち帰る

ことで、嵐山のゴミ問題を改善できると考えられ

る。 

4.3地域産業に対する効果 

実際に竹かごを手にし、使用してもらうことで、

観光客に地域産業の製品の魅力をより伝えること

ができるだろう。また、竹かごは嵐山の景観に調

和し、観光客にとって「写真映え」するアイテム

として宣伝できる。加えて SNSでの投稿が増えれ

ば、かごの利用が広がることが期待される。 

このように嵐山の地域に根づいた工芸品への関

心を高める効果が期待できる。 

5 残る課題とそれに対する考察 

 我々の政策案には課題も存在する。まずは価

格設定だ。竹かごを貸し出すにあたり、貸し出し

料金が高すぎる場合、借りてもらえず、安すぎる

と利用者が持ち帰る可能性がある。したがって貸

出料金の設定はとても重要な課題であり、事前の

調査が重要である。この問題に対しては、竹かご

レンタル料金を 1000円から 5000円のように幅を

持たせることで、需要に対しての供給を可能にす

る。例えば 3つのグレードを設定し、観光客が竹

かごのレンタルに前向きになるようにする。 

次にゴミステーションの設置場所である。嵐山

は協議区域が指定されており、設置が難しい可能

性がある。理想としては、JR駅前や、渡月橋周辺

などのある程度の敷地があり、人通りもある場所

にすべきである。 

そして、人件費などの諸費用をどう捻出するか

といったコストの課題が考えられる。これに対し

ては、デポジット制の際に 10 パーセントほどの

手数料を徴収するなどの工夫が必要だろう。ただ、

その場合観光客が貸出に消極的になることが予想

される。 

 また、観光客の行動に大きく左右される。竹か

ごのレンタルに観光客が消極的な場合、この政策

案はゴミ問題の解決に至らない。そのため、魅力

的な竹かごを安価に作る必要がある。例えば、レ

ンタル竹かごのプロトタイプを使った試験運用が

効果的だろう。これにより観光客の関心がどの程

度であるかを計測できるはずだ。 

7 展望 

竹かごの価格設定やステーションの配置場所に

関する調査を進めることで、この政策案は実現に

向けて大きな一歩を踏み出すだろう。また、観光

客の行動データを収集し、的確なプロモーション

戦略を構築することで、政策の効果を最大化でき

るはずだ。 

本政策案は、嵐山のゴミ問題と京都の伝統産業

という二つの大きな課題に対して、持続可能な解

決策を提示している。懸念点や課題も確かに存在

するが、竹かごを通じて観光客に「持ち帰る意識」

を芽生えさせ、景観保全と地域産業の復活を同時

に実現する可能性は非常に大きい。これにより、

嵐山はその美しい風景を守りながら、地域の誇り

である竹工芸の未来を再び輝かせることができる

だろう。 

嵐山の景観美と伝統産業が手を取り合い、次世

代に向けた持続可能な観光のモデルとなることを

強く信じ、この政策案がその未来を切り開く一助

となることを願って、結びとする。 
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薫香で創出する多世代交流の場 
－京都市北区での伝統産業のワークショップの実践－ 
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1. はじめに 

1.1 研究目的 

「伝統産業の薫香で創出する多世代の交流による

京都市北区の地域活性化」が本論の目的である。 

京都市が 116 人から集計したアンケート調査によ

ると、「京都の伝統産業を今まで以上に購入したいと

思えるために必要なこと」という質問で最も多かった

回答が「購入しやすい値段」の27％であった(京都市

産業観光局クリエイティブ産業復興室 2021)。 

薫香は全世代が手に取れる価格帯であり、日常的

に楽しめる商品が展開されている。しかし、山本芳華

(2022）のアンケート調査によると、「今までどこで

お香の香りを感じたことがあるか」という質問に対

し、176 人の内 81％が「お寺や神社」と回答してい

る。以上から、お香は宗教色が強いというイメージ

が定着していることが分かる。我々はそのイメージ

を払拭し、薫香を身近に感じてもらいたいと考えた。 

令和 4 年に発表された「京都市地域コミュニティ活

性化ビジョン」では、「住民同士のつながりが強くな

い」と回答した人が過半数であり、それとともに住民

の地域活動への参加率の低下に警鐘が鳴らされている

(京都市 2022a)。その対策として、住民が交流し

地域活動に関心を持つことで住民同士のつながりの

希薄化解消が望めるのではないだろうか。 

そこで我々は、薫香による多世代の交流を創出し、

地域活性化を図るための政策提言を行う。 

1.2 先行研究 

多世代交流の研究の中で、永嶺仁美(青木他 2022)

は「多方面の機関との共同・参画を通して活動の広

がりや継続、発展、さらには後継者の育成にも繋が

る可能性がある」とまとめている。 

また、東俊之(2013）によると、「伝統産業と地域

活性化との関係は切っても切れない関係」であり、

伝統産業を通じて地域の伝統・文化を知ることで、

地域住民の地域への誇りや愛着が創造されるという。

しかし地域活性化のためには協働が必要不可欠であ

り、住民・企業・個人などの地域主体が協働しシス

テム化することが求められると述べている。その中

で伝統産業を核とした地域活性化を考える場合、地

域にとって伝統産業の重要性が理解されていないと

協働は実現しがたいと言及している。それを実現す

るには、伝統産業の重要性を多くの住民や組織に理

解させることが必要であり、そして多くの主体が参

加し協働するための場の形成が不可欠であると考察

している。 

以上の研究をもとに、薫香の解説および体験型の

ワークショップ(以下 WS)の開催を協働の場とし、多

世代交流の創出と地域活性化を図ることとする。な

お、ここでは地域活性化を個人・企業・住民が協働

し「人々がさまざまな活動機会に積極的に参加し、

高い満足度を得るという人の動き」と定義する(新川

達郎 2002)。 
 
2. 対象 

2.1 薫香について 

薫香が伝来したとされる538年は、宗教的な用途で

使用されていた。薫香には香木の存在が必須となり、

主要なものとして白檀、沈香、伽羅の 3 つが挙げられ

る。薫香の店舗の多くでは心を傾けて香りを聞くとさ

れる「聞香体験」や、自分だけの香りを調合する「調

香体験」ができる。 

現在、宗教離れによる薫香の使用量の低下、香木

の価格の高騰と供給の減少による香木の輸入の困

難化が進んでいる。今後どのように認知と供給を増

やしていくかが課題となる。 

2.2北区について 

 京都市北区は、令和 6 年 10 月現在の時点で世帯

数が 55,434世帯を数える(京都市 2024)。世帯構成

人員が3人から4人いる世帯数の割合が京都市にあ

る計 11 区の中で 2 番目に多く、子どもを持つ家庭

が多いことが分かる(京都市 2022b)。 

また、北区には教育機関が計 30 校点在していること

から、多くの若者に薫香を身近に感じてもらうきっかけ

が生み出せると考えた(京都市教育委員会事務局 2023)。

以上から、北区にある佛教大学紫野キャンパス礼拝堂と

紫野小学校にてWSを開催することを決定した。 

 

3． 調査内容 

我々は京都市北区に関する情報の調査および、北区

にある手作り匂い袋や香り袋を取り扱う香舗いせき

(2024 年 6月 6日）、上京区にある香りの商品を取り扱
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い「日本の香り文化」を広めることを掲げている山田

松香木店(2024 年 6月 28日)を訪れ、インタビュー調

査を行った。 

 

4. 調査結果 

山田松香木店へのインタビュー調査から、以下の

ことが分かった。 

購入する商品はその人の好みが関係するため年齢

によって大きな変化はなく、多種多様であるという。

また客層については、調香等の体験会は変動がある

が、自由研究の一環として親子で体験に来る方や年

配の方まで幅広いことが見受けられた。 

そして、薫香を日常に取り入れてもらうには、薫
香の課題であった認知と供給の増加に取り組まな
ければならない。そのためには、少しでも薫香に興
味をもってもらうための地域でのきっかけ作りが
必要ではないかという意見を頂いた。 
この結果から、今回のWSのような地域への告知

を行った上での体験会が重要になるといえる。こ
れにより薫香がどのような存在であるかをアピー
ルすることができ、さらに個人・企業・住民による
協働の場の形成につながるのではないかと考えた。 
 

5. 政策提言とその実践 

5.1  WSの詳細 

 以上から、私たちは薫香の周知、また協働の場によ

る多世代の交流を実現し、地域活性化を図るべく、ふ

たつのWSの実践という政策を提言したい。 

10月 4日に本学礼拝堂で開催するWSでは、学生

と地域住民を対象とした大切な人へ文香を添えた

手紙を書いて贈る WS と、解説付きの薫香展示会を

行う。参加者同士で、イベントの参加理由や誰に贈

るかなどの対話を行うことで、自然な交流を生み出

せるのではないだろうかと考えた。 

また、10月26日にWS開催を開催する京都市立紫

野小学校では、紫野小学校区イベント実行委員会と

いう地域団体が季節ごとの独自イベントを開催し

ており、持続可能な多世代交流の機会の創出に向け

た取り組みを行っている。我々は同実行委員会、山

田松香木店と協働し、「紫野フェスティバル2024ザ

秋まつり」(以下、秋まつり)という例年約 350人の

動員数を記録するイベントへの参加を予定してい

る。そこで、布地の袋の中に調合したお香を入れ香

りを楽しむという匂い袋を作る体験型 WS を行うこ

とで、多世代に薫香の魅力を伝えることが可能にな

ると考えている。 
5.2 WSの実践 

10月 4日の WSはすでに実施を終えた。事前に山

田松香木店から 8種類の香木の見本と香原料、商品

をお借りした。大学生から 50 代までの幅広い年代

の方が 52 名参加し、前半は香原料の香りを聞く体

験、また薫香の解説を楽しんでいただいた。その後

は、文香を添えて大切な人へ手紙を書く体験を行っ

た。そこでは誰に贈るのかなど会話を交わしながら

和気あいあいと体験を楽しむ参加者の様子が見ら

れた。 

WS 終了後、参加者である 52 名全員からアンケー

トを集計したところ、以下のことが分かった。 

「参加者と交流することができたか」という質問

には、82.5%の参加者が「交流することができた」と

回答している。そして、「今後、京都の伝統産業に関

する WSに参加したいか」という項目には 91.5%の参

加者が「参加したい」と回答している。自由記述欄

には「薫香の奥深さを知り、自分でもっと調べてみ

たいと思った」「文香の存在を知れてよかった」など

様々な意見が寄せられた。また、本 WSは『文化時報』

10月 15日号に掲載された。 

これらの参加者の声から、本 WSが多世代の交流を

もたらし、薫香という伝統産業への理解の促進に繋

がることが分かった。また、山田松香木店と協働し

たことにより、個人・企業・住民での協働の場の形

成を図ることができた。これは地域活性化のきっか

けづくりと言えるのではないだろうか。 

しかし学内関係者が多く、60代以上の参加者がい

なかったという課題も見出された。次に開催する匂

い袋作り体験の WSでは、さらなる多世代交流と地域

活性化に向けて参加者を集いたい。なお秋まつりで

の WS については、大会当日に報告する予定である。 
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1.はじめに 

近年、ファストファッションの流行などによ

り、衣類の廃棄率が高く、再利用率や回収率が

低いことで環境への負荷が問題となっている。

そのため、世界的にサステナブルファッション

の関心は高まっているが、実際に行動に移して

いる人はそれほど多くない。そこで私たちは回

収ボックスの回収率を上げ、よりサステナブル

ファッションを普及する方法を提案したい。 

 

2.現状 

消費者庁が令和 3 年 7 月に実施した『「サステ

ナブルファッション」に関する消費者意識調

査』(消費者庁.2021)によれば、「お店で回収の

サービスを利用する」と回答した割合が高かっ

たのは性別を問わず 10 代・20 代・30 代であっ

た。さらに、「どのような取り組みが行政や企業

においてなされると、可燃ごみに出す以外の方

法を取ることができると思いますか」という質

問では、「自治体での衣服の回収」と答えた人が

男性 50.3%、女性 59.0%と最も多く、「企業の回

収ボックスの近隣での設置」と答えた人は男性

35.3%、女性 41.6%と 2 番目に多かった。この結

果から、比較的若い世代はお店の回収サービス

を利用する割合が高く、「自治体での衣服回収が

実施されると、衣服を可燃ごみに出さない人が

増える」ということが言える。 

3.アンケート調査 

現状より、若い世代の動向の検証のために

Instagram のストーリー機能を用いてアンケート

調査を行い、170 名の大学生から回答を得た。

尚、調査期間は 2024 年 10 月 9 日から 2024 年 10

月 10 日である。 

【結果】 

 

図 1 設問① 処分したい衣服の所持数 

 

図 2 設問② 服の処分方法 

 

図 3 設問③ 服の回収システムの認知度 
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図 4 設問④ 回収システム利用の割合 

 

図 5 設問⑤ 回収ボックスの設置場所 

【考察】 

私たちが実施したアンケートから以下のよう

なことが分かる。まず、処分したい衣服がある

と感じている人が 90％以上おり、服の処分方法

は「可燃ゴミとして出す」が約 60％を占めると

いう結果が出た。一方、「メルカリなどで売る」

という回答が 2 番目に多く、約 40％の人が回答

した。ここから多くの人が不要になった衣服を

再利用してもらおうとする意識を持っているこ

とが分かる。また企業と自治体の衣服回収シス

テムの両方、もしくは片方の存在を認知してい

る人の割合は約 80％である。しかし、実際に回

収システムを利用したことのある人は約 30％に

留まる。このことから、回収システムを認知し

てからそれを実際に利用するまでに壁があるこ

とが分かる。また、設問⑤に対しては「家の前

or マンションの下」という回答が圧倒的であっ

た。この結果から、身近な場所に回収ボックス

を置くことは回収ボックス利用の増加に繋がる

と考えられる。 

4.先行事例 

 以上を踏まえ、実際に行われていた先行事例

について調べた。千葉の幕張新都心にあり子育

て世帯が多い「幕張ベイパーク」では、約 2000

戸の住民らの着なくなった服などをマンション

の入り口付近にあるボックスで回収している。

また回収後は選別し、服やその素材の業者に頼

るという取り組みがされている。回収ボックス

に対して住民らは、以前は着なくなった服は捨

ててしまっていたが、回収ボックスができたこ

とで下に置きに行くだけで良くなり手軽で魅力

的という意見が挙がっている。そして、子ども

が環境問題について知る良い機会になるという

意見も挙げられた。 

5.政策案 

私たちは、住宅の周辺に置き、ゴミ出し感覚

で出せる回収ボックスを提案する。マンション

など大規模住宅地に回収ボックスを置くことで

手軽さと教育の観点でインセンティブを持たせ

ることができるからだ。その際、環境に配慮し

た行動ができるというメッセージやイラストを

記載した透明なボックスを導入し、可視化によ

る意識の向上を狙う。本調査により、回収ボッ

クスを家の前に設置すれば回収率が上がること

が分かった。今後の課題として、回収で終わら

ず、回収後においても私たちにできることを検

討していきたい。 
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若者×新モビリティ 
‐mobi の新たな活用策‐ 

 

大谷大学野村ゼミモビリティチーム 

○宮村彪聖（Ayato MIYAMURA）・大伴彩実（Ayami OTOMO）・清原康佑（Kousuke 

KIYOHARA）・宮澤葵衣（Aoi MIYAZAWA）・渡勇揮（Yuuki WATARI） 

（大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科） 

キーワード：mobi、若者、利用促進策 
 

1. はじめに 

 地方部では、深刻な運転士不足等を背景として

路線バスなどの地域交通の廃止が相次いでいる。

本研究で取り上げる京丹後市でも、運転士不足を

理由に 2025 年に複数地域での路線バスの廃止が

決まっており、総人口および高校生の減少、自動

車の普及等に伴い公共交通利用者が減少し、財政

負担が増加するなど、その確保と維持が厳しい環

境となっている。 

このような地域のモビリティ（移動手段）の確

保に関する課題は、楠田（2020）らの研究にもあ

るように、主に高齢者の課題として認識されてき

た傾向にあるが、私たちが行ってきたフィールド

ワークからは高校生をはじめとする運転免許を持

たない「若者」も、地方部では移動困難者となる

ことを確認してきた。 

 こうした課題に対して、京丹後市では 2024年か

ら「新京丹後 MaaS共創プロジェクト推進事業」を

開始し、先述の路線バスの廃止地域を中心に新た

なモビリティを展開しようと試みている。本研究

では特に、京丹後市での通学等の移動手段で、家

族の送迎を含む自家用車の割合が 80%を超えてい

るという現状に着目し、mobiという新たなモビリ

ティが若者の移動手段の確保につながるかどうか、

高校生との高大連携ワークショップと、補足的に

実施した Web調査を通じて考察を深める。 

 

2. 先行研究 

地方部における新たなモビリティの導入につい

ては、たとえば田柳・中島（2022）が AIオンデマ

ンド交通の社会実装の事例分析を行っているが、

地域社会で AI のような新たな技術がもたらす恩

恵は未知であり、時には拒否されることすらある、

と指摘する。一方で、こうした新たなモビリティ

の構築過程は、「市民を当事者として巻き込む有効

なチャンスでもある」（同上）としており、実証実

験などのタイミングで体験会や利用促進などの仕

掛けづくりを行っていくことが有用であると考え

られる。 

また京丹後市（2024）によれば、高校生の通学

手段として、路線バス、自家用車、自転車の利用

が多いことがわかる。加えて、公共交通に対する

イメージは好意的である一方で、運行本数、待合

環境などのいくつかの不満を感じている人が多く

いることもわかった。そこで、不満を解消するこ

とで公共交通を利用する人が増加し、公共交通の

利用促進に繋げるだけでなく、利用者の満足度も

高まっていくことが期待される。 

 

 
図 1 京丹後市における高校生の交通手段 

（出所）京丹後市（2024）p.9 

 

 また、高大連携ワークショップ（以下、WS）の

連携先である丹後緑風高校網野学舎（以下、網野

学舎）では、図 1にもあるように、通学の手段と

して公共交通を使っている割合が市内の高校で最

も低く、反対に自家用車の割合が最も高いことが

わかる。このことから、後述のような新たなモビ

リティの導入などによって公共交通の分担率を高

めることで、親（保護者）等の家族の送迎の負担

を減らすことにつながることが期待される。 

 

3. ケーススタディ 

3.1 京丹後市における地域公共交通政策の現状 

 京丹後市では、路線バス廃止という差し迫った

課題への対応とともに、持続可能な公共交通網を

再構築することを目的に「新京丹後 MaaS共創プロ

ジェクト推進事業」を行っている。 

 この背景には、運転手不足等の原因による市内

各地での路線バスの減便・廃止が挙げられる。た

とえば「弥栄網野砂丘線」は、2025年 4月に廃止

されることとなり、この廃止代替として弥栄網野

間（東部）はデマンド乗合交通の mobi（モビ）、網

野久美浜間（西部）は公共ライドシェアが、それ

ぞれ運行されることとなった。 

 

3.2 丹後緑風高校網野学舎との高大連携 WS 

私たちは、特に網野町東部で導入される mobiに
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焦点を当て、新たなモビリティの導入が高校生等

の若者にどのように活用してもらえるかを明らか

にすることを目的に、2024年 8月に網野学舎の生

徒との高大連携 WS「若者よ、mobiを使おう！」を

実施した。この WSで実施したことは主に、次の 2

点である。 

第 1に、新たなモビリティに対する抵抗感を下

げることを目的として、実際に高校生に mobiの配

車・乗車を体験してもらった。具体的には、すで

に数回 mobiを利用したことのある大学生が、高校

生にアプリの使い方をレクチャーし、既存の運行

エリアである峰山・大宮地域に移動して高校生の

配車をサポートした。この際、乗降場所のピンが

間違っていないかや、mobiアプリの操作は高校生

にしてもらうという点を意識して同行した。 

第 2に、mobiの利用後に高校に戻ってふりかえ

りを行い、網野エリアで導入された場合の活用方

法や、高校生自身に広めてもらう方法について議

論した。このふりかえりでは、mobiの配車が「思

ったより簡単である」ことや、現在は親の送迎で

通学している生徒からは「親に頼らなくても良い」

という意見が得られた。また、鉄道やバスのよう

に時刻表や決められた経路を持たないことから、

時間に縛られずに移動でき、「遊べる範囲が拡大す

る」という声もあった。 

以上の WSをふまえて得られた知見は、次の通り

である。まず、mobiはスマホで配車することがで

きるため、高校生などの若者が活用できる可能性

が十分にあるという点だ。一方で、課題として残

されているのは mobiの価格面である。実際、ふり

かえりでも「400 円は高いため 200 円ぐらいがい

いのでは」という意見もあり、これが利用の障壁

となることが危惧される。 

本研究ではまた、高大連携 WSを通じて得られた

関係性を活用し、網野学舎の全生徒に Webで mobi

の利用に関する調査を行っており、193 人の回答

から、ここでも価格面についての課題が得られた。 

 

 
図 2 網野学舎の生徒が mobiを利用する場合に「自分に

とって合っていると思うプラン」の結果 

（出所）網野学舎の生徒への Web調査結果から抜粋 

 

具体的には、「ワンタイム」「回数券」「月額定額

乗り放題」の 3つのプランについて「学生割引」

があったらいくらで使いたいか、と尋ねたところ、

いずれも 6割以上の回答者が「最も安価なプラン」

を選択していた。さらに、図 2にも示しているよ

うに「自分にとって合っているプラン」として半

数以上がワンタイムプランを選択しているため、

複数回や定期的な利用を促すには、まずは最初に

使ってもらうためのハードルを下げる必要がある

ものと考えられる。 

 

4. 提案 

先行研究とケーススタディをふまえて、mobiの

ような新たなモビリティが導入される際、①新た

な技術が「未知」であるため、②運賃が高いため

に利用が進まない可能性を確認した。 

このうち、①については今回の高大連携 WSを経

て、高校生自身が「インフルエンサー」として mobi

の利用を広めようと試みている。具体的には、2024

年 10月末に実施される「丹後万博」に向けて、網

野学舎の生徒が mobi の利用促進ブースを出展の

準備を行っており、mobiの利用方法に関する動画

作成等も行っている。私たちも、大学生としてブ

ースの手伝いや、mobiに関する研究成果も一部発

表することを予定しており、利用促進に向けたア

クションを進めている途上である。 

次に②についてであるが、私たちは、高大連携

WSと Web調査で得られた知見を通じて、主に高校

生向けのプロモーション価格の設定を提案する。

先述のように、高校生たちは mobiの利用にあたっ

て「最も安価」で「ワンタイムプラン」を選択し

ていたため、初回の利用のハードルを下げること

が必要であると考えた。一方で、mobiは車両定員

が 7人程度と限られているため、初回利用の対象

を拡大してしまうと、利用が集中して乗車できな

いことが危惧される。 

そこで、私たちは誕生日月のみ 1回 200円で利

用することができるワンタイムプランを提案する。

根拠としては、恒常的に 200円に引き下げてしま

うと、市内で運行されている上限 200円バスとの

差異がなくなってしまい、また mobiは事業性の高

いサービスであるため、無料にしてしまうと採算

性にも影響してしまう。そこで誕生日月のみ 200

円にすることで、継続的かつ分散して新たな利用

経験をしてもらうことにつながるものと考えた。 

私たちが試算した結果、2024年度から取り組ん

でいる「新京丹後 MaaS」の事業が次年度以降も継

続されるものと仮定し、そこから利用促進費とし

て 50 万円程度計上すれば、このプランが実現可

能であることがわかった。 
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竹資源による新たな可能性 
 

京都先端科学大学 阿部ゼミ A 班   
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（京都先端科学大学経済経営学部経済学科/経営学科）  

キーワード：放置竹林、大量消費、竹資源  

 

1. はじめに 

京都府では、嵐山や嵯峨野などの地域で竹林観

光が有名であるが、一方で放置竹林の面積につい

ては、全国的に 9 位という結果になっており、放

置竹林についても問題視されている。放置竹林問

題とは、整備されず放置された竹林が荒れてしま

い様々な悪影響を及ぼしているもので、1980年代

から取り上げられるようになった。なぜ竹林が放

置されてしまうかというと、時代の変化と共に、

プラスチックが普及し、竹の様々な用途が失われ

たことで、竹の需要が急激に低下したことが背景

にある。また、竹は繁殖力が強く、整備をしても、

すぐに成長して荒れ果ててしまう。さらに、竹を

伐採した状態のまま運搬する場合には大量のコス

トがかかり、筒状のまま製品化することは難しく、

活用においても制限される。 

そこで本研究では、京都における放置竹林問題

の現状と対策について見た上で、伐採した竹の新

たな活用方法を検討していきたい。 

 

2. 放置竹林問題とは 

2.1 放置竹林がもたらす影響 

放置竹林から生じる悪影響は、「竹害」と呼ばれ、

周囲に様々な影響を及ぼす。1 つ目は、森林浸食

である。竹は成長が早く、地面を通じて、隣接し

ている森林に竹が侵入する。そこで、成長するこ

とにより、森林の日光を独占し木々が枯れて生態

系の変化が起こる。2 つ目は、景観悪化である。

密集した竹が放置され続けると、道路や所有地に

も侵入し、枯れた竹が倒れることで景観を損ね、

土地の価値が低下する恐れがある。3 つ目は、土

砂崩れのリスクである。竹は地面にある地下茎が

浅いため、地盤が緩み、雨などにより土砂崩れが

発生しやすくなってしまう。 

 

2.2 竹の種類 

竹林の整備が進まない背景には、竹の性質や種

類なども影響している。竹の種類は主に 3つあり、

それぞれの竹によって活用方法が異なる。  

マダケ(苦竹・真竹)は、材質部が薄く、弾力性

に優れた性質から、建築や竹細工に活用されてき

た。モウソウチク(孟宗竹)は、材質部が厚いのが

特徴であるが、弾力性に欠け竹細工には適してい

ないため、筍など食用として取り扱われてきた。

また、繁殖力が強く 1 年で 10～20m 生えてくる性

質をもつ。ハチク(淡竹)は、茶筅(ちゃせん)など

の竹細工に加工される。これらの竹の共通点は高

さが 18～22mの大型の竹である。 

このように放置竹林は、竹の繁殖力の強さだけ

でなく竹の種類や特徴によって、伐採の負担や活

用方法がそれぞれ異なるため管理が難しい。 

 

3. 現状と対策 

3.1 日本全体の取り組み 

放置竹林については、すでに様々な対策がなさ

れている。日本全体の放置竹林の取り組みについ

てみていく。林野庁によると、現在日本全体で

175,000ha の竹林があり、そのうち私有林は

165,000ha である。県別でみると上位は九州地方

が占めている。林野庁では、竹林整備及び竹林利

用に係る対策を示しており、竹林の伐採や景観保

全のために、侵入竹の伐採や荒れた竹林の整備活

動を対象とした対策や交付金を支給している。 

 

3.2 京都府の取り組み 

京都府の竹林の現状や管理方法について聞くた

め、京都府森づくり振興課へメールにてヒアリン

グ調査を行った。京都府林業統計によれば、京都

府の竹林面積は、5,287haであった。そのうち、モ

ウソウチクは 3,360ha、マダケは 1,729ha、ハチク

は 115ha である。ただ、竹が樹林に侵入した箇所

はもちろんのこと、森林以外の竹林(筍畑等)の面

積は把握しておらず、実際の竹林面積は統計以上

と考えられるそうだ。また、竹害による自然環境

や人間への被害件数についても、統計上は把握し

ていないという。京都府としては、竹林整備のマ

ニュアルを府独自で作成し、ボランティア団体等

に配布している。また、「ふるさと里山林保全活動

推進事業」として企業や地域団体による整備活動

の支援を行い、「いのちと環境の森づくり事業」で

竹の拡大防止のために伐採補助を行っているとの

回答をいただいた。 

 

3.3 京都市の取り組み 

京都市においても竹林の現状や対策について聞

くために、京都市役所農林企画課へメールにてヒ
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アリング調査を行った。京都農林統計によれば、

462ha の竹林が存在している。重要な観光資源と

なっている竹の径(みち)周辺や寺社仏閣付近の竹

は京都市が買い取る施策を行っており、京都市所

有の竹林は、地元農業者組織に委託しているため、

管理できていない放置竹林のほとんどは私有地で

ある。京都市として私有地の放置竹林には直接的

に働きかけすることはないが、私有地の放置竹林

解消に取り組む NPO 法人「京都発・竹・流域環境

ネット」と協力することもある。 

京都市では、民間事業者から様々な課題解決に

資する提案を受け付ける「KYOTO CITY OPEN LABO」

において「京都らしい竹林景観の保全」に関する

提案も募集しており、取り組みについても伺った。

竹材を使った竹製数珠などの商品開発が行われ、

農地の土壌改良剤としての竹炭活用やギフト商品

の竹工芸の活用、竹繊維を混合した有機農業用資

材の開発などにも取り組み始めているとのことで

あった。 

 

4. 竹の活用方法の検討 

 次に、伐採した竹の新たな活用方法について探

るため、竹林を研究している方と実際に企業とし

て取り組まれている方にヒアリング調査を行っ

た。 

 

4.1 竹の大量消費や運搬コスト削減 

京都先端科学大学バイオ環境学部で竹林につい

て研究されている藤井教授にお話を伺った。 

放置竹林には様々な種類の竹が乱立しており、

それぞれの竹への対応が難しいため、竹の種類に

左右されない活用方法が必要であるという。また

竹の性質上、大量消費しないと問題の解決に繋が

りにくい。簡単かつ誰でも可能なのがすべて燃や

すか枯らすといった方法に限られるとお答えいた

だいた。活用方法については、竹は伐採した状態

のまま運ぶと大きなコストがかかるので、竹を炭

や灰、竹チップ、肥料にすることで運搬コストも

減らした方がいいとのご意見をいただいた。 

 

4.2 新たな付加価値の創設と認知向上 

京都で、放置竹林についての様々な取り組みを行

う DELICEキョウト代表取締役西田様に竹農家の

現状について伺った。  

筍の主な収穫時期は春の一か月程度しかないた

め、竹林ではその期間以外の収入源が必要だとい

う。そのため、DELICEキョウトさんは竹林キャ

ンプなど、竹の新たな付加価値をつけるビジネス

を行っている。放置竹林の問題点としては、認知

度が低いため、世間に興味を持ってもらうことが

重要であるとお答えいただいた。活用方法として

は、竹チップなどの竹を細かくして肥料にする方

法を挙げられた。 

 

5. 政策提案 

5.1 資源として生まれ変わる竹 

ヒアリング調査の結果から、新たな活用方法と

しては、様々な取り組みが行われているものの、

竹の成長速度を考えると一度に多くの竹を消費で

きる方法が必要だと考える。また、運搬コストも

抑えることを考えれば、竹を炭や灰、竹チップな

ど粉砕した状態にしたものを資源として利用する。

そして、新たな商品等にし、付加価値をつけて利

益が生じるようにしつつ、市民から関心を持って

もらうことが必要だと考える。そこで、私たちは、

竹を資源として活用する政策提案を行う。 

 

5.2  方針と展望  

私たちは、行政が主体となって一般企業から提

案を募るコンペティションを提案したいと考える。

これまで竹をテーマにしたものとしては別府市で

開催された「竹のある生活 2022」という竹細工を

メインにしたコンテストがある。このコンテスト

では、アイデア部門とプロダクト部門に分けて募

集し、優秀と認められたものは実際に製品化され

る。私たちはこれを参考にし、「京都竹資源活用コ

ンペティション」を提案する。このコンペティシ

ョンで優秀と認められたものには、「京都の竹林資

源活用認定企業」と認定し、製品化への支援を行

った上で、観光地等の竹林で実際に販売できるよ

う支援する。企業としても、環境問題へ積極的に

取り組む姿勢を社外にアピールすることができ、

新たな市場を開拓することができる。コンペティ

ション形式で競い合ってもらうことで、京都の竹

の「資源」として注目が集まり、美しい京都の竹

林景観の裏にある放置竹林問題や整備の大変さと

いうところにも関心が集まることも期待できる。 

 
参考文献 

(1) 林野庁「森林・林業統計要覧 2024」 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/tou

kei/youran_mokuzi2024.html 

(2) 京都府「京都府林業統計 令和 5年版」 

https://www.pref.kyoto.jp/shinrinhozen/13
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(3) 京都市「統計で見る京都市の農林業 令和３年

度」 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/
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保全」 
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（すべての最終閲覧日：2024 年 10月 21日） 
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シカの食害から京都を守る 
 

京都産業大学松尾ゼミ～deerbambi～ 

○河合 翔平（Shohei KAWAI）・北村 琉輝（Ryuki KITAMURA）・保海 海穂（Umiho 

HOKAI）・松ヶ下 孔人（Makoto MATSUGASHITA） 

（京都産業大学経済学部経済学科） 

キーワード：シカの食害 
 

1. はじめに 

近年、京都府ではシカによる食害が深刻な問題

となっている。シカの食害とは、シカによる農作

物や森林の被害を指す。シカの生息域拡大に伴い、

農作物や森林植生への被害が増加することで生態

系への影響が大きい。特に、農村地域ではシカに

よる農作物の食害が生産者に多大な損失をもたら

している。 

 本稿では、京都府におけるシカの食害の現状を

概観し、課題を解決に向けた政策を提案する。 

 

2. 現状 

京都府内に生息するであろうシカの推定頭数は

生息密度指標や捕獲状況等を基にシュミレーショ

ンすることができ、その推定頭数は増加傾向にあ

る。図 1は京都府のシカによる農作物被害状況を

示したものであるが、シカの増加に伴い、被害面

積、被害量、被害金額も増加傾向にあり、2023年

には過去 7年間で最大となっている。 

 
図 1 シカによる農作物被害状況（京都府） 

 

また、近年他の都道府県においても同様の被害

が発生しており、シカの食害が森の裸地化を引き

起こす事態も発生している。図 2は伊吹山の裸地

の写真であるが、裸地化は土砂崩れを引き起こす

原因となり、京都府においても例外では無い。 

 
図 2 シカの食害による裸地化（伊吹山） 

シカが増加している背景には大きく 2つの要因

が考えられる。 

それは狩猟者の高齢化とシカの天敵不足である。 

それに加え、シカの市場価値が低下したことも影

響を与えている。コスト面や扱い方の困難さから

シカ肉やシカ皮などの需要が低下し、シカの捕獲

意欲の低下に繋がったのだ。 

京都府はこの問題に対し、第二種特定獣害管理

計画に基づいて、シカの捕獲や狩猟、狩猟者の管

理を強化している。しかし、現状では被害の拡大

を完全に抑えるには至っておらず、さらなる取り

組みが求められている状況である。 

 

3. 3つの課題 

シカの食害問題解決のためには以下の３つの課

題が考えられる。 

3.1 狩猟者の減少 

狩猟者の減少と高齢化が進み、有害鳥獣による

農作物被害等への影響が深刻化している。日本の

20 歳から 24 歳の男女の平均年収は 260 万円なの

に対し、狩猟者の平均年収は 240万円と低いため、

本業の人が少ないことが課題であると考えられる。 

そのため京都府は狩猟資格の新規登録者を募っ

ており、狩猟者の数は一見増加しているように見

えるものの、実際に狩猟に参加している人数は減

少している。この結果、次世代におけるシカの個

体数管理は困難になることが必至である。 

 

3.2 シカの個体数増加 
シカの個体数増加の背景にはシカの天敵である

大型捕食者の減少が影響していると考える。日本

ではオオカミがシカの主要の天敵であったが、

1905 年に絶滅したためオオカミによる捕食圧が

なくなり、シカの個体数が急増していると考える。 

 また人間の開発活動により、森林や草地が減少

することで捕食者の生息環境が狭まったり、国立

公園や保護区域内では狩猟が制限されたりするな

どと個体数が増加している。 

 

3.3 シカ肉の認知度 
シカの食害を減らす対策のひとつとして、シカ

肉を食料として活用することを考える。しかし、

ここでシカ肉の認知度が低いことが課題として挙
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げられる。 

まずシカ肉は地方では特産品として知られてい

る場合が多いが、都市部ではジビエ全般に対する

知識が不足している。またシカ肉は野生動物の肉

であるため、適切な衛生管理が行われていないと

感じる消費者が多く、狩猟や加工処理の衛生基準

が知られていないことが、シカ肉の信頼度に影響

を及ぼしている。 

しかし、シカ肉の栄養性、機能性等の認知度を

測る兵庫県立大学 COCフェスタのアンケートによ

ると、調査対象者の約４割はシカ肉の栄養的特徴

を知っていた。また、この内対象者の約６割はシ

カ肉を食べたことがなかった。ここで、食べる前

のシカ肉の印象を全員に質問した結果、「臭いがし

そう」、「おいしそう」、「硬そう」という解答が多

かった。一方で、シカ肉を食べたことがある人の

みでは「美味しかった」、「普通」、「軟らかかった」

という解答が多く、味について良い評価が得られ

た。 

つまり、シカ肉の認知度には栄養面や衛生面と

いった基準よりも、認知してもらう機会を増やす

ことが影響を及ぼすと考えられる。 

 

4. シカの食害への解決案 
4.1 シカ肉を地域産業資源として国内に認知 

シカの食害で被害を減らすためには、まずシカ

の個体数を減らす必要があると考えられる。その

シカを有効活用するために、シカ肉を地域産業資

源として国内に認知させることがシカの個体数減

少に影響を与えることができると考える。現在京

都市と南丹市ではシカ肉が地域産業資源の農林水

産物として活用されているが、京都市や南丹市以

外にも京都府のシカの個体群は把握されている。 

シカ肉をさらに地域産業資源として活用するに

は、シカ肉のおいしさの認知度を高めることが必

要である。現在地域産業資源として活用している

地域以外にもシカ肉を地域産業資源とすることで、

シカ肉を食べる機会が増えておいしさが認知され

ると考える。シカ肉のおいしさが認知されること

で、シカ肉の需要が増え、狩猟者の増加がみられ

ると考える。また鹿の生息数も減少されると考え

るため、鹿の食害の解決に大きく近づくことがで

きると考える。 

 

4.2 地方自治体による PRアニメ制作 

国や地方自治体を挙げてのシカ対策は現状維持

に等しく、高齢化により今後の現状維持は不可能

になっていく。そこで、今後の主役になる若者の

シカ肉需要もしくはシカを身近なものにする機会

を増やす必要があり、ここでは地方自治体による

PRアニメ制作に注目する。 

なぜならば、アニメと若者の余暇活動には強い

関係があり、近年における若者の趣味にはアニメ

やマンガが多いことが指摘されている。さらに同

時に、アニメ聖地巡礼という観光形態にも言及し

ている(杉本・磯野 2021)。これは内閣府がアニメ

ツーリズムと称し、その経済効果に注目するほど

である。 

次に、アニメによる経済効果の例として、佐賀

県の事例を取り上げる。佐賀県を舞台とした、「ゾ

ンビランドサガ」は県内全域を舞台としており、

アニメとのコラボ企画として県内の各都市で取り

組みを行っている。それぞれの市が広域連携する

ことにより、ラッピング列車の走行や特典付きの

ご当地フード、コラボ商品の販売などを実施した

のだ。また、この企画の効果として、2019年 8月

の行きたい待ち No.1 を決める全国ふるさと甲子

園でグランプリを受賞している。このように、ア

ニメによる経済効果は期待できるものである。 

最後に、アニメによってシカ肉需要を上げる方

法について考える。実際にシカ肉が利用された例

として、アニメとのコラボカフェがある。明治時

代後期の北海道を舞台としたゴールデンカムイの

コラボカフェでは、シカ肉を利用したキーマカレ

ーが採用されていた。 

このように、アニメと連携したコラボメニュー

であれば自然にシカ肉を使用でき、それらアニメ

の視聴者であればシカ肉への抵抗も少ないと考え

る。 

狩猟者の高齢化が進み、ますますシカに親しみが

無くなる若者に対し、PRアニメを通してシカとい

うコンテンツに触れる機会を増やすことこそが根

本的な需要の促進に繋がると考える。 

 

5. まとめ 

 鹿の急増と農作物の被害額や被害面積が拡大し

ていることが問題である。それを解決するため

に、狩猟者、シカ肉の認知度を拡大したい。その

ために私たちは主に 10代～20代の認知度を高め

るとともに、全世代から注目を集めていきたい。

そのために地方自治体による PRアニメ制作を強

く推したい。 

 
参考文献 
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https://www.pref.kyoto.jp/nosan/chojuhigai.html 

(3)伊吹山植生復元プロジェクト（最終閲覧日 2024/10/21） 
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oject/index.html 
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学生食堂から始める金銭的価値の脱却を目指して 
-エコフィードを活用した循環型社会へのパラダイムシフト- 

 

京都橘大学経済学部 牧ゼミ１班 

○崎濱圭人(Keito SAKIHAMA)・河合蓮（Ren KAWAI)・久保勇輔(Yusuke KUBO) 

・岡田翔希（Shoki OKADA)・杉野力(Riki SUGINO) 

（京都橘大学経済学部経済学科） 

キーワード：エコフィード、食品ロス、再生利用 

 

1. はじめに 

農林水産省「食品ロス量を公表」（2023）の統計

によると、日本では年間約 523万トンの食料を廃

棄しており、廃棄物 1トンにつき 5万円ほどのコ

ストがかかっている。そして、その多くが税金か

ら補填されている状況であり、年間で 1兆円近く

の税金が食品を焼却するために費やされている。 

農林水産省「令和 4年度食品循環資源の再生利

用等実態調査結果」（2024a）によると日本の食品

産業における食品製造業の再生利用率は約 82%で

あるのに対し、外食産業の再生利用率は約 15%で

ある。また、外食産業から発生する最終的な廃棄

量は 食品製造業の約 3 倍の量にあたり、食品ロ

ス対策が求められている。そこでわれわれは、外

食産業の中でも身近である「大学食堂」（以下学食）

を対象に食品ロス調査を行った。 

 

2. エコフィードについて 

2-1 エコフィードとは 

農林水産省「エコフィードをめぐる情勢」（2024b）

によると、エコフィードとは「環境にやさしい」

や「節約する」等を意味する「エコ」と「飼料」

を意味する「フィード」を併せた造語であり、原

料として食品製造副産物や売れ残った食品、調理

残さや農場残さを利用して製造された家畜用飼料

であるとされている。なお、エコフィードという

造語に関しては「社団法人配合飼料供給安定機構」

が 2007年に特許を取得しており、現在は「公益社

団法人中央畜産会」が保有している。  

 

2-2  エコフィードの現状と利点 

エコフィード生産の現状を知るため、エコフィ

ードを製造している京都有機質資源株式会社に電

話でインタビューを行った。取材の結果和歌山県

以外の近畿圏内から 1kg あたり 25～35 円で廃棄

を回収しており、常温での回収を毎日行っている

ことが分かった。  

農林水産省の試算によると、一般廃棄排出量が

年間 200トンの食品事業者の場合、年間の廃棄物

処理にかかる費用が年間 320万円の削減が可能と

されており、廃棄をエコフィードとして再利用す

ることで持続的な社会の推進だけでなく金銭面で

の負担も軽くすることができる。 

農林水産省の統計によると、畜産業における飼

料費は経営コストの約 4～7 割を占めており、特

に濃厚飼料の大部分は輸入に依存している状態で

ある。これに加え昨今のウクライナ危機により資

料代の高騰が起きており、畜産農家の置かれる状

況は非常に厳しい状況となっている。 

しかしながら、農林水産省(2024b)配合飼料のう

ち約 2割をエコフィードで代替した場合、肥育豚

1頭あたり約 4,800円(約 14％)の飼料費の削減が

可能になる。また、入江（2009）によると技術革

新が進んだことにより、これまでの配合飼料で育

った家畜を上回る品質が得られ、上質なブランド

肉になったものも存在するという。  

次に、われわれはエコフィードを採用し養豚を

行っている「あずみ野エコファーム」、「木村牧場」

に電話にて「エコフィードに変えて良かったこと」

と「エコフィードを導入する際にかかった費用は

回収できたのか」という質問を実施した。インタ

ビューの結果、エコフィードを導入したメリット

として、「肉質が柔らかくなり、風味がよくなっ

た。」、「ブランド価値がついたし、コストの削減に

もつながった。」、「未利用資源にてついて知ること

ができた。」、「費用は回収できている。」という回

答を頂き、総合的に判断してエコフィードを導入

してよかったと話されていた。  

 

3. 京都橘大学における食品ロスの現状 

 食品ロスの現状を把握するために、学生数

6,524人(2024年 5月 1日現在)である京都橘大学

において、最も利用者数の多い学食で調査をおこ

なった。調査の結果、京都橘大学での食品ロスは

表１のようになった。 

 
表１.京都橘大学響友館食堂の食品ロス  

 食品ロスの総量 

1日 約 3kg 

1週間 （概算） 約 27kg 

1ヶ月間（概算） 約 90kg 

1年間 （概算） 約 1,095kg 
（大学生協の資料をもとにグループで作成） 
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京都橘大学においてフードロスが 1日約 3㎏と

いうのは極めて低い数字であり、この背景には曜

日ごとに売上のデータをとり、供給量の調整を行

っていることや、売れ残ってしまった食材を弁当

にして、高校のサッカー部に無償で提供するなど

の大学側の努力が反映された結果となっている。

つまり、京都橘大学の学食ではさまざまなフード

ロス対策を行っており「廃棄を削減する」という

観点での対策は限界であるといえる。  

しかし、いくら努力をしても生じてしまう廃棄

の 3㎏には、提供時間が定められている「盛り付

けた小鉢」や「フライ」などが含まれる。これら

は、学食の営業時間が 14 時までとなっているこ

とにも起因している。  

 

4. 政策提言と今後の課題  

外食産業にとって食品廃棄を減らすことは責務

であるため、家畜用飼料に変換できるエコフィー

ドは食品ロス問題の解決に有効であると考える。   

われわれの実施した学食調査では「廃棄の削減」

には限界があり、多少のロスが発生してしまうこ

とが分かった。そこでわれわれは、大学の多い京

都という立地を活かし、エコフィードを活用した

循環型社会を提案する。具体的には京都府内にあ

る大学と周辺の小中学校等と連携して廃棄を集め

る。次に、集めた廃棄をエコフィードに加工し、

それを飼料として家畜を育てる。最後に、エコフ

ィードで作られた飼料で育った家畜を学食や給食

で利用する。 

こうすることで廃棄を活用した循環型社会の実

現が可能になるだけでなく、学生が廃棄の現状や

未利用資源の存在について知る機会を提供してい

く。 

 

 
図 1 循環型社会の構図 

（グループ作成） 

 

なお、このエコフィードの取り組みを外食産業

全体で行うためには、段階として試行が必要であ

るため、最初に京都府内の学食で試験導入を行い、

検証を重ねる必要がある。京都府内の学食で行う

利点として、京都府内に 10 の大学が大学生活協

同組合と提携をしているため、多くの廃棄食品を

一度に集めることが出来る。また、エコフィード

から作られた家畜用飼料によって育てられた豚や

牛を使用した料理を学食で提供する。それととも

にポップやポスターを作成し周知することで新し

い取り組みへの関心を引きエコフィードを正しい

認識と食品ロス問題の意識を大学から発信し広げ

られる。 

 

5. おわりに   

京都橘大学の学食調査では、食品ロスは 1日 3kg

と少ないことがわかった。そのため、京都橘大学

のみでエコフィードを実施しても効果が期待でき

ない可能性が高い。しかし、他の大学の学食と連

携し、エコフィードを実施することにより、これ

まで廃棄されていた食材の再生利用率を改善する

ことができる。さらに、食品廃棄における費用の

削減・食品ロスの削減が期待される。一方で、入

江(2009)によるとエコフィードへの認知不足や、

それに伴うエコフィードに対する誤解などのマイ

ナスの声も存在すると言う。 

今後の課題は、他大学の学食も調査し、実際に

エコフィードを大学と連携し実施することが挙げ

られる。また、エコフィードを様々な外食産業で

実施することで、人々の認知不足やエコフィード

へのネガティブなイメージを軽減することができ

るであろう。 
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脱炭素社会に向けた学生の行動変容 
‐ 「楽しさ」を通じたマイボトルの利用促進 ‐ 

 

龍谷大学深尾ゼミナール Re.プロジェクト 

○西岡 謙（Ken Nishioka）・泉 摩依（Mai Izumi）・國吉 星冴（Shogo Kuniyoshi） 
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（龍谷大学政策学部政策学科） 

キーワード：脱炭素、マイボトル、行動変容 

 

1. はじめに 

京都は、日本において大学生の割合が非常に高

い地域である。そのため、京都で脱炭素社会を目

指す上で、大学生一人一人の行動は重要な役割を

果たす。現在、日本では様々な環境対策が行われ

ており、特にプラスチック製品の削減や再利用の

推進に力を入れている。しかし、大学生の間では

依然としてペットボトルの利用が多く、環境意識

が十分に浸透していない現状がある。 

この現状を踏まえ、本論文では、「ペットボトル」

における環境問題に対する学生の意識と行動につ

いて考察し、より効果的な環境教育と意識向上の

方策を提案する。その中で、「楽しさ」を通じたア

プローチがどのようにして若年層の行動変容を促

すかについても探求し、持続可能な未来のための

実践的な方法を生み出す。 

 

2. 現状把握 

2.1 ペットボトルの環境負荷 

ペットボトルは使用後、回収・洗浄・粉砕され、

再利用される仕組みが形成されている。リサイク

ルされた素材は、新しいプラスチック製品の原料

として利用され、資源の有効活用と環境負荷の軽

減に貢献している。また、ペットボトルを化学的

に分解し、新たなプラスチック製品の原料に戻す

こともできる。 

しかし、すべてのペットボトルがリサイクルさ

れているわけではなく、焼却によって処分される

場合もある。焼却処分では CO2が排出されるため、

環境に対する負荷が懸念されている。 

 
図 1：ペットボトルにおけるシステムバウンダリーの設定 

(出所)環境省 HPより筆者作成 

2.2 京都市のペットボトル排出量 

表 1 より、京都市では、2023 年度において家庭

から年間約 3400 トンのペットボトルが排出され

ている。これは市民 1 人当たり年間約 90 本に相

当する。また、2030年度には、ペットボトルの排

出量を 1600 トンに削減することを目標としてい

る。 
表 1：京都市の家庭から排出されるペットボトル排出量 

 2000 

年度 

2023 

年度 

2030 

年度 

家庭 

(トン) 
約 3600 約 3400 1600 

市民 1人当たり 

(本) 
約 90 約 90 45 

(出所)京都市 HPより筆者作成 

 

3. 京都市の取り組み 

3.1 ボトル toボトルリサイクル事業 

 京都市は、2022 年 4 月から「ボトル to ボトル

リサイクル事業」を開始した。この事業では、使

用済みのペットボトルをケミカルリサイクルの技

術を活用し、再びペットボトルとしてリサイクル

している。これにより、限りある地下資源を有効

に活用し、資源の循環を図っている。 

 

3.2 マイボトル・給水スポットの推進 

使い捨てプラスチック削減を目的として、2015

年度から「マイボトル推奨店舗事業」を開始した。

この事業では、マイボトルで飲料を購入できる店

舗の認定と PR を行っている。また、2019 年度か

ら民間事業者と連携し、無料で給水できる「給水

スポット」の拡大も推進している。実際に、京都

市は 2023年度末時点で、861箇所に給水機を設置

している。さらに、2019 年 10 月から上記の内容

を Webサイトで公開し、情報発信を行っている。 

 

4. アンケート調査 

大学生のペットボトル使用状況とその意識につ

いて調査するために、アンケートを実施した。今

回のアンケートはオンライン形式で行い、回答者

数は合計で 201名であった。 
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4.1 日常的な飲料ボトルの選択肢に関する調査 

まず、学生が普段最も利用している飲料ボトル

の種類について分析した。図 2より、マイボトル

を選んだ人の数がペットボトルを選んだ人の数を

わずかに上回った。 

 
図 2：最も使っている飲料ボトル 

 

4.2 マイボトルを最も利用する人に対する調査 

次に、マイボトルを最も利用する学生に対して、

ペットボトルの利用頻度についてアンケートを実

施した。表 2より、ペットボトルを利用していな

い学生は、全体のわずか 5%に過ぎないことが判明

した。これにより、マイボトルを頻繁に利用して

いる学生であっても、依然としてペットボトルを

利用する現状が明らかとなった。 

また、ペットボトルを利用する理由として、「購

入が簡単であるため」や「水以外の飲料を選びた

いため」などの意見が挙がっており、ペットボト

ルの利用が避けられていないことも明らかになっ

た。したがって、ペットボトル利用を減らすため

のさらなる啓発活動やインセンティブの提供が必

要であると考えられる。 
表 2：ペットボトルの利用頻度 

(割合は小数第一位で四捨五入したものを反映） 

(n=109) 回答数（割合） 

毎日・ほぼ毎日 17(16%) 

2日に 1回 11(10%) 

1週間に 1回 53(49%) 

1ヵ月に 1回 20(18%) 

利用していない 5(5%) 

その他 3(3%) 

 

4.3 ペットボトルを最も利用する人に対する調査 

さらに、ペットボトルを最も利用している学生

に対して、マイボトルの所有状況についてアンケ

ートを実施した。表 3より、全体の半数以上がマ

イボトルを所有していることが明らかになった。

これにより、適切な啓発活動やインセンティブを

提供することで、マイボトルの利用が促進される

可能性が高いことが考えられる。 
表 3：マイボトルの所有状況 

(割合は小数第一位で四捨五入したものを反映） 

(n=90) 回答数（割合） 

持っている 58(64%) 

持っていない 32(36%) 

5. 政策提案 

アンケート調査を通して、日常的にペットボト

ルを利用している学生が多く存在することが明ら

かとなった。このような学生に対して、脱炭素社

会に向けた行動変容を促す手法は様々あるが、今

回は、学生のペットボトル使用量削減を目的とし

た「お茶っぱガチャガチャ」を提案する。 

「お茶っぱガチャガチャ」とは、個包装の茶葉

をガチャガチャのカプセルの中に入れて販売する

仕組みである。最初の設置場所として、龍谷大学

内のウォーターサーバーの隣を計画している。ア

ンケート調査より、学生がマイボトルを使用する

理由として、「経済的な利点」が大きな割合を占め

ていたため、販売価格は 30 円程度の安価なもの

を想定している。この価格設定により、多くの学

生の利用を促すと同時に、持続可能な運営を可能

とすることを目指す。このように、ガチャガチャ

の普及により、学生に対して通常のペットボトル

飲料ではなく、マイボトルを使用してお茶を飲む

という新たな選択肢を与えることができる。 

現在、ガチャガチャは若者の間で人気が高く話

題性があるため、学生の興味を引き出すきっかけ

となる。そのため、お茶を飲むためにガチャガチ

ャを気軽に回すという、新たな楽しみ方を与える

ことができる。また、取り組みの目的や環境に対

する効果を掲載した看板を設置することで、環境

意識の向上も狙う。これにより、ガチャガチャを

回すこと自体が環境に良い影響を与えることを示

すことができる。さらに、地域の茶農家やエシカ

ル企業との連携を図り、提供する茶葉を環境に配

慮したものにすることで、地元産業の活性化と環

境保護の両立を目指す。 

この取り組みは、将来的には京都市全体へと展

開していくことを考えている。このように、多く

の学生に対して、マイボトルの利用を通して環境

のことを楽しく知る仕組みこそが、脱炭素社会を

目指す中で大きく貢献するのではないかと考えた。 
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フードロスを減らすためには 
‐食べ残しに関するアンケートを通して‐ 
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1. はじめに 
近年発展途上国において深刻な食糧不足が問題

となっている。一方で先進国の間では、まだ食用

可能であるのにもかかわらず、廃棄処分されてし

まうという、いわゆるフードロスがかなり問題に

なっている。フードロスには様々なタイプのもの

がある。代表的なものとして、家庭ごみや外食産

業、食品製造業などで排出されるものがあげられ

る。本論では飲食店、特に食べ放題のメニューを

提供している店で発生するフードロスの対策につ

いて述べることとする。 

 

2. 現状 
農林水産省(2023)によると、令和３年度時点で

年間総フードロスの量は 523 万トンと 10 年前か

ら約 19%減少している。しかし、政府は 2030年ま

でに年間総フードロスの量を 273万トンまで削減

することを目標に掲げており、現在の減少幅では

目標達成は困難だと考える。中でも飲食店を含む

外食産業は令和 3 年度時点で年間 80 万トンのフ

ードロスを発生させており、事業系の約 29%を占

めている。過去 10年での変化量は約 33%減と一見

大きく減ったように見えるが、新型コロナウイル

スが蔓延した 2020 年に大きく減少していること

から、フードロス削減対策の効果によるものでは

ない可能性がある。 

 

3. 研究の目的 
本研究は「食品ロス」を削減するために企業と

顧客に何ができるか明らかにすることを目的とす

る。例として、フードバンクの寄贈や販売方法の

変更等が挙げられるが、本研究では店舗と顧客に

焦点を当て、食べ残しの罰金措置についての問題

について研究する。 

 

4. 研究の方法 
現在実際に行われている食品ロス削減の取り組

みとして、多くの店舗で、適量注文、食べ切り呼

びかけ、持ち帰りなどの取り組みがなされている。

本論では、既存の取り組み（食べ残しの罰金）を

踏まえたうえで、さらに行動経済学的な視点を導

入する。そのために Googleフォームを利用した消

費者向けのアンケートを作成し主に大学生に回答

をしてもらった。このアンケートでは、食べ放題

の飲食店において「具体的にどれくらいの罰金を

課せば、食べ残しが減るのか」という問いと「実

際に罰金制度が実施されているか」という問いを

明らかにする目的で行う。このアンケートをもと

に行動経済学の中の損失回避という見方のもと分

析、考察を進め、新しい政策を提案する。 

 

5. 結果 
 今回のアンケートでは、合計 124件の回答を得

た。初めに、罰金が科せられる場合にどのくらい

の金額なら適正量を頼むかについて回答してもら

った。回答形式はあらかじめいくつかの選択肢を

設け、どれにも当てはまらない場合のみ回答者自

身で値段を記入してもらうこととした。結果は図

1のようになり、1200円という回答が一番多く、

次に 1800円という回答が多い結果となった。この

アンケートの中央値は 1200円、平均値は 2006円

であると判明した。また、10000 円を選んだ人の

割合が 1割程度おり、他の選択肢の金額に対して

平均値に与える影響が大きいと考えられるため、

中央値の 1200円を利用して考えることとする。 

 次に、どれほどの人が実際に罰金制度を科せら

れていると思っているかについて回答してもらっ

た。アンケート実施以前、私たちの班内で罰金を

取られた経験があるかについて話し合った際、罰

金を払った経験のある人が一人もいなかったこと

から、アンケートの結果は大半の人が罰金制度の

実施について懐疑的な意見を持っているのではな

いかと考察していた。しかし、アンケートの結果

（図 2）を見ると、46.8%の人が食べ放題の飲食店

で罰金が課せられていると思っていることが判明

した。ただし、「思う」と回答した人すべてが罰金

を体験したことがあるとは限らない。 
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図 1適切な罰金金額に関するアンケートの回答の分布 

図 2罰金制度の実施に関するアンケートの回答の分布 

 

6. 考察 
上記の結果からいくつかの考察が得られる。ま

ず一つ目に図 1から得られる罰金の設定について

である。罰金の設定が低すぎる場合、消費者にと

っての負担が少ないため食べ残しをしても大きな

デメリットだと感じないと考える。反対に罰金の

設定が高すぎる場合、消費者が罰金を恐れて適正

量より少ない量を注文する可能性がある。そうな

れば食べ放題の魅力である「好きなだけ食べられ

る」という体験が損なわれるかもしれない。また

心理的なプレッシャーが増し、食事の楽しさが減

少することも考えられる。 

次に、図 2から得られる罰金制度の認識につい

てである。「罰金が科せられていると思う」と答え

た人と、「罰金が科せられていると思わない」と答

えた人の割合がほぼ半々に近いことから、罰金制

度に対する認識やその実施の実感が二極化してい

ることがわかる。一部の消費者は罰金制度が強く

印象に残り、その存在を意識して行動している一

方で、他の消費者は罰金の適用が少ないか、ある

いは制度自体に意識が向いていない可能性がある

と考えられる。「思う」と回答した 46.8%の人々は

制度を強く意識し、行動に影響を受けている一方

で、「思わない」と回答した 53.2%の人々は、罰金

が実際に科せられる場面に直面していないか、制

度の存在に慣れてしまっている可能性がある。 

行動経済学の観点からは、「損失回避」が作用す

る可能性がある。消費者は利益を得ることよりも、

損失を避けることに敏感である。従って罰金制度

は消費者にとっては損失として強く考えられるた

め、商品を適正量注文するための抑止力になると

考えられる。 

 

7. 結論 
この研究の結果として、食べ放題メニューを提

供する飲食店での食べ残しに対する罰金制度は、

フードロス削減に一定の効果があるものの、その

実効性や認識には課題があることが明らかになっ

た。アンケートの結果によれば、罰金額に関して、

1200円や 1800円が多く支持されていることから、

罰金額は定価の半額程度が好まれている可能性が

示唆された。また、行動経済学の「損失回避」の

観点からは、消費者が損失（罰金）を避けるため

に、適正な量を注文する可能性が高いと考えられ

る。しかし、制度の効果を最大化するには、消費

者への罰金制度の周知を強化し、過度なプレッシ

ャーを与えない適切な罰金設定が重要である。 

政策提言として、図 1の「一人当たりの罰金は

いくらがよいか」の中央値は 1200円となった。こ

の額は消費者に適度なプレッシャーを与えつつ、

注文量を適切に保ち、食べ残しを抑える効果が期

待できると考えられる。図 2からは実際に罰金を

取られた量を入口に設置することで罰金制度をよ

り強く意識させられるのではないかと推測する。 

 

８.今後の課題 

今後の課題として二点挙げられる。一点目は所

得によって結果が変わるのではないかという点で

ある。これは罰金の金額を負担に感じるかどうか

は、その人の金銭感覚によるものであり、この金

銭感覚は所得と深くかかわるためである。例えば、

高所得者層にとって、罰金の金額が相対的に小さ

く感じられることがある。一般的な罰金額では経

済的な影響が軽微で、フードロス削減のインセン

ティブとして機能しない可能性が高い。この場合、

罰金を払っても問題ないと考える可能性があり、

フードロスを減らす十分な動機づけにならない可

能性がある。 

二点目は罰金の不明瞭さやトラブルの可能性が

あるという点である。食べ残しに対する罰金の基

準が曖昧な場合、何が「無駄」なのかを消費者が

正確に判断できず、トラブルに発展する可能性が

ある。食べ放題のルールに従ったつもりでも、予

期しない罰金を請求されることで、消費者は困惑

し不公平感を感じ、クレーム等に発展する可能性

がある。今後の活動として大学生以外の年代層に

も同様のアンケートを取り正確性を高めていきた

い。 
参考 

農林水産省.「最新の食品ロス量は 523 万トン、事業系で

は 297万トンに」. 

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/att

ach/pdf/230609-1.pdf (参照:2024年 10月 21日) 
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京くみひもで広げる地域コミュニティのつながり 
―京都市北区の福祉施設での挑戦― 

 

佛教大学社会学部大谷ゼミ京くみひも班 

○佐藤 快(Kai Sato)・野村 くるみ(Kurumi Nomura) 

中野 美咲(Misaki Nakano)・久保 智菜美(Chinami Kubo) 

小山 暁斗(Akito Koyama) 

（佛教大学社会学部現代社会学科） 

キーワード：伝統産業、福祉、包摂的な地域コミュニティ 
 

1. はじめに 

1.1 研究目的 

本研究の目的は「京くみひもを活用した京都市

北区の包摂的な地域コミュニティの形成」である。 

京くみひもはかつて、仏具や装飾品などの場面

で広く使われてきた。しかし、近年は人々の生活

様式が変化し、伝統産業が日常から遠のいている。 

京くみひもはストラップなど身近なアイテムと

しても利用できる。そのため、私たちは伝統産業

を活用した包摂的な地域コミュニティ形成を目的

とした、京くみひものストラップ作りの体験型ワ

ークショップ（以下、WS）を企画した。 

そこで、本学と同じ京都市北区にあり、京くみ

ひもと西陣織の製造に取り組んでいる西陣工房

（就労継続支援 B 型事業所）に協力していただい

た。西陣工房では、伝統産業の後継者難を障がい

者の労働力でカバーし伝統産業の維持を福祉施設

が補っている。西陣工房がある京都市北区では、

「区民主体で取り組む地域活動があるまち」など

の方針を掲げている。しかし、京都市では市民の

コミュニティ意識はかつてに比べて希薄化しつつ

あると指摘している（京都市 2001）。障がい者と

地域住民・大学生の交流によりコミュニティ意識

を育み、包摂的な地域コミュニティの形成が期待

できると考えた。 

1.2 先行研究 

まず、組紐の技術伝統による先行研究を検討す

る。木下雅子によれば、紐は元来存在を認められ

ることが少なく、社会の工業化に伴い真っ先に消

滅することが多いので、主として遠隔地や少数民

族に残るこれらの技法の将来が憂えられるという

（木下 1987)。そこで、京くみひもの周知が必要

であると考えた。 

次に、地域コミュニティと障がい者の地域生活

に関する研究として、都築光一の研究を取り上げ

る。都築は、近年、地域社会における人々の繋が

りの希薄化等に対する対応策が求められる中、そ

の対策として「地域共生社会」の実現のため福祉

コミュニティの取り組みの一部が政策化されたと

指摘する（都築 2022）。また、直島克樹によれば、

共生とは単に一緒にいるということではなく、異

なる葛藤や対立に向き合い続けその末にたどり着

くものとしてとらえられている。続けて、共生思

想の広がりも社会的包摂の実現への鍵を握ると述

べている。なお、ここでは社会的包摂を「社会的

排除という状態への対応」と定義し、「地域社会に

おける新しい「つながり」の創出」をめざす動向

と規定する（直島 2020）。そこで、障がい者の社

会的包摂に向けて地域コミュニティの活動が重要

となる。藤田正典は、障がい者のもつ多様な能力

の発揮機会をつくることにより新たなイノベーシ

ョン創出の可能性があると示唆する（藤田 2023）。 

以上の先行研究を踏まえ、多様な能力が発揮さ

れる組紐技術で包摂的な地域コミュニティの形成

をどう促進できるかについて、本論では WS の実

践を通して研究していく。 

2.対象 

2.1北区について 

北区は京都市の北西部に位置する。区内には大

学など教育機関が数多くあり、若者が多いまちで

ある。 
 北区は歴史的な寺院や自然に恵まれた地域であ

る。西陣地区は北区の西部に位置し、日本を代表

する西陣織の産地である。京くみひもと関連する

西陣織などの職人が集まり、伝統産業の中心地と

なってきたが、近年は生産量と出荷額が共に減少

している。 
2.2京くみひもについて 
京くみひもは現代において和装の帯締めの他に、

アクセサリーや髪飾り、ペンダント照明など使わ

れ方は多岐にわたる（畔柳加奈子ほか 2024）。京

くみひも製造全盛期の昭和 45 年には出荷額が約

1000 億円、従業員数は 640人であったが、平成 12

年には出荷額が約 15 億円、従業員数は 169 人に

落ち込んだ。これらのことから京くみひもは深刻

な需要減少や後継者難であることがわかる（京都

市伝統産業活性化検討委員会 2008）。 

2.3 西陣工房について 

 西陣工房は平成 16 年にデイサービス事業所と

して開所し、平成 23 年に就労継続支援 B 型事業

所となった福祉施設である。西陣工房では施設利

用者が伝統産業に従事する「伝福連携」という福
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祉理念を掲げており、伝統産業の後継者難を福祉

施設が補うことを目標としている。現在 40 名の

障がいを持つ利用者が京くみひも、西陣織などの

作業を担っている。また、西陣工房では事業所や

作品展示会でくみひも体験教室を開いている。利

用者が希望者に教えることで障がい者への理解を

深めていく取り組みをしている。事業所での体験

者は府外の修学旅行生が多いことから、私たちは

この取り組みを京都市北区の地域コミュニティの

形成に繋げることを目的とした WS の実践を行え

ないか検討した。 

3．調査方法 

私たちは、西陣工房へのインタビュー調査（2024

年 6 月 3日、10月 10日）を行い、WS（8月 25日）

を実践した。 

4．調査結果 

 京都市伝統産業活性化検討委員会によれば、伝

統産業や京くみひもをめぐる上記の課題を解決す

るため伝統産業の周知がより必要であり、伝統産

業に触れ、知識や興味などを身に着けることが必

要である（京都市伝統産業活性化委員会 2008）。 

西陣工房理事長の河合隆氏によれば、「社会は障

がい者を腫れ物に触るように扱っている」「障がい

者でもできるという見せ場が少ない、伝統産業を

職人並みに作っているということを知らない」と

仰っていた。事業所内での交流やイベントが多く

地域との交流が少ないのが現状であり、障がい者

の活躍の場や障がい者と関わるコミュニティは限

られる。また、伝統産業の「消費と後継者は業界

の課題であるとともに行政の課題とも言える」「手

先の器用な人がおおい知的障がい者と京都の伝統

産業とのコラボレーションは京都市との挑戦であ

る」と仰っていた。B 型事業所の労働者は最低賃

金が保障されていないながらも、職人と同等の技

術と製法で制作に当たっている。現在では、京都

で手組の手法を用い正絹を使った京くみひもの生

産は数件しか行われていないことも分かった。 

5．政策提言とその実践 

 以上を踏まえ、私たちはさまざまな世代に対す

る京くみひもの周知と、障がい者と健常者が共生

する包摂的な地域コミュニティの実現を目指す取

り組みが必要と考え、実験的に北区の小学生やそ

の保護者など一般の方を対象とした WS「あなただ

けの京くみひもストラップ作り＆卓球バレー大会」

を西陣工房で行った（2024年 8 月 25日）。 

 当日は西陣工房の職員の方、利用者の方々と私

たちが主催者側としてイベントの運営を行い、小

学生とその保護者などを含めた 15 名に京くみひ

もを用いたストラップ作りを体験していただいた。 

 最初に私たちと利用者が作り方を実演し、その

後、参加者に体験していただく中で、主催者側と

参加者側や参加者同士の交流もみられた。 

 体験後、参加者にはアンケートに答えていただ

いた。回答してくださった 11 人のうち、京くみひ

もに「興味を持った」、「やや興味を持った」と答

えた方が 6 名、「当該イベントのような伝統文化

を体験するイベントに参加したいか」という質問

に対して「はい」と答えた人が 10名、「あなたの

生活にとって伝統文化は必要か」という質問に対

して、11 名全員が「とても大事である」、「どちら

かといえば大事である」と回答した。また当 WS は

マスコミにも注目され、当日の様子は『京都新聞』

9月 2 日号、『文化時報』9月 3日号に掲載された。 

 この結果から、当 WSが京くみひもの周知と、施

設利用者と地域住民間のコミュニケーションの促

進に貢献したと言える。また、アンケート結果を

踏まえ、地域での伝統産業の周知には WS 等を活

用し、伝統産業の魅力や可能性を広める機会を増

やすことが重要であると考える。伝統産業や京く

みひもをめぐる上記の課題を解決するため、地域

の特性を活用した住民間のコミュニケーションを

増やし、障がい者との共生について考える機会を

作ることが包摂的な地域コミュニティ形成の第一

歩と考える。 

今後は限定した年齢層ではなく幅広い年齢層を

呼び込み、様々な開催地での WS の開催を行う必

要がある。そのためには、福祉施設と行政の連携

が欠かせない課題となる。行政は地域住民の声に

耳を傾け、WS などの住民発信のアイデアを具体的

な施策に繋げることが大切である。伝統産業と住

民、福祉施設、行政が連携することで文化振興、

福祉の向上に貢献し、包摂的な地域コミュニティ

形成を促進することができると推察する。 

 以上を本論における政策提言とする。 
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認証保育所と育児の多様性 
‐認可保育所利用者へのインタビューから‐ 

 

京都産業大学 松並ゼミ C チーム 

○佐藤 寧音（Nene SATO）・樫根 優果（Yuka KASHINE）・小和田 萌香（Moeka 

KOWADA）・楠本 紗千(Sachi KUSUMOTO)・伊澤 莉子(Riko IZAWA)・山城 柚季(Yuzuki 

YAMASHIRO)・尾崎 美玲(Mirei OZAKI)・日野 亨志郎(Kyoshiro HINO) 

（京都産業大学 現代社会学部 現代社会学科） 

キーワード：認可外保育所・認証保育所・潜在的待機児童 
 

1．研究目的 

現在、日本では少子化が進む一方で、保育所利

用率は増加傾向にあり、保育ニーズが地域で偏在

していることから保育所の数は不足している。京

都市では受皿確保の取り組みや認可保育所の協力

により、11年連続で保育所等利用待機児童ゼロを

達成している。しかしながら、京都市の潜在的待

機児童数は 2024年 4月時点で昨年から 39人増加

し 483 人存在する。（京都市子ども若者はぐくみ

局 2024）その原因の一つとして、多様化した働

き方や暮らし方が当たり前になった現代において

保育施設にも多様な形が求められているにも関わ

らず、現在の認可保育所は働き方に追い付いてい

ないことが挙げられる。そこで、東京都をはじめ

とした複数の自治体では、新たな保育施設の分類

として認証保育所を設けている。認証保育所とは、

国の基準によって分類される認可・認可外保育所

とは異なり、自治体が独自の基準を設定し、その

基準を満たすことで自治体が承認した保育施設で

ある。認可保育所だけでは応えきれない保育ニー

ズに対応することを目的としている。 

本研究では、保育所のあり方に焦点を当て、認

可保育所に子供を預ける保護者のインタビューか

ら多様化した働き方やニーズに合った認証保育所

を考案し、導入に向けての政策を提案する。 

 

2．事前調査による現状分析 

 事前調査として 6月 25日～7月 7日に保育所を

利用している保護者を対象に、「子育てについて」

という題目で Microsoft Formsを用いたアンケー

トを保育所 3か所に実施した。このアンケートで

は子育て中の悩みを調査し、保護者の子育ての現

状を把握することを目的とした内容になっており、

51人の回答を得ることができた。 

 そして、アンケート結果から「保育所利用時間

の他に、一時預かりや延長保育を求めている」意

見が多く見られたことから、保育時間の短い認可

保育所は、保護者の需要を満たしきれていないこ

とがわかった。この点から、認可保育所よりも保

育時間に幅を持たせることができる認可外保育所

に着目した。しかし、認可外保育所は認可保育所

と比較し、利用者が少なく、京都市ホームページ

では認可外保育所の詳細な情報は確認できない現

状がある。そこで、情報不足による安全性への不

安が利用への障壁になっていると仮定し、保育所

選びの基準を調査するとともに、認可外保育所に

ついてのイメージや認証保育所の需要を調査する

ため、インタビュー調査を行った。 

 

3．研究方法 

 2024 年 10 月 9 日、10 月 11 日に、知人を介し

認可保育所を利用していた保護者 3名(以下 A氏、

B氏、C氏とする。) にデプスインタビューを実施

した。A氏・B氏・C氏共に保育所を利用するまで

のプロセス等をインタビューガイドに従って聞き

取る半構造化面接法で行った。 
表 1 調査対象者の属性 

  

4．調査結果 

インタビューの内容を①～④に区分し、SCAT法

で導いた最終的な構成概念を記載したものが表 2

のとおりである。 
表 2 インタビュー結果 

 
 

4-1. 認可外保育所へのイメージ：「マイナスの

イメージ」 

 保育士の資格が無くても保育に携わることがで

きるため、全体的に素人というイメージを持って
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いる。B 氏からは、保育士などの人材が十分確保

できていない場所もあるため、安全面に不安があ

るという意見を得た。特に C氏は、「うつぶせ寝」

事故を一例に上げ、マイナスのイメージを抱えて

いると話した。 

4-2. 認可外保育所に入所していた可能性：「な

かった」 

 当時、認可外保育所が多くなかったという意見

もあったが、「希望の場所に入所できなかったら、

家から遠くとも他の“認可保育所”に入所してい

た」といった意見もあり、あくまでも認可保育所

優先であることがわかった。 

4-3. 保育所について調べやすかったか：「やり

やすくはなかった」 

 入所までの情報収集として、「区役所から保育

所一覧表を受け取る→ホームページで検索→見

学」といった流れが一般的なようであった。しか

し、ほぼ自分で調べて動かないといけないこと

や、区のホームページから保育施設のホームペー

ジといったように、二段階で調べる必要があるこ

とに負担を感じていた。 

4-4. 認証保育所ができたら選択肢に入るか：

「入ると思う」 

 新たな方式の認証保育所について、三者とも肯

定的な意見だった。「国や市からの認証があると安

心」という意見から、我々が提言する「認証保育

所」の需要が見えてきた。 

 

5. 考察 
分析結果から、認可外保育所に対してマイナス

なイメージを持つ意見が多くあることが明らかに

なった。近年徐々に好転してきているという意見

もあったが、依然安全面など、保育の質に対する

不安を払拭することはできていない。京都市では

定められた基準を満たした認可外保育所に「京都

市認可外保育施設指導監督及び指導監督基準を満

たす旨の証明書」を交付しているが、認可・認可

外という区分しかない為、十全に運営している施

設も認可外が故にその利点を周知しにくい現状が

ある。そのため、施設を選ぶ際、認可外保育所が

選択肢に入りにくく、現状を知る機会が失われる

ため、イメージ改善にも繋がらないのではないか。

一方で、認可外保育所のメリットの一つである幅

のある保育時間は一定数の需要がある可能性が示

された。認可保育所では、特に正社員の共働きの

場合、延長保育を利用しても時間に余裕がないこ

ともあり、保護者のニーズに対応しきれていない

と考えられる。 

さらに、情報収集に関して、事前調査だけでな

くインタビュー調査でも不便さを訴える意見があ

り、改善の余地が残されていると考える。 

 

 

6. 政策提言 

働き方や暮らし方が多様化する中で、保育時間

や入所可能人数など認可保育所では補いきれない

需要があり、これは時に保護者の社会復帰の妨げ

となっていると考えられる。それらを補う認可外

保育所は、安全面や保育料に不安があり、積極的

に利用しようと考える人が少ないという課題が残

る。しかし、不安要素を改善することができれば、

認可保育所と比べ自由度の高い認可外保育所は、

現代の日本において高い需要があるのではないか。 

これらを踏まえた上で、2つの政策を提案する。 

6-1. 認証保育所の設置 

認可保育所と認可外保育所の中間部分として京

都市独自の基準を設定し、新たな方式の保育所を

設ける。保育時間を 13 時間以上に設定すること

で 19 時以降の利用にも対応しつつ、二重保育を

防ぎ、自治体から補助金を出すことで保育料に上

限を定め、保護者の負担を削減することができる。

また、自治体の承認を得ているという点により安

心して子供を預けることが可能である。 

インタビュー結果から、認証保育所に対して肯

定的な意見を得ることができ、京都市においても

市民のニーズに応えられる制度になることが期待

できる。さらに、認可外保育所に認証保育所への

移行を目指してもらい、認可外全体のレベルの底

上げを図ることで、マイナスイメージの払拭が見

込める。 

6-2. 情報収集の簡便化 

保育施設、特に認可外保育所に対する情報をま

とめ、公式な情報として発信する。 

現在京都市では、京都市ホームページ、はぐく

ーも KYOTOなどのサイトで子育てに関する情報を

得ることができ、保育施設についても確認するこ

とができる。しかし、認可保育所についての情報

が充実している一方で、認可外保育所については

不足感が否めない。公的な場での情報不足は、対

象者の正確な知識取得を阻害し、不要な憶測に繋

がる可能性もあるため、十分な情報提供が必要で

ある。現在京都市からは、認可外保育所の MAPや

受け入れ枠などの情報は確認することができない。

そのため、保護者が一から調べる必要があり、負

担が大きい。認可保育所と同様に十分な情報を得

ることができれば、認可外保育所に対する見識も

深まり、暮らしに合わせた選択の幅が広がるので

はないか。 
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ドローン飛行可能スポットの必要性と有効性 
 

京都府立大学公共政策学部窪田好男研究室 

○加藤公佳（Kimika KATO）・石津奏（Kana ISHIZU）・小山絢加（Ayaka KOYAMA）・ 

中村美里（Miri NAKAMURA）・増井くるみ（Kurumi MASUI）・源玲生（Reo MINAMOTO） 

（京都府立大学公共政策学部公共政策学科） 
キーワード：デジタル田園都市国家構想、ドローンフィールド、ドローン飛行可能ス

ポット 

 

1. はじめに 

2021 年に国の重要政策として実施が始まった

デジタル田園都市国家構想は、地方において地域

の豊かさを残したまま、デジタルの力を利用して

都市と同じ、または異なった利便性と魅力を持つ

地域づくりを目標としている。デジタルの力を活

用した地方課題のための主要施策としてドローン

を用いた公共交通・物流サービス・インフラ分野

の DXの推進が挙げられている。 

ドローンの活躍が期待されるのは地方だけでは

ない。航空法が 2022年 12月に改正されたことで

目視外（レベル４）飛行が解禁され、一定の基準

を満たした場合、補助者を設置せずともドローン

を有人地帯で飛行させることが可能になった。現

在は離島・過疎地域での実証実験が進められてい

るが、2026年以降都市部での運用も計画されてお

り、都市施策においても重要である。 

 

2. ドローン普及に向けた課題 

ドローンは昨今の注目産業であるが、現在では

飛行させるうえで複数の規制がかけられている。

具体的には小型無人機等飛行禁止法により、特定

の重要施設および周辺上空での飛行が禁止されて

いる。また、航空法により緊急用務空域での飛行

が禁止され、DID 地区・空港周辺上空でドローン

を飛行させる際、飛行の許可・承認を得る必要が

ある。加えて、地域によっては条例により河川・

公園上空での飛行が禁止されている市区町村もあ

る。規制以外ではプロペラの騒音・付属カメラに

よるプライバシーの侵害について配慮する必要が

あり、ドローンの機体特性自体が飛行場所の制限

に繋がっている。 

ドローンを飛行させる身近な場所としてドロー

ンフィールドがある。ここで言うドローンフィー

ルドとは、ドローンを飛行させて競技・実証実験

を行うことを目的とした施設を指し、管理主体は

各種協会、民営会社等様々である。典型的な例と

してはドローンスクールに併設されたドローンフ

ィールドがある。一方、これらのフィールドは使

途の制限、利用者の制限がかけられていることも

あり、誰もがドローンを飛行させる場所として開

放されていない。そのため、誰もがドローンを自

由に飛ばせる地域の設定が必要となる。 

 

3. 提案内容 

我々は、ドローンの飛行を制限する要素が複数

あることを踏まえ、既存のドローンフィールドだ

けではドローンを社会に浸透させるのに十分とは

言えないと考える。そのため、ドローン飛行可能

スポットの設定を提案する。 

ドローン飛行可能スポットの先進事例として那

賀町（徳島県）への訪問調査を行った。 

 

4. 那賀町への訪問調査のデザインと実施 

那賀町は徳島県中部に位置し、2005年に 5町村

が合併してできた町であり、その広大な面積の 9

割以上は森林が占めている。現在は人口減少や鳥

獣被害などの問題を抱えている一方で、豊かな自

然が身近にある魅力的な町である。こうした自然

豊かな風景に着目して、都市部からのアクセスの

悪さや消滅可能性都市というマイナス面を逆手に

とり、「日本一ドローンが飛ぶ町」を目指してドロ

ーン推進室を中心にドローンを使ったまちづくり

を行っている。全国でも事例の少ないドローン飛

行可能スポットを実施している自治体であり、関

西からのアクセスが比較的容易であったため、訪

問調査先として決定した。 

訪問調査は、石津、源が指導教員の窪田好男教

授とともに実施した。那賀町役場の方へのインタ

ビューやドローンフィールドの視察、ドローン飛

行可能スポットの視察と持ち込んだドローンによ

る飛行体験という 3項目について調査を行った。 

 

5. 調査の結果 

調査内容および結果についてインタビュー、ド

ローンフィールド、飛行体験の順に記述する。 

5.1 インタビュー 

2024年 8月 28日 13時 30分から 15時に那賀町

鷲敷庁舎会議室にて、那賀町役場 みらいデジタル

課課長 三好 俊明 氏と那賀町役場 みらいデジタ

ル課主事 儀宝 聖大 氏にインタビューを行った。 

ドローン関係人口としては一般の飛行経験者や

調査を目的とした事業者が訪ねている場合もあり、

利用者層は限定されていない。土日に限らず平日
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にも利用者がいることが分かった。 

ドローン愛好者の交流人口の増加により、徐々

に町名が浸透したり、ドローン事業者による事業

展開がみられたりするようになったという。 

ドローンフィールドを町有地に設置したものの、

草刈といった定期的な整備が必要なため、コスト

がかかるとのことであった。 

懸念事項としては、物流や有害鳥獣対策にドロ

ーンを利用する際のコストの高さである。また、

点検作業にドローンを使用しても最終的には人間

の判断が必要となり、完全な代替性が無いのも課

題と考えているとのことであった。 

 

5.2 ドローンフィールド 

那賀町内で 1か所あるドローンフィールドの視

察を行った。ドローン飛行可能スポットの設置後、

利用者からの要望もありドローンフィールドが設

置された経緯がある。 

 

5.3 ドローン飛行可能スポット 

ドローン飛行可能スポットは整備された区画で

はなく、足場の悪さが目立つものの開けた場所に

設置されているためドローンを飛行させるうえで

支障はなかった。訪問を行った以下の図 1は、訪

問時に那賀町から提供を受けた資料を元に作成し

たものである。2015年にドローン飛行可能エリア

を設置してから 2023 年度までの無人航空機等利

用届出の提出状況を示す。 

 

 
図 1 那賀町無人航空機等飛行申請受理数 

出所：那賀町の提供資料から筆者作成 

※人数に関しては 2021年度からの集計 

 

件数に関しては 8年間で 484件、人数に関して

は 3年間で 508人の利用が確認されている。飛行

させる際の届け出は任意であるから、実際の利用

件数・人数はさらに多いと推測される。 

 

6. 結論 

ドローンフィールドは学校跡地やフットサルコ

ートなど開けた場所に作られることが多い。一方、

ドローン飛行可能スポットは、ドローンフィール

ドのように利用者を監視・管理する人を配置せず

無人で開放されていることが前提である。そのた

め、ダム・グラウンド・公園・峠など多岐にわた

るドローン飛行可能スポットを設置することが出

来ている。つまり、ドローン飛行可能スポットは

ドローンフィールドと比較し、「飛行シチュエーシ

ョンの制約がほとんどない状態の中、操縦者の裁

量でドローンを自由に飛行させることが可能」で

あると考える。また、那賀町での飛行申請件数お

よび人数が年々増加傾向にあることから「ドロー

ン飛行可能スポットに魅力を感じ利用する人が一

定数存在すること」が分かる。 

これらの調査結果から、ドローン飛行可能スポ

ットは都市を含む他の地域にも同様に設置できる、

政策として一般化可能性があると推察される。 

以上のことから、ドローン飛行可能スポットは

自由にドローンを飛行させるという目的に対し、

一定の効果が期待できると判断する。 

 

7. その他の効果 

制約の少ない飛行場所の実現以外にも地域振興

にドローン飛行可能スポットが役に立つと考える。

那賀町はスポット設置と共に、那賀町ドローンマ

ップの作製、各地のドローンイベントでの当該エ

リアの PR にも力を入れている。マップには合計

35のスポットについて地区ごとに、スポットの詳

細、見どころが記載されている。ドローン飛行可

能エリアの設置は、ドローン普及に一定の効果が

期待できるとともに、ドローンを使える関係人口

獲得の 1つのきっかけとなりうる。 

 

8. おわりに 

那賀町の調査訪問によりドローン飛行可能スポ

ットがドローン普及に関して一定の意義があると

判断した。一方、那賀町から指定されているスポ

ットは計 35 か所あり、那賀町全域に広く分布し

ている。個別的なドローン飛行可能スポットの稼

働率や申請件数の偏りなど、各スポットと飛行申

請数の関連性についてさらなる追加調査が必要で

ある。 
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応募論文 

（掲載のみ） 
 

※応募していただいたにもかかわらず、発表の機会を提供することができなかった論文を 

以降に掲載します。 
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京都における在留外国人に向けた政策 
 

京都橘大学経済学部吉川ゼミ 
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Kishida）高山 淳平(Junpei Koyama)小谷 拓未(Takumi Kotani) 

（京都橘大学経済学部経済学科） 
キーワード：人口、労働者、留学生 

 

1. はじめに 

日本の人口が減少している中、京都府において

も人口の減少が進んでいる。京都府推計人口によ

ると 2018 年の京都府の人口は、約 256 万人であ

り、2023年では約 254万人である。過去 5年間で

2 万人の減少が進んでおり、2030 年には、約 243

万人まで減少すると言われている。また、急速に

進む人口減少、そして少子高齢化という新たな局

面に直面する日本において最も懸念されているこ

との 1つが、「労働力不足」である。 

内閣府が公表している「令和 4年版高齢社会白

書」によると、2025 年には 75 歳以上の後期高齢

者人口が 2,180万人、65～74歳の前期高齢者人口

が 1,497万人に達すると予測されている。国民の

約 3人に 1人が 65歳以上、約 5人に 1人が 75歳

以上となる計算である。京都の人口減少・少子高

齢化という課題の中、安定なものにするためには

日本人を増やすだけでは限度がある。そこで、我々

は外国人定住者に着目し未来ある「京都」にする

ため「マッチングイベント」と「京都市に新たな

ランドマーク」を提言する。 

 

2. 現状 
2.1 京都府の外国人定住者の現状 

出入国在留管理庁によると、都道府県別在留外

国人について、令和 5 年末京都府は 75,818 人で

全国 11位である。全国で上位 5府県は、1位東京

都 663,362人、2位愛知県 310,845人、3位大阪府

301,490、4 位神奈川県 267,523 人、5 位埼玉県

234,698人である。 

京都府国際化調査によると、京都府国籍別外国

人住民数について、令和 5年最も多い国は韓国・

朝鮮の 22,269 人である。次いでは中国の 19,984

人である。 

また、総務省統計局の在留外国人マップによる

と、市区町村別在留外国人率ランキングとして、

1位南区、2位左京区、3位伏見区、4位上京区、

5位右京区、6位下京区、7位北区、8位東山区、

9位久御山町、10位中京区とし、京都市に固まっ

ていることが分かる。 

京都市において、大学が多く商業施設が集中し

ているため、外国人の需要が高い地域であると言

える。 

2.2 外国人労働者の割合 

厚生労働省の外国人雇用状況によると、日本の

外国人労働者数は令和元年では男性 881,913人、

女性 776,891人の合計 1,658,804人である。令和

5 年では、男性 1,090,564 人、女性 958,111 人の

合計 2,048,647人である。令和元年から令和 5年

の 5年間で 389,871人増加した。 

令和 5年都道府県別外国人労働者として、全国

で上位の府県は、1位東京都 542,992人、2位愛知

県 210,159 人、3 位大阪府 146,384 人であり、京

都府は 17位で 28,506人である。東京都と京都府

の差は 542,992人の差がある。在留外国人ランキ

ングは、11 位だったが、外国人労働者数は 17 位

であった。 

図 1 厚生労働省「外国人雇用状況」 

 

京都府外国人材受入れに係る実態・ニーズ等調

査によると、令和元年京都府、中小企業の現状は

502社の中、「人手不足を実感しているのか」の問

いに対し、85.3%が人手不足であると回答している。

また、外国人材の受け入れ状況について、33.5%が

受け入れており、13.7%は受け入れていたが、現在

は受け入れていない状況である。しかし、53%の企

業は受け入れていないと回答している。この回答

により、人手不足を感じる企業は 8割以上に対し、

外国人材の受け入れをしていない企業は半数以上

を占めていることが分かった。 

アンケート結果により、外国人を受け入れて苦

労した点は「コミュニケーションが取りにくい」

が 30.2%と最も高く、次いで「日本人との価値観・

文化の違いや日本の企業文化・ビジネスマナーの
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理解不足」が 24.4%と高い。また、外国人労働者を

受け入れない理由として「日本語コミュニケーシ

ョン能力が不足」が 17.8%と最も高く、次いで、

「日本人との価値観･文化の違いや日本の企業文

化・ビジネスマナーの理解不足」が 17.0%である。 

この結果により、外国人を受け入れて苦労した

点と外国人労働者を受け入れない要因は同じ理由

であることが分かった。 

これらに対する対策をより強化することで、日

本企業は外国人労働者を雇いやすくなり人手不足

の課題を克服することができると考える。 

 

3. 外国人留学生の現状 

独立行政法人日本学生支援機構「外国人留学生

在籍状況調査結果」による外国人留学生の状況に

ついて、全国の留学生数の伸び率は 2011年（H23）

138,075人に対して 2021年（R3）は 242,444人で

あり、1.7 倍である。また、京都府の留学生数は

2011 年（H23）6,246 人に対し、2021 年（R3)は

13,638人の 2.3倍である。 

一方、全国の留学生の就職数の伸び率について、

2011年（H23)は 8,586人に対して 2021年（R3)は

28,974人であり、3.4倍である。 

京都府は、2011年（H23)187人に対して 2021年

（R3)は 565人の 3.0倍である。 

図 2 「留学生の日本企業等への就職状況」 

 

この結果から、京都府の留学生数の伸び率は、

10年前と比べて全国を上回っているが、京都府所

在企業への就職の伸び率は、全国を下回っている

ことが分かる。ここまでの調査結果から、「京都府

では外国人労働者が増加しているが、全国的に見

れば多くないことが分かる」また、「京都府の留学

生数の伸び率は全国より高いのに対し、京都府内

企業への就職伸び率は全国より低いことが分かる」 

 

4. 提言 

留学生をターゲットにした支援を行うことで、

京都府の外国人労働者数を増加させることができ

ると考え、京都府の企業に対する外国人受入れの

実態調査から、「マッチングイベント」と「京都市

に新たなランドマーク」の提言をする。 

マッチングイベントについては、留学生に向け

た説明会やインターンシップを積極的に行い、日

本企業の仕事内容やビジネスマナーへの理解を深

めるための機会を提供する。外国人を受け入れて

苦労したことや外国人労働者を受け入れない理由

で挙げられていた、「コミュニケーション能力・文

化の違い」などの要因を解消することができると

考える。また、どのようなスキルアップやキャリ

アアップができるかを具体的に知ってもらう情報

発信の場を設け、働きがいや魅力のある企業アピ

ールをすることで興味を惹きつける機会とする。 

京都府に新たなランドマークについては、日本

の下宿する学生と留学生が一緒に住める場所を設

ける。学生時から、「価値観」や「文化の違い」を

お互いに共有することで理解し認識を深める機会

となり、同様に「コミュニケーション能力の不足」

や「文化の違い」による摩擦を減らしていくため

の場となる。 

「人口減少」が進んでいるとともに、「労働者不

足が課題」である。図 2より、留学生による京都

府内企業への就職就職伸び率は全国よりも低いこ

とが分かった。企業と留学生の双方の課題点や価

値観などを解消することで「人口減少」･「労働者

不足」が期待されるのである。 
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若年層における性教育の現状と課題 
‐避妊具使用率向上のための政策提言‐ 
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キーワード：性教育、青少年、健康と安全 

 

1．はじめに  

 近年、若年層における性行動の増加に伴い、性

教育の重要性が再認識されている。特に、中高生

に対する包括的な性教育の不足が指摘されており、

これが避妊具の使用率の低さや性感染症の増加に

繋がっていると考えられる（浅井 2018）。性教育

は、若年層の健康と安全を守るための基本的な手

段であり、その充実は公衆衛生の観点からも極め

て重要である。  

 日本では、性教育の内容が限られており、特に

具体的な避妊方法や性的同意についての教育が不

足している。学習指導要領では、妊娠の経過や避

妊方法について詳しく教えることが制限されてお

り、これが若者の性に関する知識不足を招いてい

る。 

 本研究は、日本の中高生における性教育の現状

と課題を調査し、その影響を分析する。また、日

本における性教育の質の低さの原因を明らかにし、

性教育の質を向上させるための政策提言を行うこ

とで、若年層が正しい知識を持ち、自分自身の健

康を守るための行動を取ることができるようにな

ることを目的とする。  

  

2．現状分析 

2.1 性教育の学習率と既習内容の推移 

 中高生がどのような性教育を受けているのか分

析する。中学校学年別にみた性教育の既習内容に

おいて、「男女の心の違い」や「男女平等」といっ

た性行為について触れない事項の学習率は 6割か

ら 7割と高い。一方、「妊娠の方法」、「性交」とい

った性行為に関わる事項の学習率は 3割程度と低

い傾向にある（日本性教育協会 2019）。 

 また、性教育既習内容の推移において、高校生

の性交、人工妊娠中絶の既習率が 2005年、2011年

調査では 60％強あったが、2017 年調査では 55％

前後に減っている（日本性教育協会 2019）。  

2.2 性知識の現状 

 青少年が性教育によって正確な性知識を得てい

るのかどうかを検討していく。性知識としては、

「①膣外射精は、確実な妊娠の方法である。②ピ

ルの避妊成功率は極めて高い。③排卵は、いつも

月経中に起こる④精液がたまりすぎると、身体に

悪い影響がある。⑤クラミジアや淋病などの性感

染症を治療しないと、不妊症になることがある。

⑥性感染症にかかると、必ず自覚症状が出る。⑦

日本ではこの 10 年間、新たに HIV に感染する人

とエイズ患者は減少し続けている。」以上 7 問に

ついて、高校生の正答率が 5割を超えたのは、性

感染症に関する 2項目のみであり、性知識得点の

平均値は、男子が 3.0点、女子が 2.7点といずれ

も低い（日本性教育協会 2019）。 

 以上より、青少年は正確な性知識を得ていると

は言えない。 

2.3 性教育と性知識の関連 

 学校での性教育は性知識に貢献しているのか分

析する。性教育内容を幅広く多く受けている群と

そうでない群で、性知識得点の平均値を比較した

ところ、多様な内容の性教育を受けている者がそ

うでない者より 0.6点高かった。また、性の情報

源によって性知識に差が生まれるか分析したとこ

ろ、学校を性の情報源としている場合にはそうで

ない者よりも高校生男女ともに約 0.3点高いとい

う結果が示された（日本性教育協会 2019）。 

 以上より、学校での性教育は青少年の性知識に

貢献していると言える。 

 

3．オランダの性教育 

オランダでは包括的な性教育が進んでおり、そ

の結果、オランダ政府機関「CBS」によると、10代

の中絶率は全体の 0.7％と、日本の 3.3％と比べて

非常に低い（男女共同参画局 2021）。 

 オランダでは、性教育が 4歳から始まる。幼少

期には、愛情や感情の表現、性の多様性について

学び、年齢が上がるにつれて、避妊方法や性感染

症の予防について学ぶ。性教育は学校だけでなく、

家庭やメディアを通じても行われ、性に関するオ

ープンな対話が奨励されている。オランダの性教

育は、単に生物学的な知識を教えるだけでなく、

性にまつわる文化や人権、多様な人々が安心して

暮らせる社会の在り方についても学ぶ。 

 また、オランダの性教育には、「Rutgers」とい

うシンクタンクが提供する「Lente Kriebel(春の

ソワソワ)」というプログラムがある。このプログ

ラムは、子供たちの年齢に応じた教材を用いて、
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性のあり方、肉体的な男女の違い、ジェンダー意

識などを学ぶ。まず、「愛情の大切さ」や「自分の

意思の伝え方」、「他人の気持ちを尊重すること」

から始まり、年齢が上がるにつれて「生殖や妊娠

出産」、「避妊、性感染症のリスク」などを学んで

いく。 

 オランダの性教育は、性をポジティブなものと

して捉える価値観に基づいており、性教育を性知

識で終わらせず、特に関係性の機能として理解し、

自他ともに尊重する態度を養う機会として捉える

視点があり、日本の性教育においてもこのような

視点が重要である。 

 

4．包括的性教育の必要性 

「包括的性教育」とは、子供や若者がセクシュ

アリティについて前向きに考え、受け入れ、実践

することができるように応援する学習プログラム

である。この教育の重要な要素の一つは、生徒が

自ら考え、主体的に考えることで、情報を批判的

に評価し、正しい情報を選び取る力が養われる。

これにより、性に関する知識が深まり、実際の生

活においても適切な判断ができるようになる（浅

井 2018）。 

 日本の性教育には、この包括的性教育が十分に

取り入れられていない現状がある。日本財団の報

告によれば、日本の学習指導要領では「妊娠の経

過（性交）は取り扱わない」とする「はどめ規定」

が存在し、青少年が性や妊娠出産に関する正しい

知識を学ぶ機会が不足している。 

 包括的性教育の導入は、生徒が主体的に学ぶこ

とで、避妊方法が高まり、初めての性交を遅らせ

る傾向が見られる。ユネスコによると、包括的性

教育を実施した事例のうち、初めての性交につい

て 63件中、遅らせたケースは 23件、早めたケー

スは 0件だった。また、コンドームの使用につい

て 58件中、増加させたケースは 23件、減少させ

たケースは 0件だった。以上により、包括的性教

育には、若年層の望まない妊娠や性感染症のリス

クが提言されることが期待される（ユネスコ 

2020：250－253）。 

 日本において包括的性教育を推進することは、

青少年の健康とウェルビーイングを向上させるた

めに有効的であると言える。 

  

5．政策提言 

包括的性教育の必要性を踏まえ、性教育のカリ

キュラムにディスカッションを組み込み、性に関

する多様なテーマについて議論する機会を提案す

る。 

ディスカッションを取り入れることで、生徒は

自らの意見を表現し、他者の意見を尊重しながら

議論を進める力を身につけることができる。これ

により、性に関する多様な視点を理解し、偏見や

誤解を減らすことが期待される。また、ディスカ

ッションを通じて得られる知識は、単なる情報の

受け取りにとどまらず、実生活での意思決定や行

動に直結する実践的なものとなる。 

実際に「性教育指導観の理解を目指した授業の

学習効果」では、「ジグゾー法」というテーマや課

題について、役割分担をして調べ学習を行い、自

分が調べた内容を教え合う学習法を用いたディス

カッションが、学生の主体的な学びを促進し、性

教育に対する理解を深める効果があると示されて

いる。（郡司 2022） 

総じて、日本の中高における包括的性教育にデ

ィスカッションを導入することは、生徒の主体的

な学びを促進し、性に関する知識や認識を深める

ために非常に有効であると考えられる。生徒が自

ら考え、意見を交換し、情報を批判的に評価する

知識を養うことで、より健全で包括的な性教育が

実現されること、そして若者が自分自身の健康と

安全を守ることができるようになることが期待さ

れる。 
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